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論文の要旨 
 

	 本研究においては特別支援教育の現状に鑑み、通常学級及び特別支援学校の授業におけ

るティーム・ティーチング（以下、T・T と表記）の実態と課題、専門スタッフ、外部人

材が参画している T・Tの実態と課題を明らかにするとともに、授業における T・Tから多

様な人材が教育活動に参画する T・Tへと視点を広げ、共生社会を見据えた T・Tのあり方

を探ることを目的とする。	

	 本研究では、T・T をどう捉えるかが重要な観点となるため、まずは序論において、T・

Tの成立の背景、T・Tの定義とその考え方を考察した。	

	 第１章「特殊教育から特別支援教育への転換」のⅠでは、ノーマライゼーションの理念

をバンク＝ミケルセンとニィリエを取り上げて明らかにした。Ⅱでは、国際連合及び日本

における障害者施策、特に「障害者権利条約」、「障害者差別解消法」についてより詳しく

述べた。Ⅲでは、障害の概念の変遷として ICIDH から ICF への転換の経緯、ICF の各要素

について述べた。Ⅳでは、「教育の場」にも注目しながら特別支援教育に至るまでの歴史

的経緯を明らかにした。	

	 第２章「特別支援教育に求められる専門性とチームによる取組」のⅠでは、共生社会と

はどのような社会であるかについて、サラマンカ声明、障害者基本法及び先行研究を参照

して定義づけるとともに、特別支援教育の理念と制度について述べた。Ⅱでは、特別支援

教育に求められる専門性を先行研究をもとに検討し、Ⅲでは、インクルーシブ教育システ

ム構築のための校内外における支援体制について、先行研究及び文部科学省の事業を通し

て課題を明確にした。Ⅳでは、チームによる取組について、大阪府教育委員会の『子ども

の笑顔が生まれる学校改善のためのガイドライン』をもとに考察し、専門スタッフ、外部

人材の学校というチームへの参画のあり方が今後の課題であると指摘した。また、中央教

育審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」を、先行研究の

検討を通して考察した。	

	 第３章「授業に焦点を当てたこれまでの T・T」のⅠでは、先行研究をもとに知的障害

特別支援学校の T・T を定義づけ、T・T の歴史を探り、日本においては授業改善の一つで

あること、特殊教育諸学校では、児童生徒の個々の課題に即した指導の必要性から発展し

た授業改善、指導の工夫が T・T の始まりであることを明らかにした。Ⅱでは、T・T の課

題を小学校、特殊教育諸学校のアンケート調査を通して、先行研究及び筆者の経験を通し



	 

て明らかにした。Ⅲでは、先行研究から T・T の長所を検討し「T・T の長所項目表」を作

成した。Ⅳでは、茨城県教育研修センターが作成した「特殊教育諸学校におけるティー

ム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」を知的障害特別支援学校の授業で活用

し、それをもとに「AT の支援評価表」を作成した。	

	 第４章「特別支援教育における T・T の実態調査」では、A 県内特別支援学校等と B 市

内通常学級（幼稚園、小学校、中学校）の管理職、特別支援教育コーディネーター、担

任、通級指導教室担当、特別支援学級担任、配置されている専門スタッフ、外部人材へア

ンケート調査を実施した。Ⅰでは、調査の概要、Ⅱでは、特別支援学校等の調査結果から

特別支援教育を進める上での課題、教職員同士で授業を実施する上で効果的な点、工夫が

必要な点、専門スタッフ、外部人材が参画している授業の実態や効果的に支援できた点、

工夫が必要な点等を明らかにした。Ⅲでは、B 市内通常学級の調査結果を示した。Ⅳで

は、回収数の少なかったⅢの補完として通常学級の担任、特別支援学級担任、特別支援教

育コーディネーター、通級指導教室担当者、特別支援教育支援員等へのインタビューを通

して得られたことや先行研究の知見をもとに通常学級における課題等を考察し、解決の方

向性を示した。Ⅴでは、先行研究やⅡ、Ⅲ、Ⅳで得られたことをもとに教職員同士、専門

スタッフ、外部人材との T・Tの課題を先行研究の知見も交えて考察した。	

	 第５章「共生社会を見据えた T・Tのあり方」のⅠでは、外部人材が参画する T・T等に

ついて文献を参照して述べ、共生社会を形成するための地域人材との T・T について考察

した。Ⅱでは、アンケート調査結果及び先行研究を通して、専門スタッフ、外部人材と共

にチームとして取り組む必要性と課題について考察した。Ⅲでは、T・T の多様化をアン

ケート調査結果及び先行研究等を通して考察した。また、T・T の類型化の「支援の場」

の意味づけとして教育課程に注目し、教育課程内外における支援の場を「支援の場の多様

化」として捉え、「支援のあり方の多様化」はどのような支援のあり方があるか、という

観点から直接的支援・間接的支援として捉え、それらをもとに、また守屋（2010）の「自

我発達の三次元モデル」を参考にしつつ、T・T の類型化を試みた。Ⅳでは、学校支援地

域本部事業、放課後等デイサービス、コンビニ店員が参画する知的障害特別支援学校の

「職業」の授業の３事例を取り挙げ、共生社会を見据えた特別支援教育を進める T・T の

あり方について考察し、共生社会の形成のための障害者理解や意義のある社会参加へつな

がること、他機関等との連携は日常の顔が見える連携が T・T の多様化の基礎づくりにつ

ながること等を指摘した。	
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序	 論 

 

Ⅰ 本論の背景 

 

	 本研究テーマに関して、筆者には二つのこだわりがあった。一つ目は「ティーム・ティ

ーチング」へのこだわりである。筆者は新任以来障害児学校（現特別支援学校）で勤務し

てきた。複数担任制や授業における「ティーム・ティーチング」が当たり前で、それがプ

ラスにもマイナスにもなることを十分経験していたことである。二つ目は、教育、医療、

福祉の連携である。かつて筆者が勤務していた肢体不自由校では、子どもたちは日常的に

地域療育機関等で訓練を受けていたこともあり、教員は訓練参観という形で医療や福祉の

場とつながりを持っていたことから、教育と医療との連携について考えさせられた。さら

に障害の重度・重複化に伴い、医療的ケアの必要な子どもたちが増えたことにより、看護

師が学校に配置され、安心して授業を実施することができたことを覚えている。そして長

期研修では、自分の目で直接医療や福祉の現場を知ることを通して、学校と地域療育機関

等及び家庭との連携についてまとめていった経緯がある。	

	 2015（平成 27）年 12 月に中央教育審議会から「チームとしての学校の在り方と今後の

改善方策について（答申）」が出された。本答申は、学校が抱える課題が複雑化・困難化

していることによる生徒指導の充実や特別支援教育の充実のために、学校が組織として必

要な体制の整備をすることと、学校や教員が心理や福祉等の専門家（専門スタッフ）や専

門機関と連携・分担する体制の整備、つまり「チームとしての学校」の体制整備を提言し

ている。「チームとしての学校」の体制整備により教職員が専門性を発揮し、専門スタッ

フ等の参画を得て子どもたちの教育活動を充実させていくことを期待しているのである。	

	 心理や福祉に関する専門スタッフとしてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーが、特別支援教育に関する専門スタッフとして医療的ケアを行う看護師等、特別支

援教育支援員、言語聴覚士（ST）、作業療法士（OT）、理学療法士（PT）等の外部専門家、

就職支援コーディネーターが挙げられている。文部科学省の事業においても専門スタッフ

等の配置がなされ、教育現場においては多職種の専門家が児童生徒の教育活動に参画して

いる現状がある。このような背景があり、本研究テーマにつながったのである。	
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Ⅱ	ティーム・ティーチングとは	

	

	 アメリカから導入された「ティーム・ティーチング」(以下、T・T と略記)は、日本で

は小学校の学級担任制における問題点を補う授業改善の一つのテクニックとして行われ

た。また特殊教育諸学校では、児童生徒の個々の課題に即した指導の必要性から発展した

授業改善、指導の工夫が T・Tの始まりであった（茨城県教育研修センター,2000）。	

	 現行の小学校及び中学校学習指導要領において、教育課程実施上の配慮事項は「教師間

の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図る」と

なっている。また、高等学校においても「個別指導やグループ指導等、教師間の協力的な

指導等で指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図る」となってい

る。	

	 2017（平成 29）年度の小学校学習指導要領解説総則編、中学校の学習指導要領解説総

則編、2018（平成 30）年度の高等学校学習指導要領解説総則編では、指導体制の工夫

で、教師の協力的な指導の例として「ティーム・ティーチング」の文言が表記されてい

る。	

	 ティーム・ティーチング(T・T)をどう捉えるかが、本研究においては重要な観点とな

る。現在では学校教育の中で浸透している T・Tを、T・Tが成立した背景、T・Tの定義や

その考え方を改めて文献等を通して考察する。	

	 なお、ティーム・ティーチング、T・T、ティーム、チーム等の用語に関しては原文通り

とし、筆者が使用する場合は、T・T、チームとする。	

	

１．T・T 成立の背景	

	 前之園（1965）は、「アメリカにおいては、ソビエトの人工衛星打ち上げによる、いわ

ゆるスプートニック・ショックを直接の原因として教育再検討の課題が着手されることに

なったが、ティーム・ティーチングもそこから生まれ出た教育改革の試みの一つである」

と指摘している。	

	 表 1は、アメリカにおける T・Tの成立の背景を表したものである。	
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＊下線部は筆者	

	 	

	 前之園（1965）は、アメリカの教育雑誌「スクール・アンド・ソサエティー」

（1963.12.14 号）の「ティーム・ティーチング」特集から、T・T の背景として教員不足

の問題、新しい知識観、児童の成長発達について新しい心理学的知見を挙げている。	

	 教員不足の問題として、爆発的な人口増加や大学新卒者の中の教職志望者の絶対的不足

が挙げられ、それが教員の質の低下をもたらした。教員不足に関しては、シャプリン

(Shaplin,J.T.)、ベア(Bair,M)とウッドワード(Woodward,R.G.)も T・T 成立の背景の筆頭

に挙げており（下村,1966）、かなり深刻な問題であったと推測される。	

	 （A）教員不足の原因は、これまで教職の主要な供給源であった若い女性が、教職以外

の有利な職業に吸収され始めたことに加え、教職員の恵まれない地位と報酬にあった。そ

れを打開すべく、教職にヒエラルキーを導入し、専門職にふさわしい教師は高い地位と報

酬を保証すべきである、という構想が生まれた。そこで、教職員制度改革の一環としての

実習生制度やインターン制度、補助職員を教職に配置して、教師を専門的職務に専念さ

せ、その給与の差額を持って教師の報酬の改善に当てようとする教務助手計画が登場し

た。また、学区数の減少は学校規模の膨張となり、学校規模の膨張は、従来通りの組織で

の管理は困難となり、教師相互、教師・生徒間の関係が希薄になるという欠陥をもたらし

表 1		T・T成立の背景	
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たため、大規模学校内に教師と生徒の小規模の活動単位を作り出すという意味で、T・T

の導入が期待されたのである(下村,1966)。	

	 （B）新しい知識観では、知識の伝達だけでは、子どもが成長していく中で必要となる

全知識には到達しないこと、急激な科学技術の進歩が知識量の全体量を爆発的に拡大した

ことから、カリキュラム改造と教育における重点が教育の過程に置かれ、どのようにして

学習するかを児童に教えることに大きな注意が払われるようになった。	

	 下村（1966）は、特にカリキュラム改造運動は、数学、化学、生物学、英語等の各分野

に及び、教育工学の発達によって、大集団指導、個別指導に大きな可能性が開け、授業集

団に広く柔軟性が与えられるようになった、と指摘している。	

	 （C）児童の成長発達についての新しい心理学的知見では、例として初等教育における

non-grading（無学年制）の指導が挙げられた。これは個別指導を強調しており、同じよ

うな活動を必要としている児童を一緒のグループにして個別的指導を集団的に図るねらい

があり、ある意味では T・T の萌芽形態とも考えられる（前之園,1965）、としている。こ

のような背景が T・Tをもたらしていったのである。	

	

２．T・T の定義とその考え方	

	 T・T の基本的な定義としてシャプリンの「教師の組織と教師の担当する生徒を含む、

授業組織の一つであって、この組織においては二人以上の教師が、同一生徒集団の授業の

全部か、またはその重要部分に対して責任を負い、共働するもの」（ベア＝ウッドワー

ド,1966）が挙げられるが、その後様々な研究者により T・T の定義やその考え方が提起さ

れた。表 2は、T・Tの定義とその考え方をまとめたものである。 
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	 カリフォルニア州、カーメルの教育長であるベア(Bair,M)とマサチューセッツ州、レキ

シントンの公立学校教材等調査指導官であるウッドワード(Woodward,R.G.)、文部省調査

局、日俣、加藤、松本ら、中尾の文献をもとに作成した。	 	

	 シャプリンは、T・T の究極の目的が授業の改善であると指摘し、そのように定義して

表 2		 T・T の定義とその考え方	 	
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いる。また、シャプリン同様、T・T の推進者であるアンダーソン(Anderson,R.H.)は、

「ティーム・ティーチングは、学校における教師の特技利用のためにおこった組織であ

り、数人の教師（3〜6ないし 7）がティームを組み、子どもの大グループ（一般には、25

〜30 に教師の数を乗じた数）に対して、教育の計画を立て、実行し、評価することであ

る。ティームの組織は、各教師へ仕事の割当てに対して、また教授の過程における子ども

のグルーピングに対して、大きな弾力性を持っている。すなわち、すべての教科および分

野・領域に対し、大・小さまざまなグループに編成することが可能で、グループの大きさ

に広い弾力性を持つ」（日俣,1966）としている。	

	 しかしながら、T・T の定義は、その実践例の数ほど多く、T・T の多様性は、言うまで

もなく実践の多様性を、つまりは方法の多様性を反映している（吉本,1966）。	

	 代表的なレキシントンプラン（Lexington	Program）は、教職におけるヒエラルキーの

導入、一斉指導と個別指導を組み合わせた指導形態の改造、時間割の柔軟性、補助職員の

配置等、いわゆる T・T の特徴をオールラウンドに備えたものであった。しかし、その後

の T・T では、こうしたものはむしろ稀で、その多くはいずれかの特徴に、より大きなウ

エイトをかけているのである。例えば、カリフォルニアのオセアノ小学校は、階級制は置

かず、ヒエラルヒーの排除を特徴として挙げ、ミネソタ州のセントポールズ・ジョンソ

ン・ハイ・スクールは、大・小グループ指導に、マサチューセッツ州のウエーランド・ハ

イ・スクールは、コンピューターを利用した時間割の柔軟性に、アイオワ州のフォーレス

ト・ヒルズ・スクールは、教育テレビの共同視聴に、それぞれ特徴を求めている。つま

り、広い考え方の幅があるということである（J.T.シャプリン・H.F.オールズ,1966）。	 	

T・T・プログラムは全て発展途上であり、そうでなくてはならない。大切なことは生徒

の学習を改善することであって、特定の定義を満足させるように、学習を一定の形式に押

し込むことではない（Medill	Bair・Richard	G.Woodward	,1966）のである。	

ハロルド・ハウ 2 世（Harold	Howe,Ⅱ）は、この点を一歩進めて T・T は学校が激しい

変化の中で、時代遅れにならないですむように利用できる、一つの手段であると指摘して

いる。	

	 ウィザースプーン(Witherspoon,D.)は、「ティーム・ティーチングの概念は、協同の計

画、不断の努力、緊密な統一、気がねのないコミュニケーション、誠実な分担、といった

不可欠な精神にある」として、T・T の基本的性格をより的確に言い当てている（下

村,1966）。	
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	 ブッシュ（Bush,R.N.）は、アメリカに T・Tという名で呼ばれているプロジェクトがた

くさん見られるが、その形態、目的、方法は、さまざまであり、適切な定義を下すことは

容易ではないとしながらも、一定の共通な要素が見られることは確かであるとして、「テ

ィーム・ティーチングとは、特定の期間における１科目ないし数科目の授業が、2 人以上

の人、すなわち 1人あるいはそれ以上の経験ある有資格教員と、それを直接かつ組織的に

手助けする経験の少ない教員、技術系・事務系の助手、および他の専門職業分野の専門家

などによって行われる状態を指す」としている。	

	 文部省調査局は、T・T を採用するには、それに応じて学校組織を徹底的に変革するこ

とが必要であると指摘している。例えば、動きの取れない厳格な時間割、画一的な学級規

模、宿題－暗唱－テストの繰り返し、教師の均一的な勤務負担等が変革されることが必要

であるとし「ティーム・ティーチングは、固定した一つの教育方法の形態ではなく、教育

の質を高めるために、伝統的な学校組織、教員組織、施設・設備の形態・利用方法を打ち

破るような新しい教育方法の総称である」として、かなり授業形態に比重をかけた定義を

している。	

	 カリフォルニア州クレアモント小学校のティーム構成は、ティーム・リーダー、ティー

ム・メンバーとして、インターン（大学卒業予定の見習生）、補助員、そして地域社会の

知識人や教育的資源を活用する等が特徴で（前之園,1965）、日俣（1966）は「ティーム・

ティーチングの活動の母体となっているのは、教師のティームであるが、実際の活動は内

部的あるいは外部的に多様性を持っている」と指摘している。	

	 吉本（1966）は、授業に限った T・T の基本的なねらいを、①教師がティームを作り、

緊密なティームワークのもとに、各々の専門的能力を 高度に生かせる指導体勢を構成す

ること、②学習内容に応じて、生徒を大小のグループに編成し、視聴覚教材を 大限に活

用して、学習効果の向上を図ること、③授業の流れがスムーズに展開できるように、時間

割に弾力性を持たせることとしている。つまり、「ティーム・ティーチングの発展に重要

なのは、基本的なねらいを念頭におき、定義や様式にこだわらず、それぞれの条件に応じ

て、積極的に新しい可能性を探り出そうとする姿勢である」としている。	

	 加藤（1994）は、教師や教育に関わる他の人々が協力し合って指導に当たるという意味

で、きわめて広い概念であり、誰と、どんな役割を担って、どのような形式で協力し合う

かによって多様な T・Tが考えられる、と指摘している。	

	 松本ら（2006）は、学級崩壊や授業が成立しない学級や学校や不登校が増加した時代で
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は、教室だけに限らない、学校教育全体で生きて働くものとして T・Tを捉えている。	

	 中尾（2011）は、高浦（1999）の「教師がチームを組んで協力して子どもの指導にあた

る指導方式」と言う狭義の定義や、加藤ら（1995）の「T.T.には考え方や内容・方法に多

様性があるものとして捉えていくことを勧めている」観点から「T.T.は、広く捉えれば指

導方法の一つという範囲にとどまるものではなく、その学習に関わる人、場、時間、そし

て学習内容など、あらゆる面から統合的にアプローチしていく可能性を持った学習への取

組と言える」としている。	

	 表 2 では、T・T の定義やその考え方として、学習集団、授業に関わる者の多様性、学

校教育全体で生きて働くものであること、学習内容、学習の場、時間、教材等々、あらゆ

る角度から提起されている。つまり、T・T には、多様な考え方や展開の仕方があると言

える。筆者は、T・T とは教師のチームを母体としながらも、実際の活動は、内部的ある

いは外部的にも多様性を持ち、児童生徒の教育に当たる取組であると捉えたい。	

	 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」では、PT,OT,ST な

どの特別支援教育に関する専門スタッフ等の参画を得て子どもたちの教育活動を充実して

いくことを期待している、とある。特別支援教育では、外部専門家との連携が強く求めら

れている。児童生徒の個に応じた指導のために、参画する人材を柔軟に捉えていくことが

求められるのではなかろうか。	

	

Ⅲ	本論の目的	

	 本論は、特別支援教育の現状に鑑み、通常学級及び特別支援学校の授業における T・T

の実態と課題、専門スタッフ、外部人材が参画している T・T の実態と課題を明らかにす

るとともに、授業における T・Tから多様な人材が教育活動に参画する T・Tへと視点を広

げ、共生社会を見据えた T・Tのあり方を探ることを目的とする。	

	 研究方法としては、 特別支援学校と通常学級における教職員同士で実施している授

業、専門スタッフ、外部人材が参画する授業に関しての実態調査及び先行研究による考察

を中心に行う。 

	 本論には、二つの観点がある。共生社会の基礎をなす特別支援教育の観点と共生社会の

形成の観点である。 

	 一つ目の観点である特別支援教育は、障害のある子どもたちの自立や社会参加に向けた

主体的な取り組みを支援するという視点から、生活や学習上の困難を改善又は克服するた
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め、適切な指導及び支援を行う（文部科学省,2007）。	

	 二つ目の観点である共生社会は、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多

様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社会である（文部科学省,2012）。	

	 特別支援教育の観点では専門スタッフ等が、共生社会の形成の観点では、ボランティア

等の外部人材が深く関わっていることが推測される。	

	 本論においては、この二つの観点も念頭におきながら研究を進めたい。	

	

Ⅳ	本論の構成並びに立場	

	 本論が目的とするところは、以上の通りであり、本論で終始問題とするのは、T・T の

捉え方である。	

	 本論は、以下の５章で構成されている。	

		第１章「特殊教育から特別支援教育への転換」では、共生社会を支えるノーマライゼー

ションの理念について概観し、障害のある子どもの教育に関する動向の背景には、国際

的・国内的な障害観とそれに対応した国全体の障害者施策の変化があることを踏まえ、そ

の動向を探るとともに、特別支援教育に至るまでの歴史的経緯について述べる。	

	Ⅰ「ノーマライゼーションの理念」においては、バンク＝ミケルセン（Niels	Erik	

Bank-Mikkelsen,1919-1990）とニィリエ(Bengt	Nirje,1924-2006)のノーマライゼーショ

ンの流れについて概観し、特にニィリエの八つの原理について検討する。Ⅱ「国連及び日

本における障害者施策の取組」では、国連の障害者施策の始まりから障害者権利条約が発

効されるまでを概観するとともに、日本における障害者権利条約批准までの取組、特に障

害者権利条約と障害者差別解消法について検討する。Ⅲ「障害の概念の変遷」では、

ICIDH（国際障害分類）から ICF（国際生活機能）が成立するまでを概観し、ICF について

検討する。Ⅳ「特別支援教育に至るまでの歴史的経緯」では、特別な場で指導を行う「特

殊教育」から教育の場を限定しない「特別支援教育」への歴史的転換を重視し、障害のあ

る子どもたちの就学猶予・免除への経緯、養護学校設置への経緯と「教育の場」にも注目

して、特別支援教育成立までの歴史的動向を検討する。	

	 第２章「特別支援教育に求められる専門性とチームによる取組」では、特別支援教育は

共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠であるとい

う観点から、共生社会とはどのような社会であるか、また特別支援教育に求められる専門

性とは何か、インクルーシブ教育システム構築のための校内外における支援体制とはどの
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ようなものか、さらにチームによる取組について検討する。	

	Ⅰ「特別支援教育の理念と制度」では、サラマンカ声明、障害者基本法、先行研究を通

して共生社会とは何かを定義する。特別支援教育の理念については「特別支援教育の推進

について（通知）」や「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のため

の特別支援教育の推進（報告）」を通して述べる。また、特別支援教育の制度について

は、特別支援教育における学びの場に注目し、就学に関する手続きや、通常学級で学ぶ支

援の必要な子どもたちをサポートする特別支援教育支援員について述べる。Ⅱ「特別支援

教育に求められる専門性」では、各学校における教員の専門性、さらにインクルーシブ教

育をめざす教員養成について検討する。Ⅲ「インクルーシブ教育システム構築のための校

内外における支援体制」では、校内外における支援の要となる特別支援教育コーディネー

ターに注目して、その現状と役割遂行上の課題、インクルーシブ教育システム構築のため

の支援体制について検討する。Ⅳ「チームによる取組」では、「チーム」とは何か、また

チームとして取り組む必要性について、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策

について（答申）」を通して検討する。	

	 第３章「授業に焦点を当てたこれまでの T・T」では、T・T の定義と歴史、T・T の課題

を検討する。また、先行研究の検討を通して「T・T の長所項目表」を作成する。さらに

文献や先行研究の検討を通して作成された表を、知的障害特別支援学校の授業で活用し、

AT（副指導者）の支援評価表を作成する。	

	 Ⅰ「T・T のあらまし」では、T・T の定義及び歴史について検討し、知的障害特別支援

学校における T・Tを定義づける。Ⅱ「T・Tの課題」では、T・Tの課題を一般校、先行研

究、筆者の経験を通して検討する。Ⅲ「T・Tの長所項目表作成の過程」では、4本の先行

研究の検討を通して「T・T の長所項目表」を作成する。Ⅳ「効果的な T・T をめざす	AT

の支援評価表作成の経緯」では、茨城県教育研修センターが作成した「特殊教育諸学校に

おけるティーム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」を、知的障害特別支援学校

の授業で活用し、その結果をもとに「AT の支援評価表」を作成する。	

	 第４章「特別支援教育における T・T の実態調査」では、A 県内の特別支援学校等（支

援学校、養護学校含む；本論文中では特別支援学校等と表記する）と B 市内の通常学級

（幼稚園・小学校・中学校）の管理職、特別支援教育コーディネーター、担任、通級指導

教室担当者、特別支援学級担任、配置されている専門スタッフ、外部人材に対してアンケ

ート調査を実施し、管理職に対しては特別支援教育を進める上での課題等、特別支援教育
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コーディネーターに対しては役割遂行上の課題等、教職員同士で実施する授業の実態と課

題等、専門スタッフ、外部人材と実施する授業の実態と課題等を調査する。	

	 Ⅰ「調査の概要」では、調査の目的、対象、手続き、調査項目について述べる。Ⅱ「A

県における特別支援学校等の実態調査の結果」では、管理職、特別支援教育コーディネー

ター、担任、通級指導教室担当者、配置されている専門スタッフ、外部人材への調査結果

を示す。Ⅲ「B 市における通常学級の実態調査の結果」では、管理職、特別支援教育コー

ディネーター、担任、特別支援学級担任、通級指導教室担当、専門スタッフ、外部人材へ

の調査結果を示す。Ⅳ「インタビュー及び先行研究を通しての考察」では、小学級におけ

る特別支援学級の担任・担任経験者、小学校特別支援教育コーディネーター経験者、小学

校少人数指導（加配）、中学校通常学級担任、スクールカウンセラー、小学校特別支援教

育支援員へのインタビュー結果と先行研究を通して見えてきた課題を明らかにし、その解

決の方向性を示す。Ⅴ「考察」では、アンケート調査から得られた結果をもとに、教職員

同士の T・T、専門スタッフ、外部人材との T・Tを先行研究の検討も交えて考察する。	

	 第５章「共生社会を見据えた T・T のあり方」では、共生社会の形成のために、学校が

専門スタッフ、外部人材と共に取り組むチームとしての学校のあり方について考察する。	

	 Ⅰ「共生社会を見据えた T・Tのあり方とは」では、外部人材が参画する T・T等につい

て、文献を通して述べ、共生社会を形成するための地域人材活用と T・T について検討す

る。Ⅱ「チームとしての学校のあり方」では、専門スタッフ、外部人材と共にチームとし

て取り組む必要性を文部科学省の報告、答申、アンケート調査結果を通して検討する。ま

た、アンケート調査から見えてきた課題を、「『チームとしての学校』の実現のための三つ

の視点の課題」として図式化するとともに、外部人材が参画する教育活動ついて、アンケ

ート調査を通して課題を提起する。Ⅲ「共生社会を見据えた T・T の類型化」では、T・T

の多様化について、アンケート調査や先行研究の検討から得られた知見を通して、専門ス

タッフ、外部人材が参画する T・T の多様化について改めて整理し、共生社会を見据えた

T・T の類型化を試みる。Ⅲ-１「T・T の多様化」では、T・T の多様化を意味づけるもの

として（１）参画する人材、（２）参画の理由、（３）参画のしかた、（４）T・T の多様化

の捉え方の四つの観点を通して考察する。Ⅲ-２「共生社会を見据えた T・Tの類型化」で

は、「支援の場」の意味づけとして、教育課程に注目し、教育課程内外における支援を

「支援の場の多様化」として捉え、「支援のあり方の多様化」は、どのような支援のあり

方があるか、という観点から直接的支援・間接的支援として捉え、それらをもとに T・T
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の類型化を試みる。Ⅳ「共生社会を見据えた特別支援教育を進める T・T のあり方」で

は、学校支援地域本部事業、放課後等デイサービス、地域人材（コンビニ店員）が参画す

る知的障害特別支援学校の「職業」の授業の 3事例を挙げて検討する。	
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	 第１章	 特殊教育から特別支援教育への転換	

 

	 本章では、共生社会を支えるノーマライゼーションの理念をバンク＝ミケルセンとニィ

リエを取り上げて明らかにし、ニィリエのノーマライゼーションの思想と国連及び日本に

おけるノーマライゼーション実現のための動向について述べる。	

	

Ⅰ	 ノーマライゼーションの理念	

	

１．ノーマライゼーションの二つの流れ	

	 ノーマライゼーションは障害者問題から始まり世界へ、そして、他の領域へ普遍化して

いった思想という点で大きな意義がある。また、ノーマライゼーションは一つの思想とい

うよりは、北欧で生じた考えとアメリカで生じた考えの二つの大きな思想潮流が徐々に一

つの方向になっていったと理解することができる(佐藤ら,2000)。その二つの大きなノー

マライゼーションの流れとは、デンマークのバンク＝ミケルセン（Niels	Erik	 Bank-

Mikkelsen,1919-1990）とスウェーデンのニィリエ（Bengt	Nirje,1924-2006）が提唱した

ノーマライゼーションの流れと、アメリカのヴォルフェンスバーガー（Wolf	

Wolfensberger,1934-2011）の流れである。バンク＝ミケルセン、ニィリエの提唱したノ

ーマライゼーションはノーマルな生活環境の提供に重点を置き、制度改革に焦点が当てら

れるが、ヴォルフェンスバーガーのノーマライゼーションは、障害者の「社会的役割の実

現」という考え方に変化させていった点が特徴的である。このことについて、茂木

（2003）は、「ノーマライゼーションに関するヴォルフェンスバーガーの定義は、『可能な

限り文化的に通常である身体的な行動や特徴を維持し、確立するために、可能な限り文化

的に通常となっている手段を利用すること』となっている。彼は、社会の側で障害者に対

する見方を変えるべきだということは言っている。しかし、もっとたしかなのは、彼が障

害者の側にも『逸脱者』的特徴の除去・軽減を求めており、彼の理論は、障害者が障害と

そのあらわれを覆い隠したり、否定したりすることによって、ノーマライゼーションが進

むのだという見方に重きをおいたものであったといえる」と示唆している。	

	 いずれのノーマライゼーションの考え方も、要約すると障害者よりむしろ障害者の置か

れている生活条件や生活環境といった社会環境の現状やあり方に焦点を当てて問題を捉え

ようとする考え方と言える。今日では障害者福祉政策の基盤となる思想として広く受け入
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れられ、聞き慣れてしまった言葉と思われるが、この 3人によりノーマライゼーションが

提唱された時代とその背景からみると、この言葉は、それまでの入所施設を中心に知的障

害者を処遇していた価値観を、根本的に変える社会変革に結びつく急進的な思想としての

意味を含んでいるのである(佐藤ら,2000)。	

	

２．ニィリエのノーマライゼーションの思想	

	 1943（昭和 18）年から 1946（昭和 21）年にかけ、福祉改革をめざす考え方としてノー

マライゼーションの原理が紹介されている。そして、1946（昭和 21）年のスウェーデン

社会庁報告書「ある程度生産労働に従事することができる人たちのための検討委員会」の

中で具体的にこの原理が取り上げられ、検討された（河東田,2005）。その後、1950 年代

にデンマークのバンク＝ミケルセンによって、「障害のある人たちに、障害のない人たち

と同じ生活条件をつくり出すこと。障害がある人を障害のない人と同じノーマルにするの

ではなく、人々が普通に生活している条件が障害者に対しノーマルであるようにするこ

と。自分が障害者になったときにして欲しいことをすること」と定義づけられた。その背

景には、隔離的保護的で劣悪な環境の巨大施設に収容されている知的障害者の処遇の実態

に心を痛めていたことがあった。バンク＝ミケルセンは、1951（昭和 26）年に発足した

知的障害者の親の会の活動に共鳴し、そのスローガンが法律として実現するように尽力し

たのである。その法律が 1959（昭和 34）年に制定された「障害者福祉法」であり、ノー

マライゼーションという言葉が世界で初めて用いられた法律である（峰島ら,2009）。	

	 ここでは、バンク＝ミケルセンに影響を受け、ノーマライゼーションの思想を整理する

上で大きく貢献した（茂木,2003）スウェーデンのニィリエのノーマライゼーション思想

について述べる。	

	 ニィリエ（Bengt	Nirje,2008）は、ノーマライゼーションの原理について「障害の度合

いが軽度であるとか、重度であるとかいうことに関わらず、また、親と一緒に生活してい

ようが、施設で他の知的障害者と一緒に住んでいるかに関わらず、すべての知的障害者に

適応されなければならない」と主張し、ノーマライゼーションの原理を 1969（昭和 44）

年に成文化した。当時は、知的障害者のケアを形成する相対的な原理を見つけ出すという

ことが主要目的であり、障害者が社会で生活するニーズを示し、「医学モデル」による保

護措置は必要ではないということを示すことであった。この原理は、「もっとも無力な、

言語での意思表示ができず、言語による発言が理解できにくい人たちへの理解を高めるた
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めの一つのツールであった」とし、2003（平成 15）年のノーマライゼーションの八つの

原理では「重複の機能低下のある、聴覚障害者、視覚障害者、運動機能障害者、てんかん

や自閉症などにも当然適応され、さらに知的障害者にも適応されるものである」と言及さ

れている（Bengt	Nirje,2008）。茂木（2003）は、「ニィリエは、ノーマライゼーションは

個人の尊厳の尊重から出発するものだとする。個人の尊重とは『人びとの間で自然に振る

舞うことが可能であり許容されること』である。また、ノーマライゼーション原理は、す

べての人が平等であるという平等主義にたっていることを明確にしている」と指摘してい

る。表１に 1969（昭和 44）年と 2003（平成 15）年のノーマライゼーションの八つの原理

をまとめている。	

	 	

	 ニィリエのノーマライゼーションの八つの原理は、健常者にとってはごく当たり前のこ

とである。この当たり前のことを掲げる必要があるということは、障害者が地域の中で当

たり前に生きていくことがどれほど困難であるかを示し、したがって、それは現代におい

てもなお、必要とされる原理であると考えられる。	

	

３．国際連合及び日本のノーマライゼーション実現への取組	

	 ニィリエの尽力で、1971（昭和 46）年に「知的障害者の権利宣言」が採択され、1975

（昭和 50）年には、対象を障害者全般にも拡大した「障害者の権利宣言」が採択され

た。1981（昭和 56）年には、ノーマライゼーションの実現のために「完全参加と平等」

をテーマに国際連合（以下、国連と略記）で「国際障害者年」が定められるなど、国際的

にも広がりを見せていった（峰島ら,2009）。	

	 日本においては、1960（昭和 35）年の「精神薄弱者福祉法」（現・知的障害者福祉法）
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の制定に至るまで、知的障害者への制度的な取組はほとんどなかった。この「精神薄弱者

福祉法」は知的障害者施設を法的に位置づけ、知的障害者に対する福祉サービスの公的な

責任を認めた点で重要であった。入所施設の設立は増加し、70 年代には、各都道府県で

のコロニー設立政策（入所施設群を同一地域に設立し、一貫したケアをする政策）によっ

てより推進されていった。このような状況の中、ノーマライゼーション思想が日本に輸入

されたのである。日本では、入所施設の整備と地域福祉サービスの整備という理念的に相

反する二つの施策を同時に推進させることになったのである（佐藤ら,2000）。	

	 1995（平成７）年の「障害者プラン」の副題を「ノーマライゼーション７カ年戦略」と

し、2002（平成 14）年の「新障害者プラン」では、「リハビリテーションとノーマライゼ

ーションの理念を継承するとともに、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と

個性を尊重し支え合う『共生社会』の実現を目指して」とある。ノーマライゼーションの

理念は、地域生活と脱施設化の社会運動に多大な影響を与えたのである（峰島ら,2009）。	

	

Ⅱ	 国連及び日本における障害者施策の取組	

	

	 「国際連合（United	Nations：連合国）」という名称は、第二次世界大戦中にアメリカ

のルーズベルト（Franklin	Delamo	Roosevelt,1882-1945）大統領が考え出したものであ

る。中国、ソビエト連邦、イギリス、アメリカの代表が 1944（昭和 19）年にワシントン

D・Cに集まって行った審議に続き、翌年の 1945（昭和 20）年、50 カ国の代表が「国際機

関に関する連合国会議」に出席するためにサンフランシスコに会合し、「戦争の惨害」を

終わらせるという強い公約とともに国連憲章が起草され、1945 年 6 月 26 日に署名され

た。ニューヨークに本部を持つ国連は、中国、フランス、ソビエト連邦、イギリス、アメ

リカ及びその他の署名国の過半数が批准した 1945 年 10 月 24 日に正式に発足した（国際

連合広報センターHP,2016）。	

	 ここでは、障害者の権利を中心とした障害者施策に関わる動向について述べる。	

	

１．国連の障害者施策の始まり	

	 国連の 初の障害者施策は、1950（昭和 25）年に行われた経済社会理事会による決議

「身体障害者の社会リハビリテーション」が始まりである。当時、第二次世界大戦での戦

傷者を中心に障害者は保護や治療の対象であり、国連は、各国政府にリハビリテーション
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や障害予防に関する技術的援助を行っていた。その後、1950 年代のデンマークにおける

「ノーマライゼーション」を目指した運動を受けて、60 年代には脱施設化、障害者の社

会参加を求める動きが加速した。ただし、この時代の取組は、障害のある人たちの福祉や

公的サービスを受ける権利を保障するというレベルに留まっていたのである（峰島

ら,2009）。	

	 	

２．「障害者権利条約」が発効されるまで	

	 1945（昭和 20）年に採択された「国連憲章」は、二度にわたって人類に与えた戦争の

惨害を省みて、国際社会における基本的人権と人間の尊厳及び価値の重要性を改めて確認

している。国連発足後、人権保障を世界中の目標にしていこうとした取組が始まったので

ある（玉村ら,2008）。その 初が「世界人権宣言」（1948 年）で、「国際人権規約（社

会・自由）」（1966 年）などにより、世界共通の普遍的な原理として生存権保障が定着し

た（佐藤ら,2000）。	

	 障害者分野では、1971（昭和 46）年に国連憲章において宣言された人権、基本的自

由、平和、人間の尊厳、価値及び社会的正義などの原則を確認し、知的障害者がさまざま

な活動分野で能力を発揮することを支援するため、各国に対して国内的、国際的行動を要

請することを目的とした「知的障害者の権利宣言」がなされた（社会福祉士養成委員

会,2009）。	

	 1975（昭和 50）年にはそれをより普遍化して「障害者の権利宣言」が採択された。こ

の「障害者の権利宣言」では、障害のある人たちも、同世代の人たちと同じ権利を持って

いるということを明示している。その上で、固有の権利として障害に即した医療やリハビ

リテーション、教育や訓練などを明らかにしている。こうした考え方を、実際の社会生活

において障害のある人たちに即して具体化していこうとして、1981（昭和 56）年の「国

際障害者年」が設定されたのである。その後国連では、「障害者の 10 年」が進展していっ

た。これについては、障害の発生予防やリハビリテーションに関しては成果を挙げたもの

の、機会均等の課題は十分ではないと議論された。1982（昭和 57）年には、障害の予

防、リハビリテーション、機会均等などを目的とした「障害者に関する世界行動計画」が

国連において採択された。これを受けて日本政府でも「障害者対策に関する長期計画」を

作成したのである。これは、障害者施策上、初めての本格的な計画で 10 年ごとに更新さ

れ、現在の「障害者基本法」に基づく「障害者基本計画」に受け継がれていくことにな
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る。そして、1993（平成 5）年には法的拘束力はないものの国際的なスタンダードとなる

「障害者の機会均等化に関する基準規則」（以下、「基準規則」と略記）が採択された（玉

村ら,2008）。	

	 「基準規則」は、①前提条件（原則 1〜4）、②対象分野（原則 5〜12）、③実施方策（原

則 13〜22）から構成されている。②の対象分野には、アクセスビリティ、教育、就労、

所得保障と社会保障、家庭生活と人間としての尊厳、文化、レクリエーションとスポー

ツ、宗教の 8分野が規定された。この「基準規則」は、加盟国に「完全参加と平等」の目

標を達成するための法律を求めた。さらに、それが厳守されているかどうかを確認するモ

ニタリングが各国政府に対し行われ、モニタリング委員会には障害当事者の団体がメンバ

ーとなった。	

	 日本では、同時期に「心身障害者対策基本法」が改正され「障害者基本法」が成立し

た。「障害者基本法」において、「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権

を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権

利を有する」と確認されている（峰島ら,2009）。	

		各国の障害者法制においても新しい動向が見られるようになった。同時に地域的な取組

として「国連・障害者の 10 年」を継続する目的でアジア太平洋地域では「アジア太平洋

障害者の 10 年」が始まった。このように世界各地における障害者の人権保障の取組を受

け、2001（平成 13）年の国連総会においてメキシコ大統領が「障害者権利条約」を提起

し、特別委員会の設置が決議された（玉村ら,2008）。その後 8 回の特別委員会が開催さ

れ、2006（平成 18）年の第 61 回国連総会で「障害者権利条約」は採択され、2008（平成

20）年に発効したのである。	

	

３．日本における「障害者権利条約」批准までの取組	

	 さて、日本における「障害者権利条約」ヘの批准に向けての取組としては 2004（平成

16）年に「障害者基本法」の理念・目的に差別の禁止、自立や社会参加の支援などを位置

づけ、2011（平成 23）年には障害者の定義に発達障害やその他の心身機能の障害がある

者が加えられるなどの改正が行われた。2013（平成 25）年には国連で「国際人権条約」

が採択され、障害者に対する差別の積極的な是正や合理的配慮を含む人権の保障を求める

「障害者権利条約」の締結に向けて、国内の法整備の一環として「障害者差別解消推進

法」が制定され、障害者差別の解消に向けての取組が法的に位置づけられた。そして同年
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12 月に条約の批准が国会で承認され、2014（平成 26）年にようやく批准がかなったので

ある（峰島ら,2009）。	

	 なお、権利条約が発効されるまでの世界と日本の流れは表 2にまとめている。	
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４．「障害者権利条約」とは	

	 清水（2010）は、「1994	(平成 6)年、ユネスコの『サラマンカ声明と行動大綱』で、特

別なニーズ教育とインクルーシブな教育の唱導があり、それが障害者権利条約につながっ

ている」と述べている。	

	 藤本ら（1996）は、「1994（平成 6）年、ユネスコがスペイン政府との共催で開いた

『特別なニーズ教育に関する世界会議』で採択された『サラマンカ声明と行動大綱』は、

『特別なニーズ教育』(Special	Needs	Education	;SNE)という用語を前面に押し出して、

今後の教育の在り方を提起した。行動大綱を特徴づける基本原則として、『学校は、子ど

もの身体的、知的、社会的、情緒的、言語的条件、その他の条件のいかんにかかわらず、

すべての子どもを受け入れなければならないということである。これは障害児や優秀児、

ストリートチルドレンや働いている子ども、僻地の子どもや遊牧民の子ども、言語的、民

族的、文化的マイノリティの子ども、その他不利な立場に置かれた人々や辺境とそこに住

む原住民の子どもを含むべきである』が挙げられる。特別なニーズ教育といわれるものの

特徴は、従来の『障害児教育』よりも教育対象を拡大していることであり、また通常の学

校を含んで学校制度の改革を提案している。教育対象として、従来のような医学的・心理

学的診断に基づいて障害があるとされた子どもだけでなく、社会的・経済的・文化的な要

因によって学習に困難をもつに至った広範な子どもを念頭においている」と示唆してい

る。	

	 先に述べた「基準規則」について、中村ら（2003）は、「『障害者の機会均等化に関する

基準規則』の『規則 6教育』において『統合された環境での機会均等』の原則が示されて

いる。すなわち、『特殊教育』の論理によって公教育から排除されてきた重度の障害児も

含め、すべての子どもの発達・学習権を保障すること、できる限り通常の教育環境・条件

下での教育を追求する教育的統合を進めることである」としている。	

	 上記のことを踏まえながら、ここでは「障害者権利条約」の目的、意義、教育の課題に

ついて述べる。	

	 日本は、2014（平成 26）年に条約の批准書を国連に寄託し、141 番目の締約国となり、

２月 19 日に発効となった。	

	 「障害者権利条約」（以下、「権利条約」と略記）は、前文、本文 50 条、末文から成る。

「権利条約」の目的（第 1条）は表 3の通りである。	
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「権利条約」の目的は、「全ての障害者」が「あらゆる人権と基本的自由」を完全にかつ

平等に享有することの促進・保護・確保と、「障害者の固有の尊厳の尊重」である。つま

り、「権利条約」は包括的に障害者の人権を規定するものであり、「障害者のために新しい

権利を創出するものでなく、既に人権として確立されている諸権利を障害者に実質的に保

障する」こととしているのである（峰島ら,2009）。当たり前のことを当たり前のこととし

て保障している。このことは、まさにノーマライゼーションの理念に沿っての目的であ

る、と言える。	

	 次に、「権利条約」の意義、である。峰島ら（2009）は、この「権利条約」の意義につ

いて 3 点挙げている。1 点目は、「障害および障害者に関する新たな概念を示したことで

あり、重要なことは、障害の概念が固定的なものではなく、時代や社会環境の変化に伴い

（例えば医療 IT 技術の進歩により機能障害が生活上の障害とならなくなるように）変化

する概念である」。2 点目は、「障害に基づく差別の概念を新たに示したことであり、2 条

を挙げて重要なことは、直接差別だけでなく、直接的に差別を目的としていなくても差別

の実質的な効果を生じさせる間接差別および合理的配慮を提供しないことも差別に含まれ

ると規定されたことである」。3 点目は、「『社会参加』すなわち（社会の立場からは）『障

害者の社会へのインクルージョン』の達成のための具体的な方策が定められていることと

して、『インクルーシブな社会』の実現のためには、障害者が他の者との平等を基礎とし

て処遇されることが原則である（1条：目的）こと」である。	

	 また、玉村ら（2008）も「権利条約」の意義として以下の 3 点を挙げている。1 点目

は、「人類の人権保障の発展にとっての意義で、これまで積み上げられてきた普遍的な人

権をより豊かなものにしていく」ということである。2 点目は、「条約が障害のある人の

人権に関する国際的な合意の到達点を示していることで、少なくとも条約に書かれている

ことは実現しなければならないという国際的な指標を示していることは非常に重要なこと
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である」。3 点目は、「日本国内の障害のある人の権利保障を実質化させ、さらに発展させ

る契機となることで、『権利条約』は実体法の改善や修正を求めていくとともに、障害の

ある人の権利に即して新しい法律などを作らせていくという役割もあるということ」であ

る。	

	 また、この「権利条約」と教育の課題として玉村ら（2008）は、三つの課題を挙げてい

る。	

	 一つ目は、障害のある人の権利を基礎とした学校教育・生涯学習の構築である。権利を

ベースにして、その上で障害のある人のニーズを受けとめる教育を作っていくことであ

る。	

	 二つ目は、第 24 条の教育条項に即した教育改革、条件整備と教育実践の発展である。	

インクルーシブ教育の推進やそのための条件整備、合理的配慮や効果的で個別化された

支援のあり方、さらには盲や聾などの障害の固有性に焦点を当てた教育制度の具体化な

ど、である。第 24 条の詳細を表 4にまとめている。	
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	 第 24 条では、その目的や実現のための確保、措置などが細かに示されている。清水

（2010）は、「障害児教育分野のインクルーシブな教育は、ダンピング（障害児をサポー

トなしで通常学級で学習させる行為＝投げ込み）ではなくサポート付き教育であると要約

できる。また、『サラマンカ宣言と行動大綱』を踏まえるなら、インクルーシブな教育

は、障害者が通常学校から排除されないために通常教育を改革していることを意味してい

るのである」と主張している。	

	 三つ目は、障害者権利条約のアクセシブルな形式での教材化である。障害がある人た

ち、特に知的障害のある人たちにも、障害がない人たちにも、あるいは子どもたちにも、

条約の内容を分かってもらうという課題である。	

	 この「権利条約」に批准することで、ようやく日本も国際的に足並みを揃えることがで

きたのではなかろうか。今後は、障害者を取り巻く社会の中で、具体的にどのようにして

実現していくかが我々に課せられた課題である。	

	

５．「障害者差別解消法」の施行	

	 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目

的として、「障害者差別解消法」が 2013（平成 25）年 6 月に制定、2016（平成 28）年 4

月 1日から施行された（内閣府,2016）。	

（１）「障害者差別解消法」について	

	 「障害者差別解消法」は 26 の条文と附則からできており、①障害を理由に差別的取扱

いや権利侵害をしてはいけない、②社会的障壁を取り除くための合理的配慮をすること、

③国は差別や権利侵害を防止するために啓発や知識を広める取組を行わなければならな

い、と定めている。また、「障害者差別解消法」は、「障害者基本法」を具体的に実現する

ための法律でもある。「障害者基本法」第 4 条（差別の禁止）は、①差別をする行為を禁

止し、②社会的なバリアを取り除くための合理的な配慮をしないと差別になる、と定めて

いる。特に 4条の２において、社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に

存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規

定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなけれ

ばならない、としている（日本障害フォーラム,2013）。	
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	 さらに、「障害者差別解消法」では、障害を理由とする差別の解消に向けた施策の基本

的な方向や、「対応要領」や「対応指針」に盛り込むべき事項や作成に当たって留意する

べき点、相談、紛争の防止・解決の仕組みや地域協議会などについての基本的な考え方な

どを示している「基本方針」が定められている。これらのうち、国の行政機関等が自らの

職員に向けて示すものが「対応要領」、民間事業者の事業を担当する大臣が民間事業者に

向けて示すのが「対応指針」となっている（内閣府,2016）。	

（２）合理的配慮（Reasonable	accommodation）について	

	 合理的配慮の定義は、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に『教育を受ける権

利』を享有・行使することを確保するために学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変

更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて学校教育を受け

る場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、

財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」である（文部科学省,	

2012）。	

	 また、障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、

国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で教育環境の整備をそ

れぞれ行う。これらは、合理的配慮の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整

備」と呼ぶ。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これ

らを基に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応

じて「合理的配慮」を提供する（内閣府,2016）。	

	 内閣府は、「合理的配慮」は、障害者等の利用を想定して事前に行われるバリアフリー

化、介助者等の人道支援、情報アクセシビリティの向上等の環境整備を基礎として、個々

の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって、各場面

における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の

状況等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、

提供する合理的配慮について、適宜見直しを行うことが重要である、としている（内閣

府,2016）。	

	 合理的配慮は、「権利条約」でも教育条項において重要な概念となっている。ここで、

合理的配慮についてアメリカの例を挙げておこう。法的根拠としては障害者教育法

（IDEA）やリハビリテーション法 504 条がある。	

	 少人数の学級を前提として、比較的軽度な障害をもった人に対しては、教室環境の調整
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（座席の位置、外部刺激の軽減措置、教室環境の変更）、学習面の変更としては、時間延

長、教授速度の調整、ピアチューター、特別な教材の利用、日課スケジュールの変更など

があり、その子に合わせた対応がされる。また、試験・テストの修正としては、時間の延

長、様式の変更、テープや口頭にするなどがあり、さらに補助活用としては、手話通訳の

配置、コンピューターの利用がある（玉村ら,2008）。	

	 文部科学省においても、障害種別の学校における合理的配慮の観点を「教育内容」、「情

報保障」、「心理面での配慮」、「支援体制」、「施設・設備」において障害種に応じた配慮を

詳細に示している。具体的には、合理的配慮のそれぞれの障害共通の例として、バリアフ

リー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備、障害

の状態に応じた専門性を有する教員等の配置、移動や日常生活の介助及び学習面を支援す

る人材の配置、障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保、点字、手話、デジタル教材等のコ

ミュニケーション手段を確保、一人ひとりの状態に応じた教材等の確保（デジタル教材、

ICT 機器等の利用）、障害の状態に応じた教科における配慮（例えば、視覚障害の図工・

美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等）がある（文部科学省,2010）とし、合理的

配慮の提供として考えられる事項については教員、支援員等の確保、施設・設備の整備、

個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の工夫等

を挙げている（文部科学省,2011）。	

	

Ⅲ	 障害の概念の変遷	

	

	 「権利条約」の意義として峰島ら（2009）は、障害及び障害者に関する新たな概念を示

したことを挙げている。新たな概念とは一体どのようなものなのであろうか。ここでは、

障害の概念の変遷を見ていくことにする。	

	

１．「国際障害分類（ICIDH）」から「国際生活機能分類（ICF）」の成立まで	

	 WHO（世界保健機関）は「障害とは何か」という問いを科学的な概念から整理すること

に着手し、病因や死因、感染症などに関する国際的な統計を管理するための共通コードと

して 20 世紀初頭、「国際疾病分類(ICD)」を作成した。これが活用される中で、急性期の

症状やけがは治ったけれど、通常の社会生活を送るために保健・福祉などの特別な継続的



	26 
 

支援を必要とする人たちの問題に焦点が当てられるようになった。その結果 1980（昭和

55）年に「国際障害分類（ICIDH）」が誕生したのである。「国際障害分類（ICIDH）」の英

語表記で注目したいのは、日本語で「障害」と一語で表記されている部分の英語が

「Impairments(機能障害、あるいは機能・形態障害)」、「Disabilities(能力障害)」、

「Handicaps（社会的不利）」の三つで表現されている点である（藤本ら,1996）。これらを

図１に表している。	

	

	 茂木（2003）は、「国際障害分類（ICIDH）」は、「障害は何かということを理論的に検討

し、その障害モデルを明確な形にして提示する試みでもあった」とし、さらに「障害を医

学的にだけでなく社会との関係においても把握する観点が導入されていたのが重要な特徴

であった」と述べ、峰島ら（2009）は、「『国際障害分類（ICIDH）』は世界で初めて障害に

3 つのレベルがあることを定義し、障害が社会的不利を生む可能性について言及した」と

指摘している。しかしながら、「国際障害分類（ICIDH）」は機能・形態障害を背景とした

能力障害や社会的不利を捉えることに重点を置いたことによって、障害のマイナス面を強

調する結果となり、その不十分さを指摘する声が上がり、2001（平成 13）年、世界保健

機関（WHO）は「国際障害分類（ICIDH）」を改定したものとして、「国際生活機能分類

（ICF）」を提起するに至った。「国際障害分類（ICDIH）」から「国際生活機能分類

（ICF）」への変化の中に、医学モデルから医学・社会統合モデルへ、人間と環境との相互

作用モデルへと、この 20 年間の障害観の発展が読み取れる。国連の動向としても、「国際

障害者年(1981)」や「国連・障害者の 10 年（1982〜92）」の取組の中で、ノーマライゼー

ションの原理が広がったのである（佐藤ら,2000）。	

	 障害者の定義という観点からは、1975（昭和 50）年の「障害者の権利宣言」では、

「『障害者』という言葉は先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の欠如の
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ために、普通の個人または社会生活に必要なことを、自分自身で完全、または部分的に行

うことができない人のことを意味する（障害保健福祉研究システム,1997）」とし、国際基

準としては初めて「障害者」を定義づけている（峰島ら,2009）。	

	 その後、国連は 2006（平成 18）年に「障害者権利条約」を採択し、2008（平成 20）年

に発効させた。第１条（目的）では、「障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は

感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として

社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得る者を含む」としている。ここでは、「障

害者の権利宣言」と比べてより念入りに漏れる機能障害種別がないよう配慮しつつ、環境

上の障壁との相互作用により社会参加が妨げられているという新しい要素を取り入れてい

る（佐藤ら,2000）。	

	 日本の取組としては、「障害者対策に関する長期計画(1982〜1992)」をさらに推し進

め、ノーマライゼーションの理念のもとに「障害者対策に関する新長期計画」を策定し

た。さらにこの計画を進めるため「障害者プラン−ノーマライゼーション７か年戦略−」

(1996〜2002)を示し、2002（平成 14）年からは新しい国の障害者施策である「障害者基

本計画」が始まったのである。我が国における障害がある子どもの教育に関する動向の背

景には、このような国際的・国内的な障害者観の転換とそれに対応した国全体の障害者施

策の変化があったのである（笹本,2004）。	

	

２．国際生活機能分類(ICF)とは	

	 世界保健機関（WHO）は、1990（平成 2）年から改定作業を始め、約 10 年かけて、2001

（ 平 成 13 ） 年 に 改 訂 版 「 国 際 生 活機能分類 (International	 Classification	

Functioning,Disability	and	Health,Geneva)」を公表した。これは、従来の分類がやや

もすれば機能的障害⇒能力障害⇒社会的不利というようにベクトルが一方の方向に作用す

ることのみに見られがちなことに対する批判に応えようとしたものである（山口,2004）。	 	

	 図 2 は、国際生活機能分類（ICF：以下、ICF と表記）の構成要素間の相互作用を示し

ている。各要素の定義を述べる（厚生労働省,2016）。	

「心身機能」は、身体系の生理的機能（心理的機能を含む）である。	

「身体構造」は器官、肢体とその構成部分などの、身体の解剖学的部分である。	

「活動」は、課題や行為の個人による遂行である。	

「参加」は、生活・人生場面への関わりである。	
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「環境因子」は、人々が生活し、人生を送っている物的・社会的・態度的環境である。	

「個人因子」は、個人の人生や生活の特別な背景である。	

	 今回の改訂は、図 2に示すように、ベクトルの相互作用を重視、つまり環境要因を重視

したのである。さらに言葉自体もできるだけマイナスのイメージを避け、「障害」という

面だけではなく、人としての生活機能という面から分類した点は大きな改善である。そし

て、障害のある人の「生き方」まで視野に入れることの大切さを示している。「活動」や

「参加」の状況を分析する形でその視野を大きく広げたのである（山口,2004）。	

	 佐藤ら（2000）は、「21 世紀に入り先進諸国では、施設・病院から地域へとノーマライ

ゼーションの見通しがある程度立ち、空間的に地域生活が実現した重度障害者が自分と自

分の人生に満足できているかどうか、自信をもって社会参加できているかどうか、という

ことがますます大きな問題となる。その意味で、ICF は、環境の導入などで満足していて

はいけない。心身機能・身体機能および活動の次元はリハビリテーション・アプローチの

対象であり、これに加えて主体・主観という独立した要素を位置づけてエンパワ―メン

ト・アプローチの対象とすべきではないか」と主張している。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 ⅠからⅢでは、ノーマライゼーションの理念、国連及び日本における障害者施策の取組

に関して、「障害者の権利条約」までを日本の施策とも合わせて述べ、さらに障害の概念

の変遷について述べた。これらのことを大まかにまとめたのが表 5である。	
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Ⅳ	 特別支援教育に至るまでの歴史的経緯	

	

	 文部科学省（2003）の「今後の特別支援教育の在り方について（ 終報告）」によれば、

「これまでの特殊教育は、障害の種類や程度に対応して教育の場を整備し、そこできめ細

かな教育を効果的に行うという視点で展開されてきた。具体的には、障害の状態によって

就学の猶予又は免除を受けることを余儀なくされている児童生徒が多くいる事態を重く受

け止めて、教育の機会を確保するため、障害の重い、あるいは障害の重複している児童生

徒の教育に軸足を置いて条件整備が行われてきた」という。また、現状認識として「特殊

教育諸学校（盲・聾・養護学校）若しくは特殊学級に在籍する又は通級による指導を受け

る児童生徒の比率は近年増加しており……重度・重複障害のある児童生徒が増加するとと

もに、LD、ADHD 等通常の学級等において指導が行われている児童生徒への対応も課題に

なるなど、障害のある児童生徒の教育について対象児童生徒数の量的な拡大傾向、対象と

なる障害種の多様化による質的な複雑化も進行している」とある。	

	 障害のある子どもたちの教育は初めから準備されていたものではなく、障害児教育の歴

史は、障害のある子どもたちの教育を受ける権利を保障する歴史であると言っても過言で

はない。	

	 ここでは、特別な場で指導を行う「特殊教育」から教育の場を限定しない「特別支援教

育」への歴史的転換を重視し、障害のある子どもたちの就学猶予・免除ヘの経緯、養護学

校設置への経緯、それに「教育の場」にも注目して、特別支援教育成立までの歴史的な動

向を述べる。	

	

１．寺子屋における障害児教育のきざし	

	 ギリシア、初期ローマ時代における障害児の遺棄致死の言い伝えは惨酷であるが、我が

国でも近年、『古事記』（国立国会図書館,2016）、『日本書紀』（国立国会図書館,2016）に

ある蛭児神話が、心身障害をもつ子どもが古代にも川や山谷に捨てられたことを物語るも

のとして指摘されている。	

	 仏教伝来後は、障害の出現は因果応報説と結びつき迷信がいっそう強くなり、加持祈祷

による治癒を図ることが盛んであったが、聖徳太子(574-622)や光明皇后(701-760)などの

仏教思想に基づく宮廷慈悲の例や行基(668-749)による仏教的慈善の伝布も伝えられ、そ

の対象となった孤児・捨子・貧窮者の中に、障害者も混じっていたことが挙げられてい
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る。室町中期から戦国を経て徳川初期にかけて、庶民の生活は窮乏を増し、堕胎・子殺し

が多く行われたが、一方では切支丹救済も行われた（荒川ら,1976）。	

	 そのような状況の中で、障害児教育は、盲人の職業教育を中心に成立・展開してきた

（中村ら,2003）。1185（文治元）年平氏が壇ノ浦で滅亡し、1230（寛喜 2）年ごろ『平家

物語』が書かれるが、これは当初から盲琵琶法師に語らせるために書かれたものであると

言われている。『平家物語』を語ることによって、盲人は芸能者としての社会的地位を得

て、自立の道を獲得していったのである（日本ライトハウス,2002）。盲人を除く、聾唖者

や、肢体不自由者たちは、ある種の職種を仲間の職能としてもち、自分たちの利益を守る

といった組織的な生き方はもたなかったのである。その後、江戸中期以降の寺子屋におい

ては盲児、聾唖児、肢体不自由児、精神遅滞児を含めてかなりの数の子どもたちが教育を

受けていた（荒川ら,1976）。	

	 表 6 は特殊児童（主として盲・聾唖）の通学の有無を表しており、乙竹岩造が指導し 3

カ年にわたって集められた各地古老の追想記録整理結果の該当部分を抜き出したものであ

る。調査対象となった 3090 校のうち 266 校が盲・聾唖児を主体とし肢体不自由児なども

含めた障害児童を在籍させていたのである。これら障害児のうちでは聾唖児の数が も多

かったそうであるが、これは寺子屋のカリキュラムが習字を主体としていたことによると

も解釈できる。肢体不自由児が通学したのは、こうした児童の職域が限定されており、文

筆に関連した仕事に就くためであったからである（加藤ら,1967）。とはいえ、加藤ら

（1967）は、「大多数の障害児はその障害故にこのような通学の機会すら与えられなかっ

た」と述べている。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 藤本ら（1996）は、「明治後期から大正前期にかけて」を「障害児教育における慈善主

義の支配とその克服への志向」としている。またその時期を、日露戦争を境に前半と後半
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に分けている。前半期の特徴は、「明治前期に存在した否定的な流れが、障害児を義務教

育から合法的に排除する就学猶予・免除制度などの確立となり、放任政策（慈善主義）が

国策として基本的に支配していった点にある」と指摘している。	

	 これ以降は、障害児教育の変遷を整理しながら進めるために、藤本らの区分を参考にし

ながら述べていくことにする。	

	

２．障害児教育における慈善主義の支配とその克服ヘの志向（明治後期から大正期）	

	 1872（明治 5）年の学制では「此外廃人学校アルヘシ」と規定された。しかし、これは

明治政府が殖産興業・富国強兵の理念のもとに上から与えたものであった。将来あれば望

ましいという意味合いが「廃人学校アルヘシ」という消極性に表れている。	

	 表 7は、「就学義務の猶予・免除規定」を表している。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 小学校令が第一次、第二次改定されていく中で、就学猶予・免除の対象が具体的に区分

されるようになり、障害児は義務教育の対象外となっていった。「第三次小学校令」では、

「発育不全」（「病弱又は発育不完全」）などの場合は猶予の対象に、障害児（「瘋癲白痴又

は不具廃疾」）は免除の対象にという分類がなされた。さらに、「国民学校令」では、「保

護者の貧窮」が猶予・免除の事由から外されたため、「学校に行けない者」＝「障害児」

という図式が成立したのである（羽田野,2008）。山口（2004）は、「日本における障害児

教育の成立としての学校は、公教育の状況では無理で、公教育の枠外で努力がなされ成立

したのである」と指摘している。	

	 明治 30 年代を中心に、地方において生活・教育要求に基づいて私立盲啞学校が相次い

で設立された。東京盲啞学校において日本訓盲点字の確立もあり、教育方法の発展によっ
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て教育の可能性が増大し、関係者は盲聾教育振興の要求を高めていった。そして、東京盲

啞学校は、全国に先がけて聾啞学校と盲学校に分離していったのである（藤本ら,1996）。	

	 1907（明治 40）年、国は師範学校の充実を掲げ、師範学校附属小学校の実践の一環と

して、附属小学校に「特別学級」を設置することを奨励し、岩手、大阪、長野、福岡女子

の各師範学校等に「特別学級」が設置されたが、各地の師範学校附属のエリート化が進

み、必ずしも十分な役割を果たしたとは言えなかった（山口,2004）。	

	 他方、石井亮一（1867-1937）の滝乃川学園を先がけとして、脇田良吉(1875-1948)の白

川学園、川田貞治郎(1879-1959)の日本心育園（後に藤倉学園）、岩崎佐一(1876-1962)の

桃花塾などの知的障害者施設が、先覚者の私的努力によって創設されていった。病弱関係

では、結核予防団体の白十字会による茅ヶ崎林間学校が設立された（藤本ら,1996）。肢体

不自由教育においては、1921（大正 10）年に柏倉松藏(1882-1964)により「柏学園」が開

設された（荒川ら,1976）。	

	

３．大正デモクラシーの高揚と障害児教育の発展（大正後期から昭和初期）	

	 第一次世界大戦後における大正デモクラシーの高揚は、障害児教育を大きく前進させる

契機となった。原敬内閣は、従来の「慈善（救済）事業」から「社会連帯」思想に基づく

「社会事業」や「児童保護事業」の積極的推進へと政策を転換し、それと連動して文部省

も普通学務局第四課(1919 年設置→社会教育課)を中心に、「社会教育」の一環として障害

児教育の積極的振興に乗り出したのである。この転換には、「救貧→防貧→教育」へとい

う障害者政策における発想の転換があった。個々人の人格と権利を尊重して「教育の機会

均等」を徹底し、その「能率」を 大限に発揮させて「社会的能率」や「文化」の向上に

貢献させていくことが「デモクラシー」であるという時代思潮が障害児教育の振興・発展

を根底から支えていた。このようにして障害児教育は、先覚者による私的個別的発展の段

階から公的組織的発展の段階へと移行したのである（藤本ら,1996）。	

	 1922（大正 11）年の 7 月には、就学義務規定は欠いたものの「普通教育」の保障を明

記した「盲学校及聾唖学校令」が制定された（中村ら,2003）。盲聾以外の「特殊児童」の

教育においては、1920（大正 9）年に東京市の林町小学校の校内に「教育能率」を高める

ため、「特別学級」（促進学級）が設置された。ピーク時（1923［大正 12］年）には、463

学級あったが、昭和恐慌による財政難の影響で後退を余儀なくされた。また、軍国主義の

台頭・支配もあって、軍事力（兵力）に積極的に貢献しない知的障害学級は減少の一途を
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辿った。	

	 病虚弱児教育は、東京市においては「能率」増進の観点から「体の強弱によって児童を

分類して教育するのはきわめて合理的」として、1926（大正 15）年から「特別学級」が

設定されていった。	

	 肢体不自由教育では、高木憲次（1889-1963）が 1929（昭和 4）年より本格的に「手足

不自由なる児童」のための学校建設に取り組み、1932（昭和 7）年日本で 初の公立の肢

体不自由児学校である東京都立光明学校の開設を実現させるに至った（中村ら,2003）。	

	

４．昭和ファシズムと障害児教育の変容・崩壊（十五年戦争期）	

	 この時期は、戦争を回避する方向と侵略によって軍事的に解決する方向という二つの対

抗軸を生み出したが、結局後者の超国家主義的・軍国主義的な流れが、前者の弾圧に勝利

して支配的となり、戦時体制を担う「皇国民錬成」の障害児教育へと徐々に変容し、破滅

の道を進んでいった。1941（昭和 16）年「国民学校令」が公布された。しかし、これは

教育における戦時体制の仕上げとも言うべき法令であった。盲聾唖教育の義務制実施は結

局見送られ、戦後に持ち越しとなったのである。また、それ以外の障害児教育は、同令施

行規則第 53 条及びその下位の文部省令において盲・聾唖以外の障害児教育機関が「養護

学校（学級）」という名称で初めて法令上に登場した。1941（昭和 16）年に太平洋戦争が

開始され、盲・聾唖学校生徒は学徒動員により銃後の支えを担わせられたものの、基本的

に障害児・者は、戦争に役に立たないものとみなされ「非国民」「穀潰し」と蔑まれ、人

間としての尊厳を極度に冒瀆されていったのである（藤本ら,1996）。	

	

５．憲法・教育基本法制の成立と障害児教育	

	 1945（昭和 20）年 8 月 15 日、日本はポツダム宣言を受諾した。戦後の障害児教育は、

聾教育関係者がいち早く再建に立ち上がることによって開始された。また、米国教育使節

団報告書は、①年齢相応の各学校段階において心身障害児に注意を払うこと、②盲児、聾

児及び通常の学校ではそのニーズを十分満たせない重いハンディキャップをもつ児童のた

めに、別個の学級・学校が用意されるべきこと、③心身障害児の教育は義務教育法で規定

することを、明記したのである（藤本ら,1996）。以後、障害児教育は学校教育の一環に位

置づけられていった。しかしながら、山口（2004）は、「1947（昭和 22）年に公布された

学校教育法は、障害児教育の場を義務教育制度の一環とした点で画期的であったが、義務
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化延期と就学猶予・免除規定は、日本国憲法及び教育基本法の理念を十分反映したものと

は言えず、障害児教育の大きな課題となった」と述べている。ただし、盲・聾学校に関し

ては 1948（昭和 23）年 4 月に「盲学校及び聾学校の就学義務及び設置義務に関する政

令」が公布され、学年進行ではあるが、義務制が実施された（荒川ら、1976）。	

	 その後、1953（昭和 28）年 6 月に特殊教育の内部の整備である「教育上特別な取り扱

いを要する児童生徒判別基準について」が作成され、文部省事務次官名で関係通達され

た。これにより、特殊教育の対象である「障害児」の基準が明確に示されたのである。こ

れ以降、時代状況の変化に応じて「判別基準」は改定されていくが、障害の程度によって

教育の場が振り分けられる契機になったという点で、この通知は重要になるのである（羽

田野,2008）。	

	 1967（昭和 42）年 4 月、文部省は「特殊教育総合研究調査協力者会議（以下調査協力

者会議）」（座長：辻村泰男）を発足させた。同会議は 1969（昭和 44）年 3月に、「特殊教

育の基本的施策のあり方について」（いわゆる辻村報告）を発表した。そこでは、「特殊教

育の改善充実のための基本的な考え方として」として、①「心身障害児の能力・特性等に

応じ、柔軟で弾力的な教育的取り扱いをすること」②「普通児とともに教育を受ける機会

を多くすること」③「早期教育および義務教育以後の教育を重視すること」④「すぐれた

教員を養成し、確保すること」⑤「一般社会に対する啓発活動を徹底すること」という方

針が提言されている。障害児学校、学級における指導だけでなく、今日で言う通級指導や

交流教育などの多様な教育の場を教育的統合の観点から整備すること、在宅児や医療・福

祉機関にいる子どもへの教員派遣といった重度障害児の教育保障を進めることが述べら

れ、1980 年代以降の障害児教育政策を先取りするような先駆的な内容が示されている

（中村ら,2003）。	

	 この調査協力者会議では、辻村泰男座長から「大学の医学部に附属病院が不可欠である

と考えられているのと同様に教育研究所にも学校を置くことが不可欠である」という提案

があった。この提案は協力者の大方の賛成を得ることができ、1971（昭和 46）年に国立

特殊教育研究所が設立され、1973（昭和 48）年に国立久里浜養護学校が開設されること

になったのである。国立久里浜養護学校は約 31 年間にわたり重度・重複障害児に対する

教育実践を行った（甲賀ら,2013）。	

	 文部省は辻村報告を受け、1972（昭和 47）年、「特殊教育拡充整備計画」を策定した。

昭和 40 年代から障害児教育に関する民間教育運動、親の会や教育関係団体の運動は活発
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となり、義務化実施の要求が高まってきた。こうした世論の動向や養護学校の整備状況を

踏まえ、1973（昭和 48）年 11 月、ようやく養護学校義務制実施の予告が出された。それ

は「学校教育法中養護学校における就学義務及び養護学校の設置義務に関する部分の施行

期日を定める政令」として示され、1979（昭和 54）年度から、養護学校義務制実施が確

定したのである（山口,2004）。	

	

６．特殊教育から特別支援教育へ	

	 サラマンカ声明以降、「特別ニーズ教育」の考え方が日本に浸透し、その内外動向に対

応して 2001（平成 13）年に文部省が「特殊教育課」を「特別支援教育課」に課名変更

し、以後地方教育行政・関係団体等において「特殊教育」から「特別支援教育」に名称変

更する動きが進行した（中村ら,2003）。 

	 さらに、特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議が 2003（平成 15）年 3月

にまとめた「今後の特別支援教育の在り方について（ 終報告）」では、障害の程度に応

じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図ることがめざされている。		

	 2004（平成 16）年 12 月には発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進等を図る

ための「発達障害者支援法」が成立し、2005（平成 17）年 4月から施行されている。中

央教育審議会は 2004（平成 16）年 2月に初等中等教育分科会に特別支援教育特別分科会

を設置して、特別支援教育を推進するための制度の在り方について検討を重ね、2006（平

成 18）年 12 月に「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」をま

とめている。この答申に基づいて、障害の程度等に応じ特別の場で指導を行う「特殊教

育」から障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う

「特別支援教育」への転換と、盲・聾・養護学校の「特別支援学校」への転換、小・中学

校等における特別支援教育の推進に向けて学校教育法等の一部改正が 2006（平成 18）年

6月になされ、2007（平成 19）年 4月から従来の特殊教育の対象の障害だけでなく発達障

害も対象に含めて特別支援教育が開始されたのである（守屋,2015）。	

	 Ⅳでは、障害のある子どもたちが就学猶予・免除となった経緯、養護学校義務制への経

緯を「教育の場」にも注目しながら述べてきた。これらのことをまとめたのが、表 8であ

る。なお、表 8は特殊教育から特別支援教育への歴史的経緯の中で教育の対象の観点から

「就学猶予・免除」、「辻村報告」、「養護学校義務制」、「就学基準の改正」、「ニーズに基づ

く特別支援教育」についても時系列で記述している。	
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第２章	 特別支援教育に求められる専門性とチームによる取組	

	

	 第１章においては、共生社会を支えるノーマライゼーションの理念やその実現のための

動向、国連や日本における障害者施策、障害の概念の変遷、さらに「教育の場」にも注目

しながら特殊教育から特別支援教育に至る歴史的な経緯を明らかにした。	

	 Ⅰでは、共生社会とはどのような社会であるのかを、万人のための教育宣言、サラマン

カ声明と行動大綱、障害者基本計画及び先行研究を通して明らかにするとともに、共生社

会の基礎をなす特別支援教育の理念と制度について述べる。Ⅱでは、特別支援教育に求め

られる専門性、Ⅲでは、インクルーシブ教育システム構築のための校内外における支援体

制、Ⅳでは、2015（平成 27）年の中央教育審議会の「チームとしての学校の在り方と今

後の改善方策について（答申）」を通して、チームによる取組を考察する。	

	

Ⅰ	特別支援教育の理念と制度	

	

１．共生社会とは 

	 1980 年代には、経済の停滞や後退、経済格差の拡大、人口の急増、戦争、内紛、自然

災害、環境の悪化等の問題が発展途上国を直撃した。その結果、アフリカ地域やラテンア

メリカ地域では、教育分野を含む社会・福祉関連の予算が大幅に削減され、教育の発展に

深刻な影響を及ぼした（江原,2001）。すなわち１億人以上の子どもが初等教育を受けずに

いるとともに、9600 万人の成人が読み書きの困難な状況にある非識字者であり、１億人

以上の子どもと数えきれないほどの大人が基礎教育を修了できずにいた。その状況を教育

面から打開しようとユネスコは第二次期計画（1984-1989 年）で初めて Education	For	

All（万人のための教育）の概念を発表し、1990 年にタイのジョムテインで「万人のため

の教育世界会議」が開かれ、「万人のための教育世界宣言」が採択された（千葉,2004）。	 	

	 その後、ユネスコは 1994 年のスペインのサラマンカで「特別なニーズ教育に関する世

界会議」を開催し、「サラマンカ声明と行動大綱」を採択した。この声明の「特別なニー

ズに関する行動のための枠組み」（国立特別支援教育総合研究所,2018）には、「学校とい

うところは、子どもたちの身体的・知的・社会的・情緒的・言語的もしくは他の状態と関

係なく、『全ての子どもたち』を対象とすべきで、障害児や英才児、ストリートチルドレ

ンや労働している子どもたち、人里離れた地域の子どもたちや遊牧民の子どもたち、言語
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的・民族的・文化的マイノリティーの子どもたち、他の恵まれないもしくは辺境で生活し

ている子どもたちも含まれることになる」と具体的に記されている。また、「障害もしく

は学習上の困難を抱える『特別な教育的ニーズ（Special	Educational	Needs）』を持つ子

どもたちの統合は、地域社会内の『インクルーシブ校』内で もよく達成されるが、『イ

ンクルーシブ校』は、均等な機会や完全な参加を獲得するのに好適な場を提供しはする

が、その成功には教師や学校の職員によるだけでなく、級友、両親、家族やボランティア

による力を合わせた努力が必要である。社会施設の改革は技術的課題であるだけでなく、

とりわけ、社会を構成する個々人の信念、関与、善意に依存する課題である」。同じ社会

の中で生きている我々の意識変革が共生社会実現のための鍵となるのではなかろうか。 

	 2002（平成 14）年 12 月に策定された障害者基本計画には「基本的な方針」として、我

が国が目指すべき社会について、次のような考え方が表明されている（内閣府,2002）。 

	  

	 21 世紀に我が国が目指すべき社会は、障害の有無にかかわらず、国民誰もが相互に人

格と個性を尊重し支え合う共生社会とする必要がある。	

	 共生社会においては、障害者は、社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択

と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその

責任を分担する。	

	 他方、障害者の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害者の活動を制

限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに障害者が自らの能力を 大

限発揮し自己実現できるよう支援することが求められる。	

	 人権が尊重され能力が発揮できる社会の実現を図ることは、少子高齢化の進展する我が

国において、将来の活力を維持向上させる上でも重要である。	

	 国民誰もが同等に参加、参画できる共生社会は、行政だけでなく企業、NPO 等すべての

社会構成員がその価値観を共有し、それぞれの役割と責任を自覚して主体的に取り組むこ

とにより初めて実現できるものであり、国民一人一人の理解と協力を促進し、社会全体と

してその具体化を着実に推進していくことが重要である。	

	

	 このように、「基本的な方針」には、共生社会とはどのような社会であるのか、共生社

会における障害者の自己実現への支援、共生社会の実現のためには、国民一人一人の理解

と協力を進めて社会全体としてその実現に向けて着実に推進することが重要であること等
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が提言されている。 

	 なお現在、内閣府には各行政施策間の調整を掌握している「内閣府政策統括官（共生社

会政策担当）」が置かれ、「子供・若者育成支援」、「青少年有害環境対策（インターネット

利用環境整備・非行対策・健全育成）」、「青年国際交流」、「子供の貧困対策」、「日系定住

外国人施策」、「高齢社会対策」、「障害者施策」、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推

進」、「交通安全対策」等を担当し、実施している（内閣府,2018）。これは、障害者施策を

はじめとして、幅広く子どもから高齢者、外国人など誰もが生きやすい環境づくりへの取

組である。 

	 一方、落合ら（2016）は共生社会への取組に関して、「共生社会については、内閣府、

文部科学省や厚生労働省などの公文書の中に頻繁に出ており、国連障害者権利条約が可決

されて以来、共生社会という言葉を目にする機会がさらに多くなった。共生社会は障害の

ある人々との関連で論じられることが多いが、実は我々すべての日本人が自分のこととし

て取り組むべき内容であることは残念ながら余り認識されていない」と指摘している。 

	 清水（2010）は、「共生社会」という用語は、「インクルーシブな社会、ないしソーシャ

ル・インクルージョンと同義と理解している。インクルージョンは『包み込む』の語義で

あり、価値観・文化・人権・言語・宗教・男女・年齢など多様な個性と個人差をもつ人々

を包み込む社会が『共生社会』である」と述べ、清水（2010）はまた、「インクルージョ

ンの主張は、障害者に限定せず旧来の社会福祉対象者に限定せず、家庭内暴力被害者、引

きこもり、外国人労働者とその子弟、自殺者、ニートやフリーターなどを含めて地域社会

の中で社会的関係と人間的つながりを持つ関係の中に、取り戻すことである」とし、さら

に、それを社会から学校社会に目を移したとき、「主流となる学校教育から『排除』され

た障害児、ストリート・チルドレン、特別な教育的ニーズ児などが問題となりインクルー

シブな学校の主張となっているのである」と具体的に述べている。	

		個々の教育的ニーズを満たす特別支援教育が基礎となり、障害の有無にかかわらず多様

な人たち、多様な生き方を自然に包み込んでいる社会こそが「共生社会」と言えるのであ

る。 

	 図１に、これまでの述べてきた「共生社会への流れ」を表した。共生社会への課題とし

て、「サラマンカ声明と行動大綱」では、インクルーシブ教育が達成されるためには、級

友、両親、家族、ボランティアによる力を合わせた努力が必要とされ、特に社会を構成す

る個々の人の信念、関与、善意に依存する課題である、としている。しかし、落合ら
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（2016）は「我々日本人が自分のこととして取り組むべき内容であることは認識されてい

ない」と指摘している。インクルーシブ教育の推進のためには、共生社会の基礎となる特

別支援教育の充実が喫緊の課題であると考える。特別支援教育の充実は、ボランティア等

地域や外部人材、外部機関等との連携・協働により、広く一般の人たちへも理解を広める

ことにつながるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特別支援教育の理念について 

	 2007（平成 19）年に文部科学省初等中等教育局長から出された「特別支援教育の推進

について（通知）」では、「特別支援教育」はこう定義されている。「特別支援教育は、障

害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立

ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの」である。 

	 さらに特別支援教育は、知的な遅れのない発達障害もその対象とし、特別な支援を必要

とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校で実施される。また、校長は、自らが特別支援

教育や障害に関する認識を深め、リーダーシップを発揮しつつ、特別支援教育を行うため

の体制の整備等を行い、組織として十分に機能するよう教職員を指導することが重要であ
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る、と規定している。校長の深い障害理解やリーダーシップの発揮が期待されているので

ある。 

	 2012（平成 24）年の初等中等教育分科会による「共生社会の形成に向けたインクルー

シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」における「共生社会の形成

に向けたインクルーシブ教育システムの構築」では、「共生社会とは、これまで必ずしも

十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくこ

とができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様

な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、

我が国において も積極的に取り組むべき重要な課題である」とし、「特別支援教育は、

共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なもので

ある」と述べ、次の三つの考え方に基づいて特別支援教育を発展させる必要性を提唱して

いる。 

	 ①	 障害のある子どもの自立や社会参加のために、医療、保健、福祉、労働等との連携

を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、障害のある子どもの教育の充実を図ること

が重要である。 

	 ②	 障害のある子どもが、地域社会の中でその一員として豊かに生きることができるよ

う、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、可能な限り共に学ぶことができるよ

う配慮することが重要である。 

	 ③	 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害

のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての

基礎を作っていくことが重要であり、学校においてこれを率先して進めていくことは、イ

ンクルーシブな社会の構築につながる。 

	 障害のある人たちが社会の一員として生きていくためには、社会全体のさまざまな機能

の活用、地域の同世代の子どもや人々の交流を通して可能な限り共に学ぶこと、障害者理

解の推進が今後の特別支援教育において非常に重要になってくるのである。 

 

３．特別支援教育の制度について 

	 ここでは、特別支援教育における学びの場に注目して、就学に関する手続きについて、

文部科学省中央教育審議会教育課程部会特別支援教育部会資料 9の特別支援教育の対象の

概念図（義務教育段階）、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のた
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めの特別支援教育推進（報告）参考資料 4、通常学級で学ぶ支援の必要な子どもたちをサ

ポートする特別支援教育支援員について述べる。 

 

（１）就学に関する手続きについて 

	 障害のある児童生徒の就学に関する手続きについては、障害のある児童生徒が十分な教

育を受けることができるよう、障害者施策の動向を踏まえ、さまざまな改正が行われてき

た。学校教育法施行令の一部改正の流れを表 3-１-1 に示す。	

 
                                        表 3-1-1		就学に関する手続きの改正の流れ	

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

	 	2002（平成 14）年の学校教育法施行令の一部改正では、「就学基準」の改正、「認定就

学者」の創設、障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知見を有する者の意見聴取の

義務づけがなされた。2007（平成 19）年の学校教育法施行令の一部改正では、保護者か

らの意見聴取が義務づけられた。そして、2013（平成 25）年 9 月の学校教育法施行令の

一部改正（文部科学省,2013）の趣旨は、「就学基準に該当する障害のある子どもは特別支

援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育

的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や

地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当であ

る」というものである。	

	 これまでは、特別支援学校に就学する程度の障害のある児童生徒で、小・中学校におい

て適切な教育を受けることができる特別の事情がある場合には、小・中学校に就学するこ

文部科学省	 「就学に関する手続きについて」を参考に筆者作成	

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/003.htm	2018 年 5月 1日	
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図 3-1-1	 特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）	

文部科学省中央教育審議会教育課程部会特別支援教育部会資料より引用 

とができる認定就学制度があり、その制度で小・中学校に就学する児童生徒を認定就学者

としていたが、その制度と認定就学者の概念は廃止され、特別支援学校に就学する児童生

徒として新たに定義された。学校教育法施行令第 22 条の 3 の、特別支援学校の対象とな

る障害の程度は、表 3-1-2 の通りである。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 表 3-1-2	 特別支援学校の対象となる障害の程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    従来はこの基準に該当するかどうかが、就学先の決定で有力な根拠とされてきたが、

今後は就学先の決定を総合的に判断する際の判断基準の一つとなる（守屋,2015）。 

 

	 図 3-1-1 は、義務教育段階の特別支援教育の対象の概念図である。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 	

学校教育法施行令第２２条の３（特別支援学校の対象とする障害の程度） 
 

区分 障害の程度 
視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高

度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚に
よる認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等
の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程
度のもの 

知的障害者 １ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むの
に頻繁に援助を必要とする程度のもの 
２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社
会生活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由
者 

１ 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活に
おける基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 
２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の
医学的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 １ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患
の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 
２ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

備考 

１ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯

正視力によって測定する。 

２ 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータ 
 

学校教育法施行令第 22条３より引用	

	

視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83（％）（約９万１千人）

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０１９万人

自閉症
学習障害（ＬＤ）

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）

0.67％
（約６万９千人）

0.82％

（約３４万人）

3.33％

（約８万４千人）

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 1.84％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級
通級による指導

（約１８万７千人）

特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万７千人）

（平成２６年５月１日現在）

肢体不自由
病弱・身体虚弱
情緒障害

視覚障害
聴覚障害
言語障害

※この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査(抽出)において、学級担任を含む複数の
教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者：約2,400人（うち通級 : 約230人））

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒：6.5％程度※の在籍率

-2-
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表 3-1-3		日本の特別支援教育制度への 1973 年から約 10年毎の就学率の変遷	

	 落合俊郎・島田保彦	2016「共生社会をめぐる特別支援教育ならびにインクルーシブ教育の在り

方に関する一考察−Mary	Warnock	and	Brahm	Norwich（2010）の視点から−」	広島大学大学院教育

学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要（14）p.32 より引用	

 
	  

落合ら（2016）は、現在の特別支援教育制度である特別支援学校、特別支援学級、通級

による指導の三つの制度について「義務教育年限での特別支援学校への在籍率は、この

10 年間で 1.3 倍に増加し、約 6 万 9 千人在籍している。小・中学校の特別支援学級で

は、同じくこの 10 年間に 2.1 倍に増加し、約 18 万 7千人在籍している。そのうち学校教

育法施行令 22 条の 3（特別支援学校在籍相当の障害の重い児童生徒）に該当する児童生

徒が１万 7 千人在籍している。通級による指導は、10 年間で 2.3 倍、約 8 万 4 千人が教

育的支援を受けている。また、通常の学級には学校教育法施行令 22 条 3 に該当する児童

生徒が約 2千 4百人在籍している」と指摘し、図 3-1-1 の文部科学省中央教育審議会教育

課程部会特別支援教育部会資料 9 の特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）から

「インクルーシブ教育は通常の学級の中で、障害のある子どもとない子どもがともに学ぶ

ということが原則であるが、経年変化を見ると動向は逆の方向に動いているように見え

る」と示唆している。	

	 さらに、落合ら（2016）は特別支援教育制度に在籍する児童生徒割合を 10 年ごとにま

とめたものを表 3-1-3 に表し、こう述べている。「1970 年代初頭から 1990 年代初頭にか

けて、特別支援教育制度への在籍率が下がり、その後上昇し、1993 年と 2013 年の 20 年

間を比較すると実に 3 倍以上に増加していることがわかる。理由は不明だが、1990 年代

後半から、この 2つの制度（特別支援学級、通級による指導）に在籍する児童生徒数は着

実に増加している」と。	

	

	

	

	

	

	

	

	 図 3-1-2 は、1980（昭和 55）年から 2000（平成 12）年までの障害児教育対象となる児

童生徒数の推移（義務教育段階）を表している。	

	

	

	

落合　俊郎・島田　保彦
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による指導は，10年間で２，３倍，約８万４千人が教
育的支援を受けている。また，通常の学級には学校教
育法施行令22条の３に該当する児童生徒が約２千４百
人在籍している。
　更に特別支援教育制度に在籍する児童生徒の割合を
10年ごとにみるとTable 1 のようになる。1970年代初
頭から1990年代初頭にかけて，特別支援教育制度への
在籍率が下がり，その後上昇し，1993年と2013年の20
年間を比較すると実に３倍以上に増加していることが
わかる。理由は不明だが，1990年代後半から，この２
つの制度に在籍する児童生徒数は着実に増加している。

Ⅳ．考　察

１．グローバリゼーションのセフティーネットとして
のインクルーシブ教育
（1）グローバリゼーションの進展と社会的格差・教育
的格差
　近年，巡回相談を実施していると，次のようなこと

に気がつく。学校からの依頼で，発達障害の疑いのあ
る児童生徒に対応していると，原因が障害ではなく，
家族に社会・経済的な課題があるケースが増えてい
る。Fig. 1 は，グローバリゼーション，社会的格差，
インクルーシブ教育と共生社会の関係を模式図にした
ものである。マラソンで走るときのように，ゆっくり
したスピードの市場主義の時代には，ほぼ円形の集団
を作って走ることができる。それぞれ余裕があり談笑
しながらのジョキングといった走り方である。日本で
は1980年代から1990年代の社会に似ている。一億総中
流といわれ，格差も現在の北欧並みに小さかった時代
である。しかし，市場主義がグローバル化し，競争が
激しくなると，スピードが速くなるにつれてマラソン
集団が細長くなるように差が大きくなり始める。そし
て，ゆっくり走れば脱落しないランナーも脱落し始め
る。市場主義が高度化すると産業界ではより高度の知
識が必要となり，労働効率が高くなると，経済成長が
あっても「雇用なき経済成長」となる可能性もある。
スピード化について行けない家族も多くなり，教育分

西       暦 1973年 1983年 1993年 2003年 2013年 2014年 

特別支援学校在籍率 0.28% 0.38% 0.37% 0.47% 0.65% 0.67% 

特別支援学級在籍率 0.90% 0.62% 0.51% 0.78% 1.70% 1.84% 

通級による指導在籍率 なし なし 0.09% 0.305% 0.76% 0.82% 

特別支援教育制度在籍率 1.18% 1.00% 0.97% 1.56% 3.11% 3.33% 

Fig. 1　グローバリゼーション，特別支援教育，インクルーシブ教育と共生社会の関係について

Table 1　日本の特別支援教育制度への1973年から約10年ごとの就学率の変遷
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山口（2004）は、「1970 年代から 80 年代にかけてのノーマライゼーション思想の台頭

の中で、特殊教育諸学校や障害児学級への在籍を嫌い、地域の通常学級への通学を希望す

る声が大きかったことなども含まれていると思われる。そのような状況が続く中で、それ

ぞれ盲学校、ろう学校、養護学校においても、また、それぞれの障害児学級においても健

常児との交流教育の実践が積み重ねられ、さらに実践の深化とともに、交流教育の定着

が、『地域の通常学級へ』ということへの答えとなっている部分もあるものと思われる」

と指摘している。	

	 また、1979（昭和 54）年の養護学校義務化に当たり、「近江学園」での糸賀一雄（1914

—1968）の実践を背景に田中昌人（1932—2005）が理論化した障害児全員就学をめざした発

達保障論の立場と、養護学校や特殊学級の隔離教育施設を批判し、「共生・共有」のため

の統合教育を推進する立場が対立する大きな論争があった（村上,2003）。このようなこと

も背景にあったのではないかと推測される。	

	 通級指導教室に関して、2016（平成 28）年 12 月に文部科学省初等中等教育局長より

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の交付について（通知）」が出された。こ

れは 2016（平成 28）年 3 月の「高等学校における特別支援教育の推進に関する調査研究

協力者会議」報告を踏まえたものである。現在、小学校、中学校、義務教育諸学校及び中

等教育学校の前期課程において実施されている「通級による指導」を、高等学校または中

等教育学校の後期課程に在籍する生徒のうち、障害に応じた特別の指導を行う必要がある

ものを教育する場合には、特別の指導を高等学校または中等教育学校の後期課程の教育課

程に加え、またはその一部（履修必修教科・科目等を除く）に替えることができることと

 図 3-1-2	障害児教育の対象となる児童生徒数の推移（義務教育段階）	

山口（2004）『これからの障害児教育』p.88 より引用	
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した。	

	 一例として大阪府では、自閉症者、情緒障害者、学習障害者及び注意欠陥多動性障害者

で、特別の教育課程による教育が適当なものを対象にしている（大阪府,2017）。学びの場

の連続性の保障と発達障害のある高校生への支援の必要性が喫緊の課題であるための対応

と推測される。	

	

（２）障害のある児童生徒の学びの場	

	 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」（2012）によれば、「多様な学びの場として、通常の学級、通級による指導、

特別支援学級、特別支援学校、それぞれの環境整備の充実を図っていくことが重要であ

る。通常の学級においては、少人数学級の実現に向けた取組や複数教員による指導など指

導方法の工夫改善を進めるべきである」とし、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員

定数の標準に関する法律に定める教職員に加えて、特別支援教育支援員の充実、さらに

は、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ST（言語聴覚士）、OT（作業

療法士）、PT（理学療法士）等の専門家の活用や医療的ケアの観点からの看護師等の専門

家の確保、通級による指導を行うための教職員体制の充実、幼稚園、高等学校における環

境整備の充実のため、特別支援学校のセンター的機能の活用等による教員の研修等各都道

府県教育委員会が環境を整えていくことが重要であるという。以上のことを踏まえ、日本

の義務教育段階の多様な学びの場の連続性を表したものが図 3-2-1 である。	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

図 3-2-1	多様な学びの場の連続性	

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の

推進（報告）2012	 参考資料 4より引用	

	

日本の義務教育段階の
多様な学びの場の連続性

自宅・病院における訪問学級

特別支援学校

特別支援学級

必
要
の
あ
る
時
の
み

可
能
に
な
り
次
第

通級による指導

専門的スタッフを配置して通常学級

専門家の助言を受けながら通常学級

ほとんどの問題を通常学級で対応

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、
自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供でき
る、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通
級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を
用意しておくことが必要。
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多様な学びの場が用意されているということは、どの場で学んでも一人一人の教育的ニ

ーズに合った専門的な支援が用意されていなければならないことを意味しているのであ

る。 

	 玉村ら（2008）は、「インクルーシブ教育は、通常学級に障害児をただ一緒にすること

でも、障害児学校の役割を否定するものでない。『場』の問題としてのみ狭くとらえるべ

きではなく、教育全体を変革しながら、障害児を含めたすべての子どもの教育を豊かに保

障していくものである。通常学級か特別支援学校かという択一的な選択ではなく、障害児

に必要な教育的ケアを総合的に保障する観点から検討していくことが必要である」と強調

している。	

	

（３）	 特別支援教育支援員の配置 

	 	2013（平成 25）年の内閣府の『障害者白書』は、「小・中学校の通常学級に在籍して

いる知的発達の遅れがない発達障害のある、支援が必要な児童生徒が全児童生徒の約

6.5%が在籍していることや認定就学制度（平成 14 年度）の開始、平成 18 年より通級によ

る指導の対象に LD・	ADHD が加えられたことで特別な支援を必要とする児童生徒の数は増

加している」と報告している。さらに同白書では、「通常の小・中学校に在籍する障害の

ある児童生徒に対しては、都道府県や市町村の独自予算により、介助員、学習支援員など

の名称で外部人材を活用し、学校教育活動上の日常生活の介助や、学習活動上のさまざま

なサポートが行われてきたが、2007（平成 19）年度からは、このようなサポートを行う

外部人材を『特別支援教育支援員』として、地方財政措置がなされている。また、

2009(平成 21)年度からは、公立幼稚園まで対象が拡充され、2011（平成 23）年度におい

ては公立高等学校まで拡充されている」と報告している。	

	 特別支援教育支援員が配置されたことは画期的なことではあるが、課題も生じている。

特別支援教育支援員配置に関しての課題は、第 4章で詳しく述べることにするが、代表的

な課題としては、その勤務形態により児童生徒に関しての情報の共有、共通理解をもつ時

間の確保等が挙げられる。これらは児童生徒一人一人に応じた的確な支援を行うために

は、必要不可欠なものである。特別支援教育支援員や学級担任にはそれぞれ隙間の時間を

活用するなど、工夫をしながら教育活動を進めていることが先行研究(浅岡ら,2016;林

ら,2011)からも窺える。	
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Ⅱ 特別支援教育に求められる専門性 

 

	 ここでは、各学校（通常の学級と特別支援学校）における教員の専門性、さらにインク

ルーシブ教育を目指す教員養成を、文部科学省の答申や通知及び先行研究を通して考察す

る。 

 

１．特別支援教育に関わる通常の学級及び特別支援学校における教員の専門性 

	 2005（平成 17）年に中央教育審議会から出された「新しい時代の義務教育を創造する

（答申）」では、教師の質の向上として、あるべき教師像の明示をしている。その中にあ

る優れた教師の条件についての三つの要素を以下に示す。 

①	 教職に対する強い情熱	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 教師の仕事に対する使命感や誇り、子どもに対する愛情や責任感などである。また、教

師は、変化の著しい社会や学校、子どもたちに適切に対応するため、常に学び続ける向上

心を持つことも大切である。	

②	 教育の専門家としての確かな力量		

	 「教師は授業で勝負する」と言われるように、この力量が「教育のプロ」のプロたる所

以である。この力量は、具体的には、子ども理解力、児童・生徒指導力、集団指導の力、

学級作りの力、学習指導・授業作りの力、教材解釈の力などから成るものと言える。		

③	 総合的な人間力		

	 教師には、子どもたちの人格形成に関わる者として、豊かな人間性や社会性、常識と教

養、礼儀作法をはじめ対人関係能力、コミュニケーション能力などの人格的資質を備えて

いることが求められる。また、教師は、他の教師や事務職員、栄養職員など、教職員全体

と同僚として協力していくことが大切である。	

	 	

	 教職に対する強い情熱をベースに、授業づくりはもちろんのこと子どもを導いていく

力、すなわち教育のプロとしての力量、人間関係能力やコミュニケーション能力を含む総

合的な人間力が求められているのである。	

	 また、澤田ら（2013）は、通常の学級の教員としての基本的な資質・能力について検討

し、五つのカテゴリーとキーワードに整理した。表 1はそれを表したものである。 

 



	50 
 

	 	

	

	

	

	

		

表 1 のカテゴリー及びキーワードを見ると、教員の本分としての授業づくりはもちろ

ん、仲間づくりや集団づくりをはじめとする学級経営能力、カウンセリングマインドを持

った児童生徒理解、そしてコミュニケーション能力を発揮しなければならない保護者との

対応等が挙げられている。 

	 では、特別支援学校の教員に求められる専門性とはどのようなものであろうか。	2007

（平成 19）年の「特別支援教育の推進について（通知）」では、特別支援学校の教員の専

門性の向上について、「特別支援学校は、地域における特別支援教育の中核として、さま

ざまな障害種について、より専門的な助言などが期待されていることに留意し、特別支援

学校教員のさらなる向上を図るためにも、特別支援学校は、特別支援学校教員の特別支援

学校教諭免許状保有状況の改善、研修の充実に努めるとともに幼児児童生徒の障害の重複

化に鑑み、複数の特別支援教育領域にわたって免許状を取得することが望ましい」とされ

ている。	

	 もちろん、特別支援学校教諭の免許保有は、特別支援教育に携わるものとして前提条件

であり、研修を受けることも必要不可欠であると考える。しかし、これらをクリアしたか

らと言って、真に特別支援教育の専門性が向上しているということになるのであろうか。	

	 柴垣（2017）は特別支援学校教員に求められる専門性として、以下のことを挙げてい

る。	

	

①教職に対する責任感、探求力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力（特別支援	 	

学校教員としての使命感や責任感、障害のある子どもに対する教育的愛情）	

表 1	 通常の学級の教員としての資質・能力 

－84－

- 84 - 

１ 通常の学級の教員としての基本的な資質・能力 

カテゴリー キーワード 

授業づくり 

学 指導の 子どもを中 とした授業づくり 指導 の

教 ・教 の活用 授業 ・学 指導 学

学 学  

学級  
づくり・ づくり 的・ 的な学級づくり 

指導 の 子どもとの づくり 

理  
の特 の理 的な め ・ り  

・ カ ン リン インド 

との  常の り 授業  

教 としての 構え 
教育 員の ・通 教育 ・学 指導 の

構築 校 と 理 管理・ 機管理  

 

．通常の学級に る教員の 教  

 

 ５ で整理した「通常の学級の教員としての基本的な資質・能力」を基 として、イン

クルーシブ教育システム構築のために、通常の学級の教員にどの な や教育活 を

加える があるの を検討した。 
 

 通級に る て る に る  

通常の学級には、通級に る指導を けている子どもがいる。 
通常の学級の教員には、こ した子どもた の通常の学級における学 や 活について

支援することが求められる。また、通級に る指導の担当教員と な連携を ことに

て、 れ れの指導の における子どもの を したり、 な支援について

通理 したりすることが と れる。また、通常の学級の子どもた に しては、通級

に る指導や通級指導教室について に することも となる。 
 
 学 に る  

障害 基本 の を けて、 学校学 指導 や中学校学 指導 （2008）には、

「学校が の 的を するために 中 障害のある との 学

や などとの の機 を けること」が れている。 
学 は、 とも、インクルーシブ教育システムの構築のために、

していくことが求められ、通常の学級の教員は、 する教員との連携の下、

学 の教育内 ・ を していく がある。 
 

澤田真弓研究代表(2013) 『インクルーシブ教育システムにおける教育の専門性と研修カリキュラムの開

発に関する研究』	 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 A 研究成果報告書 p.84 より引用 
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図 1-1		通常学級の教員に求められる資質・能力の考え方	

②専門職としての高度な知識	

・障害のある子どもの教科や教職に関する高度な専門的知識（インクルーシブ教育システ

ム構築に向けた新たな課題に対応できる知識・技能を含む）	

・障害特性に応じた学びを展開できる実践的指導力（個々の子どもの障害特性やニーズに

応じた基礎的・基本的な知識・技能の習得に加えて、社会参加・自立に必要な思考力・判

断力・表現力等を育成するため、知識・技能等を活用する学習活動や課題探求型の学習、

協働的学びなどをデザインできる指導力）	

・教科指導、生徒指導、学級経営等を的確に実践できる力	

③総合的な人間力（豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応

する力、地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力）	

	

	 これからの特別支援教育を担う特別支援学校教員は、多様な障害のある子どもたちへの

支援が求められる。インクルーシブ教育システム構築へ向けて、教科指導や生徒指導、学

級経営等を的確に実践できる力とともに、学校内外における支援体制の構築、教職員同士

の連携やさまざまな機関等との連携等、総合的な人間力はますます重要になると考える。	

	 澤田ら（2013）は「特別支援教育の推進について（通知）」（2007）、「特別支援教育の推

進に関する調査研究協力者会議審議経過報告」（2010）、「共生社会の形成に向けたインク

ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（2012）を通して通常学

級の教員の基本的な資質・能力として、これまでの教育に必要とされた事項に加え、イン

クルーシブ教育システム構築のために必要とされる資質・能力を含む専門性を整理した。	

	 図 1-1 は通常学級の教員に求められる資質・能力の考え方を示している。	

	

	

	

	

	

	

	

 

澤田真弓研究代表(2013) 『インクルーシブ教育システムにおける教育の専門性と研修カリキュラムの

開発に関する研究』	 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 A研究成果報告書 p.83 より引用 
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４．通常の学級の教員に求められる資質・能力の考え方 

 ここでは、インクルーシブ教育システム構築のための通常の学級の教員に求められる資

質・能力を「管理職の資質・能力」、「特別支援教育コーディネーターや通級指導教室・特

別支援学級担当の資質・能力」、「通常の学級の教員としての基本的な資質・能力」の中に

位置付けて、学校の組織・機能の中で整理することとした。（図１） 
 

 
図１ 通常の学級の教員に求められる資質・能力の考え方 

 
「インクルーシブ教育システムにおける通常の学級の教員の資質・能力」は、これまで

の「通常の学級の教員としての基本的な資質・能力」に加え、校内体制などの組織や校内

リソースの活用など連携・協働をするための力や、障害のある子どもを含む多様な子ども

が在籍している学級での学級づくりや授業づくりなどが求められると考えられる。 
 

５．通常の学級の教員としての基本的な資質・能力 

 
 通常の学級の教員としての基本的な資質・能力について検討し、以下の５つのカテゴリ

ーとキーワードに整理した。（表１） 
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インクルーシブ教育システム構築のための通常学級の教員に求められる資質・能力を

「管理職の資質・能力」、「特別支援教育コーディネーターや通級指導教室・特別支援学級

担当の資質・能力」、「通常の学級の教員としての基本的な資質・能力」の中に位置づけ

て、学校の組織・機能の中で整理したものである。なお、「管理職の資質・能力」につい

ては、各校長が特別支援教育について理解を深めるのみならず、自らリーダーシップを発

揮して体制を整えるとともに、それが機能するよう、教職員を指導するなどインクルーシ

ブ教育システム構築のための校内体制づくりが管理職の専門性として求められている。	

	 井上（2016）は、図 1-1 からは、「インクルーシブ教育システムにおける通常の学級の

教員」は、これまでの「通常の学級の教員」に求められる基本的な資質・能力に加えて、

「障害のある子どもを含む多様な子ども一人一人に対応するために、授業や指導の幅を広

げたり、同僚と協働して校内支援体制をつくったり、校内リソースを活用したり、保護者

と協働することが一層求められることがわかる。特に、同僚教員との協働に関連して、

『一人で抱えない、支援を求めることができる』を第１にあげていることは、『システ

ム』としての教育活動(教育支援)、組織・チームによる問題解決がいかに重視されている

かを物語るものである」と指摘している。通常学級においても、協働する力やチームとし

て取り組める力が求められている、と言える。	

	 さらに澤田ら（2013）は、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援学校、特

別支援学級、通級による指導を担当する教員に求められる専門性を「障害のある子どもの

指導に関する専門性」、「関係者との連携に関する専門性」に整理している。	

	 「障害のある子どもの指導に関する専門性」は、障害の特性の理解と指導、子どもの実

態把握とアセスメント、個別の指導計画の作成、学級づくり・授業づくりである。	

	 「関係者との連携に関する専門性」は、通常学級の担任教員との連携、特別支援教育コ

ーディネーターとの連携、管理職への報告・連絡・相談、校外の関係機関等との連携、特

別支援学校教員・特別支援学級・通級による指導担当者との連携である。	

	 「関係者との連携に関する専門性」における連携はもちろんのこと、「障害のある子ど

もの指導に関する専門性」では、個別の指導計画の作成では保護者の心配や願いを十分に

理解して指導計画を立てることや、学級づくり・授業づくりにおいては、通常学級の担任

とともに連携・協働して子どもの指導・支援に取り組む力が求められる、とある。 

	 2018(平成 30)年度から高等学校においても通級による指導が開始された。インクルー

シブ教育システム構築のための多様な学びの連続性において、通常学級での学びの保障の
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ため、通級による指導は重要な役割を果たすことが期待され、担当教員の専門性の確保は

重要な課題であると考える。 

	 特別支援学校に関して、柴垣（2017）は、「インクルーシブ教育システムにおいて特別

支援学校は、障害のある児童生徒一人一人の特性やニーズに応じた教育を行うことが求め

られ、保護者や関係機関との連携の中で個別の教育支援計画を作成することや、教職員が

連携・協働して個別の指導計画を作成し指導や支援をすることが求められている。障害の

ある児童生徒の指導に必要な専門的知識や実践的指導力はもとより、このような連携・協

働する力が特別支援学校教員に求められている」と強調している。	

	 図 1-2 は、これまで述べてきた各学校の教員の資質・能力に加え、澤田らや柴垣が挙げ

たインクルーシブ教育に求められる教員の専門性、「新しい時代の義務教育を創造する

（答申）」を通して、通常学級及び特別支援学級の教員、特別支援教育コーディネータ

ー、通級指導担当者、特別支援学校の教員の専門性を表したものである。	
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	 特別支援教育に関わる教員には、校内・校外において、「連携・協働」していく力が特

に求められているが、インクルーシブ教育システム構築のための教員の専門性の向上は、

各学校の管理職の学校経営の根底に障害に対する理解や情熱があってこそ、期待できるの

ではないか。	

	

２．インクルーシブ教育をめざす教員養成	

	 特別支援学校教員養成に関して、柴垣（2017）は「教育内容については、1 年目から 4

年目にかけて基礎的な内容から専門的な内容へと系統的・発展的に習得して行くようにカ

リキュラムが編成されており、2 年目から 4 年目にかけて特別支援学校や特別支援学級等

での臨床実習や観察実習、3 年目から 4 年目に特別支援学校での教育実習が配当され、大

学での学習と現場での実習を通して知識や実践力を身につけていくように工夫がされてい

る。他にも学校現場でのボランティア活動への参加が推奨され、実践力ある教員の養成が

図られている」と述べている。	

	 教員としての専門性と人間性に関して、知的障害養護学校（現知的障害特別支援学校）

の校長経験のある守屋（2004）は、「養護学校の校長を務めてみて、改めて理想と現実の

ギャップの大きさを痛感させられた」と述べ、「専門性の向上に加えて、人間性の深化も

重要な課題であり、大学における教員養成の在り方に密接に結びついている重要な問題で

ある」と指摘している。	

	 大学での学びについて、加藤（2016）は「平成 10 年の教育職員免許法施行規則に明記

された、教職課程を履修するすべての学生が教職科目のなかで『障害のある幼児、児童及

び生徒の心身の発達及び学習の過程』を『含む』科目を必ず学ぶことが明記されたにも関

わらず各課程認定大学等では、課程のカリキュラムにおいて、この『含む』事項の学修は

保証されていなかった。多くの大学で教職課程設置基準が満たされないまま放置されてき

たこの状況は、現在準備されている法令改正により新局面を迎えると予想される」と指摘

している。	

	 2017（平成 29）年 12 月には中央教育審議会から「これからの学校教育を担う教員の資

質能力の向上について〜学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて〜（答

申）」が出された。その中の「これからの時代の教員に求められる資質能力」では、発達

障害を含む特別な支援を必要とする児童生徒等への対応も課題として挙げられている。さ

らに、「『チーム学校』の考えの下、多様な専門性を持つ人材と効果的に連携・分担し、組
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織的・協働的に諸課題の解決に取り組む力の醸成が必要である」と提言している。本答申

では「教員養成に関する改革の具体的方向性」の中の（4）新たな教育諸課題に対応した

教員研修・養成では、特別支援教育の充実を挙げ、発達障害を含む特別な支援を必要とす

る幼児、児童及び生徒に関する理論及び指導法について、教職課程に独立した科目として

位置づけている。	

	 図 2は、「小学校の現行と見直しのイメージ」である。	

図 2	 小学校の現行と見直しのイメージ	

中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について〜学び合い、高め合う教員

育成コミュニティの構築に向けて〜（答申）」p.39 より引用	

	

	 図 2「小学校の現行と見直しのイメージ」にある教育の基礎的理解に関する科目の

「ホ」に特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解（１単位以上修得）と

ある。画期的な取組とも考えられるが、加藤（2016）は「特別支援教育の必修化に対応す

るためには、当該科目を大学で担当できる教員が必要である。教員の量的供給はもちろん

のことながら教員の質の担保も課題である」と指摘している。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 さらに、2017（平成 29）年 11 月に文部科学省の「教職課程コアカリキュラムの在り方
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ズのある幼児、児童及び生徒の把握や支援」がある。具体的には、一般目標が「障害はな

いが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難とその対応

を理解する」で、到達目標は「母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある幼

児、児童及び生徒の学習上の困難や組織的な対応の必要性を理解している」である（文部

科学省,2017）。	

サラマンカ声明が掲げたインクルーシブ教育がやっと歩み始めたとも言えるが、大学で

の学びをさらに充実させた上で、加藤が指摘するように教員の質の担保が今後の課題と言

えるのではなかろうか。 

	

	

Ⅲ	インクルーシブ教育システム構築のための校内外における支援体制	

	 	

	 Ⅱでは、インクルーシブ教育に求められる通常学級及び特別支援学校の教員の専門性や

教員養成について考察し、同僚とチームで対応する力や地域や社会の多様な組織等と連

携・協働できる力が必要であること、大学における教員の質の担保が今後の課題であるこ

とを指摘した。Ⅲでは、共生社会の基礎をなす特別支援教育を進める上で、校内外におけ

る支援の要となる特別支援教育コーディネーターに注目して、その現状と役割遂行上の課

題、インクルーシブ教育システム構築のための支援体制について考察する。	

	

１．特別支援教育コーディネーターの現状	

	 2007（平成 19）年の「特別支援教育の推進について（通知）」では、各学校の特別支援

教育コーディネーターの役割として下記の①から③が挙げられている。	

	

	 ①	校内委員会・校内研修の企画・運営	

	 ②	関係諸機関・学校との連携・調整	

	 ③	保護者に対する相談窓口	

	

	 ②、③に関して具体的には、保護者や教職員からの相談への対応など在籍する障害のあ

る子供への指導・支援の役割、特別支援学校や特別支援学級と通常学級との交流及び共同

学習に関わる連絡調整等学びの場をつなぐための役割、通常の学級における障害のある子
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供への配慮・指導の理解啓発等、障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶことへの対

応についての役割である（澤田ら,2013）。	

	 特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの役割としては、①から③に加えて関係

諸機関・幼稚園、小学校、中学校、高等学校と、中等教育学校及び特別支援学校並びに保

育所等との連絡・調整を行うことが明記されている。澤田ら（2013）は、インクルーシブ

教育システム構築のための特別支援学校のコーディネーターについて、「障害のある子ど

もの多様な学びの場の位置づけとその連続性を考慮し、これまで以上に地域の障害のある

子どもの教育に果たす役割が期待されている」と指摘している。特別支援教育コーディネ

ーターは、共生社会の基礎をなす特別支援教育の推進のため、校内外の支援体制の確立に

重要な役割を担っている。	

	 2008（平成 20）年度の文部科学省の特別支援教育体制整備状況調査によれば、「特別支

援教育コーディネーターの指名」については、公立の小・中学校では 99.8%,高等学校は

87.5%、幼稚園は 74.4%で実施されている。2017（平成 29）年度には、公立の小・中学校

は 100%、高等学校は 99.9%、幼稚園は 96.4%の実施となっており、公立における特別支援

教育コーディネーターの

指名は、ほぼなされてい

ることが分かる。	

	 では、特別支援教育コ

ーディネーターには、ど

のような役職の教員が指

名されているのであろう

か。図 1-1 は、2017（平

成 29）年における小学

校・中学校・高等学校の

特別支援教育コーディネ

ーターの役職である。	

	

	

	

	

図 1-1	特別支援教育コーディネーターの役職	

文部科学省平成 29年度特別支援教育体制整備事業状況調査より引用	
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② 特別支援教育コーディネーターを指名している場合の配慮の状況
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	 小学校では、特別支援学級担任が 49.5%で半数近くを占めている。以下通常学級の担任

（16.4%）、養護教諭（7.6%）、通級による指導担当（7.3%）、教頭、副校長（6.0%）、学級

担任ではない学年主任/生徒指導主事/進路指導主事（3.7%）、主幹教諭（3.0%）、通常学級

の副担任（0.3%）、その他は 6.2%である。	

	 中学校においても特別支援学級担任が 47.1%と半数近くを占めている。以下通常学級の

担任（12.3%）、通常学級の副担任（9.2%）、養護教諭（8.4%）、学級担任ではない学年主任

/生徒指導主事/進路指導主事（7.7%）、教頭、副校長（5.5%）、通級による指導担当

（3.0%）、主幹教諭（1.9%）、その他は 5.8%である。	

	 高等学校では、通常の学級の副担任が 29.8%で も多い。以下通常の学級担任

（21.1%）、養護教諭（16.0%）、学級担任ではない学年主任/生徒指導主事/進路指導主事

（14.5%）、主幹教諭（7.5%）、教頭、副校長（3.9%）、その他は 19.8%である。特別支援教

育コーディネーターの役職は、役割遂行のための時間の確保は大切であるが、インクルー

シブ教育システム構築のための特別支援教育コーディネーターの役割遂行やその資質の観

点からは、十分ではないと言えるのではないか。	

	 では、特別支援教育コーディネーターに求められる資質とはどのようなものであろう

か。	

	 大阪教育大学は、文部科学省特別支援教育研究経費（教育改革）による事業として、教

育委員会との連携協力により、特別支援教育コーディネーター養成プログラムの構築開発

研究を進めた。その 終報告書には、特別支援教育コーディネーターに求められる力が四

つ挙げられている。その四つの求められる力をまとめたのが図 1-2 である。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 	

	

	 	 	 	 	 図 1-2	特別支援教育コーディネーターに求められる「4つの力」	

「特別支援教育コーディネーター養成プログラム開発研究報告書」（5）より筆者作成	
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子どもの困り感に対する「気づきの力」として作用する「基礎知識」、コーディネータ

ーとして校内の教職員、保護者及び対外的に福祉、医療、労働機関など関係する機関との

「連携・調整力」、コーディネーターが校内における研究や支援会議を効果的に行うこと

はもとより、対外的な依頼について調整する力や効果的に支援を展開するための「企画

力」、支援を必要とする子どもの実際の相談・支援、保護者からの相談や悩み、教員から

の相談、指導やアドバイス等のための「カウンセリングする力（教育相談技能）」であ

る。さらに、同報告書ではコーディネーターに求められる「総合的な力」として、さまざ

まな意見を集約し総合的に判断する「ファシリテーションの力」が重要であり、子どもを

理解する能力や子どもに寄り添える教師としての資質、さまざまな人との関係性を調整す

る全人的なカウンセリング能力の高い人間性が必要であると強調されている。	

	 また、同報告書は、小・中学校と特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの違い

について、地域のセンター的機能を求められている特別支援学校の特別支援教育コーディ

ネーターが必要とされる知識・技能と、小・中学校の特別支援教育コーディネーターが必

要とされる知識・技能の 大の違いは、幼児から青年期にかけて幅広い支援の形態を知

り、医療・福祉・労働等の「つなぐためのツールや知識」までが求められるのが特別支援

学校の特別支援教育コーディネーターであると指摘している。インクルーシブ教育システ

ム構築の推進のために、今後ますます特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの果

たす役割は大きく、期待されているのである。さらに、図 1-3 は、特別支援教育コーディ

ネーターを指名している場合の配慮の状況（対象は幼保連携型認定こども園・幼稚園・小

学校・中学校・高等学校）を示している。	
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図 1-3	特別支援教育コーディネーターを指名している場合の配慮の状況	

文部科学省平成 29年度特別支援教育体制整備事業状況調査より引用 
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	 役職の調査結果（図１-1,p.57）では、小学校は特別支援学級と通常学級の担任を合わ

せると 65.9%、中学校は 59.4%と高い比率である。高等学校は通常の学級担任は 21.1%で

ある。配慮の状況は、幼保連携型認定こども園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を合

わせての結果で、②学級担任を持たないが 59.7%でもっとも多い。以下、③一週間の担当

授業コマを一定以下にする（27.1%）、①コーディネーター業務に専念する（3.1%）、①か

ら③以外の方法で事務量を軽減する、である。	

	 小学校、中学校では高い比率で特別支援学級と通常学級の担任が特別支援教育コーディ

ネーターである。つまり担任業務と並行して特別支援教育コーディネーターとしての役割

を果たしているのである。特別支援教育コーディネーターの仕事内容は、校内の教職員や

部署、校外における関係機関との連携・協働の役を担う要である。この現状では、本来の

特別支援教育コーディネーターとしての役割遂行は十分ではない、と言える。	

	 前掲の「特別支援教育コーディネーター養成プログラム開発研究報告書」でも、特別支

援教育コーディネーターの活動時間の保障は喫緊の課題であるとの指摘がなされている。

具体的には、特別支援教育を進めるための新たな人的配置がなされていない現場では、悲

鳴があがっている、特別支援学級の担任がコーディネーターに指名されるケースが多い

が、特別支援学級の担任としての仕事をこなすことに精一杯で、通常学級で支援を必要と

する児童生徒にまで支援の手が届かない等が指摘されている。何よりも特別支援教育コー

ディネーターが活動するための時間的保障が、早急になされなければならない。	

	

２．特別支援教育コーディネーターの役割遂行上の課題	

	 田中ら（2017）は、瀬戸・石隈（2002,2003）の中学校・高等学校のスクールカウンセ

ラー配置校を対象として調査を行った先行研究をもとに、図 2-1 の特別支援教育コーディ

ネーターに関わる課題の構造を作成した。	
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田中美鈴・上村惠津子 2017「特別支援教育コーディネーターが機能する校内支援体制の検討−A地区にお

ける現状と課題からの考察−」信州大学教育学部研究論集	 第 11 号 p.192 より引用 

 

	 図 2-1 からは、さまざまな要因から「特別支援教育コーディネーターの多忙さ」と「校

内支援体制構築の難しさ」が浮き彫りになっていることが分かる。	

	 さらに田中ら（2017）は、図 2-1 の『特別支援教育コーディネーターの多忙さ』に焦点

を当て、コーディネーターの活動状況についてのアンケート調査、コーディネーターが機

能的に活動できている学校のコーディネーターと管理職、相談機関の専門家へのインタビ

ューを実施している。アンケート調査結果から『特別支援教育コーディネーターの多忙

さ』の原因として、主に「空き時間がない」、「勤務時間外の仕事となる」、「会議の多さ」、

「関係機関や保護者、担任との連絡調整」等が挙げられている。	

	 また、『コーディネーターの能力不足』として、「1 年目のコーディネーターが多く、経

験が浅いことによる能力不足」、「専門性を高めるための研修時間の確保が十分でない」等

が挙げられている。	

	 宮木ら（2010）も小・中学校の特別支援教育コーディネーターに対して「困っているこ

と」についてアンケート調査を行っている。回答の中で「コーディネーターの多忙さ」に

関連する回答として、自分の学級（特別支援学級）で手一杯である、配慮が必要な生徒の

授業に直接出ていないので、その生徒の様子が分からないなど「学級担任との兼務」では

その役割遂行が困難であることや、コーディネーターには空き時間や休憩時間もなく、ギ

リギリの状態でやっている、小規模校なので一人で何役もこなす必要があるなどの記述が

あった。宮木らは、この現状は非常に大きな問題であると指摘している。しかし、先に提

示した 2017(平成 29)年度の文科省の調査（図 1-1,p.57）では、現在でもなお、小・中学

校共に特別支援学級の担任が半数近く特別支援教育コーディネーターの役職を兼ねてい

る。	 	

管理職の

リーダーシップ

長野県内の実態については，長野県教職員組合のコーディネーターへのアンケート調査

（2015）によると，県内の小・中学校 291 校のうち，コーディネーターを学級担任や教頭，

教務主任等と兼務で担当している学校は 92％であった。また，文部科学省（2016）の特

別支援教育体制整備状況調査（別紙 1）によると，コーディネーターの複数配置の状況は，

全国の公立小学校で 28.3％，公立中学校で 15.4％であるのに対し，長野県の公立小学校で

は 40％，公立中学校では 14.9％という結果であった。全国の状況と比較すると，長野県

の公立小学校ではコーディネーターの複数配置がなされているが，公立中学校においては

複数配置がなされていないことが分かる。このような中でコーディネーターはその役割を

果たすことができているのだろうか。また，各学校の校内支援体制はどのような状況にあ

るのだろうか。

校内支援体制の機能については，瀬戸・石隈（2002, 2003）により考察されている。瀬

戸・石隈（2002, 2003）は，コーディネーション行動尺度とコーディネーション能力・権

限尺度を作成し，コーディネーション行動を個別援助チームレベルと学校全体の支援体制

に関わるシステムレベルに分けて説明している。学校全体の支援体制に関わるシステムレ

ベルのコーディネーション行動は「マネジメント促進」「広報活動」「情報収集」「ネットワ

ーク」の４因子で説明されており，校内支援体制は，このシステムレベルのコーディネー

ション行動により調整する必要がある。さらに「こうしたコーディネーション行動を支え

る能力や調整力には，学校組織において目的遂行に向けて教職員に影響力を及ぼし，チー

ムをまとめるリーダーシップが関係すると考えられる。」（瀬戸・石隈，2002,p.84）と述べ

ている。つまり，校内支援体制を機能させるためにはシステムレベルのコーディネーショ

ン行動に加え，管理職のリーダーシップが必要であるといえる。

以上のことから, コーディネーターに関わっては多様な課題が含まれているが，その課

題についてまとめると，図 1 のような構造が考えられる。 

 

本研究では，この構造の「特別支援教育コーディネーターの多忙さ」に焦点を当て，長

校内支援体制構築

の難しさ
特別支援教育コーデ

ィネーターの多忙さ

情報共有の場の

位置づけのなさ
職員の協力体制が

はっきりしない

コーディネーター

の能力不足 専門家との

連携不足
人手不足

多様な役割

兼務による

時間のなさ

役割分担の

難しさ

連絡調整の難しさ

図 1 特別支援教育コーディネーターに関わる課題の構造

田中・上村

192

図 2-1	 特別支援教育コーディネーターに関わる課題の構造	
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	 一方、特別支援学校は地域のセンター校としての役割を担っており、その中核をなす特

別支援教育コーディネーターはさらなる専門性を求められている。谷沢ら（2010）が実施

したインタビューでは、コーディネーター業務の中で求められる専門性について「発達障

害と言われている子どもたちと出会うので、発達障害のことを勉強しないと外の訪問相談

はできない。県から言われている研修だけではとても足りないので、いろいろな団体から

来る研修等から、自分で探して受けている」、「発達障害の子どもも多いと言われている

が、支援学校の教員は今まで勉強する機会がなかった。発達障害の子どもの心理面や教育

面での勉強、学級経営や普通学校の学習集団の作り方は、支援学校と違うので、勉強して

いかないと難しい」等の意見があった。特別支援教育コーディネーターが相談依頼につい

て、あまり馴染みのない発達障害や通常学級の学級集団の作り方についても、真摯に向き

合い努力している様子が窺える。	

	 筆者が実施したアンケート調査（第 4章参照）の特別支援学校等の特別支援教育コーデ

ィネーターに対しての質問「特別支援教育コーディネーターとして困っていること」の回

答では、「校外支援と校内支援のバランスの困難さ」、「専門性の確保」等が挙げられてい	

た。やはり多忙であることや専門性の確保は切実な悩みとなっている。	

	 図 2-1（61 貢）では、多忙さと同様に校内支援体制の難しさも大きな課題となってい

る。つまり、学校全体に特別支援教育コーディネーターの仕事が明確になっていないこと

や校務の負担軽減がなされておらず、特別支援教育コーディネーターが活動するための協

力が得られていないことである。これらの課題解決のためには、特別支援教育コーディネ

ーターの仕事を明確にするための工夫、活動時間の確保のための工夫、機能的な校内支援

体制を構築するための管理職の考えや実際の工夫について調査をする必要がある、と田中

らは指摘している。まずは管理職が率先してリーダーシップを取り、校内支援体制の構築

に努めることが大切であると考える。	

	

３．インクルーシブ教育システム構築のための支援体制の整備	

	 教育現場で何が問題となり、どのような対策が講じられているかについては、文部科学

省の事業の動向を見ることを通して垣間見ることができるのではないか。ここでは、特別

支援教育に関連する事業を中心に、特別支援教育が開始された 2007	(平成 19)年度から

2018	(平成 30)年度までの文部科学省が計上した予算の中の事業について見ていき、イン

クルーシブ教育システム構築のために、切れ目のない支援体制について考察する。	
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	 2008（平成 20）年、文部科学省は障害のある子どもやその保護者に対して適切な相談	

・支援が行われるようにするためには、乳幼児期から学校卒業後のそれぞれの段階にわた

って、医療、保健、福祉、労働等の支援が受けられるように関係部局・機関あるいはその

関係者が連携して一貫した支援体制を整備する必要があるとして「障害のある子どものた

めの地域における相談支援体制整備ガイドライン（試案）」を策定した。本ガイドライン

は、有効性や課題を検証しつつ、必要に応じて内容等に改善を加えるという趣旨で「試

案」という形で公表された。都道府県や支援地域（市町村やいくつかの市町村にまたがっ

た一定の地域等）におけるネットワークの構築のもと、障害の発見や相談・支援に関わる

主な機関である市町村保健センター・保健所・福祉事務所・児童相談所・児童福祉施設・

発達障害者センター・特別支援学校・特別支援教育センター・公共職業安定所（ハローワ

ーク）、地域障害者職業センター等が有機的に連携することが述べられている。	

	 筆者は、これらの支援体制の構築がどのようになされているのかを知るため、2007(平

成 19)年度から 2018(平成 30)年度の文部科学省初等中等教育局の発表資料（資料２−Ⅲ:

筆者の研究に関連した事業を抜粋したもの）に基づいて、特別支援教育に関する事業の趣

旨や内容から、切れ目のない支援体制に関わる事業を取り出し、表 3にまとめた。	

	

表３	 切れ目のない支援体制に関わる事業	
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	 表 3 について、まず事業の趣旨を述べ、事業について概観する。 

	 2007(平成 19)年度の事業は「子ども一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進」

で、その趣旨は適切な指導や必要な支援の充実、教職員配置の充実を図る、である。その

うち 6事業を取り出した。新規事業は 4事業で「発達障害早期総合支援モデル支援事業」、

「高等学校における発達障害支援モデル事業」、「職業自立を推進するための実践研究事

業」、「特別支援教育推進のための緊急的な定数措置」である。「特別支援教育体制推進事

業」では、大学生を活用した学校支援の実施がある。	

	 2008(平成 20 年)度の事業名は「子ども一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推

進」で、その趣旨は外部専門家の活用を含めた特別支援教育の体制整備を総合的に推進す
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る、である。4 事業ある。「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（新規）」を含め

た 3 事業は外部専門家を活用した事業で、外部専門家による巡回指導や PT,OT,ST	を活用

した指定校 18 校の事業等である。	

	 2009(平成 21)年度の事業名は「特別支援教育の推進」で、その趣旨は幼稚園から高等

学校までを通じて、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導支援を行うために外部人

材を含めた特別支援教育の体制整備を総合的に推進する、である。そのうち 3事業を取り

出した。外部専門家による巡回指導、各種研究会や学生支援員の活用、外部専門家を活用

した研究実践等である。	

	 2010(平成 22)年度の事業名は前年度と同じ「特別支援教育の推進」で、幼稚園から高

等学校までを通じて、一人一人の教育ニーズに応じた適切な指導・支援のための就学指導

コーディネーター等の活用を含めた特別支援教育の体制整備を総合的に推進する、であ

る。そのうち 3 事業を取り出した。「特別支援学校等と産業界が連携した実践的職業教育

推進事業」（新規）は、学校と産業界の連携を支援するコーディネーターの配置等であ

る。他に、就学指導コーディネーターによる就学指導・就学相談、外部人材による巡回指

導や学生支援員の活用がある。	

	 2011(平成 23)年度の事業名も「特別支援教育の推進」で、その趣旨は幼稚園から高等

学校までを通じて、子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を

行い、特別支援教育を総合的に支援する、である。そのうち１事業を取り出した。外部専

門家による巡回指導、教員研修、学生支援員の活用、交流及び共同学習を推進する等であ

る。	

	 2012(平成 24)年度の事業名も「特別支援教育の推進」で、その趣旨はインクルーシブ

教育システム構築に向けて早期から就労期まで一貫した取組の推進である。そのうち「特

別支援教育推進事業」１事業を取り出した。関係機関との連携、学校への巡回相談、専門

家による支援、研修体制の整備・実施等である。2011(平成 23)年度まで委託事業であっ

たが、2012(平成 24)年度から補助金化された。	

	 2013(平成 25)年度の事業名は「インクルーシブ教育システムに向けた特別支援教育の

充実」で、その趣旨は改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシブ教育システム

の構築に向けた取組として、特別支援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進しつつ、

早期からの教育相談・支援体制の構築、幼稚園、小・中学校、高等学校における合理的配

慮の充実及び拠点地域・学校の整備、インクルーシブ教育システムに関するデータベース
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構築、就学奨励費の支給対象の拡大、医療的ケアのための看護師配置、合理的配慮の関連

知識の習得及び情報共有を図るためのセミナー開催等を行う、である。2 事業を取り出し

た。16 地域に早期支援コーディネーター約 50 人、24 地域に合理的配慮協力員約 120 人、

12 地域に PT,OT,ST,心理学の専門家等約 360 人、医療的ケアのための看護師約 330 人、通

級指導など 600 人の定員増、発達障害理解推進拠点事業が 18 地域、発達障害に関する教

職員養成プログラム開発事業が 4大学である。	

	 2014(平成 26)年度の事業名は、「特別支援教育の充実〜障害のある児童生徒の自立・社

会参加の加速化に向けた特別支援教育の充実〜」で、趣旨は障害のある児童生徒が十分な

教育を受けられる環境の構築である。4事業を取り出した。40 地域に早期コーディネータ

ー約 120 人、発達障害支援アドバイザー約 80 人、40 地域に就職支援コーディネーター約

40 人、27 地域に自立活動担当教員約 30 人、通級指導や特別支援教育コーディネーター等

特別支援教育の充実 235 人の定数改善増である。	

	 2015(平成 27)年度の事業名も「特別支援教育の充実〜障害のある児童生徒の自立・社

会参加の加速化に向けた特別支援教育の充実〜」で、その趣旨は障害のある児童生徒が十

分な教育を受けられる環境の構築である。4 事業を取り出した。うち「発達障害のある児

童生徒等の系統性のある支援研究事業」と「インクルーシブ教育システム構築事業」の中

の「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）の推進」は

新規で、交流及び共同学習を通じた障害者理解の推進で 25 箇所、早期からの教育相談・

支援体制整備事業が 40 箇所、早期支援コーディネーターが約 120 人、インクルーシブ教

育システム構築モデル事業 35 箇所、合理的配慮協力員約 70 人、特別支援学校機能強化モ

デル事業 25 箇所、医療的ケアのための看護師約 330 人、キャリア教育・就労支援等の充

実事業で 35 地域に就職支援コーティネーター約 35 人、25 地域に自立活動担当教員約 25

人、教職員定数増で通級指導 100 人等である。	

	 2016(平成 28)年度の事業名は「特別支援教育の充実」で、その趣旨は障害のある児童

生徒等の自立と社会参加の加速化に向けた取組の充実を図り、障害のある児童生徒等が十

分な教育を受けられる環境を構築する、である。5 事業を取り出した。インクルーシブ教

育システムの推進は新規で、都道府県等が①特別支援教育専門家等（早期支援コーディネ

ーター、合理的配慮協力員、外部専門家、看護師）の配置及び②連絡協議及び研修による

特別支援教育の体制整備をする場合に要する経費の一部を補助（1/3）する、となった。

早期支援コーディネーター約 140 人、合理的配慮協力員約 350 人、外部専門家（PT,OT,ST
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等）約 430 人、看護師約 1,460 人、体制整備補助約 350 地域、指導者養成講習会・自立教

科等担当者講習会実施約 52 箇所、発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業

として、発達障害の可能性のある児童生徒に対する放課後等福祉連携支援事業約 24 箇

所、発達障害に関する通級指導による指導担当教員等専門性充実事業 12 箇所、早期支援

研究事業 45 箇所、発達障害支援アドバイザー約 80 人、系統性のある支援研究事業 15 箇

所、学校間連携コーディネーター約 45 人、発達障害に関する教職員育成プログラム開発

事業 6 大学である。入院児童生徒への教育保障体制整備事業（新規）12 箇所、35 地域に

就職支援コーディネーター約 35 人、25 地域に自立活動担当教員約 25 人、通級指導など

特別支援教育の充実として 300 人の定数増加等である。	

	 2017(平成 29)年度の事業名は前年度と同じ「特別支援教育の充実」で、その趣旨は障

害のある児童生徒等の自立と社会参加の加速化に向けた取組の充実を図り、障害のある児

童生徒等が十分な教育を受けられる環境を構築する、である。5 事業を取り出した。「イ

ンクルーシブ教育システム推進事業」の「特別な支援を必要とする子供への就学前から学

齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備」と「発達障害の可能性のある児童生徒等

に対する支援事業」の「特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研究開発事業等」が

新規である。インクルーシブ教育システム推進事業として、就学前から卒業後にわたる切

れ目のない支援体制の整備を促すため教育部局と福祉・保健・医療・労働等の部局が連携

し一貫した支援体制を構築する地域を支援（30 地域）、医療的ケアのための看護師 1500

人、就労支援コーディネーター74 人（新規）、発達障害支援アドバイザー74 人（新規）、

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業 27 箇所、特別支援教育に関する教

職員等の資質向上事業 24 箇所、学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解の推

進事業 28 地域、通級による指導担当教員の基礎定数化による教職員定数の改善実施で

890 人である。	

	 図 5 は、2017(平成 29)年度の文科省の概算要求説明資料にある「特別な支援を必要と

する子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備」である。	
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文部科学省の事業をはじめ関連部局との連携で支援体制整備がなされている。しかしな

がら、この支援体制が全国に広がるには、確固たる財源が必要である。絵に描いた餅にな

らないように、着実に進めて行くことが求められている。	

	 2018(平成 30)年度の事業名は「切れ目ない支援体制構築に向けた特別支援教育の充

実」で、その趣旨は切れ目ない支援体制構築のための特別支援教育の推進について、障害

のある児童生徒の自立と社会参加の加速化に向けた取組の充実を図り、障害のある児童生

徒が十分な教育を受けられる環境を構築する、である。そのうち 5事業を取り出した。イ

ンクルーシブ教育システム推進事業として、就学前から卒業後にわたる切れ目のない支援

体制の整備を促すため教育部局と福祉・保健・医療・労働等の部局が連携し一貫した支援

体制を構築する地域（60 地域）を支援し、医療的ケアのための看護師 1500 人、早期支援

コーディネーター274 人、就労支援コーディネーター141 人を配置するとしている。発達

障害の可能性のある児童生徒等に対する支援事業として発達障害に関する通級による指導

担当教員等専門性充実事業としての調査研究に 17 箇所、発達障害の可能性のある児童生

徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業（新規）として 10 箇所、特別支援教育に関

する教職員等の資質向上事業として 41 箇所、学校における交流及び共同学習を通じた障

害者理解（心のバリアフリー）の推進事業として 26 地域が指定されている。また、通級

指導担当教員の基礎定数化による教職員定数の改善については、数値は明確になっておら

障害者権利条約の批准や改正障害者基本法の趣旨及び平成２８年４月からの障害者差別解消法の施行等を踏まえ、
インクルーシブ教育システムの推進に向けた取組として、自治体が、 Ⅰ．特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、

社会参加までの切れ目のない支援体制整備、Ⅱ．特別支援教育専門家等配置 Ⅲ．特別支援教育の体制整備の推進をする場
合に要する経費の一部を補助する。

インクルーシブ教育システム推進事業
平成２９年度予算額 １，４５２百万円（拡充）

Ⅲ 特別支援教育体制整備の推進

①特別支援連携協議会
・医療・保健・福祉・労働等との連携を強化し、社会の様々な機
能を活用できるようにするため、特別支援連携協議会の設置
し、障害のある子供の教育の充実を図る。

②研修
・管理職（校長等）や各学校を支援する 指導主事を対象とした
学校全体としての専門性を確保するための研修。担当教員とし
ての専門性の向上のための研修。

補助対象者：都道府県・市区町村
補助率：１／３
※平成29年度より、市区町村についても、
間接補助ではなく、都道府県に事務委任し、
直接補助する予定。

Ⅰ 特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備【新規】（３０地域）

特別な支援を必要とする子供について、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制の整備を促すため、教育部局と福祉・保健・医療・労働等
の部局が連携し一貫した支援体制を構築する地域を支援する。【別紙】

②早期支援コーディネーター （７４人）
・自治体が行う早期からの教育相談・支援に資するため、
関係部局・機関等や地域等との連絡・調整、情報収集等
を行い、特別な支援が必要となる可能性のある子供の円
滑な就学先決定の支援を行う。

⑥合理的配慮協力員（４７人）

・各学校の設置者及び学校が、障害
のある子供に対して「合理的配慮」の
実践に資するため、学校内外・関係
機関との連絡調整、特別支援教育
コーディネーター等のアドバイザー、
保護者の教育相談の対応の支援等
を行う。

④外部専門家 （３４８人）

・特別支援学校のセンター的機能を充実さ
せ、特別支援学校全体としての専門性を確
保するとともに、特別支援学校以外の多様
な学びの場における特別支援教育の体制
を整備するため、外部専門家を配置・活用
する。

① 医療的ケアのための看護師【拡充】 (1,000人→1,200人）
・学校において日常的にたんの吸引や経管栄養等の「医療的ケア」が必要な児童生徒が増加して
いる状況を踏まえ、これらの児童生徒の教育の充実を図るため、学校に看護師を配置し、医療的
ケアの実施等を行う。

⑤発達障害支援アドバイザー【新規】（74人）

・児童発達支援センター等の福祉関係部
局・機関等、厚生労働省の実施する発達
障害関連事業等と連携を図りつつ、教職
員とも日常的に連携、協力をしながら発達
障害の可能性のある児童生徒に対する指
導・情報提供を専門的な観点から行う。

③就労支援コーディネーター【新規】（７４人）
・特別支援学校高等部、高等学校において、ハローワーク
等と連携して、障害のある生徒の就労先、就業体験先の
開拓、就業体験時の巡回指導、卒業後のアフターフォロー
等を行い、障害のある生徒の自立・社会参加を支援する。

教育再生実行会議（第九次提言抜粋）

■乳幼児期から青年期まで継続的に発達支援・相談等を行う体制の整備を促すため、国は、各市区町村等において教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連
携した体制を整備することによって成果を上げている先進的な取組事例について情報提供するとともに、モデル事業の実施等を通じた支援を行う。
■特別な支援を必要とする子供について、各発達段階を通じ、円滑な情報の共有、引継ぎがなされるよう、国は、乳幼児期から高等学校段階までの各学校等で個
別の支援情報に関する資料を作成し、進級、進学、就労の際に、記載された情報の取扱いについて十分に配慮した上で、その内容が適切に引き継がれる仕組みを
整える。
■障害のある子供の自立と社会参加に資するよう、国、地方公共団体は、特別支援学校高等部や高等学校において、インターンシップや就労先の開拓、卒業後の
フォロー等を行う職員の配置を充実させ、労働分野等の関係機関と連携した就労支援を行う。

Ⅱ 特別支援教育専門家等配置

（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等）

【別紙】インクルーシブ教育システム推進事業
（Ⅰ）特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制整備

平成２９年度予算額 ３４５百万円（新規） １，４５２百万円の内数

特別支援教育 就労支援

①就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制の構築
②教育・保健・医療・福祉・労働部局・関係機関が連携して

支援する仕組みづくり
③個別の教育支援計画等を活用した引継ぎの仕組みを構築

④切れ目のない連携支援体制の成果・普及の実施

早期発見・支援

背景 特別支援教育の対象となる子供たちが増加する中で、「インクルーシブ教育システム」の理念、発達障害者支援法の改正（平成28年８月１日施
行）、児童福祉法の改正（平成２８年６月３日施行）を踏まえ、こうした子供たちが希望を持って生涯を過ごすことができるよう、その自立と社会参加

を目指し、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援を行える体制を整えることが求められている。

本補助事業が求める障害のある子供への支援体制の構築

市区町村における切れ目のない支援体制イメージ図

○推進支援地域：３０箇所
○申請条件：左記補助事業が求める障害
のある子供への支援体制の構築を図ること

※福祉・保健部局の申請可
○補助率：１／３

○補助対象：都道府県・市区町村
○最長３カ年補助

文部科学省

厚生労働省

市区町村教育委員会 福祉・保健等部局

小学校

企業

中学校幼稚園・保育園等

連携体制整備

就職

引継ぎ

凡例： 連携

ﾊﾛｰﾜｰｸ等
関係機関

保健所等関係機関

（Ⅰ）特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない支援体制整備

誕生
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■補助対象：個別の教育支援計画等の作成費、発達支援システ
ム等導入・運用費、連携支援員の雇用費、ガイドブックの作成

費、他の自治体への普及啓発活動費等
特別支援教育専門家(早期支援・就労支援コーディネーター等）の配置経費

県教育委員会
学校段階

共
生
社
会
の
実
現

					図 5	特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期・社会参加までの切れ目のない支援体制整備	

	 	 	 	 文科省	 平成 29年度概算要求説明資料より引用	
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ず、着実に実施するとしているだけである。	

	 全国特別支援教育推進連盟は 2018(平成 30)年度「特別支援教育関連予算編成等の要

望」において、文部科学省への重点要望事項として、次期学習指導要領に向けた対応（イ

ンクルーシブ教育システム構築のための条件整備）のために、以下の六つを挙げている。	

	

１	 本格実施に向けた周知徹底	

２	 特別支援教育の充実に向け、特別支援教育コーディネーターの早急な専任化	

３	 通級指導担当教員をはじめとする、特別支援教育の充実のための教職員定数の改善	

４	 医療的ケアのための看護師、PT,OT,ST 等専門家、合理的配慮協力員、早期支援コー

ディネーター等の人的配置に係る財源措置の拡充	

５	 特別支援教育支援員の幼稚園、小・中学校、高等学校への配置の充実	

６	 特別支援教育のための教室及び備品整備への支援	

	

	 以上、2007(平成 19)年度から 2018(平成 30)年度までの文部科学省の事業を見てきた

が、それらの事業がこの要望の中に組み込まれている。文部科学省は 2013(平成 25)年度

よりインクルーシブ教育システム構築のための事業を前面に出し、具体的に早期支援コー

ディネーター、外部専門家（PT,OT,ST,看護師等）、合理的配慮協力員、発達障害支援アド

バイザー、就職支援コーディネーター、就労支援コーディネーター等の配置も増となって

いる。また、連続した学びの場の環境整備としても、通級指導担当者の定数も増となって

いる。さらに、発達障害の可能性のある児童生徒等への適切な指導・支援のための研究実

践等の予算も確保している。これらの要望に応えるように事業を実施していることは一定

評価できる。しかし、十分とは言えない。	

	 医療的ケアのための看護師の例を挙げる。文部科学省の「平成 29	年度特別支援学校の

医療的ケアに関する調査結果」によると、2017(平成 29)年 5 月 1 日現在で、公立小学

校、中学校で日常的に医療的ケアが必要な幼児児童生徒数は 858 名で、調査を開始した

2012（平成 24）年度の 838 名とほぼ同水準の傾向にある。また、医療的ケアに対応する

ため配置されている看護師は、2016（平成 28）年度の 420 名から 133 名増加し、2017

（平成 29）年度は 553 名となっており増加傾向にある。しかしながら、医療的ケアが必

要な児童生徒が安心して学校生活を送れるようにするには、さらなる増員が望まれる。	

	 特別支援学校で日常的に医療的ケアが必要な幼児児童生徒数は、2016（平成 28）年度
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の 8,116 名から 102 名増加し、2017（平成 29）年度は 8,218 名である。配置されている

看護師は 2016（平成 28）年度の 1,665 名から 142 名増加し、2017（平成 29）年度は

1,807 名となっている。認定特定行為業務従事者としての医療的ケアを行っている教員

（予定を含む）は 2016（平成 28）年度の 4,196 名から 178 名増加し、2017（平成 29）年

度は 4,374 名となっている。しかしながら、教員の本分からして、教員を単純に看護師と

同様に扱って良いものかと疑問に思う。多様な学びの場で教育的ニーズのある幼児児童生

徒が安心して学校生活を送れるようにするためには、看護師の数は十分とは言えないので

はないか。	

	 インクルーシブ教育システム推進事業として就学前から学齢期、社会参加までの切れ目

のない支援体制の構築が共生社会への実現へとつながる。各校、各自治体で特別支援教育

の充実のためにたゆまぬ努力をしていると推測されるが、共生社会の形成のためには、校

内外の支援体制は必要不可欠である。今後はこれらの支援体制が財源措置も含めて具体的

にどのように実施されていくのかに注目していかねばならない。	

	

Ⅳ	チームによる取組	

	

	 Ⅲでは、共生社会の基礎となる特別支援教育を進める上で、校内外における支援の要と

なる特別支援教育コーディネーターに注目して、その現状と役割遂行上の課題、さらにイ

ンクルーシブ教育システム構築のための支援体制について考察した。	

		Ⅳでは、そもそも「チーム」とは何か、そして「チーム」として取り組む必要性を述べ

た後、2015（平成 27）年の中央教育審議会の「チームとしての学校の在り方と今後の改

善方策について（答申）」にある「チームとしての学校」が求められる背景、「チームとし

ての学校」の在り方、「チームとしての学校」を実現するための改善方策を概観した後、

本答申に関して先行研究及び文献等を通して考察する。なお、「ティーム」「チーム」は原

文通りに表記しており、筆者が表記する場合は「チーム」とする。	

	

１．「チーム」とは何か	

	 『大辞林』第 3版によれば、チームとは「共同で仕事をする人々の集まり」とある。さ

らに共同とは、「一つの目的のために複数の人が力を合わせること」とある。つまり、チ

ームとは「一つの目的のために複数の人が力を合わせ、仕事をする人々の集まり」と言え
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る。	

	 齋藤（2013）は、単に数人が集まっただけの集団は「チーム」とは呼べず、そこからチ

ームとしてまとまっていくプロセスが重要であると指摘している。また、チームを活気に

あふれたものにするためには、メンバー全員が当事者意識を持つことが必要であり、自分

はチームのために何ができるのかを常に考える癖をつけることが第一歩であり、教育の基

本も「教える、というより学び合うチームをいかに作れるかが重要である」と述べてい

る。一方、前田ら（2016）は、「チームはメンバーの人間関係から、お互いの技量を見定

めたり、その一員としての意識を高めたりするのに時間がかかり、即効的に成果を挙げる

のが難しく、意見の対立や感情の揺れなどメンバー間で精神的不安定さを生じる特徴を持

つ」とも指摘している。	

	 「ティーム・ティーチング」の観点から、日俣（1966）は「教師のティームは、個性あ

る特技の協力で、計画と仕事の高度化のためのグループであり、デリケートなティーム・

ワークが必要であること、統合と責任の強い意識が必要である」と指摘するとともに「テ

ィームは、教師のティームに属する責任を持つべき子どもの集団をも意味し、教師のティ

ームと子どもの組織を含んだものがティームであるとし、子どものグループの弾力性に対

する複雑さをティームによって解決していこうとするものである」と述べている。また、

「その運営は、お互いの考え方の違いを認めながらも、計画としてどこで一致させるか、

また一致点を見出す努力が無理なくなされるかどうかというティームを構成する教師の人

間関係にもつながっている」と指摘しており、ここに T・Tの難しさと課題がある。	

	

２．チームとして取り組む必要性	

	 学校がチームとして取り組むこと

が必要であることの例として、大阪

府教育委員会が 2008（平成 20）年

にまとめた学校力向上のための『子

どもの笑顔が生まれる学校改善のた

めのガイドライン』を挙げることに

しよう。このガイドラインには、学

校が備えるべき八つの要素をスクー

ルバスのイメージで捉えたものがあ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 1	学校が備えるべき八つの要素	

『子どもの笑顔が生まれる学校改善のためのガイドライン』p.19 から
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る。それが図 1「学校が備えるべき八つの要素」である。	

	 教職員集団の強力なエンジンと学校運営のハンドルさばきをスクールバスの中心とし、	

生徒指導と学習指導はバスを導いていく前輪、校種間連携と家庭連携は下支えする後輪、

学校環境・学校文化は、バス内装と外装である。	

	 学校運営の要となる①の気持ちのそろった教職員集団（エンジン）と②の戦略的で柔軟

な学校運営（ハンドル）を通して、チームとして取り組む必要性について述べる。	

	 言うまでもなく、教職員集団は、学校づくりのエンジンで、これがなければ車は走らな

い。そして、教職員集団にまとまりがなければ、学校はまわっていかない。学校づくりの

根幹は、まとまりのある教職員集団をいかにつくりあげるかである（大阪府教育委員

会,2008）。言い換えれば、チーム、つまり、一つの目的のために複数の人が気持ちをそろ

え力を合わせて、仕事をする人々の集まりとして動くことによって教職員集団は育つので

ある。	

	 そして、エンジン（教職員集団）を始動させチーム力を引き出すのが、校長、教頭、ミ

ドルリーダー、分掌やチーム内における教職員のリーダーシップである。それがエンジン

を始動させる鍵の役割を果たしているとすれば、教職員の「チームワーク」は、エンジン

本体の性能そのものと言える。個々の教職員の力をいかに結集させ、まとまった力を生み

出す形に持っていけるかが重要で、エンジンの性能とは、チームワークを基盤とした学校

の組織力である（大阪府教育委員会,2008）。各学校が児童生徒の可能性を 大限に伸ば

し、それぞれの教育目標を達成するためにも、そして教職員の力を十二分に発揮させるた

めにも、やはりチームとして取り組む必要がある、と言えるのではないか。	

	 また、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」では、学校が

抱える課題に向き合うため、教職員に加え多様な背景を有する人材が各々の専門性に応じ

て、学校運営に参画することにより、学校の教育力・組織力を、より効果的に高めていく

ことがこれからの時代には不可欠であるとしている（文部科学省,2015）。このことからも

今後ますます多様な背景を有する人材等が学校の教育活動に参画することが予想され、教

職員集団の強力なエンジンにどう組み込んで行けば良いのかが、今後の課題であると言え

る。	

	

３．「チームとしての学校」が求められる背景	

	 2015（平成 27）年 12 月、中央教育審議会は三本の答申、つまり学校と地域の連携・協
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働を推進する仕組みや方策として、コミュニティ・スクールや「地域学校協働本部」を提

言した「新しい時代の教育や地方再生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と

今後の推進方策について」、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答

申）」、現職研修改革・採用段階改革・養成段階改革について、課題と具体的な改革の方向

性を述べた「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について〜学び合い、高め

合う教員育成コミュニティの構築に向けて〜」をまとめた。また、三本の中教審答申を具

体的に推進するプランとして文部科学省は、2016（平成 28）年 1 月、「『次世代の学校・

地域』創世プラン〜学校と地域の一体改革による地域創生〜」を策定した（溝辺

ら,2018a）。	

	 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」でも指摘されてい

るように、学校という場において子供が成長していく上で、教員に加えて、多様な価値観

や経験を持った大人と接したり、議論したりすることは、より厚みのある経験を積むこと

ができ、本当の意味での「生きる力」を定着させることになる。そのためにも、「チーム

としての学校」が求められているのである（文部科学省,2015）。	

	

（１）「チームとしての学校」が求められる具体的な背景	

	 図１は、本答申の「チームとしての学校」が求められる背景を図式化したものである。	

子供が変化の激しい社会の中で生きて行くための力を育み、子供や教員が抱える様々な課

題に対して、学校のマネジメントを強化し、組織として取り組む体制が必要とされる。そ

れらの課題への対応がなされた上で、生徒指導や特別支援教育を充実していくために、専

門スタッフ等、専門機関と連携・分担する体制を整備することが必要である。それらが機

能してはじめて、チームとしての学校の体制が整備され、教職員が専門性を発揮するとと

もに、専門スタッフ等の参画を得て、専門性や経験を補い、子供たちの教育活動を充実し

ていくことが期待できるのである（文部科学省,2015）。	
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	 石隈（2018）は、「チーム学校」の背景として子供の学校生活の理解には、児童虐待、

貧困、自然災害など、学校教育の枠組み以外の出来事も視野に入れる必要があること、発

達障害の子供への援助には、心理職や特別支援教育の専門家の効果的な活用と学校・家

庭・地域の連携が求められること、日本の教師は、SC、SSW、特別支援教育を兼務してお

り、成熟した職業である教職の見直しや専門性を発揮しやすい制度の検討が必要であると

指摘している。	

	

（２）チームとしての学校の在り方	

	 「チームとしての学校」を作り上げていくために、現在配置されている教員に加えて、

多様な専門性を持つ職員の配置を進めるとともに、教員と多様な専門性をもつ職員が一つ

のチームとして、それぞれの専門性を生かして、連携・分担することができるよう、管理

職のリーダーシップや校務の在り方、教職員の働き方の見直しを行うことが必要である

（文部科学省,2015）。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図１「チームとしての学校」が求められる背景 
「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」p.3 より筆者作成 
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	 図 2 は、「チームとしての学校」を実現するための「三つの視点」である。「チームとし

ての学校」を実現するために、専門性に基づくチーム体制の構築においては、教員それぞ

れの良さを生かせる指導体制及び専門スタッフとの連携・分担を行い、専門スタッフがそ

の専門性や経験を発揮できる環境の充実、学校のマネジメント機能の強化においては、校

長のリーダーシップの発揮により学校の事務機能の強化を含む学校全体を動かす機能の強

化、教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備においては、教職員及び管理職を支援す

る教育委員会の取組が挙げられている。	

	 	

	

石隈（2018）によれば、「専門性に基づくチーム体制」は、SC,SSW,ST,OT,PT 等を含め

た教職員の「横の連携」、「学校のマネジメント機能の強化」は管理職・教職員の「縦の連

携」で教職員の組織人としての意識が問われ、教職員が力を発揮できる環境の整備は、教

職員にとって、働きやすく力を発揮しやすい学校になるための「場づくり」で教師の専門

性を活かす制度の改善（ハード面）と教師のキャリア発達の支援の充実（ソフト面）が必

要であるという。	

「創世プラン」の教員研修改革では、十年経験者研修の実施時期を弾力化し、ミドルリ

ーダーを育成する研修への転換や初任者に限らず経験年数の浅い教員に対する研修への転

換、メンター方式の導入により若手教員の研修体制の充実を挙げている。また、キャリア

システムの構築として、教育委員会と大学の連携による「教員育成協議会」創設や研修ネ

ットワークの構築等のため、独立行政法人教員研修センターの機能強化も改革の一つであ

図２	 「チームとしての学校」の実現のための三つの視点	

「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」pp.12-13	より筆者作成	
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る（文部科学省,2018）。	

	

（３）「チームとしての学校」を実現するための具体的な改善方策	 	 	 	

	 本答申においては、学校が複雑化・多様化した課題を解決し、新しい時代に求められ	

る資質・能力を育んでいくためには、校長のリーダーシップの下、教員がチームとして取	

り組むことができるような体制を整えることが第一に求められ、それに加えて多様な職種	

の専門性を有するスタッフを学校に置き、教職員やそれらの専門スタッフが自らの専門性	

を十二分に発揮し、「チームとしての学校」の総合力、教育力を 大化できるような体制	

を構築していくことが大切であるとされ、教職員と専門スタッフ（心理、福祉、部活動、	

特別支援教育、地域連携等）について検討が加えられている（文部科学省,2015）。図 3-1	

は、本答申で挙げられている教職員以外の専門スタッフと地域連携を担当する教職員を表	

している。ここで言う専門スタッフとは、子供たちへの指導を充実するために、専門的な	

能力や経験等を生かして、教員と連携・分担し、教員と共に教育活動に当たる人材のこと	

であり、「チームとしての学校」の一員として、学校全体や子供たちの状況に関心を持ち	

教員の職務を理解して、必要に応じて柔軟に業務を担うことができる者が想定されてい	

る。専門スタッフとして挙げられているのは、心理や福祉に関する専門スタッフ、授業に	

おいて教員を支援する専門スタッフ、部活動に関する専門スタッフ、特別支援教育に関す	

る専門スタッフである（文部科学省,2015）。	
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筆者によるアンケート調査（第 4章参照）では、特別支援学校においても臨床心理士、

ALT（外国語指導助手）が配置されている実態があった。本来の特別支援教育の観点から

は、特別支援教育に関する専門スタッフ以外にも、心理や福祉の専門家であるスクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカーも特別支援教育を進める上で必要不可欠な専門

スタッフであると考える。	

	 石隈（2018）は、学校が多職種の専門職を活用するに当たっては、専門分野については

全て専門職に任せるという姿勢ではなく、校内支援体制を構築する中で、教員と専門職が

連携・協働して取り組むことが重要であることと、専門職の学校における役割等を明確に

して、校内組織の中に有機的に位置付けて支援体制を構築することが大切であると強調し

ている。校内の支援体制構築のためには、地域連携を担当する教職員の明確な位置付けが

重要であると考える。	

	 専門スタッフの中で、名称のみでは分かりにくい特別支援教育に関する専門スタッフ及

び地域連携を担当する教職員について補足しておく。	

図 3-1	 専門スタッフと地域連携担当教職員		

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）p.22 より筆者作成	
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①	就職支援コーディネーター	

	 就職支援コーディネーターは、特別支援学校高等部及び高等学校において、ハローワー

クと連携して、障害のある生徒の就労先・就業体験先の開拓、就業体験時の巡回指導、卒

業後のフォロー等を行っている。2014(平成 26)年度より就職支援コーディネーターの配

置等を推進する委託事業を実施し、全国 40 地域が指定され、配置の推進が促進されてい

る（文部科学省,2015）。	

	 2018(平成 30)年度には、就労支援コーディネーターとして 141 名の予算要求がなされ

ている（文部科学省,2018）。単純計算すると 47 都道府県に 3 名ずつとなる。配置の推進

は進められているが、全国規模で考えるといまだ途上であると言わざるをえない。	

	

②	 地域連携担当教職員	

	 学校が地域と連携・協働するに当たっては、地域や教育委員会との連携・調整、校内	

の教職員の支援ニーズの把握・調整、学校支援活動の運営・企画・総括などの役割を担う

者を置くことが効果的であるとし、地域連携担当の教職員の職務内容や位置付けを明確化

し、学校と地域の連携・協働については、組織的に行われることが大切である。学校内に

おいて、地域との連携・協働の推進の中核を担う教職員を「地域連携担当教職員」として

法令上明確化することが検討されている（文部科学省,2015）。	

	 図 3-2 は、地域との連携を担う教職員の役割の例である。	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

校内外の連絡・調整を担っていることが分かる。実際に地域連携担当として教員を位置

付けている事例として栃木県教育委員会、岡山県教育委員会、仙台市教育委員会がある。	

○多くの地域の人々が学校に関わるようになれば、より豊かな子どもの学びが生まれ
る。 

○子どもの成長とともに大人達の成長を促し、地域の絆を強めていくことは、 
 「地域が良くなれば学校が良くなる」という好循環を生み出す。 

子供や学校の抱える課題の解決、未来を担う子供たちの豊かな成長のためには、 
社会総掛かりでの教育の実現が不可欠 

地域との連携を担う教職員について 

学校における地域連携推進の業務及びその担当を明確化することにより、地域の力を生かした 
学校教育の充実を図るとともに、学校全体の負担を軽減し、マネジメント力の向上を図ることが重要。 

 
 

地域との連携を担う教職員の役割の例 
○校内・学校間（校区内）・教育委員会との連絡・調整 
○校内教職員等の支援ニーズの把握・調整 
○学校支援活動の運営・企画・総括 
○地域との連携に係る研修の企画・実施、先進校の視察   など 

この他、従来、各教員がそれぞれ携わっていた以下の業務を担うことにより、 
地域との連携に係る学校全体の負担軽減が図られることが期待される。 
 

 ・地域住民、保護者、関係機関等との総合窓口 
 ・地域住民等が参加する授業等の調整等（キャリア教育等の総合的な学習そのもののサポート等） 
 ・地域住民・保護者アンケートの作成・集計   など 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 3-2	地域との連携を担う教職員の役割の例	

「地域とともにある学校の在り方に関する作業部会（第５回）」資料より引用	

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/054/siryo/1362263.htm	

2018 年 12 月 13 日	
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事務職員を位置付けている事例として鳥取県南部町教育委員会、徳島県東みよし町教育

委員会、滋賀県長浜市教育委員会がある（文部科学省,2015	）。	

	 教員を位置付けている岡山県教育委員会の事例では、設置の効果として学校側の窓口が

明確になる、計画的に地域連携を進めることができるとしながらも、担任が地域連携担当

を兼務しているため多忙で地域連携に携わる時間がない、地域連携の役割や業務内容が明

確化されていない、校内の職員の理解と認識が得られていない等の課題もある(岡山県教

育委員会,2015)。地域連携担当を校務分掌に位置付けるだけでは、その役割が遂行できな

いことの証である。地域連携担当として、柔軟に動ける時間の保証がなされなければ機能

しない。	

	 表 1 は、「チームとしての学校」を実現するための具体的な改善方策を表している。教

職員以外の専門スタッフ及び地域連携を担当する教職員の配置に関しては、そのほとんど

が期間を決めた具体的な数値目標ではなく、「検討する」、「促進する」、「増加を図る」、

「配置を進める」、「配置の充実を図る」等の文言で締めくくられている。	

	 宮野ら（2018）は、「国の予算ベースでは SSW の配置人数は拡充していっても、財政基

盤が脆弱な自治体ではそのニーズを認識しつつも、国の１/３の補助だけでは SSW の配置

が予算的に厳しく、文部科学省が予算で計上した配置数目標を達成できるかが、今後の大

きな課題である」と苦言を呈している。また、本答申において、地域連携を担当する教職

員位置付けに関する成果では、学校と地域の信頼関係の構築や組織的な地域連携活動の展

開等の成果が見られるとあるが、そのための財源の確保が喫緊の課題である。	
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４．「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」に関する先行研

究	

	 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」に関する先行研究

の一部として、樋口（2017）、金子（2017）、佐竹（2017）、阿久津（2017）、渡津

（2017）、小林（2017）、末藤（2017）、宮野ら（2018）、溝部ら（2018a）、（2018b）等があ

る。表 2は、これらの先行研究をまとめたものである。そのうち、代表的な論考を紹介す

ることにする。 

表 1「チームとしての学校」を実現するための具体的な改善方策 
 
 
 

「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」pp.22-45 を参考に筆者作成 
	 	 下線部は筆者 
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表 2	「チーム学校」に関する先行研究 
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	 樋口（2017）は、批判的に考察を行い教員の多忙化の解消、教員のワークライフバラン

スを図るために、学校はどうあるべきかを論じ、改革提言している。金子（2017）は、

2015（平成 27）年に発表された三つの答申とそれらの具体的な取組施策と改革工程表を

明示した中央教育審議会答申「『次世代の学校・地域』創世プラン〜学校と地域の一体改

革による地域創世〜」、「学校と地域の連携・協働」と「教員の資質能力の向上」を整理

し、政策的意図と要点、課題を考察している。渡津（2017）は、学校の業務と教員本来の

職務としての仕事量の増加と多様化について考察し、職務の見直しを含め今後の課題を提

起している。小林（2017）は、「チーム学校」の実現に向けた課題や問題について、学校

教育現場で相談活動を行っている教師（教育相談係）やスクールカウンセラー、学校心理

士、特別支援教育士、スクールソーシャルワーカーらとの議論を通して考察している。宮

野ら（2018）は、「チーム学校」における連携・分担を法的に整備されたスクールソーシ

ャルワーカーの専門職としての今後の可能性や課題を考察している。溝部ら(2018a)は、

関連答申と先行研究から「チーム学校」に向けた今後の可能性と課題を考察している。さ

らに溝部ら（2018b）は、チーム化にどのような課題があると考えているかについて小学

校教員に質問紙調査を実施し、検証することを通して、今後の可能性と課題を考察してい

る。	

	 先行研究からは、「チーム学校」として、教職員同士の協働、専門スタッフとの連携・

協力の在り方、教員の専門性、学校の業務・教員の職務、校長によるマネジメント力等の

課題が見えてきた。教育現場で多様な職種の人たちが教育活動に関わる、ということで、

仕事の役割分担を明確にすることはもちろんであるが、チームは、一つの目的のために力
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を合わせ、仕事をする人々の集まりであることを念頭におき、これらが円滑に進むことが

できるようにコミュニケーションをしっかりとる、ということを忘れてはならない。ま

た、その学校風土を作っていくのは、校長をはじめ管理職の責任である。これらの歯車が

うまく噛み合って回ることによりチーム学校が作られていく。 

	 さらに、2016（平成 28）6月、『教育と医学』は「『チーム学校』の可能性」と題して、	

官僚経験者でもある大学理事長、学校経営・教育行政専門の研究者、教育社会学専門の研

究者、医療経営・管理学専門の研究者、生涯学習・社会教育学専門の研究者、児童福祉専

門の研究者、教育ジャーナリスト等の多様な見解を掲載している。ここでは、これらを通

して、本答申について様々な角度から考察していく。表 3「チーム学校」の可能性は、執

筆した人たちの見解をまとめたものである。	
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 『教育と医学』pp.2-51 より筆者作成	 下線部は筆者	
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大学理事長である坂東は、「チーム学校」を機能させるには、「チーム学校」の仕組みを

取り入れて長時間労働の状況を変えることが必要である、教員だけでなく、コーディネー

ターとしての役割を果たす人が必要であると指摘している。	

	 学校経営・教育行政専門の加治佐は、「チーム学校」とは何かという観点で、「チーム学

校」を基盤とした配置は、組織的な教育力を も高める教職員と専門スタッフの構成と配

置数を究明し、それをもとにした配置を進めるべきであるということ、多様な職員の間に

同僚性と協働性の高い組織文化を醸成できるかが、「チーム学校」の成否を左右すること

や同僚性と協働性の高い文化が作れたかどうかが、校長のリーダーシップの力量であると

指摘している。	

	 教育社会学が専門の紅林は、学校臨床社会学から見た「チーム学校」の可能性という観

点から、チーム学校は学校のあり方を変革しようとしていること、教職員、学校関係者

（保護者・地域等）、専門職（多職種）連携のチームという異なる三つのチームが想定さ

れること、「チーム学校」は、チームで教育に当たることより、チームで学校を作ること

が目的化されているとしている。また、彼は、教職員間のチームの強化は専門職・保護者

の二つのチームを機能させるためのベースとして重要であり、フラットなチームとして捉

えることが必要であること、フォーマルな形式にとらわれないケースカンファレンスがチ

ームとして必要とされていることを指摘している。	

	 医療経営・管理学等が専門の馬場園は、チーム医療の立場から「チーム学校」としての

必要性について、医療の現場も主治医だけの努力では困難で「チーム医療」が必要になっ

たこと、「チーム医療」とは、多種多様なスタッフが高い専門性を前提として目的と情報

を共有し、業務を分担し連携・補完し合いながら、患者の状況に的確に対応した医療を提

供することで、「チームとしての学校」を成立させる鍵は担任にあり、担任からの情報に

「チームとしての学校」のメンバーがアクセスできることによって情報を共有できること

等の重要性を指摘している。	

	 生涯学習・社会教育学専門の熊谷は、地域連携から見た「チーム学校」の観点から、

「チーム学校」のメンバーは地域住民や保護者も含めた大きな考え方で選ばれるのが良

い、「大きなチーム学校」として捉える必要性は地域づくりと学校づくりがつながってい

るからであり、学校に関わる多様な大人が互いの固定的で硬直した考え方を問い直す必要

がある、目指す子ども像を「大きなチーム学校」のメンバーで共有し、学校・家庭・地域

の役割をメンバー間で深めていくこと、学校に関わる大人たちによる「学習の場」である



	89 
 

学校運営協議会や地域学校協働本部がその役割を果たすことが期待されていると指摘して

いる。	

	 児童福祉専門の山野は、スクールソーシャルワークから見た「チーム学校」の観点か

ら、家族の状況が見えにくく、背景を見立てる養成を受けていない教員や、集団指導を第

一義的と考える教員は、認識しても学校全体でその認識を変える方向で動くことに難しさ

があること、全ての職種から後発のスクールソーシャルワークは受け入れがたく、価値観

も含め違いを明確にしながら実践現場で具体的事象に対してすり合わせを行い、相互に良

かったと思える体験を積み重ねることが大切であること、学問的な違い、教員の多忙さが

あり、そこを超える方法論がなければ、「チーム学校」が形だけになり、配置されただけ

で機能しないことが十分に考えられること等を挙げている。	

	 教育ジャーナリストの渡辺は、諮問はすでに文科省で方針が決まっていて、その肉付け

のために諮問されるケースが多いこと、力の弱い文科省が財務省に要求し、財務省が突っ

ぱねるという構図があり、「チーム学校」もそれに該当し、数値目標が一切示されていな

いこと、文科省教職員定数改善要求に関して、財務省はスリム化して多職種に振り分けれ

ば、定数改善をしなくても良いという認識であること、「チーム学校」ないし「子供と向

き合う時間の確保」は諸刃の剣であり、その切れ味を「教育界」の課題解決に向けて一刀

両断してほしいが現政権にはその意識はあるのかと問題を投げかけている。	

	 学校経営の立場からのチーム学校、チームとはどうあるべきか、医療チームを参考とし

たチーム学校の必要性、広い意味でとらえたチーム学校、多職種が関わるチームづくり、

「子供と向き合う時間の確保」の観点から文科省と財務省の見解の違いや現政権に苦言を

呈しているものなどがあり、各々が「チーム学校」づくりについて重要な指摘をしてい

る。	

	 2016（平成 28）年には、「『次世代の学校・地域』創世プラン」が出された。養成・採

用・研修を通じた教員の資質向上のための改革、チーム学校としての学校の組織運営改

革、地域と学校の連携・協働を基にした地域からの学校改革・地域創世がスタートした訳

である。次世代の学校として「コミュニティ・スクール」の推進、つまり「地域とともに

ある学校」への転換を図っているのである。今後ますます多様な人材が学校の教育活動に

参画することが予想される。学校や教育委員会には、これらの人たちも共にチームとして

取り組むための工夫が求められている。	
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第３章	 授業に焦点を当てたこれまでの T・T	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 太田（2010）は、特別支援学校の授業を実施する中心の教員の指導を「タクト（指

揮）」に例え、「オーケストラでは誰がタクトを振るかによって同じ作品を演奏しても違っ

てくる。その違いは、作品解釈の違いによると言われる。授業においても、同僚性の高い

チームでは、誰がタクトをとるかによってかもしだされる雰囲気が異なり、味が違う。そ

の違いは、教材解釈や子どもの実態における解釈の違いに由来する。いや、教師個々がバ

ラバラに活動しているのではなく、教材や実態に関してきちんと解釈を持っているチーム

は、個々の成員が役割を分担・連携していてチームの味を持つ」と述べている。	

長谷川ら（2008）は、「T・Tの難しさは主指導者（main	teacher:	以下、MT と略記）と

AT（assist	teacher:以下、AT と略記）の協力関係の難しさ」にあると指摘し、長沼

（2005）は、「AT の動きこそがティーム・ティーチングの成功を大きくする」と述べてい

る。このように、T・T は、チームを組む教員が協力・連携をすることにより成立するも

のであり、AT の動きがその成功を左右するもの、と言える。つまり、T・T は、教師がチ

ームを組み協力して子どもの指導に当たり、授業の主指導者である MT の意図を汲んだ AT

がその役割を遂行し授業を共同して実施するものである。	

Ⅰでは、T・T のあらましとして、その定義、歴史を述べ、Ⅱでは、T・T の課題を、Ⅲ

では、T・Tの長所項目表作成の過程を、Ⅳでは、AT の支援評価表作成の経緯を述べる。	

	 なお、養護学校等の呼称については原文通り及びその当時の呼称をそのまま使用してい

ることをご理解いただきたい。	

	

	

Ⅰ	 T・T のあらまし	

	 	

１．T・T の定義	

	 T・T の も基本的な定義として考えられるのは、記述の通り（4貢参照）シャプリンの

定義「教師の組織と教師の担当する生徒を含む、授業組織の一つであって、この組織にお

いては二人以上の教師が、同一生徒集団の授業の全部か、またはその重要部分に対して責

任を負い、共働するもの(ベア＝ウッドワード,1996)」である。その後、T・T の捉え方は

少しずつ変わり、加藤（1995）は、「ティーム・ティーチングの定義は一つではなく、具
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体的に指導の効率を高めるために、指導内容や方法に工夫が見られることや教師の特性が

生かされていること、ティーム・ティーチングを一元的ではなく、多様性を持つ柔軟なも

のとして捉えることが、現場で直接子どもの教育に携わる教師としては現実的・生産的で

ある」と述べている。その加藤の考えを受け、中尾（2011）は「指導方法の一つという範

囲にとどまるものではなく、その学習内容など、あらゆる面からアプローチしていく可能

性を持った学習の取組である」と主張している。時代の流れとともに、教育が抱える課題

も変わっていく。それに呼応するように T・Tも授業における T・Tから広く学校の教育活

動における T・T への変化が求められてきているのではなかろうか。例えば、松本ら

（2006）は生徒指導における T・T（原文通り）の視点からの問題提起をしている。つま

り、「T・T が機能するのは、教室の中だけに限らず、学校教育全体で生きて働くものと解

釈すべき」というのである。この主張の背景には学級崩壊等で授業が成立しない学級や学

校の増加や不登校の増加等がある。授業だけでなく、学校生活全般を考えれば、これらも

T・Tの範疇に入ると言えるのではなかろうか。	

	 特別支援学校における T・T では、より細やかに「個に応じた指導」ができるかどうか

が重要で、集団活動であっても一人一人の課題に応じて適切に関わることができる教師集

団の力が必要である。特に知的障害特別支援学校における T・T では、児童生徒一人一人

の障害の特性を考え、児童生徒がより主体的に授業に参加できるために、教師が授業を盛

り上げることにより、児童生徒を巻き込み、一緒に授業を作り上げていく力が必要であ

る。このような T・T の取組を通して同僚性を培い、協働する教師集団が醸成されるので

ある。本論文では、知的障害特別支援学校における T・Tは、「児童生徒の個に応じた指導

を大切にし、児童生徒がより主体的に授業に参加できるために教師が共に授業を作り上げ

る取組」と定義したい。	

 

２．T・T の歴史	

	 T・T は 1950 年代、アメリカのハーバード大学教育学部の「学校及び大学研究開発計

画」（レキシントン・ティーム・ティーチング・プログラム	 LTTP）としてスタートした

（長谷川ら,2008）。開発のねらいとしては、職階制の導入による優秀な教員の転出の防

止、教員不足の解消、協力体制をもとにした授業の改造があった（中尾,2011）。	

	 1957（昭和 32）年、レキシントン地区の公立小学校フランクリン・スクールで実践が

行われた。アメリカの原型では、教員組織の階層性（ティームリーダー、シニアーティー
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チャー、ティーチャー等の縦関係）、学年の枠を外した教員のティーム化、大グループで

の一斉指導と小グループでの指導といった特徴があった。	

	 日本では、1963（昭和 38）年、東京都内の小学校で T・T による授業がなされた。日本

での T・T 実践は、学級担任制を前提とした教授組織で生じる問題点を補う補助的な方法

の一つとして捉えられ、行われていったところに特徴があり、授業改善の一つのテクニッ

クとして行われてきた（茨城県教育研修センター報告書,2000）。	

	 1968（昭和 43）年の学習指導要領で「指導の効率を高めるため教師の特性を生かすと

共に教師の協力的な指導の工夫をすること」が示され、各学校での T・T の研究実践が次

第に進められるようになった。しかし、学級担任制への指向が根強かったことや施設が対

応できなかったこともあり、広がりは見られなかった。その後 1981（昭和 56）年に出さ

れた「文部省教育課程一般指導資料」で「個人差に応じる学習指導」の必要性が強調さ

れ、教師たちは一斉指導による授業の中で個人差に応じる指導の必要性を感じるようにな

った。1993（平成 5）年からの文部省の第六次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画に

よって小学校、中学校に加配教員を加えた T・T が実施されるようになったのである（重

松ら,1995）。	

	 特殊教育諸学校における T・Tの始まりは、米国のように T・Tとして計画的に開始され

たのではなく、児童生徒等の個々の課題に即した指導の必要性から発展してきた授業改

善、指導の工夫と言える（茨城県教育研修センター報告書,2000）。 

	 東京都立肢体不自由養護学校では、1960 年代前半より、児童生徒の障害の重度化に対

応すべく「介助員制度」が導入された。特殊教育諸学校における複数教員での指導のスタ

ート時期は定かでないが、この時期に行われていたことが推測でき、このような指導形態

はその後全国へ広がっていったと考えられる（茨城県教育研修センター報告書,2000）。さ

らに「介助員制度」から教員増員へと広がり、複数担任制の実施に至った（高島,2007）。	 	 	

1979（昭和 54）年、養護学校教育の義務制が実施され、児童生徒の障害が一層重度・

重複化し、きめ細かな個々の児童生徒への支援ニーズが高まり、今日のような T・T によ

る指導が一般化されてきた（茨城県教育研修センター報告書,2000）。	

	 1989（平成元）年に改訂された盲、聾、養護学校における学習指導要領の指導計画の作

成に当たって配慮すべき事項では、「学校の教育活動全体を通じて、個々の児童又は生徒

の心身の障害の状態及び特性等を的確に把握し、個に応じた指導など指導方法の工夫改善

に努めること。その際、児童又は生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮した個別指導、



	93 
 

授業形態や集団の構成の工夫、教師の専門性を生かした協力的な指導などにより、学習活

動が効果的に行われるようにすること」と明示された。また、教員の指導体制については

「学校の実態等に応じ、教師の特性を生かしたり、教師間の連携・協力を密にしたりする

など指導体制の工夫改善に努めること」とある（文部省,盲学校、聾学校及び養護学校学

習指導要領,1989）。	

	 このような経過から、1998（平成 10）年に改訂された盲学校、聾学校及び養護学校学習

指導要領解説（総則編）の教育課程実施上の配慮事項では「学校の教育活動全体を通じ

て、個に応じた指導を充実するため、指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その

際、児童又は生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するととも

に、授業形態や集団の構成の工夫、教師の協力的な指導などにより、学習活動が効果的に

行われるようにすること」となり、より個に応じた指導が強調されている（文部省,盲学

校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説—総則編—,2000）。さらに、指導体制については

「教師一人一人にも得意の分野、年齢の違いなどさまざまな特性があるので、それを生か

したり、また、授業形態によっては、教師が協力して指導したりすることにより、指導の

効果を高めるようにすることが大切である。その具体例としては、ティーム・ティーチン

グ、合同授業、交換授業などが考えられ、各学校の実態に応じて工夫することが望まし

い」と、より具体的な表記となった（文部省,盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要

領,2000）。	

	 2008（平成 20）年改訂の学習指導要領において、小学校、中学校学習指導要領解説の

教育課程実施上の配慮事項では「各教科等の指導に当たっては、児童（生徒）が学習内容

を確実に身に付けることができるよう、学校や児童の実態に応じ、個別指導やグループ別

指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、児童の興味・関心等に応じた

課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導、教師間の協力

的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること」	

（文部科学省,小学校中学校学習指導要領,2008）とし、高等学校においても「各教科・科

目等の指導に当たっては、教師間の連携協力を密にするなど指導体制を確立するととも

に、学校や生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、繰り返し指導、教師間の協力

的な指導、生徒の学習内容の習熟の程度等に応じた弾力的な学級の編成など指導方法や指

導体制を工夫改善し、個に応じた指導の充実を図ること」（文部科学省,高等学校学習指導

要領,2009）と明示されている。	
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1963（昭和 38）年に授業改善の一つのテクニックとして行われた T・T は 1968（昭和

43）年の学習指導要領で「指導の効率を高めるため教師の特性を生かすと共に教師の協力

的な指導をすること」と示され、1981（昭和 56）年の「文部省教育課程一般指導資料」

で「個人差に応じる学習指導」の必要性が強調され、1993（平成 5）年からの文部省の第

六次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画により小学校、中学校に加配教員を加えた

T・Tが実施されるようになったのである。	

	 児童生徒の個々の課題に即した指導の必要性から発展した授業改善、指導の工夫として

特殊教育諸学校で始まった T・T は児童生徒の障害の重度化に対応した「介助員」制度か

ら教員増へとつながり、今日のような T・T による指導が一般化されたのである。学習指

導要領の変遷からも、個に応じた指導や教師間の協力的な指導、つまり T・T の重要性が

高まっていることが分かる。	

 

Ⅱ	 T・T の課題	

	

	 特別支援学校の T・T は、児童生徒等の個々の課題に即した指導の必要性から発展して

きた授業改善、指導の工夫である。2008（平成 20）年改訂の学習指導要領においても、

個に応じた指導が強調されている。障害のある児童生徒を対象としている特別支援学校で

あるからこそ、一人一人の児童生徒への個に応じた指導を充実させるために、より効果的

な T・Tのあり方が課題となる。	

	 ここでは、一般校（小学校）及び特殊教育諸学校の先行研究、そして筆者の経験を通し

て T・Tの課題に迫る。	

	

１．一般校（小学校）における T・T の課題	

	 文部省では、1993（平成 5）年度から第六次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画に

おいて、T・T 導入の措置を講じ、各都道府県教育委員会に対して 1994（平成 6）年度か

ら 1996（平成 8）年度にかけて T・T 実施校を対象にアンケート調査を行った（加藤

ら,1997）。1994（平成 6）年度分の結果報告で、「留意点や検討課題」について も多く

掲げられたのは「教材研究・準備・打ち合わせ時間の確保」、次いで、「人間関係の円滑

化」であった。1996（平成 8）年度の結果報告では、1994（平成 6）年度同様、「教材研

究・準備・打ち合わせの時間の確保」、次いで、「T・T の継続性、発展性」であった（加
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藤ら,1997）。	

	 また大阪府教育研究所連盟が実施した調査（1996）では、「ティーム・ティーチング実

施上の課題」に関する記述回答がカテゴリー別にまとめられている。教員の課題意識は

「ティーム・ティーチングの授業」に関し「授業運営上の時間的前提条件」が自由記述で

多かった。さらに「学校制度や学校経営・学校運営」に関する点も課題として挙げられて

いる（加藤ら,1997）。これらから「ティーム・ティーチングが軌道に乗りつつある反面、

ティーム・ティーチングに関わる教員がティーム・ティーチング授業のための協議や準備

の時間を生み出すことに苦慮している姿、ティーム・ティーチングの広がりや継続のため

に学校改善を求めている姿がうかがえる」と加藤ら（1997）は示唆している。	

	 さらに、藤岡（2000）の「ティーム・ティーチングを実施して 3年目の小学校への実態

調査」によると T・Tの導入に際しての困難点は、「打ち合わせの時間の確保」であった。

小学校の担任は 1時間目から 6時間目まで授業を行っているため、昼休みや放課後しかで

きないことが大きな原因である。また、加配教員の人数と T・T の時数設定を含む校内で

の指導体制の問題も挙げられている。「教師間の相互信頼・相互尊重が大切であるという

指摘、経験の多寡、教科の得意・不得意に関係なく、自由に意見が言える民主的な教師集

団の形成がティーム・ティーチングを進める際の必要条件になる」と指摘している。	

	 一般校（小学校）においては、「学級王国」と言われるように、一人の担任が 1 学級の

授業を担っているのが常である。1993（平成 5）年から T・T のための加配教師が配置さ

れ T・T を行う学校も増加しつつある。しかし、その体制を打ち破るまでには至っていな

い現状がアンケート調査で明らかになっている。加藤（1997）は、「学校経営の基盤とな

ってきた『学級』のあり方を今後どのような形に改めていくのか、ティーム・ティーチン

グ体制を今後どのように確立していくか、それは新しい学校体制となり得るか」と問題を

投げかけ、藤岡（2000）は、この T・T を実施するための教師同士のコミュニケーション

が促進された成果を指摘し、「小学校の『学級王国』に風穴をあける可能性を有してい

る」と述べている。小学校において、T・T を行いやすい環境を設定するには、「学級王

国」の壁等をなくすための教員の意識の高揚とともに、学校としての体制づくりが重要な

課題として考えられる。 

 

２．先行研究で指摘されている課題	

	 茨城県教育研修センターの研究報告書(2000)の『特殊教育におけるティーム・ティーチ
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ングの在り方（個を生かす支援としてのティーム・ティーチング）』は、T・T に関して、

その特質、学習形態、技術など幅広い観点から考察しており、他の論考においても引用さ

れるなど充実した研究報告書である。具体的には、T・T の実施状況、T・T の実際やその

在り方について等、アンケート調査をもとに考察がなされている。ここでは、茨城県教育

研修センターが実施したアンケート調査をもとに T・Tの課題について述べる。	

	 茨城県教育研修センターでは、盲、聾、肢体不自由、知的障害（5 校）、病弱養護学校

の計 9校の協力員らにアンケート調査を実施した。複数教師による授業の数では、知的障

害養護学校においては、圧倒的に高い比率を占め、ほとんどの授業が T・T によってなさ

れている。準ずる教育を行う特殊教育諸学校では、「ティーム・ティーチングによる授業

は学校種によってばらつきはあるが、複数の教師による授業は少なく示された。調査結果

からは、体育や音楽、図工、自立活動でティーム・ティーチングによる授業がなされてい

る。これらの特徴は、児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化に対応し重複障害学級の

数がより多くティーム・ティーチングによる授業がなされていることが一要因として考え

られる」と指摘している（茨城県教育研修センター,2000）。障害の程度が重度である集団

であればあるほど、より個に応じた効果的な T・Tが求められる。	

	 T・T の欠点として、「共通理解の困難性」と「指導の不統一」が浮き彫りになった。

「共通理解の困難性」は、共通理解のための時間が取りにくいことや時間がかかるという

内容と、教師間の信頼関係（良好な人間関係）がないと共通理解をする場を設定すること

も難しいという内容に分かれた。「指導の不統一」は、教育観の違いや人間関係上の気遣

いから率直な意見交換がしにくいこと等によって共通理解がしにくく、指導の不統一や一

貫性の崩れが起き、T・T が機能しないことを意味していた。これらの要因によって指導

力が低下し、明確な指導目標の認識や役割分担がないため、授業は MT 任せになり責任感

が薄れてしまう等の課題が挙げられた（茨城県教育研修センター報告書,2000）。	

	 知的障害特別支援学校においては、複数担任制のもと、ほとんどの授業で T・T が行わ

れている。研究報告書の特殊教育諸学校の課題は、そのまま知的障害特別支援学校にも該

当する。これらの課題は、その要因が独立しているのではなく、時間的なことや人間関

係、指導観等の違いが影響し合っていることが課題をより複雑にしている。	

	

３．筆者の経験を通しての課題	

	 筆者はこれまで養護学校（知的障害、肢体不自由）、聾（聴覚特別支援）学校に勤務し
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てきた。養護学校（知的障害、肢体不自由）においては、複数担任制のもとで T・T を経

験した。聾（聴覚特別支援）学校においては、教科指導を行う学級と聾重複学級で T・T

を経験した。以下、筆者が経験した T・Tの実態とその効果や課題について述べる。	

	 知的障害養護学校においては、同学年の教師集団が授業を担当することが多く、児童の

実態や障害についての共通理解はもちろんのこと、学年経営についてもきめ細かな話し合

いがなされた。その結果、学年の子どもに関して共通理解がなされ、授業のねらいや子ど

も一人一人のねらいが明確であった。そのため新任教師であった筆者でも、T・T を行う

際に AT として個に応じた指導を少しずつ理解できた。ただ、人間である以上、考えてい

ることが全て一致するわけではない。話し合いの中では、子どもを中心に置きながらどれ

だけお互い歩み寄っていけるかが人間関係を円滑に保つ方法であることを学んだ。	

	 聾（聴覚特別支援）学校の重複学級では、二つの T・T を経験した。両方共に複数担任

制で担任集団が授業を担当した。	

	 一つ目は、子どもの実態は共通理解できていたが、子ども観、指導観が異なり授業のね

らいを共通理解して授業を展開することが困難であった。その場合、MT と AT の関係がギ

クシャクすることがあり、結果的に本来の T・Tの良さが発揮できなかった。	

	 二つ目は、児童の実態や障害について、また学校生活全般について教師間で十分な話し

合いがなされ、授業内容や一人一人の子どものねらいが明らかになり、効果的な T・T を

行うことができた。	

	 肢体不自由養護学校では、生徒の障害が重度・重複化しており意思表示が困難な生徒が

多かった。生徒の表情を読み取り、笑顔を引き出す授業づくりが中心であったため、生徒

に関して、教師集団で授業の様子や学校生活全般について話し合う機会が多かった。授業

では担任外の子どもも担当するため、授業グループ会議が行われ、そこでも生徒の実態や

授業についての共通理解がなされたが、子ども観や指導観が全て一致するわけではなかっ

た。しかし、教師間で話し合うことにより、同じグループの教師が生徒についてどのよう

に考えているか、どのようなねらいを持ち授業に臨んでいるのかを知ることができた。ま

た、授業に関しての連絡等は、簡単なメモや日常の会話の中で伝えることに心がけた。そ

のため、子ども観や指導観の一致は困難であっても、お互いに MT や AT として授業を展開

することができた。その一方で教師間の人間関係が T・T に影響を及ぼすことも経験し

た。	

	 教科指導における T・T は、聾（聴覚特別支援）学校で経験した。担任である児童を含
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む学年の児童を担当していたため、児童の実態と課題については共通理解ができていた。

教科指導であったため、学習理解の程度から、子ども一人一人の実態に合わせた授業のね

らいが明確で、いつ、誰に、どのような支援をすれば良いのかがはっきりしており、AT

としても支援しやすかった。その理由として、役割分担が明確であったことが挙げられ

る。また、教師間の人間関係も良好で、「学級王国」ではなく学年としての動きがスムー

ズにできていた。また、子どもや授業に関しての日常的な情報交換がスムーズに行われて

いた。同学年の教師はベテラン教師であり、筆者は T・T を通して、聾（聴覚特別支援）

学校の教師としての力量を培うことができた。	

	 さらに、聾（聴覚特別支援）学校での経験は、教師同士の関わりのみで教師は成長する

のではない、ということも学ぶことができた。加藤（2000）の「ティーム・ティーチング

は教師も子どもも一つのティームを作って、協力し合って指導し、学ぶ新しい指導・学習

組織であるとし、ティーム・ティーチングの導入は、学校を教師と子どもたちが共に『学

び合う共同体』にも仕立てていく契機となる。教師も子どもも一人一人の人間として指導

し、学ぶことになるのである」ということに心から共感できた。	

	 教師も子どもも学び合うという点で、聾（聴覚特別支援）学校での一教員として忘れら

れないエピソードがある。以下、そのエピソードを紹介する。	

	 2005（平成 17）年、小学部 3 年生の学級担任となった。筆者は前年度からの持ち上が

りであった。相方の教員は、聾学校勤務が長くベテラン教員として小学部でも中心的な存

在であった。児童は 9名、教員は 2名であったが、あえて１クラス編成で運営していくこ

とになった。理由は、集団の中での子どもたちの育ち合いを期待していたからである。	

	 子どもたちの学力やコミュニケーションの力、社会性は本当にさまざまであった。自分

の言いたいことがうまく伝わらず乱暴な行動に出てしまう子ども、思っていることがうま

く伝えられず周りから誤解されてしまう子どもがいる中で、集団の関係がギクシャクして

しまうことは珍しくなかった。将来一人の人間として、少しでも自分の伝えたいことを伝

えられるように、そして友だちの話を聴く態度を育て、人と関わる力を育みたいという担

任団の思いがあった。 

	 授業は、学習の理解度によりグループ分けをしていた。主に筆者が担当していたのは教

科書が下学年対応の 4 名であった。4 名の子どもたちは言葉の遅れ、学習の遅れがあり、

子どもたち自身もそれを分かっていた。当然、集団の前で話をすることは苦手であった。

そのような機会があるときは、4 名共とても緊張していた。一生懸命話をしていたのが痛
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いほど伝わり、今でも印象に強く残っている。彼らは、自分が人と比べてどうなのか、と

いうことに敏感で自己肯定感がなかなか持てずにいた。担任団としては、一人一人の良さ

をみんなにも分かってもらうべく、集団活動を大切にする学級・学年経営に心がけた。 

	 校外学習で柏原市立歴史資料館へ行ったときのことである。テーマは「ちょっと昔の道

具たち－みる・きく－」であった。館内を回っていると蓄音機から童謡（七つの子）が流

れ、それをみんなで口ずさみ始めた。それを見た筆者はとても驚いた。聴力レベルはそれ

ぞれであるが、みんなで「七つの子」を口ずさんでいたのである。その情景を見つめるう

ちに、驚きは感動に変わっていった。いつもけんかをしたりいろんな出来事があったりと

大変であったが、お互いを仲間として認め合っている子どもたちを目の当たりにした。教 

師と子どもたちが共に過ごす中で、改めてお互いの学び合いを感じた貴重な時間であっ

た。 

	 後日、館報を頂いたが、その中にとても嬉しいメッセージが織り込まれていた。図１に

官報のメッセージを示す。 

	 	

	

筆者の経験から、障害のある児童生徒を対象にしている特別支援学校であるが故に、

T・T が上手くいくかどうかは、児童生徒に関して日常的に情報交換ができているか、ま

た授業について授業前・授業後に MT と AT がどれだけ関わっているか、にかかってくるの

ではないか。特に知的障害特別支援学校は、教科書を使用する指導ではなく、知的障害特

別支援学校独自の教育課程に沿った授業が多く、その内容についても共通理解が必要であ

図１	 官報のメッセージ 
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る。また、MT が授業でねらっていることを AT と共有することが、より効果的な T・T へ

とつながると考える。さらに松本ら（2006）は、「ティーム・ティーチングは、指導方法

の一形態であると同時に、複数の教師で児童の指導をし、それに共同で責任を負うという

心構えを表す概念と捉えており、ティーム・ティーチングが機能するのは、教室の中での

指導に限らず、学校教育全体で生きて働くものと解釈すべき」と主張している。このこと

は、今後 T・Tの重要な鍵と言えるのではなかろうか。	

	

Ⅲ	 T・T の長所項目表作成の過程	

	

	 知的障害特別支援学校においてはもちろんのこと、他の障害種の特別支援学校において

も、重度重複の児童生徒の授業を中心に T・T がなされている（茨城県教育研修センター

報告書,2000）。さらに岡田ら（2001）が学級規模と T・T の教育的効果を研究するなど、

一般校においても T・Tは注目されている。	

	 そこで、校種に限らず T・T がなされている実態を踏まえ、「T・T の長所項目表」（表

2）を作成した。以下、具体的に述べる。	

	 特殊教育諸学校（盲、聾、知的障害、肢体不自由、病弱）の T・T に関する茨城県教育

研修センター研究報告書（2000）の『特殊教育諸学校におけるティーム・ティーチングの

在り方（個を生かす支援としてのティーム・ティーチング）』、知的障害特別支援学校の

T・T に関する論考である長谷川ら（2008）の「特別支援学校（知的障害）におけるティ

ーム・ティーチングによる授業改善の試み」、知的障害養護学校の授業づくりの観点から

T・T について述べている論考である奥住（2004）の「知的障害養護学校の授業づくりに

ついての一考察」、一般校における T・T 及び大学におけるラボラトリー体験学習を通し

て、そこに生じた人間関係の体験を素材にして考察した論考である中尾（2011）の「ティ

ーム・ティーチング－ラボラトリー体験学習における意義を探る－」の、4 本の先行研究

から「T・Tの長所項目表」（表 2）を作成した。	

	

１．T・T の長所		 	

	 第一に取り上げたのは、茨城県教育研修センター研究報告書（2000）の『特殊教育諸学

校におけるティーム・ティーチングの在り方（個を生かす支援としてのティーム・ティー

チング）』である。本報告書は、AT の支援をティーム・ティーチングの技術・スキルとし
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て整理することにより、教師間の連携・協力すべき事柄を具体化している点に大きな特徴

がある。ここでは、特殊教育諸学校の教員を対象に実態調査も実施されている。実態調査

から明らかになった T・T の長所で、もっとも多かったのは「教師の高めあい（教師同士

が指導力を高めあえる）」で、他の教師の良い指導法が学べること、新たな指導観や指導

方法が発見できる、MT の主観的な指導だけでなく、バランスの取れた授業ができる、欠

点を補いながら授業ができる等を含んでいる。続いて多かったのは「子どもの理解を深め

られる」で、色々な視点から子どもを見ることができる、多面的に生徒の実態把握ができ

る、複数の目で子どもの良さ、問題点を見ることができる、生徒を多面的にとらえ、長所

を伸ばすことができる、を含んでいる。また、「幅のある対応ができる」、「指導の向上」、

「実態に合った指導ができる」、「多様な活動や大規模な活動ができる」、「十分な準備がで

きる」等も長所として挙がっている。これらは T・T を行うことにより教師同士、子ども

と教師の人間関係が良好な人間関係へ進んでいくことを窺わせる。また、複数の教師が授

業に関わることにより、お互いに影響し合い、教師の力量形成へもつながっていく。実際

に T・T を行っている教師の声を反映している本報告書では、教師同士が影響し合うこと

により、指導観や指導方法、授業づくりにおいて教師の力量形成が期待できることを指摘

している。	

	 本報告書は、実態調査の記述回答から特殊教育諸学校（盲、聾、知的障害、肢体不自

由、病弱）の 129 の具体的な事例を挙げ「特殊教育諸学校におけるティーム・ティーチン

グの指導・支援の技術・スキル」（資料３—Ⅳ）として表にまとめている。非常に具体的で

分かりやすいが、障害の特性により支援の在り方が異なることに注目し、事例を障害別に

整理していくことも、一つの方法として考えられるのではないか。	

	 第二に取り上げた論考は、長谷川ら（2008）の「特別支援学校（知的障害）におけるテ

ィーム・ティーチングによる授業改善の試み」であり、養護学校における T・T での授業

改善のためには、「ティーム・ティーチングでの指導・支援の内容」表の活用が有効であ

ると考え、養護学校における授業実践を対象とし、表が授業改善に与えた影響や可能性に

ついて検討を行っている。具体的には、授業前、授業中、授業後の指導支援の内容表を授

業者が活用・評価を行うことで、その結果が授業改善に反映された。また、課題について

は連携を取りながら改善を進め、ティーム内で共通理解のズレを修正していくことで、よ

り授業改善が可能になる、としている。	

	 	 本論考の大きな特徴は、T・T における目標を「MT の意図を汲んだ、AT の役割遂行」と
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いう点に絞り込んだことにある。T・T の有効性として、「個に応じた指導」に対応できる

ことが期待されている。また、「個別指導」と「集団指導」の二つの指導の場が考えられ、

「個に応じた指導」のためには、学習の全体と個人目標、方法、支援の内容等の共通理解

が必要で、そのための教師間の連携・協力が重要になる。T・T の授業の特質は、一斉授

業において配慮や特別な支援を必要とする児童生徒への個別対応ができる可能性があるだ

けでなく、学習集団を構成する児童生徒のそれぞれの課題にきめ細かに対応できる。ま

た、課題ごとのグループを編成して授業を展開できるよさ、そのための教材をそれぞれの

教師が分担して準備することができる多様な長所を持っており、図工、音楽、体育におい

ては、それぞれの教師の特技を生かして活気あるダイナミックな授業が組まれる。教師と

子どもとの関係はもちろんのこと、良好な人間関係をベースにした教師間の共通理解に基

づいた｢個に応じた指導｣、教師の特性を生かした「役割分担」ができるところが長所であ

る（長谷川ら,2008）。つまり、教師間の連携・協力や共通理解を前提とした上で「個に応

じた指導」ができる、教材を教師が分担して準備し多様な学習集団を編成して授業を展開

できるなどの、教師の特性を生かした役割分担ができるということである。	

	 本論考では、AT5 名のうち、2 名が養護学校籍教諭、小学校籍研修交流教諭、養護学校

籍初任者、新任講師がそれぞれ 1名ずつの構成となっている。また、対象授業は「体育」

であり、ダイナミックな授業を展開できるものとなっている。AT の構成を変え、「体育」

以外の授業で行うことによって、今回の結果とどのような関連があるのか比較検討するこ

とも、本論考をより深く考察できるのではないかと考える。	

	 第三に取り上げた論考は、奥住（2004）の「知的障害養護学校の授業づくりについての

一考察」である。本論考は授業づくりにおいて、授業のねらい、題材、集団づくり、教

材、活動展開、T・T の六つのポイントを挙げ、養護学校で日常的に行われている T・T の

意義と問題点について述べている点に特徴がある。ここでは、T・T の意義として、「多様

で個人差の大きい子どもに目配りをして取りこぼしのない指導をする」、「子ども一人ひと

りの指導課題や問題状況を複数の目で客観的に把握できること」が挙げられている。特に

授業展開における T・T のあり方として、一斉活動から個別課題への展開をする場合にお

いては、より適切な個に応じた指導への期待を持つことができるとしている。T・T は、

個に応じた指導ができることや複数の目で子どもを見ることにより客観的に子どもを把握

でき、子ども理解へとつながっていく。	

	 本論考では、集団づくりについて発達年齢・発達段階、生活年齢、コミュニケーション
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手段や子どもの生活等きめ細かに述べられている。T・T についても、これらの観点と同

様にさらに考察が欲しいところであった。	

	 第四に取り上げた論考は、中尾（2011）の「ティーム・ティーチング－ラボラトリー体

験学習における意味を探る－」で、小学校における学級担任制、中学校・高等学校におけ

る教科担任制の長所と短所や T・T 実施に関しての問題点と課題、大学のラボラトリー体

験学習における T・Tの意義を述べているところに特徴がある。本論考は、「ティーム・テ

ィーチングは学級担任制や教科担任制の長所を残し、短所へアプローチする有効な方法の

一つであり、学習や一人一人の持つ個性や個人差に対応した指導のために、教師の持ち味

や良さを生かすために考え出され、現代的問題の解決に役立つ営みである」としている。

教師中心の一斉画一的な授業ではなく、子ども中心の授業展開が進めば進むほど、協力教

授（T・T と同義語:加藤,1995）が必要となってくるため、個性の開発や新しい学力（思

考力,判断力,表現力:加藤,1995）の形成に必要不可欠な授業方法である。また、T・T の

意義として、一人の教師では展開しにくい学習者の個性や個人差を踏まえた学習機会が増

える、多様な学習評価がなされる、多様な学習環境の効果（学習内容や方法の側面と学習

の際に生まれる人間関係の側面）、現職教育としての効果（教員同士の人間関係）が挙げ

られている。さらに「学校内の問題解決のあり方として全校ティームや学年ティームを形

成し、複数の教師による多面的・多角的な情報収集、分析、指導をするなど学校や子ども

が抱える問題解決の有力な指導方法であること、子どもの多様なニーズに応える体制のた

めにティーム・ティーチングは不可欠な要件であり、ティーム・ティーチングにより硬直

化した授業の改善が図られる」とも述べている（中尾,2011）。	

	 本論考は、小学校、中学校、高等学校における T・T、大学のラボラトリー学習におけ

る T・Tなど幅広い観点から T・Tについて考察している。中尾が指摘している通り、内容

が拡散してしまっているが、学習の場と人間関係の重要さがよく伝わってくる論考であっ

た。	

	 「T・Tの長所」（表 1）は、上記の 4本の先行研究が取り上げている T・Tの長所をまと

めたものである。	
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２．T・T の長所項目表	

	 T・T は複数の教師が関わることにより成立する。ここでは、「T・T の長所」（表 1）に

ある長所をキーワードとして捉え、「T・Tの長所項目表」（表 2）を作成した。	

	

	

	

	

	

	

①の「個に応じた指導の充実」は、多様な学習集団が可能で、集団活動であっても個別	

指導であっても、児童生徒にとって、より個に応じた指導ができることを意味している。

②の「役割分担の明確化」は、教師の特性を生かした役割分担が明確な授業展開ができる

ことを意味している。③の「教師同士の人間関係の構築」は、教師間の協力・連携により

教師間の関係が良好になり信頼関係を構築できることを意味している。④の「教師と子ど

もの関係の構築」は、複数の目で見ることにより、子どもの捉え方が客観的になり、教師	
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と子どもも良好な関係を保ち信頼関係を構築できることを意味している。⑤の「教師の力

量形成」は、教師が自分以外の教師の指導方法や指導観に触れることができる、T・T を

行うことが教師としての力量につながっていくことを意味している。⑥の「物理的な効

果」は、授業を展開する上で教室環境や教材の観点から見たもので、一人の教師で作る教

材に比べ、発想が豊かでよりバラエティに富んだものが期待でき、さらに時間的な観点か

らも短縮が期待できることを意味している。	

 

Ⅳ	 効果的な T・T をめざす AT の支援評価表作成の経緯	

	  

	 茨城県教育研修センターの研究報告書（2000）の中の「特殊教育諸学校におけるティー

ム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」（資料３−Ⅳ）が「AT の支援評価表」（表

6）の内容の項目を考える手がかりとなった。すなわち、茨城県教育研修センターはその

研究報告書で、古川ら（1998）が作成した「ティーム・ティーチングの指導・支援のスキ

ル一覧表」（表 3）をもとに「特殊教育諸学校におけるティーム・ティーチングの指導・

支援の技術」(表 4)を作成した。さらに茨城県教育研修センターは、特殊教育諸学校 9 校

の教員を対象にアンケート調査を行い、実際の指導場面で効果的であった支援の事例、し

て欲しかった支援の事例を T・T の技術ごとに整理し、内容ごとに分析を加えスキルとし

て項目ごとにまとめ、主だった具体的な事例を整理した表を作成した。それが「特殊教育

諸学校におけるティーム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」（資料３−Ⅳ）であ

る。	

	 筆者はこの「特殊教育諸学校におけるティーム・ティーチングの指導・支援の技術・ス

キル」（資料３—Ⅳ）の具体的な事例が実際に知的障害特別支援学校の小学部・中学部・高

等部の授業でどれだけ当てはまるかを試みた。つまり、知的障害特別支援学校の小学部、

中学部、高等部の授業で	AT がどのような動きをしているのか「ティーム・ティーチング

の指導・支援の技術・スキル」（資料３−Ⅳ）にある具体的な事例と照らし合わせ、その結

果をもとに、「AT の支援評価表」（表 6）を作成した。作成の経過については、本節 3で述

べる。	

 

１．役割分担が明確な「ティーム・ティーチングの指導・支援のスキル一覧表」	
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	 古川ら（1998）は、「ティーム・ティーチングの授業の場合は、従来の教師一人と子ど

もたちとの単線型のコミュニケーションの関係が、教師と子ども、子ども同士、教師同士

のコミュニケーションというふうに複線化し、飛躍的に複雑化する。さらにティーム・テ

ィーチングの導入は、授業の中でこれらの関係を支える多様な授業技術の導入や創造を要

求している」として、具体的に T・T の授業においてはどのような指導・支援の技術が必

要なのかを探るため、1995（平成７）年度に教員の加配を受けた T・T 担当者(実践者)を

対象に、具体的な授業実践に基づく調査を行った。全国各地の研究実践校（468 校）で積

み上げられてきたものを T・T の教育技術の「TT の 10 の技術と 56 のスキル」として整理

を試み一般化した。これが、古川ら（1998）が作成した「ティーム・ティーチングの指

導・支援のスキル一覧表」（表 3）である。	

	

	

	

	

	

3

T



	107 
 

	 表 3「ティーム・ティーチングの指導・支援のスキル一覧表」の一つ目の枠組みは「指

導の場面」で、時間的経過から指導の場面を「導入」「展開」「まとめ」としている。	

	 二つ目の枠組みは、「指導・支援の技術」である。T・T の授業において一人一人の子ど

もの個性的な学び方を支援するには、複数の教師が指導の役割分担をして指導する「協

力」と「分担」の指導技術が必要だからである。	

)

,

-

.

1

2

)

,

-

)

,

-

. 9

) p

8

,

- p

.

T p

1

2

)

,

-

	

p



	108 
 

	 三つ目の枠組みは、「T・Tのスキル(技能)」である。古川ら（1998）は、T・Tの指導技

術としては、複数の教師が協力して授業づくりをする場合は、できるだけ一方の指導技術

を教師が理解できて、まねたり、利用したり、共同で活用したりして、教師間で応答可能

で伝達可能なものとすることが必要であると捉えたのである。さらに古川ら（1998）は、

「T・T の授業において一人ひとりの子どもの個性的な学び方を支援するには、T・T の理

念を実現するために複数の教師が指導の役割を分担して指導する『協力』と『分担』の指

導技術が必要である」としている。例えば、導入場面の「課題提示の技術」では、「課題

へ取り組む意欲を刺激するスキル」として「T1 が問題提示の際、T2 が子どもたちを刺

激・挑発する役割を担い、子どもたちが課題へ取り組む意欲・興味の促進役を果たす」、

展開場面の「分けて指導する技術」の「学習空間同時分担のスキル」では、「異なる学習

内容を学習する必要があるとき、前半、後半と学習空間（教室）を内容に応じて移動させ

て、指導する」、「机間指導の技術」の「机間指導前後二分化のスキル」として、「机間指

導の場面で、T1 が教室の前半分を指導し、T2 は教室後半分を指導し、個に対応する」が

ある、と具体的に述べている。これらからも「ティーム・ティーチングの指導・支援のス

キル一覧表」（表 3）は、役割分担が明確になっていることが特徴であると言える。	

	

２．個のニーズに応じた「特殊教育諸学校におけるティーム・ティーチングの指導・支

援の技術・スキル」	

	 茨城県教育研修センター研究報告書（2000）では、古川ら（1998）の「TT の 10 の技術

と 56 のスキル」は特殊教育諸学校でも十分に参考となるものであるとしつつも、特殊教

育諸学校は学習集団の規模が全く違うこと、教科や領域を合わせた指導をはじめとして多

種多様な授業が展開されていること、個のニーズに対応した指導・支援の技術が必要とな

ること等により、新たな整理を行った。具体的には、特殊教育諸学校における児童生徒の

個々のニーズに対応する技術や学習活動を円滑に進ませるための技術、事故や怪我防止と

いった安全面の配慮など新たな観点が加えられている。また、本報告書では、特殊教育諸

学校の T・Tは、多数の教師が T・Tに関わるという特徴があるため、授業前の協力、授業

後の協力などの技術・スキルが重要な意味を持つと強調されている。	

	 作成された「ティーム・ティーチングの指導・支援の技術」（表 4）は、中心となって	
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授業を進める MT を支えながら、個々の児童生徒等にきめ細かな指導・支援を行うための

AT を主軸として整理されたものである。	

	 	

表 4「ティーム・ティーチングの指導・支援の技術」の一つ目の枠組みは『場面』であ

る。具体的には「授業時間内の協力・分担」、「授業時間外の協力・分担」である。知的障

害特別支援学校においては、ほとんどの授業で T・T がなされているため、教師同士の協

力体制がより必要とされ、AT のきめ細かな支援のためには、授業時間外の協力・分担が

欠かせない。	

	 二つ目の枠組みは『指導・支援の技術』である。「授業時間内の協力・分担」の項目と

して、場の構成、意欲誘導、理解援助、指導の分担、活動の補助、評価・賞賛、臨時的対

応、健康・安全、MT のサポートの 9 項目が挙げられている。「授業時間外の協力・分担」

の項目として、授業前の協力、授業後の協力、学級経営等の 3項目が挙げられている。	

	 三つ目の枠組みは『内容』である。二つ目の枠組みの「授業時間内の協力・分担」の 9

項目と「授業時間外の協力・分担」の 3項目にそれぞれ一つから二つの内容が挙げられて

いる。	

	 さらに、茨城県教育研修センターは、研究協力員が所属する特殊教育諸学校 9校（盲、

聾、知的障害 5校、肢体不自由、病弱）の教員を対象にアンケート調査を実施し「他の教

員から支援してもらって良かった事例」「あなたが行った支援がとても効果的だった事例」
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「自分以外の他の授業などでとても効果的と思った事例」「支援が欲しかった事例」等の

具体的な事例を記入してもらった。それらの具体的な事例を本研究報告書は「特殊教育諸

学校におけるティーム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」（資料 3−Ⅳ）として

整理した。以下、資料 3—Ⅳに沿って述べる。	

	 一つ目の枠組みは『技術』である。これは、「場の構成」「意欲誘導」「理解援助」「活動

の補助」「指導の分担」「評価・賞賛」「臨時的対応」「健康・安全」「MT のサポート」「授

業前の協力」「授業後の協力」「学級経営等」の 12 項目である。	

	 二つ目の枠組みは『スキル』である。「場の構成」のスキルとして教材の操作、教材の

提示、教材の設置、効果つくりの 4 項目が挙げられている。「意欲誘導」のスキルとして

活動の先導、雰囲気の盛り上げ、発言の促し、活動の促し、課題への意識づけ、学習への

意欲づけの 6 項目が挙げられ、「理解援助」のスキルとして補足の説明、理解を促す演

示、発言へのヒント、説明の視覚化の 4 項目が挙げられている。「活動の補助」のスキル

として発言・意思表示の代弁、活動の補助、動作・技能面の補助、姿勢保持・変換の介助

の 4 項目、「指導の分担」のスキルとしてグループの指導、個別の指導、課題別の指導、

場面の分担の 4 項目、「評価・賞賛」のスキルとして評価、賞賛、適正な評価、即時的対

応の 4 項目が挙げられている。「臨時的対応」のスキルとしてパニックへの対応、情緒の

安定、突発的な事態への対応、急病等への対応、排泄時の対応の 5 項目、「健康・安全」

のスキルとして健康面の配慮・対応、事故の防止の 2 項目、「MT のサポート」のスキルと

して、MT のサポートの 1 項目が挙げられている。「授業前の協力」のスキルとしては、共

通理解、授業案つくり、教材準備の 3 項目が、「授業後の協力」のスキルとしては、授業

後の整理、指導法の評価、学習・活動状況の評価の 3 項目が挙げられている。「学級経営

等」のスキルは、学級経営等の協力・分担の 1項目である。	

	 三つ目の枠組みは『具体的な事例』である。「場の構成」は 7 事例、「意欲誘導」は 18

事例、「理解援助」は 18 事例、「活動の補助」は 19 事例、「指導の分担」は 12 事例、「評

価・賞賛」は 9 事例、「臨時的対応」は 12 事例、「健康・安全」は 8 事例、「MT のサポー

ト」は 6 事例、「授業前の協力」は 8 事例、「授業後の協力」は 7 事例、「学級経営等」は

5 事例である。具体的な事例として、計 129 事例が挙げられている。これらの事例は、特

殊教育諸学校（知的、肢体不自由、病弱、盲、聾）を全て網羅したものとなっている。	
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３．効果的な T・T をめざす AT の支援評価表とは	

	 筆者は、知的障害特別支援学校における T・T は「児童生徒の個に応じた指導を大切に

し、児童生徒がより主体的に授業に参加できるために教師が共に授業を作り上げる取組」

と定義した。AT の動きが授業を成功させるかどうかの鍵を握り、それが効果的な T・T を

生み出すのである。つまり、ここで言う「効果的」とは、AT の的確な動き（支援）を意

味している。	

	 「AT の支援評価表」（表 6）の作成に当たっては、前掲報告書にある「特殊教育諸学校

におけるティーム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」（資料３−Ⅳ）の具体的な

事例が知的障害特別支援学校の小学部、中学部、高等部の授業の中で、AT の支援として

どれくらい該当したのか、それらの具体的な事例と照らし合わせた。その結果が知的障害

特別支援学校への試み（表 5）である。さらに茨城県教育研修センターが特殊教育諸学校

における個々の児童生徒等にきめ細かな支援を行うために作成した「ティーム・ティーチ

ングの指導・支援の技術」（表 4:109 貢）の「授業時間内外の分担・協力」の場面を取り

入れ、指導・支援の技術の内容に当てはまるものとして、該当した具体的な事例を中心に

どのような項目が望ましいのかの検討を通して、「AT の支援評価表」（表 6:116 貢）を作

成した。以下に、知的障害特別支援学校の授業への試み（表 5）の検討を通して「AT の支

援評価表」（表 6）を作成した経過を述べる。	

	

（１）対象：知的障害特別支援学校（20XX 年実施）	

	 ・小学部：「国語」発達段階別の３グループ（①、②、③）	

	 ・中学部：「総合的な学習」学部全体の取組（校外行事の振り返り）	

	 ・高等部：男子グループ「自立活動（サーキット）」	

	 小学部は児童 4 名（MT1 名、AT2 名）、児童 3 名（MT1 名、AT2 名）、児童 5 名（MT1 名、

AT1 名）の 3 グループ、中学部は生徒 18 名（MT1 名、AT8 名）、高等部は生徒 12 名（MT1

名、AT3 名）である。	

	

	 （２）知的障害特別支援学校の授業への試み（表 5）	

	 評価は AT の支援として行っているものを（◯）、行っていなかったものを（×）、具体

的な事例が参観した授業内容に該当しなかったものや「授業前の協力」、「授業後の協力」

等筆者が確実に判断できなかったものは（−）とした。	
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	 「特殊教育諸学校におけるティーム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」（資

料３−Ⅳ）は知的障害だけではなく、盲、聾、肢体不自由、病弱養護学校の教員も調査に

関わっている。具体的な事例では、重度の子どものわずかな動きから意思を読み取り、MT

に返す、マヒのある子どものノートの固定やページめくりを介助する、衣服の着脱の際、

手先が動かない子どものボタンかけなど介助する、体調を常に観察し、必要に応じて対応

にあたる、学習時のポジショニング作りや粗大運動などの一人では難しい活動の補助をす

る、車椅子の乗り降りの補助をする等、知的障害特別支援学校には添いにくいものがあっ

た。また、大玉乗りやトランポリン、シーツブランコ等人手が必要な活動を補助する、ミ

シンやはさみの操作を補助する、調理時のガス器具等の操作や包丁を使う際の補助をす

る、学習の途中で AT が全体指導を引き受け MT がグループや個別の指導を行う、一人ずつ

への細かなワークノートの指導やその場で採点をする等回答しにくいものがあったため、

知的障害特別支援学校の授業について、より一般化した AT の支援評価表、つまり「ティ

ーム・ティーチングの指導・支援の技術」（表 4）の枠組みをベースに「AT の支援評価表」

（表 6）を作成したいと考えた。	 	 	 	 	 	 	 	

	 作成上の留意点として、回答者である AT の負担を軽減する点からも「指導・支援の技

術」を１項目から３項目までとし、それぞれの「内容」も 1 項目から 3 項目とした。ま

た、知的障害特別支援学校において、より効果的な T・T を行うために必要な、個に応じ

た指導のための役割分担、授業以外の AT としての支援に注目し、それにかかわる具体的
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な事例や筆者が必要であると判断した具体的な事例は該当の如何にかかわらず取り上げ

た。より一般性を持たせ、簡潔な表で、少ない項目で AT の支援を評価でき、支援の特徴

や傾向等が分かるものを作成するよう心がけた。	

評価としては、とてもうまくいったは◎、まあまあうまくいったは◯、あまりうまくい

かなかったは△で表記する。さらに、児童生徒やその他で特記すべきことがあれば、メモ

欄に記入することとし、AT としての支援の状況がより正確に把握できるように工夫し

た。	

	 主に該当した『技術』は、「意欲誘導」、「理解援助」、「活動の補助」、「指導の分担」、

「評価・賞賛」、「MT のサポート」であった。『技術』を検討した結果、AT の支援として重

複すると判断したこと、必ずしも AT がしなければならないものではないと判断したこ

と、知的障害以外の障害種を対象とした具体的な事例があったこと、教科指導の具体的な

事例もあったことなどから、『技術』は「意欲誘導」「指導分担」「評価・賞賛」「臨時的対

応」「MT のサポート」「授業前の協力」「授業後の協力」に変更した。特に「評価・賞賛」

では、T・T で大切にしたい個に応じた指導に関わる具体的な事例を１項目ずつ組み込ん

だ。「臨時的対応」は、対象の知的障害特別支援学校の授業で該当する具体的な事例はほ

とんどなかったが、知的障害教育においては配慮すべき点であると判断し内容に組み込ん

だ。また考え方によっては「健康・安全」の内容と重なる内容があり、「臨時的対応」の

内容に「健康・安全」の内容を組み入れた。	

	 「MT のサポート」は、該当する具体的な事例としては判断が難しかったが、知的障害

教育においての指導分担として授業を盛り上げる観点で 2 項目を組み込んだ。「授業前の

協力」と「授業後の協力」については、T・T を行う上で AT の支援として重要であると判

断し、全てのスキルを組み込んだ。	

	 作成された AT の支援評価表（表 6）では、『技術』は、「意欲誘導」「指導分担」「評

価・賞賛」「臨時的対応」「MT のサポート」「授業前の協力」「授業後の協力」の 7 項目と

なった。	

	 『スキル』は、AT の支援評価であることが分かりやすいよう『指導・支援の技術』と

した。具体的には、「意欲誘導」は雰囲気の盛り上げ、発言の促し、活動の促しの 3 項目

で「具体的な事例」も 3 項目である。「指導分担」は、個別の指導と課題別の指導の 2 項

目で「具体的な事例」は 3項目である。「評価・賞賛」は、評価と賞賛の 2項目で、「具体

的な事例」も 2 項目である。「臨時的対応」は、パニックへの対応、情緒の安定、突発的
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な事態への対応の 3項目で、内容は 8項目である。「MT のサポート」は、MT のサポートの

１項目で「具体的な事例」は 2 項目である。「授業前の協力」は、共通理解、授業案づく

り、教材準備の 3 項目で「具体的な事例」は 7 項目である。「授業後の協力」は、授業後

の整理、指導法の評価、学習・活動状況の評価の 3 項目で、「具体的な事例」は 7 項目で

ある。上記のような検討を通して、「具体的な事例」がより一般的になったと捉え、「具体

的な事例」を「内容」とした。また、どの場面の技術であるかを明らかにするために「場

面」（授業外の協力・分担,授業時間中の協力・分担,授業後の協力・分担）と AT の支援の

評価を記入する「評価」の欄を組み入れて、出来上がったのが AT の支援評価表（表 6）

である。	
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	 特別支援学校だけでなく、通常学級においても T・T は身近なものとなってきている。

単に同じ授業に複数の教員がいるだけでは、T・T とは言えないのである。T・T は、MT と

AT が同等の立場で関わり、児童生徒の共通理解、授業づくりへの参画、役割分担等がで

きていなければ成立しない。また、それらを適切に積み重ねていく中で、教師の力量の高

まりが期待できるのである。教師同士が学び合うだけでなく、子ども同士も学び合い、ま

た教師も子どもから学ぶ風土が醸成されていければ、本来の T・T のあり方が見えてくる

のではないか、と考える。	

	 2015（平成 27）年 12 月に中央教育審議会から「チームとしての学校の在り方と今後の

改善方策について（答申）」が出された。その中で「チームとしての学校」を実現するた

めの具体的な改善方策に、専門性に基づく「チーム」体制の構築が挙げられている。具体

的には、校長のリーダーシップの下、教員が「チーム」として取り組むことができるよう

な体制を整えることが第一に求められるとしている。それに加えて多様な職種の専門性を

有するスタッフを学校に置き、教職員や専門スタッフが自らの専門性を十分に発揮し、

「チームとしての学校」の総合力、教育力を 大化できるような体制を構築していくこと

が大切であるとしている。	 	

	 特別支援教育に関する専門スタッフとして、看護師、特別支援教育支援員、言語聴覚士

（ST）、作業療法士（OT）、理学療法士（PT）等の外部専門家や就職支援コーディネーター

が挙げられている。	

	 今後、幼児児童生徒の障害の重度化、重複化、多様化に対応すべく専門スタッフのニー

ズはますます高まっていき、専門スタッフも何らかの形で教育活動ヘの参画があると予想

される。学校が専門スタッフやボランティア等の外部人材と共に「チーム」を組んで幼児

児童生徒へ適切な支援を行うためには、T・T に欠かせない子どもたちに関する日常の情

報交換等の連携が重要となるに相違ない。「チーム」として子どもたちへ関わる意識に加

え連携のためのシステムが必要となるのではないか。このことは、今後の特別支援教育の

大きな課題であると考える。	
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第４章	 特別支援教育における T・T の実態調査	

	 	

	 第３章では、教職員の授業に焦点を当てた T・T について考察したが、本章では、特別

支援学校等及び通常学級における T・T の多様化の実態について考察する。Ⅰでは、調査

の概要、Ⅱ、Ⅲでは、実態調査の結果について述べる。Ⅳでは、通常学級を中心にインタ

ビュー及び先行研究による考察、Ⅴでは、調査結果及び先行研究を通して、教職員同士、

教職員と専門スタッフ及び外部人材との T・T について課題やその捉え方について、考察

する。	

	 なお、各校へ送付した依頼文には、通常学校と記載したが、本論では通常学級とする。	

	

Ⅰ．調査の概要	

	

１．目的	

	 特別支援学校等及び通常学級において、専門スタッフ及び外部人材が参画している授業

の実態と課題を明らかにし、特別支援教育における「チームとしての学校」のあり方に向

けての示唆を得る。	

	 	

２．対象	

①A県内 51 校の特別支援学校等	

	 A 県内の特別支援学校等を訪れる機会が複数回あり、専門スタッフ（看護師）が児童生

徒に関わっている実態があったこと、調査に関して相談できる管理職がおられたことで A

県内 51 校の特別支援学校等を調査対象とした。具体的な調査対象としては、管理職 1

名、特別支援教育コーディネーター（各校 1名）、担任１名（各学年 1名を想定）、通級指

導教室担当者 1名、専門スタッフ及び外部人材（ボランティア等）である。	

②B市内の幼稚園、小学校、中学校 19 校園	

	 B 市は、インクルーシブ教育（スクールクラスター活用）に取り組んだ実績があったこ

とから、調査対象とした。具体的な調査対象は、管理職 1名、特別支援教育コーディネー

ター1 名、担任（各学年 1 名）、特別支援学級担任（全て）、通級指導教室担当者 1 名、特

別支援教育支援員を含む専門スタッフ及び外部人材である。	
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３．手続き	

（１）調査方法	

	 質問紙調査郵送法 

・A 県に関しては教育委員会へ調査を実施する旨を伝えたのち、A 県特別支援学校等校長

会会長に依頼し、会長より各学校へアンケート調査実施の連絡をしていただき、51 校へ

郵送した（資料４—Ⅰ—１〜資料４—Ⅰ—21 参照のこと）。	

・B 市に関しては、教育委員会へ調査実施について相談後、19 校園へ郵送した（資料４—

Ⅰ—22〜資料４—Ⅰ—43 参照のこと）。	

（２）質問紙の回収方法と期間	

・専門スタッフ及び外部人材の方は、9 月 30 日までに直接投函とした。それ以外の調査

協力者は 7月 31 日までに学校でまとめて投函とした。	

  なお、本調査は大阪総合保育大学の倫理審査委員会の許可をいただいている。 

 

４．対象者ごとのアンケート調査項目の概要	

	 対象者の調査項目の概要を表 1-4-1 から表 1-4-9 に示す。質問紙は、選択式と記述式を

交えた調査項目から構成されている（資料 4—Ⅰ参照） 
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授業における質問項目は、茨城県教育研修センター研究報告書（2000）の「特殊教育諸

学校におけるティーム・ティーチングの在り方（個を生かす支援としてのティーム・ティ

ーチング）」のアンケート項目を参考にした。	

	 通常学級の管理職への質問では、専門スタッフ及び外部人材の名称と人数は、あらかじ

め教育委員会から教えていただいたため、項目には挙げていない。	

	 専門スタッフ、外部人材、特別支援教育支援員の「担任との連携方法」の調査項目は、

「特別支援教育のあり方に関する調査：奈良教育大学特別支援教育研究センター『特別支

援教育支援員養成講座』の修了者及び学校へのアンケート調査を手がかりに」（2011）を

参考にした。特別支援教育支援員の「活動内容」は、文部科学省「特別支援教育支援員を

活用するために」（2007）より引用した。	

なお、調査対象者全員に対して、「共生社会に向けたインクルーシブ教育システム構築

のための特別支援教育の推進（報告）」（2012）を引用して、専門スタッフを含む外部人材

が授業に参画する上で、大切であると思うことを質問項目に挙げた。	

	

Ⅱ	A 県における特別支援学校等の実態調査の結果	

	 A 県内の特別支援学校等（本校 45 校、2分校、病院内に設置している１分教室を除いて

4分教室）51 校中 25 校回収で 49.0%であった。	

・管理職（51 校中 18 校 19 名回収:1 校が知的部門と肢体不自由部門に分かれているた

め）35.3%	であった。	

・担任 51 校中 22 校で 43.1%。回収数は 22 校中 145 名。内訳は、学年、複数学年にまた

がっている担任等であった。51 校全ての担任数が把握できなかったため、人数で示して

いる。	

5 87

8 3

7

8 9

17

4

27 7 -

0 5 3

6



	122 
 

・特別支援教育コーディネーター（51 校中 20 名回収）39.2%であった。	

・通級指導教室担当者（3校 6名中 2名回収）33.3%であった。	

・専門スタッフは、25 校中 18 校の管理職の回答では、看護師 58.5 名、理学療法士

（PT）6 名、作業療法士（OT）6 名、言語聴覚士（ST）8 名、就職支援コーディネーター2

名であった。それ以外の専門スタッフは 8 名、外部人材は 13 名であった。1 校は PT、

OT、ST を合わせて 6 名の記述があったため、全体数に含むと 110.5 名である。51 校の専

門スタッフの全体数が把握できなかったため、人数で示している。外部人材は学生を含む

ボランティア 5 名、子ども多文化共生サポーター1 名、企業担当者 2 名、進路指導 4 名、

学生支援員 1名の計 13 名であった。	

	 本調査における専門スタッフ、外部人材の回収数は、看護師 14 名、作業療法士（OT）1

名、言語聴覚士（ST）2 名、就職支援コーディネーター1 名、動作法スーパーバイザー１

名、外部講師 1 名の計 20 名であった。なお、動作法スーパーバイザーは複数の資格を持

っているが、ここでは動作法スーパーバイザーとする。	

	

１．特別支援学校等の管理職への質問	

（１）障害種	

	 聴覚障害 2 校、知的障害 10 校、知肢（知肢併置校・知的部門、肢体不自由部門のある

学校を含む）3校、肢体不自由 3校の計 18 校（18 名）から回答があった。	

	 	

（２）「特別支援教育の推進について（通知）」で、特別支援学校として取り組んでいること	

	 図 1-2-1 は、個別の教育支援計画の作成者である。図 1-2-2 は個別の指導計画の作成者

である。18 校（18 名）から回答があった。	

	

	図 1-2-1	個別の教育支援計画作成者	n=18	 	図 1-2-2	個別の指導計画作成者	 n=18	

15 83%	

3 17%	

	

12 67%

6 33%
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図 1-2-1 の個別の教育支援計画作成者は、担任が も多く 12 校（67%）である。担任に

は、担当教員やグループ担任が含まれている。その他は 6 校（33%）で、担任と総合支援

センター（1 校）、担任と進路担当（1 校）、担任中心にクラス学部で検討（1 校）、担任及

び学年（1校）、全教職員（1校）、担任とコーディネーター（1校）である。	

	 図 1-2-2 は個別の指導計画の作成者である。担任が も多く 15 校（83%）である。担任

には、担当教員やグループ担任が含まれている。その他は 3 校（17%）で、教科担当と教

務部（１校）、担任中心にクラス学部で検討（１校）、担任及び学年（１校）である。	

個別の教育支援計画は、学級担任や学校内及び他機関との連携調整役となるコーディネ

ーター的役割を有するものが中心となって具体的な内容を確定する（文部科学省,2003）

ため、各学校の状況に応じた作成者であると推測される。	

	 表 1-2-1 は、「特別支援教育の推進について（通知）」の取組の実施率である。100%に満

たない項目の①、⑦は無回答であった。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	 	 	 特別支援教育の推進についての取組は、ほぼなされていると考えられる。	

	 表 1-2-2 は、⑤教員の専門性向上についての具体的な取組である。18 名の記述があっ

た。	

 

 

 

 

表 1-2−1 特別支援教育の推進についての取組	

% 8 	

0

0

3

1
.

8
	

.
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	 全て研修関連で占めており、カテゴリーとして、「研修会実施」、「校内研修」、「講師を

招聘」、「各種研修」、「公開講座」の 5カテゴリーが挙げられた。なお「研修会実施」の内

容までは明らかにできなかった。	

	 「校内研修」は、支援部・研究部・自立活動部等、教員が講師となって開催する研修会

や公開授業、授業研究会等である。また、回数も週１回、月１回、年 10 回から 30 回まで

幅広いものであった。	

	 「講師を招聘」は、より専門的知識や技術を学ぶために外部から講師を招聘し研修を実

施している。	

	 「各種研修」では、技能検定講習会参加、児童生徒のかかりつけの施設見学、特別支援

教育センター主催の研修等である。	

	 「公開講座」は、他校や外部の公開講座の活用等である。	

	 様々な研修の機会を通して、専門性を高めるための取組をしていることが窺われる。 

 

（３）専門スタッフ及び外部人材として配置されている方の名称及び人数について 

	 2015（平成 27）年の「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答

申）」の特別支援教育に関わる専門スタッフは、「子どもたちへの指導を充実するために、

専門的な能力や経験を生かして、教員と連携・分担し、教員とともに教育活動にあたる人

材のことをいう」とあり、専門スタッフとして医療的ケアを行う看護師、言語聴覚士

表1-2−2 専門性向上の取組（複数回答） 

0

01

3

4

03

3

3

3 2 9

0

2

3 0 3 3

3

4 3 3
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（ST）、作業療法士（OT）、理学療法士（PT）等の外部専門家、就職支援コーディネータ

ー、特別支援教育支援員（通常学級）、スクールカウンセラー(臨床心理士含む)、スクー

ルソーシャルワーカー等を挙げている。本調査では本答申に沿って、これらを専門スタッ

フとした。また、専門スタッフに準ずると考えられる大学講師等は、その他の専門スタッ

フとし、今後の専門スタッフの表記は、その他を含むこととする。外部人材については学

生支援員、ボランティア等とした。	

	 18 校中 16 校（17 名）より回答があった。表 1-3 は、①聴覚障害 1 校、②知的障害 9

校、③知肢（知肢併置校含む）3 校、④肢体不自由 3 校の専門スタッ及び外部人材の名称

と人数を表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	

	 	

専門スタッフは 91.5 名（大学講師等 3 名を含む）、外部人材として 13 名が挙げられ

た。③の学校のうち１校が PT、OT、ST の合計として 6 名を挙げているため専門スタッフ

別の合計は出せないが、全体としては 110.5 名である。110.5 名中 58.5 名が看護師で、

52.9%を占めている。看護師の勤務形態は様々であった。都道府県における単独事業での

配置と付記されていたものもあった。特別支援学校等においては障害種にかかわりなく、

医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍している。PT、OT、ST に関しては、年に数回ま

表1-3	 専門スタッフ及び外部人材の配置	  

0 1 2 P

A

.

.

.

L 9 LAL

L L

.

35

98 T6

47 S LAL

O
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たは 3回程度の非常勤としての配置や学校で実習教員として勤務している実態があり、聴

覚障害校以外の障害種別校で配置されていた。ALT は知的障害校と肢体不自由校、就職支

援コーディネーター、臨床心理士は知的障害校に、スクールカウンセラーは知肢校と肢体

不自由校に配置されていた。③の外部人材の学生ボランティアは、週１回や行事ごとに教

育活動に参加している。2〜3名とあったが、本調査では 3名とした。	

	 表には挙げていないが、③では支援専門員が 13 名配置されている学校があった。該当

の市が障害児教育支援員を採用していることもあり、市の職員であると推測される。ま

た、支援員や介助員、非常勤講師等も配置されていた。本調査を通してさまざまな名称が

あることが分かり、集約の難しさがあった。	

	

（４）専門スタッフ及び外部人材が配置された時期について 

	 表 1-4 は、2007（平成 19）年以前と特別支援教育が開始された 2007（平成 19）年以

降に専門スタッフ及び外部人材が配置された時期と名称を表している。14 校（14 名）か

ら回答があり、4校は 2007（平成 19）年度以降の開校である。	

	 知的障害校 6 校では、2007（平成 19）年度以降に専門スタッフが配置されていた。知

肢校及び肢体不自由校では、医療的ケアが必要な児童生徒が在籍していたと推測され、

2007（平成 19）年度以前に看護師が配置されていた。本調査において外部人材は、聴覚

障害校、知肢校、肢体不自由校で 2007（平成 19）年度以前も配置されていた。	

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）チームとして取り組む特別支援教育を進める上での課題や困っていること 

	 25 校中 17 校（18 名）から回答があった。表 1-5 は、課題や困っていることをカテゴリ

ーごとにまとめたものである。	

表 1-4 専門スタッフ及び外部人材が配置された時期	  
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	 カテゴリーとして、『連携』、『予算の削減』、『学校経営』が挙げられた。サブカテゴリ

ーの『連携』は「教職員同士の連携」、「専門スタッフ、外部人材との連携」、「各機関との

連携」、『予算の削減』は「専門スタッフの確保」、「教員不足」、」「センター的機能を果た

すための予算」、『学校経営』は「専門性の向上」、「人材不足」、「教員の把握」が挙げられ

た。	

	 予算削減や専門スタッフ、外部人材、校内、各機関との連携の課題はもちろんのこと、

第 2章Ⅱで柴垣が指摘した、特別支援学校教員としての専門性である豊かな人間性や社会

性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する力、地域や社会の多様な組織等と連

携・協働できる力、すなわち総合的な人間力と大いに関係のある課題であると言える。	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

２．特別支援教育コーディネーターへの質問	

	 各校 1 名の回答を求め、25 校中 20 名から回答があった。1 校は地域支援担当分記入担

当者として 2名の回収があったが 1名として集計している。	

 

表 1−5		チームとして取り組む特別支援教育を進める上での課題や困っていること（複数回答） 

P

S

3 3 1

2

3

1 3 3

P

9 P 3 1

P P P 4

P P

P 3 T 1

P 4

9 3

S
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（１）障害種別、年齢、特別支援学校経験年数 

所属する学校の障害種別は、①聴覚障害（１名）、②聴覚障害と知的障害（以下,聴知障

害と略記）（１名）、③知的障害（10 名）、④知肢（3 名）、⑤肢体不自由（3 名）⑥病弱

（2名）であった。 

 

	 	

	 図 2-1-1 は、20 名の特別支援教育コーディネーターの年齢である。30 代が 1名（5%）、

40 代が 5 名（25%）、50 代が 14 名（70%）であった。図 2-1-2 は、特別支援学校経験年数

である。10 年から 20 年未満が 3 名（15%）、20 年から 30 年未満が 9 名（45%）、30 年以上

が 8 名（40%）であった。本調査において、年齢はもとより特別支援教育経験年数におい

ても、学校の核となる教員が特別支援教育コーディネーターとして配置されている。	

 

（２）特別支援教育コーディネーターの所属	

		表 2-2 は特別支援教育コーディネーターの所属である。19

名から回答があった。所属は、表 2-2 の通りである。その他

（無記入）は 1名である。図 2-7（133 貢）で巡回指導を 11 名

が行っていることを考えると、専任として配置されるなど、校

内において何らかの軽減措置がなされていることが推測され

る。また、20 名全員が特別支援学校教諭免許保有者であっ

た。	

	

 

 

 

図 2-1-1	年齢	n=20	

表 2-2	特別支援教育コーディネーターの所属	
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図 2-1-2	特別支援学校経験年数	 n=20	
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（３）特別支援教育コーディネーターの人数 

		図 2-3 は、20 校中１校は無回答で、19 校の特別

支援教育コーディネーターの人数である。1 は聴覚

障害校、2は聴知校、3から 13 は知的障害校、14、

15 は知肢校、16 と 17 は肢体不自由校、18 と 19 は

病弱校である。7 名配置されている学校は、知的障

害校と病弱校である。障害種別に関係なく、それぞ

れの学校の実情に応じての特別支援教育コーディー

ターの人数ではないかと推測される。	

 

（４）特別支援教育コーディネーターの役割遂行 

	 文部科学省の「特別支援教育の推進について（通

知）」の中にある特別支援教育コーディネーターの役

割遂行について質問した。①校内委員会・校内研修の

企画・運営、②関係諸機関・幼稚園、小学校、中学

校、高等学校と、中等教育学校及び特別支援学校並び

に保育所等との連絡・調整を行うこと、③保護者に対

する相談窓口、である。 

	 図 2-4 は役割遂行の有無を表しており、20 名から回答があった。①は 20 名が遂行して

いた。②の 4名、③の 3名は無回答であった。	

	 表 2-4 は、②の質問で連絡・調整の具体的な内容をカテゴリーごとにまとめたものであ

る。16 名中 11 名の記述があった。	

	

	

	

	

	

	

	

	

図 2-3	特別支援教育コーディネーターの人数	 n=19	

図 2-4	役割遂行の有無	 n=20	
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表 2-4	連絡・調整の内容（複数回答）	 	
9
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「直接的なこと」、「間接的なこと」の 2カテゴリーが挙げられた。	

「直接的なこと」は、就学相談、面接等、巡回教育相談実施である。幼稚園から高等学

校、特別支援学校まで幅広く教育相談、巡回相談を実施している。就学相談や就学、転学

時の面接等も実施していることが分かった。	

「間接的なこと」は、病院、福祉機関、教育委員会等あらゆる機関、学校園、保護者等に

対して実施している。	

	 他に教材・教具の貸し出しをするというものや、年 3回「からだの学習会」を市内の肢

体不自由学級等へ実施している、という記述があった。	

 

（５）支援が必要な児童生徒が在籍する学級担任との情報交換 

		 20 名中 1名が無回答で、19 名が「している」と回答した。表 2-5 はどのようにして情

報交換を行っているかを、カテゴリーごとにまとめたものである。 

	 	

	 カテゴリーとして、「日常的に会話をする」、「会議の実施と参加」、「検査・観察・授業

参観等を行う」が挙げられた。	

	 もっとも多いのは「日常的に会話をする」で、日常のあらゆる機会を見つけて、担任へ

声かけをして話すこと、児童生徒のいる場所へ出向きその様子を情報交換すること、保護

者や担任に児童生徒の実態や課題を説明すること等である。	

	 「会議の実施と参加」は、支援会議の実施をはじめ、校内で実施するあらゆる会議に出

表2-5	支援が必要な児童生徒が在籍する学級担任とどのようにして情報交換を行っているか（複数回答）	 	

9 0

1

4

9

0

1

0
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席し、担任や関係部署と情報交換を行う等である。	

「検査・観察・授業参観等を行う」では、自分が得た情報をもとに担任や関係者と情報

交換をしている。	 	

	 表にはないが、校内支援の一環として、個別学習の相談に応じる、担任から支援グッズ

の相談を受ける、指導医、PT,OT,ST につなぐ必要を感じた時は、口利きをしたり相談内

容をまとめるのを手伝ったりする、個別の指導計画を通して等の記述があった。	

	

（６）専門スタッフ、外部人材との情報交換の有無とその内容 

	 	20 名中 14 名が「している」と回答した。回答者へは、「どのような内容か」を記述し

てもらい、情報交換の内容と方法が見出された。表 2-6-1 は専門スタッフ、外部人材との

情報交換の内容である。	

	 	

	 	

	 カテゴリーとして、「児童生徒について」、「支援について」が挙げられた。	

	 「児童生徒について」は、児童生徒の状態、指導方法、進路指導、保護者と専門家との

連絡等について、である。	

	 「支援について」では、専門スタッフがどのような支援をしたのか、どのような相談事

項があったのかのことを情報交換している。	

表 2-6-2 は、専門スタッフ、外部人材との情報交換の方法である。	

	

	

	

	

	

表 2-6-1		専門スタッフ、外部人材との情報交換の内容（４名	 複数回答）	 	

4 T 4
4 O S
4

O

14 , 14
,
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カテゴリーとして、「あらゆる機会」、「カンファレンス・ケース会議」、「相談会・連絡

会等」、「見学」が挙げられた。	

	 「あらゆる機会」では、児童生徒に関しての情報交換は、看護師とは児童生徒の学校生

活を介して、不定期な大学教授や PT,OT,ST,臨床心理士等専門家とは、来校の際に話し合

いの機会を持ち、児童生徒に関しての様々な助言や指導を受けている。	

	 「カンファレンス・ケース会議」では、医療の専門家や大学教授等と情報交換を行って

いる。	

	 「相談会・連絡会等」では、専門スタッフと関わる学習会や相談会で、看護師とは毎朝

の連絡会を通して、情報交換を行っている。	

	 「見学」では、児童生徒の療育の場で専門スタッフと情報交換をしている。	

	 専門スタッフ、外部人材は不定期が多いため、特別支援教育コーディネーターとして

は、あらゆる機会を通して情報交換を行っている努力が窺われた。	

	 他に、地域の専門学校との連携協定を結び児童生徒への指導に活かしているという記述

があった。	

 

 

 

 

 

表 2-6-2		専門スタッフ、外部人材との情報交換の方法（10名回答）	
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（７）地域のセンター校として、他校へ巡回指導をしているかの有無と内容 

	 巡回指導の有無について質問した。	

	 巡回指導は１名が無回答で 19 名中 12 名が実施し、

巡回指導校数について 6 名から回答があった。図 2-7

は 6 名の巡回指導校数を表している。特別支援教育コ

ーディネーターの数が多いから巡回指導校数も多いと

いうことにはならないことが分かった。１は知的障害

校で、３名で 6 校の巡回指導、2 は知肢校で、4 名で

21 校、3 は知的障害校で、3 名で 57 校である。4 から 6 は肢体不自由校で、2 名で 10

校、1名で 13 校、1名で 20 校である。	

	 さらに、巡回指導の内容について質問をした。	

表 2-7 は、巡回指導の内容をカテゴリーごとにまとめたものである。11 名の記述があ

った。	

 

カテゴリーとして「コンサルテーション等」、「講師派遣」が挙げられた。 

	 「コンサルテーション等」についてである。「巡回指導」と言っても、さまざまな内容

が盛り込まれていた。授業参観後に担任への指導助言はもちろんのこと、校内委員会実施

へつなぐこと、心理検査の実施と報告や発達検査を実施するかどうかの判断、個別の指導

計画作成への助言、福祉や医療機関の連携についてのアドバイス等、まさに地域のセンタ

ー校としての役割を果たしている、と言える。 

図 2-7	巡回指導校数	 n=	6	

表 2-7	巡回指導の内容（複数回答）	 	
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（８）特別支援教育コーディネーターとして困っていること 

	 20 校中 14 名の記述があった。表 2-8 は、特別支援教育コーディネーターとして困って

いることをカテゴリーごとにまとめたものである。 

 

	  

	 カテゴリーとして「専門性の確保」、「校外支援と校内支援のバランスの困難さ」、「コン

サルテーションのあり方」が挙げられた。 

	 「専門性の確保」である。地域のセンター校としての役割を果たすために、巡回相談に

必要な専門性や関係機関とつながっていくための多様な知識、後継者の育成である。ま

た、発達障害や馴染みのない障害のタイプの子どもの相談など、多様な障害の相談が増え

ていること等が挙げられた。記述から特別支援教育コーディネーターとして日々努力して

いる様子が伝わってくる。 

	 「校外支援と校内支援のバランスの困難さ」については、図 2-7（133 貢）の巡回指導

校数でも明らかになったように、巡回指導校数が多い学校もあり、特別支援教育コーディ

ネーターとしての多忙さが浮き彫りになっている。校外支援が多いと校内支援に支障が出

る、校務が多いと校外支援が困難になる。支援部が校内になく、チームで動くことが困難

なことも挙げられ、特別支援教育コーディネーターの苦しい立場が伝わってくる。 

	 「コンサルテーションのあり方」では、コンサルテーションが円滑に進むように特別支

援教育コーディネーターの役割を知って欲しいこと、校内での教職員との協働、学校独自

の予算がないために独自の活動が制限されてしまうこと、コンサルテーション後の検証が

表2-8	特別支援教育コーディネーターとして困っていること（複数回答）	
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できないこと等で、特別支援教育コーディネーター本来の役割の発揮が困難であることが

分かった。また、発達障害のある児童の相談が増え、一度にみる数が多い、個別の相談依

頼に追われ巡回相談が困難である、という意見もあった。 

 

３．担任への質問	

	

（１）担任の所属学部 

	 表 3-1	は担任の所属学部である。25 校中

22 校 145 名から回答があった。障害種は、

①聴覚障害（1 校 12 名）・②聴知障害（1 校

14 名）・③知的障害（12 校 69 名）・④知肢（4 校 33 名）・⑤肢体不自由（3 校 13 名）・⑥

病弱（1 校 4 名）である。②の小学部の 1 名は幼小学部担当者が含まれている。145 名

中、小学部は 53 名、中学部は 38 名、高等部は 54 名であった。	

	

（２）担当学年 

	 表 3-2 は回答のあった 145 名の担当学年であ

る。本調査においては、単一学年担当以外に縦

割りの学年担当者、全学年に関わる教員がい

た。児童生徒の実態や学校の実情に合わせて学

年構成がなされていると推測される。無回答は

12 名であった。 

 

 

 

（３）所属学級の種別 

本調査の項目では学年の種別としたが、学級の

種別である。表 3-3 は、所属学級の種別である。

混合学級（重複と一般）が 69 名ともっとも多

く、以下、重複学級 34 名、一般学級 20 名となっ

表3-1  担任の所属学部 
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表 3-3	所属学級の種別	

表 3-2  担当学年 
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た。その他は「不明 1 名」、「重症心身障害児学級」1 名、「学部長として全体」が 1 名で

あった。その他で「単一と重複」と記述があった分は、本論では、「混合学級」に含め

た。 

 

（４）年齢 

	 図 3-4 は 145 名の担任の年齢を表している。全体と

しては、50 代が も多く 50 名（34%）、続いて 30 代

が 36 名（25%）、40 代が 35 名（24%）、20 代が 24 名

（17%）であった。	

	

（５）特別支援学校経験年数	  

	 図 3-5 は、145 名の特別支援学校経験年数を表して

いる。1 年から 5 年未満は 38 名（26%）、5 年から 10

年未満が 44 名（30%）、10 年から 15 年未満が 31 名

（21%）、15 年から 20 年未満が 16 名（11%）、20 年以

上も 16 名（11%）であった。	

	

（６）免許保有数	

	 本調査においては、145 名中 130 名（90%）が特別支援学校の免許を保有してい

た。	

 

（７）各校の T・T の状況 

	 担当している学年の各教科、領域、領域・教科を合わせた指導等において、専門スタッ

フ、外部人材が参画している授業及び教職員同士で T・T を実施している授業において、

入っているメンバーと１週間の授業名、授業時数、児童生徒数を質問した。	

	 表 3-7 は、25 校中 22 校の T・T の実施状況である。専門スタッフ、外部人材の勤務形

態が不定期な場合は、4 月から 7 月までに参画した授業を答えてもらった。①は教職員の

みが入っている授業数である。②は専門スタッフ、外部人材が入っている授業数である。

③は、専門スタッフが実施している授業数である。②の内訳は参画した専門スタッフ、外

図3-4	年齢	 	 n=	145	

図 3-5		 特別支援学校経験年数	 n=145	
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部人材の名称等である。	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	

回収した 25 校中 22 校の教員 145 名中 117 名から回答があった。aの聴覚障害１校は	

11 名で 45 授業、b の知的障害と聴覚障害を対象とした特別支援学校（以下、聴知校と略

記）１校は 8 名で 28 授業、知的障害 12 校は 64 名で 273 授業、知肢 4 校は 21 名で 87 授

業、肢体不自由３校は 12 名で 63 授業、病弱１校は 2名で 2授業であった。総数は 498 授

業である。内訳は①教職員同士の授業は 411 授業、②専門スタッフ、外部人材が参画して

いる授業は 86 授業、③専門スタッフが実施している授業は、臨床心理士が自立活動の時

間を活用したカウンセリングが１（授業）であった。なお、授業名とメンバーが同じ授業

が複数の授業は１授業として集計した。	 	 	 	

	 専門スタッフとして、看護師、臨床心理士、OT、PT、ST、動作法 SV、大学教員、ALT 等

が挙げられた。また、学校によっては非常勤講師、支援専門員、生活学習支援員、介助員

表3-7		各校の T・Tの状況	

h c

1
	 v

2
, qLPo gb T

3

4 m v V

5 V u

6
v o g v V S

j

7 V

8 i

9

v

j V

v

OL l

	

,

V

	

v pr j fa 0 ,

A v

nk v t

s

,

de



	138 
 

が授業に入っていたことが分かった。専門スタッフは、常勤の専門スタッフが在職してい

る学校はあるものの、勤務形態は不定期が多い。管理職や教員のアンケート調査からは予

算が減少しているため、なかなか専門スタッフが配置できないという意見、また教員から

は常勤であっても少ない人数で全体を見てもらうので、一人一人にかける時間は非常に少

ないというコメントがあった。 

	 外部人材として、聴知校では小学部で子ども多文化共生サポーター、高等部で清掃業、

知的障害校ではボランティア、分教室（高等部のみ）で清掃専門業者、高等部でコンビニ

店員、陶芸関連、ぶどう園の管理者、知肢校ではボランティア、外国人講師、陶芸家、病

弱校では出前授業者（浮世絵体験）が挙げられた。 

	

（８）教職員同士の T・T	

		専門スタッフ、外部人材が参画している授業の T・T の状況について質問するととも

に、そのベースである教職員同士の T・T の状況についても質問した。各校における T・T

の詳細は資料 4−Ⅲ−（8）に掲載している。資料 4−Ⅲ-（8）に基づいて、6 校（聴覚障

害、聴知、知的障害、知肢、肢体不自由、病弱）の教職員同士の T・T について教職員数

や児童生徒数、授業等に注目して見ていく。聴覚障害校、聴知校以外は授業数のもっとも

多かった障害種別校の T・T を取り上げた。また、教職員数が無回答や人数が明確でない

もの等、専門スタッフ及び外部人材が入っている授業は除いている。なお、本調査は教員

に依頼したが、授業には介助員や支援員等が入っていることがあるため、教職員と表記す

る。	

	

a 聴覚障害校	

		教職員 11 名の授業数である。回答のあっ

た教員の所属学級の障害種別は、小学部が一

般と重複で、中学部と高等部は混合であっ

た。	

	 図 3-8-1 は教員 2 名で、3 名で、4 名で

T・Tを実施している授業数を表し、38 授業ある。	

	 2 名による授業は 25 授業あり、小学部は理科（2）、算数（2）、国語、生活単元学習、

自立活動（3）、図工（5）、道徳、学活の 16 授業で、一般学級の教科は児童数が 3 名から

図3-8-1	T・Tの教職員数と授業数	 n=11	
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7 名、重複学級は 3 名から 6 名であった。中学部の混合学級は家庭科、技術、家庭総合の

3 授業で生徒数は 3 名である。高等部は混合学級の家庭総合（2）、室内作業、外作業、家

庭科、情報の 6授業で生徒数は 3名から 4名である。	

	 3 名による授業は 12 授業あり、小学部は家庭科、音楽（4）、体育、生活理科、自立社

会で 8授業である。児童数は、音楽や体育は 10 名から 14 名であるが、他は、重複学級は

4 名、一般学級は 6 名である。中学部は自立活動、総合的な学習の時間、技術・家庭の 3

授業で生徒数は 5名から 6名である。高等部は家庭科の 1授業で生徒数は 3名である。	

	 4 名による授業は、小学部の体育の１授業で児童数は 10 名であった。	

	 教科、領域、領域・教科を合わせた指導に関係なく T・T は実施されていたが、一般学

級や重複学級の体育、音楽等は、児童 10 名や 14 名に教職員 3 名の T・T が実施されてお

り、合同の授業であると推測される。	

	

b 聴知校	

	 教職員 8名の授業数である。聴覚障害と知的

障害を対象としている学校である。回答のあっ

た教員の所属学級の障害種別は、小学部がその

他（不明）、中学部は混合、高等部は一般と混

合、無回答であった。図 3-8-2 は、教職員 2名

で、3 名で、5 名で、6 名で、11 名で、15 名で

T・Tを実施している授業数を表し、21 授業ある。	

	 2 名による授業は１授業のみで、高等部の自立活動で生徒は 8又は 6名である。	

	 3 名による授業は１授業のみで、高等部の自立活動で生徒は 7名である。	

	 5 名による授業は１授業のみで、高等部の家庭科で生徒は 23 名である。	

	 6 名による授業は 5 授業あり、小学部は図工、体育、音楽、生活単元学習の 4 授業で、

児童も 6 名のマン・ツー・マン体制であった。高等部は美術の１授業で、生徒は 12 名で

ある。	

	 11 名による授業は高等部の 8 授業で、自立活動、音楽、作業学習、日常生活の指導、

生活単元学習、総合的な学習、保健体育、ホームルームで生徒は 23 名であった。	

	 15 名による授業は中学部の 5 授業で、生活単元学習、美術、家庭、総合、音楽で、生

徒は 19 名であった。	

図 3-8-2		T・Tの教職員数と授業数	 n=8	
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h 知的障害校	

	 教職員 6名の授業数である。回答のあった教員

の所属学級の障害種別は、小学部、中学部共に混

合学級であったが、無回答も複数見られた。	

	 図 3-8-3 は、小・中学部の教職員 2 名で、3 名

で、4 名で、5 名で、6 名で、８名で、12 名で、

26 名で T・Tを実施している授業数を表し、43 授

業ある。	

	 2 名による授業は 2 授業で、中学部の課題学習と課題学習（ことば・かず）である。生

徒は共に 6名である。	

	 3 名による授業は 6 授業で、中学部の日常生活の指導、生活・働く、美術、学級活動、

課題学習、課題学習（国語・数学）で、生徒は 5名から 6名である。	

	 4 名による授業は 6 授業あり、小学部は、えがく・つくる、生活単元学習、リズムあそ

び、うんどうあそび、ことば・かずの 5授業で、児童は 7名である。中学部は作業の 1授

業で、生徒は 9名である。	

	 5 名による授業は 12 授業あり、中学部の音楽、朝の運動、体育、学年集会、総合的な

学習、美術、生活・働く、学級活動、自立活動（3）、作業学習で、生徒は作業学習が 7

名、自立活動は 5名と 6名と 17 名、他の授業は 10 名である。	

	 6 名による授業は 2 授業で、中学部の自立活動と作業学習で、生徒は 7 名と 10 名であ

る。	

	 8 名による授業は 9授業あり、小学部は図工、音楽、生活単元学習の 3授業で児童は 14

名、中学部は体育、生活単元学習、美術、音楽、体育、総合的な学習の 6授業で、生徒は

15 名である。	

	 12 名による授業は 5 授業あり、小学部は体育のみの１授業で児童は 21 名である。中学

部は学年集会、体育、音楽、総合的な学習の 4授業で、生徒は 23 名である。	

	 26 名による授業は１授業で、中学部の自立活動（朝の運動）で生徒は 48 名である。	 	

	 小学部は、生活学習支援員や介助員が入っている授業がほとんどであった。また、学部

に関係なく音楽、体育、図工は大きな集団で行われているが、児童生徒の実態に応じた少

人数での T・Tもなされている。	

図 3-8-3		T・Tの教職員数と授業数	 n=6	
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r 知肢校	

		教職員 6名の授業数である。回答のあった教

員の所属学級は小学部と中学部が重複学級、高

等部が一般学級と重複学級である。	

	 図 3-8-4 は、小・中・高等部の教職員 2 名

で、3 名で、4 名で、5 名で、6 名で、14 名で

T・T を実施している授業数を表し、27 授業あ

る。	

	 2 名による授業は 3 授業あり、小学部自立活動（からだ）と自立活動の 2 授業で児童は

1名、中学部の自立活動の１授業で、生徒は 4名である。	

	 3 名による授業は 2授業で、高等部の社会と国語で、生徒は共に 5名であった。	

	 4 名による授業は中学部の運動動作の１授業で、生徒は 4名である。	

	 5 名による授業は 14 授業あり、小学部は自立活動１授業で児童は 5 名、中学部は体

育、美術（2）、生活単元学習（2）、職業家庭、職・家、音楽（2）、作業、自立活動、保体

の 12 授業で生徒は 5 名で、支援員が１名ずつ入っている。高等部は外国語の 1 授業で生

徒は 5名である。	

	 6 名による授業は 2 授業あり、小学部の朝のトレーニング、終わり・朝の会で、児童も

6名である。	

	 14 名による授業は、小学部の 5 授業で、音楽、図工、体育、自立活動、生活単元学習

で、児童も 14 名である。	

	 回答した教員のほとんどが重複学級所属であるため、ほぼマン・ツー・マンの指導体制

であった。	

	

t 肢体不自由校	

		教職員 7名の授業数である。回答のあった教員の

所属する学級は、小学部は重複学級、高等部は重複

学級と一般学級であった。	

	 図 3-8-5 は、小・高等部の教職員 1 名で、2 名

で、5 名で、6 名で、7 名で、10 名で、11 名で、12

名で T・Tを実施している授業数を表し、28 授業ある。	

図 3-8-4		T・Tの教職員数と授業数	 n=6	

図 3-8-5		T・Tの教職員数と授業数	 n=7	
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	 1 名による授業は、小学部の感覚刺激、ADL（バンゲード法：口唇訓練）、からだ、ゼリ

ー摂取、スヌーズレン、SRCW（歩行器使用の授業と推測される）の 6授業で、児童は１名

のマン・ツー・マン体制である。	

	 2 名による授業は高等部の情報と英語の 2授業で、生徒は 2名と 3名である。	

	 5 名による授業は高等部の美術の１授業で、生徒は 6名である。	

	 6 名による授業は 5 授業あり、小学部は図工（2）、自然とくらし（2）の 4 授業で、児

童は 6名である。高等部は美術の１授業で、生徒は 5名である。	

	 7 名による授業は、高等部は感覚の１授業で、生徒は 6名である。	

	 10 名による授業は高等部の体育と音楽の 2授業で、生徒数は 11 名と 9名である。	

	 11 名による授業は高等部の体育、生活（2）の 3授業で、生徒は 10 名である。	

	 12 名による授業は、小学部の 8授業で、音楽（3）、感覚（2）、体育（3）で、児童は 12

名である。	

	 小学部はマン・ツー・マン体制、高等部でもほぼマン・ツー・マン体制に近いものであ

った。	

	

v 病弱校	

	 教員 1 名の授業数である。T・T として、「図書」の授業に児童 3 名に教職員 2 名が入っ

ていた。児童数がたえず変動するので書けない、児童が増えたら教員も増やしている、と

いうコメントがあった。	

	

	 茨城県教育研修センター研究報告書（2000）では、特殊教育諸学校における T・T の実

態調査が行われている。T・T を実施している教員の数について、知的障害の学校では、

生活単元学習や作業学習などを学部内の合同授業とし、ダイナミックなあるいは幅広い活

動ができる指導形態を取るため、一層多人数の教師が関わることになる、と指摘してい

る。本調査を通じ、回答のあった学校のあらゆる教育活動で、児童生徒の実態に応じて柔

軟な集団編成による T・T がなされていた。また、一人の教員の指導に関しては、マン・

ツー・マンの指導であっても基本の学習集団を再編成し教員が分担しているという点で、

T・T と言える（茨城県教育研修センター研究報告書,2000）。さらに、個に応じた指導の

ための T・T を実施するために、非常勤講師、介助員、生活・学習支援員、支援専門員、

支援員等の配置など、教育委員会、各学校で工夫・努力されていることが推測された。	
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	 表 3-8 は、教職員同士で授業を実施する上で効果的だった点をカテゴリーごとにまとめ

ている。	

	 	

	 	

	 教職員同士で授業を実施している教員（授業の欄には記入はなかったが、記述があった

教員も含んでいる）49 名の記述である。内訳は、聴覚障害校 8 名、聴知校 2 名、知的障

害校 23 名、知肢校 8名、肢体不自由校 7名、病弱校 1名であった。	

	 カテゴリーとして『効果的な支援』、『教員の力量形成』が挙げられた。『効果的な支

援』のサブカテゴリーとして「個に応じた指導ができる」、「授業がスムーズに展開でき

る」、「複数の目で見ることができる」、「安全の確保」が、『教員の力量形成』のサブカテ

ゴリーとして「授業改善」が挙げられた。	

表 3-8		教職員同士で授業をする上で効果的だった点（複数回答）	
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4 7
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「個に応じた指導ができる」は、四肢の不自由さを個別に支援できること、クラスの担

任が授業に入ることで生徒のさまざまな実態に応じて効果的な支援ができること、一斉指

導が難しい生徒に対しての個別対応が可能なことであること、事前の共通理解や学習指導

案を副指導者（サブ）が確認すること等である。	

	 「授業がスムーズに展開できる」は、教材教具の準備・配置換えなどサブが行うこと、

場が盛り上がり楽しい雰囲気の中で子どもたちが安心して授業を受けられること、事前に

授業の流れや目標を確認すること、活動の見通しを持たせるためにロールプレイをするこ

と等で授業がスムーズに展開できている等で、縁の下の力持ちとして、介助員や支援員の

協力が重要な役割を果たしている。	

	 「複数の目で見ることができる」は、複数の目で見ることにより、児童の良いところや

生徒の課題が見えてくること、複数の目で子どもたちの指導にあたることができる、とっ

さの対応ができること等である。	

	 「安全の確保」は、実習等の際に、複数の教職員がいることや複数の見守りの中で、児

童生徒が安全に授業を受けることができる等である。	

	 「授業改善」では、お互いの得意とする分野を担当することで、より教育効果が高めら

れたこと、他の教員の技術や指導法を間近で見て学ぶことができたこと、授業改善につい

てお互い話し合うこと、一緒に授業を考える中でより実態・課題にあった内容が計画でき

たことである。教職員同士の T・Tを通して、教員の力量も形成される。	

	 T・T については、第 3 章Ⅲで副指導者（AT）の支援が左右することを指摘した。効果

的な支援のためには、良好な人間関係をベースとした教師間の共通理解に基づいた「個に

応じた指導」、教師の特性を生かした「役割分担」が必要である。教師間の連携・協力や

共通理解を前提とした上で「個に応じた指導」ができ、教材を教職員が準備し、多様な学

習集団を編成して授業を展開できるなどの教師の特性を生かした役割分担ができるのであ

る。	

	

（９）教職員同士の授業で工夫が必要な点	

	 表 3-9 は、教職員同士の授業で工夫が必要な点をカテゴリーごとにまとめている。	

	 教職員同士で授業を実施している教員（授業の欄には記入はなかったが、記述があった

教員の記述も含んでいる）53 名の記述である。内訳は、聴覚障害校 6 名、聴知校 2 名、

知的障害校 33 名、知肢校 8名、肢体不自由校 3名、病弱校 1名である。	
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カテゴリーとして、『連携』、『T・T について』が挙げられた。『連携』のサブカテゴリ

ーとして「共通理解」、「意思の疎通」、「時間の確保」が、『T・T について』のサブカテゴ

リーとして「教員の体制」、「役割分担」、「個に応じた指導」が挙げられた。	

	 『連携』については、教職員同士や主指導者と副指導者の日常的な「意思の疎通」が必

要である。これがうまく進められると、教職員同士の関係性が構築され、主指導者と副指

表3-9	教職員同士の授業で工夫が必要な点	
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導者の関係性もより望ましいものになることが期待できる。	

	 さらに「共通理解」では、事前の打ち合わせで授業内容はもちろん、児童生徒の発達段

階や実態と目標について、主指導者の意図の尊重、T	2 の役割等の共通理解が挙げられ

た。また、それを実現するために評価シートを活用する、略案を配付し確認も行う、事前

に児童生徒に関しての資料を作成し活用する学校があった。	

	 児童生徒、授業に関して主指導者と副指導者が話し合うことにより、より効果的な T・

T 実施できるのである。そのためにも、事前事後の話し合いのための時間の確保の工夫が

望まれる。	

	 『T・T について』である。「教員の体制」では、教員の適切な配置等、「役割分担」で

は、分担を明確にすること、主指導者や副指導者の立ち位置や支援の仕方等について工夫

が必要であること、「個に応じた指導」では、指導法や対応の仕方、児童生徒理解、適切

なグループ分け等に工夫が必要であることが挙げられた。	

	 茨城県教育研修センター（2000）が実施したアンケート調査では、T・T の欠点は、「共

通理解の困難」、「指導の不統一」等が挙げられた。「共通理解の困難」は、時間の確保が

困難であることや時間がかかることと、教師間の信頼関係がないと共通理解を設定するこ

とも難しいことである。「指導の不統一」は、教育観の違い、人間関係上の気遣いから意

見交換がしにくいことによって、共通理解が得にくく指導の不統一等が起こり、うまく

T・T が機能しないことである。授業での T・T が積み重ねられ、教員同士の協働性は培わ

れていく。その協働性が学校として何かを始めるときに大きな力となるのである。松本ら

（2006）の「T・T が機能するのは、教室の中だけに限らず、学校教育全体で生きて働く

ものと解釈すべきである」という指摘は、特別支援教育にとっても重要なものであると考

える。	

	

（１０）専門スタッフ、外部人材が参画している授業	

	 専門スタッフ、外部人材が参画している 19 校の授業を表 3-10-1 から表 3-10-19 に示し

た。聴覚障害校 1校、聴知校１校、知的障害校 10 校、知肢校 4校、肢体不自由校 2校、	

病弱校 1校である。	
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a	聴覚障害校	

回答のあった教員 11 名のうち小学部１名の授

業に専門スタッフが入っている。表 3-10-1 は、

専門スタッフが入っている授業である。看護師１

名が図工、理・社、生活単元、自立活動、総合に

入っている。	

	

b	聴知校	

	 回答のあった教員 8名のうち 4名の授業に専門

スタッフ、外部人材が入っている。表 3-10-2

は、専門スタッフ、外部人材が入っている授業で

ある。小学部の「みるきくふれる」に子ども多文

化共生サポーター１名、中学部の自立活動（言語

療法）に、一人当たり週に 0.5 時間 ST１名、自

立活動（作業療法）に、一人当たり週に 0.5 時間 OT１名、高等部の自立活動に、一人当

たり週に 0.5 時間 ST１名、介護は他学年と合同で実施し OT１名、清掃は高等部で清掃業

の外部人材が入っている。地域の専門学校とパートナーシップを結んで個別指導と講演会

（研修会）を実施しているとコメントがあった。	

	

d 知的障害校	

		回答のあった 9名のうち 4名の小学部の授業に

専門スタッフ、外部人材が入っている。表 3-10-

3 は、専門スタッフ、外部人材が入っている授業

である。自立活動は、動作法（名称不明）１名、

4 月から 7 月の間で 1 回 PT が１名、朝の運動、自立活動にボランティアが１名入ってい

る。日常生活の指導に看護師 1名、学期に 1回程度、自立活動に臨床心理士が 1名入って

いる。	

	

	

表 3-10-3	専門スタッフ・外部人材が入っている授業	

表 3-10-1 専門スタッフが入っている授業 

O S
12346

S
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O

表 3-10-2 専門スタッフ、外部人材が入っている授業 
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e	知的障害校	

回答のあった 3名のうち 1名の高等部の授業に

外部人材が入っている。表 3-10-4 は、外部人材

が入っている授業である。二つの「work ビルク

リーニング」にボランティア 1名と不定期で清掃

業者 1名が入っている。	

	

f	知的障害校	

回答のあった 6名のうち 3名の授業に専門スタ

ッフ、外部人材が入っている。表 3-10-5 は、小

学部、高等部の授業に専門スタッフ、外部人材が

入っている授業である。小学部の校外歩行に看護

師１名、高等部の職業にボランティア１名と地域

のコンビニ店員１名、動作法に不定期で多様化講師１名が入っている。	

	

g	知的障害校	

回答のあった 9名のうち 1名の授業に外部人

材が入っている。表 3-10-6 は、小学部に外部

人材が入っている授業である。「ことばかず」

にボランティアが１名入っている。	

	

i	知的障害校	

回答のあった 3名のうち 2名の授業に専

門スタッフが入っている。表 3-10-7 は、

小学部、中学部に専門スタッフが入ってい

る授業である。小学部の言語指導 ST（多

様化講師）、中学部の摂食指導、構音コミ

ュニケーションに ST１名が入っている。摂食指導、構音コミュニケーション入っている

ST は不定期・単発であるというコメントがあった。	

	

表 3-10-5	専門スタッフ、外部人材が入っている授業	

表 3-10-4	外部人材が入っている授業	

表 3-10-6		外部人材が入っている授業	

表 3-10-7		専門スタッフが入っている授業	
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j	知的障害校	

	 回答のあった 6名のうち 3名の授業に専門

スタッフ、外部人材が入っている。表 3-10-

8 は、専門スタッフ、外部人材が入っている

授業である。小学部の 4授業に看護師１名、

中学部の 2授業に看護師 1名と 2名が入って

いる。高等部の 8授業に看護師１名が入って

いる。作業学習（陶芸）は、名称は不明であ

るが、陶芸関連の外部人材であると推測され

る。チャレンジ事業で、年間 3時間で 2日間とコメントがあった。また、高等部の生徒が

在籍する学級は重症心身障害児学級で、同じ空間に多数の教師がいるが、担当する生徒の

実態が大きく異なるため、実質担当者と生徒の１対１の対応となる、というコメントがあ

った。	

	

k	知的障害校	

回答のあった 5 名のうち 1 名の授業に	専門ス

タッフが入っている。表 3-10-9 は、専門スタッ

フが入っている授業である。高等部の自立活動に PT１名が入っている。	

	

l	知的障害校	

	 回答のあった 5 名全員の授業に専門スタッ

フ、外部人材が入っている。表 3-10-10	は、

専門スタッフと外部人材が入っている授業であ

る。小学部の 5 授業に看護員 1 名が入ってい

る。中学部は、「ゆうタイム」に看護員 1 名、

「花植え交流」にはボランティアが 1名入って

いる。	

	

	

	

表 3-10-8			専門スタッフ、外部人材が入っている授業	

表 3-10-9		専門スタッフが入っている授業	

表 3-10-10		専門スタッフ、外部人材が入っている授業	
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m	知的障害校	

回答のあった 8名のうち 4名の授業に専門

スタッフが入っている。表 3-10-11 は、専門

スタッフが入っている授業である。小学部の

6 授業に看護師 1 名、中学部の英語に ALT1

名が入っている。	

	 	

n	知的障害校	

知的障害の高等特別支援学校である。1 名の授

業に外部人材が入っている。表 3-10-12 は、外部

人材が入っている授業である。高等部の農園芸にぶどう園の管理の技術を指導する外部人

材 1名が入っている。	

	

o	知肢校	

	 回答のあった 7名のうち 3名の授業に専門ス

タッフ、外部人材が入っている。表 3-10-13

は、専門スタッフ、ボランティアが入っている

授業である。小学部の徒歩学習にボランティア

1 名、中学部の自立活動に PT,OT,ST が入って

いる。高等部の自立活動に OT1 名、音楽に OT1

名とボランティア 1 名、情報にボランティア 1

名が入っている。コメントに、自立活動（動作学習、感覚学習）には動作法トレーナー資

格、SV がついていること、授業に専門スタッフ等が入っていない教員から、自立活動の

時間の指導のうち、週 4時間（子ども一人平均）内部の専門家のアドバイスを受けている

時間が適度にあること、その他に	PT,OT,ST1 名で 100 人の児童生徒を見ている現状もあ

るというコメントがあった。	

	

	

	

	

表 3-10-11	専門スタッフが入っている授業	

表 3-10-12	外部人材が入っている授業	

表 3-10-13	専門スタッフ・外部人材が入っている授業	
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p	知肢校	

回答のあった 7名のうち 3名の授業に専門

スタッフが入っている。表 3-10-14 は、専門

スタッフが入っている授業である。小学部の

自立（B）に、看護師が必要に応じて入って

いる。中学部の 5 授業に大学教員、動作法

SV,PT,OT が１名ずつ入っている。年間 3 回程度 OT 講師が来校し、4 月から 7 月まではな

い、とのコメントがあった。	

	

q	知肢校	

回答のあった 5名のうち 1名の授業に専門スタ

ッフが入っている。表 3-10-15 は、看護師が入っ

ている授業である。小学部の自立活動に、必要に応じて看護師１名が入っている。	

	

r	知肢校	

回答のあった 6名のうち 1名の授業に専門スタ

ッフ、外部人材が入っている。表 3-10-16 は、専

門スタッフ、外部人材が入っている授業である。

高等部の英語に不定期で外国人講師１名、作業学習に陶芸家 2名が入っている。時間数と

生徒数、教職員数は無回答であった。なお、小学部で教科領域全般に看護師が 1名入って

いるというコメントがあった。	

看護師は医療的ケアが必要な児童生徒の対応のため、柔軟に配置されている。ここに看

護師の専門スタッフとしての独自性があると言える。	

	

s	肢体不自由校	

回答のあった 4名のうち 1名の授業に専門ス

タッフが 1名入っている。表 3-10-17 は、小学部

に 4 月から 7 月の間に PT が入っている授業であ

る。小学部の自立活動に 4時間、PT が 1名入っている。	

表 3-10-14	専門スタッフが入っている授業	

表 3-10-15	専門スタッフが入っている授業	

表 3-10-16	専門スタッフ、外部人材が入っている授業	

表 3-10-17		専門スタッフが入っている授業	
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t	肢体不自由校	

回答のあった 7名のうち 4名の授業に専門ス

タッフが入っている。表 3-10-18 は、専門スタ

ッフが入っている授業である。小学部の「個

別」に年数回程度	OT１名が授業に入っている

というコメントがあった。それ以外の授業にも

OT が 1 名ずつ入っている。高等部の「から

だ」と「個別」に OT が 1 名、ADL に OT,ST が１名ずつ入っている。また、専門スタッフ

の入る曜日は決まっており、教育相談のように全児童生徒を見て回り、順番で回ってく

る、OT は配置されているが、教育相談等で入ってもらっているので T・T ではなく、あら

ゆる授業に不定期で OT,ST が入ることがある、とのコメントがあった。	

	

v	病弱校	

回答のあった 2名のうち 1名の授業に外

部人材が入っている。表 3-10-19 は外部人

材が入っている授業である。中学部の出前

授業の「浮世絵体験」（浮世絵の版画体験と推測される）に、出前授業者 2 名が入ってい

る。とても興味深く学習できたというコメントがあった。	

	

	 教員のアンケート調査で、看護師は聴覚障害校、知的障害校、知肢校に配置されてい

た。肢体不自由校にも配置されていることが推測されるが、回収数が少なかったため調査

結果に反映されなかった。看護師は、医療的ケアを必要とする児童生徒につくため、あら

ゆる教育活動に入っていた。PT は、知的障害校と知肢校に配置され、自立活動や課題学

習に入っていた。OT は、知的障害校、知肢校、肢体不自由校に配置され、自立活動が中

心であるが、教科にも入っていた。ST は、言語指導や摂食指導等に入っていた。臨床心

理士は自立活動、多様化講師は動作法、動作法 SV は課題学習等に入っていた。ALT は英

語、大学教員は課題学習に入っていた。	

	 外部人材のボランティアは、知的障害校、知肢校で、教科、領域等に入っていた。知的

障害校で、花植え交流でのボランティアや職業で地域のコンビニ店員もいた。子ども多文

化共生サポーターは、該当児童の授業に入り支援をしていた。外国人講師や陶芸家やぶど

表3-10-19	外部人材が入っている授業	

表 3-10-18		専門スタッフが入っている授業	

6 D A A
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L
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う園の管理を指導する外部人材もいた。病弱校では、該当の市の出前授業による浮世絵体

験があった。	

	 本調査において専門スタッフ、外部人材すべての頻度については明らかにすることがで

きなかったが、看護師は、医療的ケアが必要な児童生徒についているため、必要に応じて

等、他の専門スタッフよりも授業に入っている頻度は高いと推測される。他の専門スタッ

フで、常勤として勤務している専門スタッフ以外は頻度が低く、学期単位、年単位等で授

業に入っていた。職業や作業学習に入っている外部人材は、週単位から年単位であった。	

	 ある特別支援学校の校長先生から、予算が厳しくなり、専門スタッフが学校に配置され

る機会が少なくなったと聞いた中での調査であった。厳しい状況は予想していたが、本調

査結果から、専門スタッフの教育現場への配置は厳しいことが改めて確認された。	

	

（１１）専門スタッフ、外部人材が授業に参画している理由	

	 表 3-11 は、専門スタッフ、外部人材が授業に参画している理由である。該当する担任

41 名中 38 名の記述があった。	

	 表 3-11		専門スタッフ、外部人材が授業に参画している理由（複数回答）	
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カテゴリーとして『専門スタッフの活用』、『外部人材の活用』が挙げられた。『専門ス

タッフの活用』のサブカテゴリーとして「支援が必要な児童生徒がいる」、「安心安全な学

校生活を送る」、「教員の専門性向上」、「児童生徒への指導」が挙げられた。『外部人材の

活用』のサブカテゴリーとして「専門性を生かした授業への参画」、「児童生徒との交流」

が挙げられた。支援が必要な児童のため、臨床心理士は自立活動でカウンセリングを行っ

ている。	

PT,OT,ST,ALT 等は、その専門性を活かし教員の専門性向上の役割を担い、直接児童生

徒への指導もしている。看護師は、医療的ケアが必要な児童生徒が安心して授業を受ける

ことができるために重要な役割を担っている。医療的ケアが必要な児童生徒のために柔軟

に動いていることが教員のコメントで分かった。	

	 陶芸家、ぶどう園の管理の専門家、清掃業者等の外部人材は、その専門性を活かしさま

ざまな技術を教職員や生徒に指導している。子ども多文化共生サポーターは、授業に入り

外国籍の児童の理解を深め、コンビニ店員は生徒と共に働くことを通して、生徒の社会性

を育んでいる。	

	 ボランティアも授業、花植え交流等で教育活動に参画している。そして市の無料出前授

業（浮世絵体験）もあった。	

	 専門スタッフ、外部人材が授業に入っていない教員からは、それぞれの専門性が力を合

わせた時に効果がある、自立活動に関する専門家（外部講師）から、児童の実態や状態に

ついてアセスメントと具体的な指導内容について、指導・助言を受けて普段の授業に活か

す、児童生徒の障害の多様化に対応し、専門性を高めるため、自立活動には動作法トレー

ナー資格、SV がつき無理のないよう危険でないよう助言できる体制等の記述があった。	

	 看護師は、児童生徒が安心で安全な学校生活を送るためには、不可欠なスタッフである

こと、それ以外の専門スタッフは、児童生徒への専門的な支援や教員の専門性向上のため

にも不可欠なスタッフであることが分かった。	

	 外部人材は、その専門性を活かしながら、より質の高い授業になるよう支援しているこ

とが分かった。そして、コンビニ店員や学生ボランティア、地域の人たちとの交流はまさ

に、共生社会の形成のための地道な一歩であると考える。このような取組が身近なものに

なることが障害者理解へつながり、障害のある人たちの主体的な社会参加につながるので

はなかろうか。	
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（１２）専門スタッフ、外部人材と授業を実施する上で効果的だった点	

	 表 3-12 は、専門スタッフ、外部人材と授業を実施する上で効果的だった点をカテゴリ

ーごとにまとめている。授業記入がなかった教員も含めて、聴覚障害校 2 名、聴知校 5

名、知的障害校 22 名、知肢校 9名、肢体不自由校 5名、病弱校 1名の計 44 名の記述であ

る。なお、回答欄は専門スタッフと外部人材を同じにしたため、筆者が回答内容を専門ス

タッフ、外部人材として該当するものを整理して分類した。	

	

	

		 カテゴリーは、『専門スタッフ』、『外部人材』である。『専門スタッフ』のサブカテゴ

リーとして「専門性の向上」、「安心して授業に取り組める」、「連携」が、『外部人材』は

「技術の習得」、「交流の機会」、「社会体験（コンビニ）」、「安心して授業に取り組める」

が挙げられた。	

	 専門スタッフである。「専門性の向上」は、ST,OT,PT,動作法 SV,ALT,外国人講師等の専

門スタッフに関する記述が中心であった。これらの専門スタッフが授業に参画することに

より、児童生徒への支援はもちろんのこと、教員の専門性向上にもつながっている。	

表 3-12		専門スタッフ、外部人材との授業を実施する上で効果的だった点（複数回答）	
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	 「安心して授業に取り組める」は、ほとんどが看護師に関しての記述である。看護師

は、児童生徒のへのケアを基本に、教員が安心して授業に取り組める役割を果たしてい

る。動作法 SV は授業に入り、教員の質問に的確に応え、それが安心して授業に取り組め

ることにつながっている。	

	 「連携」は、地域の専門学校と協定を結んでいる学校は、生徒の個別指導を専門スタッ

フと相談しながら進めることができたことを挙げている。そして、臨床心理士によるコン

サルテーションを通して児童理解につながったこと、専門スタッフのアドバイスが日常の

指導に継続してできること等である。教員と専門スタッフとの連携が、子どもたちの成長

発達につながっている。	

	 外部人材である。「技術の習得」は、中学部、高等部で陶芸、清掃業の外部人材が参画

することにより、教員や生徒も専門的な技術を習得でき、外部人材にとっても生徒の実態

の理解につながっている。	

	 「交流の機会」は、大学生のボランティアや地域の人たちとの交流や、出前授業によ

り、いつもできない体験ができたこと等である。	

	 「安心して授業に取り組める」は外国籍の児童が授業内容を理解し、教員も児童が話す

内容を理解できたことである。	

	 「社会体験」は、生徒がコンビニで働くことを体験することで、社会で必要とされるス

キルを学び、障害のある生徒の理解・雇用につながっている。記述にもあるが、まさに共

生社会の基盤づくりのための取組と言える。	

	 また、過去に音楽で箏の外部人材に来校してもらったことの記述があった。教職員では

弾き方や雰囲気が難しいので、効果的であったという記述であった。	

	 外部人材は、大学生のボランティアから地域住民、知識や技術の専門家と幅広い。教育

活動に参画することによって、障害者理解へとつながっていくことが分かった。	

	

（１３）専門スタッフ、外部人材と授業を実施する上で工夫が必要な点	

	 表 3-13 は、専門スタッフ、外部人材と授業を実施する上で工夫が必要な点をカテゴリ

ーごとにまとめている。授業記入がなかった教員も含めて、聴覚障害校 1 名、聴知校 5

名、知的障害校 19 名、知肢校 11 名、肢体不自由校１名、病弱校 1 名の計 38 名の記述で

ある。なお、回答欄は専門スタッフと外部人材を同じにしたため、筆者が回答内容を専門

スタッフ、外部人材として該当するものを整理して分類した。	
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	 カテゴリーは、『専門スタッフ』と『外部人材』である。『専門スタッフ』のサブカテゴ

リーは「連携」、「役割分担」、「配置に関して」である。『外部人材』のサブカテゴリーは

「連携」、「児童生徒理解」、「学びの場」である。	

	 専門スタッフである。「連携」では、信頼関係を作り、双方向的なコミュニケーション

に努めること、それぞれの専門性が発揮できること、授業内容や打ち合わせや振り返りの

時間の共有等が挙げられた。	

	 看護師は、専門スタッフの中でも、もっとも児童生徒に近い立ち位置と言えるため、ケ

アを必要とする生徒の日常生活に沿っての情報共有のあり方、授業中の医療的ケアのタイ

ミングや連携に工夫が必要であることが挙げられた。	

	 PT は、不定期な配置であるため、短時間で効果的な指導を行うための情報交換が挙げ

られた。	

	 OT は、フィードバックしてもらう時間の調整等であった。	

表 3-13	専門スタッフ、外部人材と授業を実施する上で工夫が必要な点（複数回答）	
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「役割分担」は、専門スタッフ任せではなく、焦点を決めて解説や実技に関しての協力

体制をお願いし、授業を組み立てること、教育の強みと専門スタッフの強みをお互いが生

かすこと等が挙げられた。	

	 「配置に関して」は、専門スタッフの不足や回数が少ないこと、授業の打ち合わせをす

る時間がほとんどないこと、定期的な実施をすること等が挙げられた。	

	 外部人材である。技術の専門家から学生ボランティア、地域住民等とその対象は多様で

ある。「連携」では、子どもたちの実態について情報提供し、共通理解を深め、それぞれ

の専門性が発揮できるようにコミュニケーションを図ること、細かい打ち合わせや、子ど

もたちへの指導法やどのようにどの程度まで子どもたちを援助するのか等が挙げられた。	

	 「児童生徒理解」は、技術を伝える外部人材ヘは、児童生徒の障害や特性の理解をして

指導や支援方法を工夫すること、ボランティア等は、子どもたちへの基本的な関わり方等

である。	

	 「学びの場」は、教員が地域住民との交流の場を活用して、児童生徒が挨拶や言葉遣い

を実践する場に活かす工夫である。	

	 専門スタッフ、外部人材共に「連携」がもっとも多かった。表にはないが、専門スタッ

フに関して、医療的ケアが必要な児童生徒の授業参加では、教員の葛藤があることが分か

った。それぞれの立場や役割を尊重しながら、児童生徒が安心して授業を受けられるため

の連携を探ることが望まれる。	

	 また、劇的な回数増が期待できない現状では、数や回数が少ない中で、情報交換の仕方

や児童生徒が効果的な支援を受けられるための工夫が必要であるとともに、行政面におい

ては、特別支援教育のさらなる推進やインクルーシブ教育システムの構築のためにも、よ

り多くの専門スタッフ等が配置されるよう努力することが求められる。	

	

４．通級指導教室担当者への質問	

	 該当する３校中１校（２名）の回答があった。障害種は聴覚障害である。	

	 2 名共に特別支援学校教諭免許保有者である。	

	

（１）自校で担当している授業について、T・Tを行っている授業の有無	

	 ２名共に「無」の回答であった。	
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（２）他校での巡回指導の校数と T・Tの有無	

	 表 4−2 は、他校への巡回指導の校数と他校の授

業での T・T の有無を示している。他校への巡回

指導は 4校と 3校であった。他校の授業での T・Tはなされていなかった。	

小学校の通級指導教室担当者へインタビューを実施したが、やはり自校、他校での T・

T は実施されていなかった。しかし、保護者や児童の担任が授業参観をすることはあった

という回答であった。筆者の経験からも、児童生徒の様子を共有し、指導につながるアド

バイスのために、保護者や担任等の授業参観をしていただくことがあった。	

	

（３）通級指導教室担当として困っていること	

	 特に記述はなかった。	

	

５．専門スタッフへの質問	

	 本調査では、専門スタッフの定義に該当する専門スタッフとして、看護師,PT,OT,ST,就

職支援コーディネーターとしたが、動作法スーパーバイザーと外部講師からの回答もあ

り、その活動内容から専門スタッフに準ずると考えられる動作法スーパーバイザー、外部

講師も専門スタッフとした。なお、動作法スーパーバイザーは多様化講師として配置され

ている。	

	

（１）専門スタッフの名称と人数	

	 20 名の専門スタッフから回答があった。	

	 内訳は①看護師 14 名、②作業療法士（OT）1

名、③言語聴覚士（ST）2 名、④就職支援コーデ

ィネーター1 名、⑤動作法スーパーバイザー1

名、⑥外部講師 1名であった。	

	

	 看護師の年齢別の人数、特別支援教育経験年数を図 5-2、図 5-3 に示す。	

	

	

	

1

2

表 4-2	他校への巡回指導の校数と T・Tの有無	

	

図 5-1	専門スタッフの名称と人数	n=20	
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（２）看護師の年齢別の人数	

	 図 5-2 は、①の看護師 14 名の年齢別の人数を表し

ている。14 名全員が女性であった。40 代が 10 名

（72%）、50 代が 1 名（7%）、60 代が 3 名（21%）であ

った。	

	

	

（３）特別支援教育経験年数	 	

	 図 5-3 は、看護師の特別支援教育の経験年数であ

る。1 年未満が 4 名（29%）、1 年から 5 年未満が 6

名（43%）、5年から 10 年未満は 1名（7%）、10 年以

上は 3名（21%）であった。	

	

	

（４）専門スタッフを始めた動機	

	 表 5-4 は、専門スタッフを始めた動機をカテゴリーごとにまとめている。	

	10	 72%	
	1	 7%	

	 	 21%	

図 5-2	看護師の年齢別の人数	n=14	

図 5-3 看護師の特別支援教育経験年数 n=14 

表 5-4 専門スタッフを始めた 動機	 	  
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	 看護師 14 名、ST2 名、OT1 名、就職支援コーディネーター1 名、動作法スーパーバイザ

ー1名、外部講師 1名計 20 名の記述である。	

カテゴリーとして「募集・紹介・依頼」、「教育現場への興味」、「専門職として、医療、

福祉的な立場からの支援」が挙げられた。	

	 看護師は「募集・紹介・依頼」の他、教育現場への興味が多く記述され、特に医療的ケ

アが必要な子どもたちのために自分ができることがあればやりたい、子どもたちが安心し

て登校できるように等であった。	

	 OT は、生活の中でシェアの高い学校生活に携わりたいであった。	

	 ST	は、障害のある子どもたちへ支援をしたい、教育現場に医療・福祉的な観点で子ど

もたちへ直接的、間接的な支援ができることが挙げられた。	

	 就職支援コーディネーターは人からの紹介であった。	

	 動作法スーパーバイザー、外部講師は学校からの依頼であった。	

	

（５）専門スタッフを始めた目的	

	 	 表 5-5 は、専門スタッフを始めた目的をカテゴリーごとにまとめている。	

	

	

看護師 11 名、OT	1 名、ST	2 名、就職支援コーディネーター1 名、動作法スーパーバ

イザー1名、外部講師 1名、計 17 名の記述があった。	

カテゴリーとして「医療的ケア」、「具体的な支援」、「自身の学び」、「雇用についての具

表5-5		専門スタッフを始めた目的（複数回答）	
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体的な支援」、「学習を通しての具体的な支援」が挙げられた。それぞれの専門性を活かす

ための目的がほとんどであった。	

	 看護師は、医療的ケアを実施することにより児童生徒が安心して学校生活を送れるよう

に、特別支援学校の児童として教育が受けられる身体的環境の維持、教員が医療的ケアを

行う際の指導・助言、特別支援学校の児童との関わりを学ぶ、障害児教育への興味、自分

の看護観を広げたい等自身の学びがあった。	

	 OT,ST は、学校現場で医療職の立場からの具体的な支援で子ども支援や教員支援、保護

者支援を行うこと等である。	

	 就職支援コーティネーターは、雇用についての具体的な支援である。	

	 動作法スーパーバイザー、外部講師は学習を通しての具体的な支援である。	

	

（６）勤務形態	

	 図 5-6 は、看護師の勤務形態である。14 名から

回答があった。週１回は 1 名、週 2 回は 3 名、週 2

回から３回は 2名、週 3回は 3名、週 4回は 1名、

週 5 回は 1 名、その他は 3 名で、内訳は月 5 回が 1

名、月 1 回が 1 名、校外学習等の不定期な勤務が 1

名であった。複数の看護師が週の中で入れ替わるこ

とが分かった。OT は週５回、ST は月１回が１名、他の 1 名は常勤である。就職支援コー

ティネーターは週 4 回、動作法スーパーバイザーは年 3 回程度、外部講師は年 3〜4 回程

度であった。	

	

（７）活動を行っている学部	

	 図 5-7 は、看護師が活動を行っている学部であ

る。14 名中 13 名の回答があった。	

	 医療的ケアが必要な児童生徒が各学部に在籍して

おり、万遍なく活動していることが分かるが、12

名が小学部で活動していた。その他は「特に決まっ

ていない」であった。OT は高等部、ST は小学部、中学部で、動作法スーパーバイザー及

び外部講師は小・中・高等部で、就職支援コーディネーターは、高等部で活動していた。	

図 5-6	看護師の勤務形態	n=14			
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図 5-7 活動を行っている学部	n=14			
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（８）専門スタッフの活動内容	

	 表 5-8 は、専門スタッフの活動内容をカテゴリーごとにまとめている。看護師 10 名、

OT1 名,ST2 名、就職支援コーディネーター1 名、動作法スーパーバイザー1 名、外部講師

1名、計 16 名の記述があった。	

	

	

カテゴリーとして、「対象児への医療的ケア」、「学校生活に沿っての支援」、「授業での

指導・支援」、「相談業務」、「就労に関しての支援」が挙げられた。	

	 看護師は、医療的ケアの実施と教員への指導助言等（文科省,2018）が考えられるが、

その他の支援として学校生活に沿った活動（支援）があり、「健康観察、生活介助、見守

り、送迎車の同乗、食事介助、泊を伴う行事への付き添い」等、幅広い支援をしていた。	

	 OT は授業で児童生徒への指導や相談業務、ST は授業で児童生徒への指導と教員への支

援や給食時間においての教員への支援、動作法スーパーバイザー、外部講師は授業で児童

生徒への指導とともに教員への支援も行っている。就職支援コーディネーターは、職場体

験実習先及び就職先企業の新規開拓等、就労に関しての支援等であった。	

	

	

	

表 5-8		専門スタッフの活動内容（複数回答）			

	

	V
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9 9
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4 3 9
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（９）入っている１週間の授業（勤務形態が不定期の場合は、4月から 7月まで）	

①看護師	

	 図 5-9 は、看護師が入っている授業である。14

名中 3 名が回答し、11 名は記入なしであった。記

入していなかったコメントとして、「医ケアの生徒

に関わるため記入しきれない。１週間のタイムスケ

ジュールで動いている」、「医ケアのために、授業に

入っていない」、「必要時ケアに入る」等があった。	

	 	

	 表 5-9-1 は、看護師が入っている授業である。図

5-9 の授業、時間数、指導形態（C は児童生徒・T は

教職員）を示している。	

	 看護師１は、不定期で 4月から 7月までの授業であ

る。	

	 看護師 2は、週 2〜3回である。	

看護師 3は週 5回である。詳細については無回答で

あった。「実施する教員が不在だったり、医ケアの実

施が教員ではすぐにできない（特に吸引）授業に入る

ので時間数は未定。生徒教員の人数も複雑である」と

いうコメントがあった。	

	 看護師は、児童生徒が安心して教育活動に参加でき

るために医療的ケアを実施している。また、教員が安心して授業を展開できるために必要

不可欠な存在であり、児童生徒が安心して学校生活を送り、授業に参加するという目標に

向かって教職員と共に取り組んでいるのである。	
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図 5-9		看護師が入っている授業		n=3		

	

表 5-9-1	看護師が入っている授業			
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②OT,ST（3 名）	

表 5-9-2 は、OT1 名,ST2 名が入っている授業であ

る。ST1 は 6、7 月の回答で自立活動が 2 時間、給

食が 6 時間であった。ST2 は常勤で、自立活動７時

間、自立活動以外の授業が 4時間であった。	

	 OT1 は 4 月から７月までの回答で、自立活動が 9

時間、自立活動以外の授業が 5 時間であった。OT

の活動内容の回答から、相談業務、自助具作成、車

椅子、補装具等のチェック等に比重が置かれている

ものと推測される。	

	

	

	

	

③動作法スーパーバイザー及び外部講師（2名）	

	 表 5-9-3 は、動作法スーパーバイザー、外部講師

が入っている授業である。	

	 動作法スーパーバイザーは、7 月の回答で自立活

動が 3時間であった。	

	 外部講師は、6〜7 月の回答で、自立活動が 4 時

間であった。2名とも年 3〜4回程度の指導である。	

	 なお、就職支援コーディネーターは、授業の記入はなかった。	

	

（１０）授業に入った際に効果的に支援できた点	

	 表 5-10 は、授業に入った際に効果的に支援できた点をカテゴリーごとにまとめてい

る。看護師 5 名、OT1 名、ST1 名、動作法スーパーバイザー1 名、外部講師 1 名、計 9 名

の記述があった。	

	

	

	

表 5-9-3 動作法スーパーバイザー,外部講師が	

入っている授業				

	

表 5-9-2	OT,ST が入っている授業			
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	 カテゴリーとして「担任への支援」、「児童生徒への支援」が挙げられた。看護師は、両

カテゴリーで効果的に支援できたこと、	OT と動作法スーパーバイザーは、児童生徒への

支援、ST と外部講師は担任への支援が効果的に支援できたことを挙げている。	

	

（１１）授業に入った際に支援する上で困った点	

	 表 5-11 は、授業に入った際に支援する上で困った点をカテゴリーごとにまとめてい

る。	

	

	 	

	 	 6 名の記述で、うち 5 名は看護師である。カテゴリーとして、「役割」、「指導・助

言」、「教育方針」が挙げられた。看護師の役割について、共通理解が校内で浸透していな

いこと等、担任が変わった時の教育方針への戸惑いがあった。また、専門スタッフとし

て、指導・助言について戸惑っていることが窺われた。	

	 その他、困った点というよりは、授業の邪魔にならないように配慮している、他の児童

の気が散らないように、教師と児童の間に入らないような立ち位置を取る、慣れによって

配慮が欠けないように黒子に徹するという記述や、思っていた反応と違う時、児童への指

導が教員の日常の取組につなぐことができた、という記述があった。	

表 5-10	授業に入った際に効果的に支援できた点				

	

表 5-11	授業に入った際に支援する上で困った点				
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（１２）担任との連携方法（項目選択で複数回答）	

	 選択肢として、①会議に参加する、②休憩時間や授業後、朝の時間を活用して情報交換

をする、③メモやノートで情報交換をする、④放課後に情報交換をする、⑤その他（具体

的に記述）を設定した。	

	

①看護師（14 名）	

	 図 5-12-1 は、14 名の看護師の担任との連携

方法である。①から⑤は担任との連携方法を示

している。②の休憩時間等を活用しての情報交

換が も多く 12 名、以下③のメモやノートで

の情報交換が 6名、①の会議に参加が 5名、④放課

後に情報交換と⑤のその他が 2名ずつで、医療的ケア時に情報交換をする、子どもの身体

に関しては保護者から聞き取りをする、養護教諭から情報を得る等であった。	

	

	 図 5-12-2 は、勤務形態から見た連携の方法

である。勤務形態は不定期から週 5 回と幅広

い。勤務形態は同じであっても、連携方法は同

じではない。①の会議に参加は、週 5 回、週 3

回、週 2回から 3回、週 2回、月 5回の勤務形

態であった。また、回数に関係なく、②の休憩

時間、授業後や朝の時間を活用して情報交換を

行っている看護師がほとんどであった。回数が少

なくなるにつれ、③のメモやノートでの情報交換が増えている。週 2回の看護師は、その

他で医療的ケア時に情報交換をしている。週 5回であっても、休憩時間や放課後の隙間を

見つけて情報交換をする、子どもの身体に関して保護者からの聞き取りや養護教諭から情

報を得るなどの工夫をしていた。週 2 回〜3 回の勤務で①〜④の連携方法にチェックした

看護師は①、③、④が△の記号であったので、十分なものではないと推測される。看護師

は、勤務形態が多様で、時間も限られている中で、連携するためにあらゆる方法を取って

いることが分かった。	

	

	 図 5-12-１	担任との連携方法	 n=14	

	 図 5-12-2	勤務形態から見た連携の方法	 n=14	
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②OT,ST（３名）	

		図 5-12-3 は、OT,ST の担任との連携方法で

ある。①から⑤は担任との連携方法を示してい

る。常勤の ST は、①会議に参加、②休憩時間

や授業後、朝の時間を活用しての連携方法であ

る。	

	 月 1 回の ST は、その他で授業中に直接指導、質問に答える、情報交換をするという回

答であった。また、週 5 回の OT	は全てを選択しており、子どもに関わる場で直接話をし

ながら確認する、ビデオや写真で授業や活動の様子をとってもらい、放課後に話をしてい

る。	

	

③就職支援コーディネーター（1名）	

	 図 5-12-4 は、週 4 回の勤務形態である就職支

援コーディネーターの担任との連携方法である。

①から⑤は担任との連携方法を示している。②、

③、④を回答していた。休憩時間や授業後、朝の

時間を活用して、メモやノートを使って、放課後

に情報交換をしている。	

	

④動作法スーパーバイザー及び外部講師（2名）	

	 図 5-12-5 は、動作法スーパーバイザー、外部

講師の担任との連携方法である。①から⑤は担任

との連携方法を示している。共に年数回程度の不

定期な配置である。その他のみであった。その他

として外部講師は、「担任との日常的な連携」、動

作法スーパーバイザーは、「直接子どもの関わり

方（見守る・待つ・引き出す等）」を見てもらいながら、話をして身体的に体験してもら

う等であった。	

	 不定期な勤務形態の専門スタッフは、担任と連携するためにさまざまな機会と方法を有

効に使っている、と言える。	
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	 図 5-12-3	担任との連携方法	 n=3	
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	 図 5-12-4		担任との連携の方法	 n=1	

	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

①	 ②	 ③	 ④	 ⑤	

	 図 5-12-5	担任との連携の方法	 n=2	
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（１３）情報交換で工夫していること	

	 	 表 5-13 は情報交換で工夫していることをカテゴリーにまとめている。	

看護師 13 名、OT1 名、ST2 名、就職支援コーディネーター1 名、動作法スーパーバイ

ザー1名、外部講師 1名、計 19 名の記述があった。	

		

	 	

カテゴリーとして、「話しやすい雰囲気づくり」、「的確な報連相」、「生活リズム表・連

絡ノート等」が挙げられた。	

	 看護師は全てのカテゴリーで情報交換の工夫をしていた。特に、「的確な報連相」で

は、多くの記述があった。また、不定期な勤務形態であるため、記録を通して情報を把握

していることも分かった。	

	 OT も書面を通しての情報共有に努めていた。ST は、あらかじめ聞きたいことをまとめ

ることや平易な言葉の使用に心がけていた。	

	 就職支援コーディネーターは、役割分担を明確にして知り得た内容を的確に伝える・記

録を残す・幅広い視点で物事を判断し、打ち合わせをすることであった。	

	 動作法スーパーバイザーは、授業の中で体験的に伝え、外部講師は、相手の気持ちや立

場を理解することであった。	

	 表 5-13		情報交換で工夫していること（複数回答）	 	
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（１４）特別支援教育に関わる上での要望	

	 表 5-14 は特別支援教育に関わる上での要望をカテゴリーごとにまとめている。	

	 看護師 6 名、OT1 名、	ST2 名、就職支援コーディネーター1 名、動作法スーパーバイザ

ー1名、外部講師 1名、計 12 名の記述があった。	

				

	

カテゴリーとして、「専門スタッフ不足」、「福利厚生」、「研修」、「プロ意識を持つ」、

「連携」、「就労に関して」が挙げられた。「研修」がもっとも多く、全て看護師の要望で

あった。その他看護師は、専門スタッフの不足や福利厚生の充実や連携も挙げていた。	

	 OT はもっと外部人材を活用してほしい、ST は外部人材の活用とともに継続的な連携、

外部講師は予算の確保や幅広い人材からの学びを挙げていた。	

	 就職支援コーディネーターは、働くという意義を教えることを要望していた。	

	 他に、看護師は雇用に関する意見があった。また、児童生徒の体の動かしにくさを、体

験的に伝えること等の記述もあった。	

	

７．外部人材への質問	

学生ボランティア以外に、参考として非常勤嘱託の方の回答も合わせて記載する。	

	 大学生ボランティア 1名と非常勤嘱託の方 1名から回答があった。	

	

（１）外部人材を始めた動機	

	 表 5-14		特別支援教育に関わる上での要望（複数回答）	 	

	

4

1 1

4 4

1

1

2

4 4

1

4 4

4 1

4 1

4 4 1 4

4

4
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	 	 表 7-1	は、外部人材を始めた動機である。	

	 	

	 	

	 大学生ボランティアは、特別支援学校での観察実習で興味を持ち、非常勤嘱託は、定年

退職後に紹介をしてもらったことや、退職時に担任をしていた子どもたちのことが気にか

かったことであった。	

	

（２）外部人材を始めた目的	

	 	 表 7-2 は、外部人材を始めた目的である。	

	 	

		

	 大学生ボランティアは、自身の特別支援教育における学びのためであった。非常勤嘱託

は生活のハリを求めて等、であった。	

	

（３）活動内容	

	 	 表 7-3 は、活動内容である。	

	

	

			

	

	 大学生ボランティアは、児童生徒の指導補助や生活介助、非常勤嘱託は、新任教員が研

修等で校外に出られた際のクラスの指導補助であった。	

	

（４）効果的に支援できた点	

	 	 表 7-4 は、効果的に支援できた点である。	

表 7-1	外部人材を始めた動機	

表 7-2	外部人材を始めた目的	

表 7-3	活動内容	
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大学生ボランティアは、安全に配慮した授業ができたこと等、非常勤嘱託は、横につい

て丁寧に支援ができることやその子にあった言葉かけ、視覚支援ができたことであった。	

	

（５）支援する上で困った点	

	 	 表 7-5 は、支援する困った点である。	

	

	

	 	

	 	

大学生ボランティアは、不定期な参加のために、児童一人一人の目標理解が難しいこ

と、非常勤嘱託は、勤務初めの頃に一人一人の児童にどう接したら良いのか、自分のやり

方で良いのか分からなかった点を挙げていた。	

	

（６）担任との連携方法	

	 	 表 7-6 は、担任との連携方法である。	

	

			

	 	

	

非常勤嘱託は、その場その時に直接話して意見交換する、であった。	

	

（７）日常の情報交換で工夫している点	

	 	 表 7-7 は、日常の情報交換で工夫している点である。	

	

表 7-4	効果的に支援できた点	

表 7-6	担任との連携方法	

表 7-5	支援する上で困った点	

表 7-7	日常の情報交換で工夫している点	
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大学生ボランティア、非常勤嘱託ともに、すぐに直接聞く、伝えることであった。	

	

（８）特別支援教育に関わる上での要望	

	 	表 7-8 は、特別支援教育に関わる上での要望である。	

	

	

		要望として、非常勤嘱託は、勤務の関係上話し合う時間は少ないが、ある程度の情報は

欲しいということであった。	

	

	 大学生ボランティアは、不定期の参加である。特別支援学校での観察実習がきっかけで

特別教育へ興味を持ち、自身の学びのためにボランティアとして教育活動に参加してい

る。支援の効果として安全に授業ができたこと等を挙げている。また、連携の方法とし

て、疑問に思うことはすぐに聞くことに心がけている。しかしながら、支援する上で困っ

た点として、一人一人の目標の理解が難しいとの記述があった。	

	 ボランティアではないが、学生支援員が挙げた問題点・課題について「児童への接し方

がわからない」、「支援の程度がわからない」等が挙げられている。その解決の方法として

学生は、「担任教師と支援方法等についての打ち合わせや情報交換が必要」、「支援が必要

な児童の情報収集、情報共有が必要」であると指摘している（河村ら,2012）。不定期な参

加のボランティアではあるが、学生の学びや児童への的確な支援のためにも、児童生徒に

関して、一定の情報交換等が必要ではないかと考える。	

	

	

Ⅲ	 B 市における通常学級の実態調査の結果	

	

	 幼稚園（8 園）、小学校（8 校）、中学校（3 校）の計 19 校園のうち 10 校園（10 名）の

管理職、有効回答数担任 2 名、幼稚園の特別支援教育コーディネーター2 名から回答があ

った。	

	 B 市の実態調査に関しては、調査時期、個人情報の関係、教員への負担、手続きの不備

表7-8	特別支援教育に関わる上での要望	
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等で回収が困難であったため、Ⅳで通常学級関係者のインタビュー、先行研究を通して考

察を深める。	

	

１．管理職への質問	

（１）文部科学省の「特別支援教育の推進について（通知）」にある特別支援教育を行う

ための取組で実施していること	

	 表 1-1 は、特別支援教育を行うための取組で実施していることである。10 名から回答

があり、特別支援教育の取組は、ほぼ実施されている。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

					

	

	

	

	

	

（２）具体的な実態把握の内容	

	 表 1-2 は、具体的な実態把握の内容をカテゴリーごとにまとめている。	

特別支援教育を行うための取組②の実態把握についての内容を質問し、6 名の回答があ

った。	

	

	 カテゴリーとして、「会議・研修」、「アセスメントの実施」が挙げられた。職員会議や

研修等で児童の情報を共有し、教育委員会作成のアセスメント活用や入学前の子どもの情

報を共有する機会を設定している。	

	

（３）「個別の教育支援計画」の作成者	 	 	

表 1-3 は「個別の教育支援計画」の作成者であ

る。8 名の回答があった。「個別の教育支援計画」

表1-2	具体的な実態把握の内容	

表 1-1	特別支援教育を行うための取組で実施していること	

tokube	

3 0 5

2

表 1—3「個別の教育支援計画」の作成者	
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の作成者は、担任がもっとも多く 5名でその他が 3名で、内訳は担任と特別支援教育コー

ディネーターが 2名、担任と特別支援教育コーディネーターと加配教員が 1名であった。	

	

（４）「個別の指導計画」の作成者	

	 表 1-4 は「個別の指導計画」の作成者である。8 名

の回答があった。「個別の指導計画」の作成者は、担

任が 6名でもっとも多く、その他は 2名で担任と特別

支援教育コーディネーターであった。	

	

（５）教員の専門性の向上への取組の具体的な内容				

	 表 1-5 は特別支援教育を行うための取組⑥（表 1−1:174 貢）の専門性向上へ取組の具体

的な内容をカテゴリーごとにまとめている。8名の記述があった。	

	

	 	

	 カテゴリーとして、「校内での研修」、「校外での研修」が挙げられた。「校内での研修」

では、外部講師の招聘、実践報告会、特別支援教育センターと連携した研修等、「校外で

の研修」は、各種研修会へ担当者が参加する、コーディネーター研修会参加、特別支援教

育センターとの連携等であった。	

	 「校内での研修」、「校外での研修」共に市教育委員会や特別支援教育センターとの連携

のもと取り組んでいる。	

	

（６）チームとして取り組む特別支援教育を進める上での課題や困っていること		

表 1-4「個別の指導計画」の作成者	

表 1—5	 専門性の向上への取組の具体的な内容（複数回答）	

0 1

2

	

9

5
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	 	 表 1-6 は、特別支援教育を進める上での課題や困っていることをカテゴリーごとにま

とめている。9名の記述があった。	

	

	

	 	カテゴリーとして、「支援の積み重ねが困難」、「個に応じた支援」、「共通理解の時間不

足」、「教員の育成」が挙げられた。	

	 幼稚園は、専門知識が必要であること、支援の積み重ねの難しさや支援員の勤務時間の

関係で話し合いの時間不足を挙げている。	

	 小学校は、個に応じた指導や打ち合わせの時間不足、教員の指導の向上力の育成を挙げ

ている。	

	 中学校は、実践事例の積み上げとそこから得られたことが全教員に浸透しにくいこと等

を挙げている。	

	 また、課題ではないが、コーディネーターを中心にチームとして取り組めている、それ

ぞれの教員が学校に在籍している配慮を必要とする子どもの様子を共有することが大切で

ある等の記述があった。	

	 岡田ら（2013）が小学校長へ実施したアンケート調査項目の「特別支援教育の推進に当

たって重要であると考えられる取組」では、「教員の専門性の向上を目指した研修」が

も多く、「保護者の特別支援教育に関する理解の向上」、「人的配置の充実」であった。本

調査においても、カテゴリー全てが、岡田らが実施したアンケート調査結果から得られた

「教員の専門性の向上を目指した研修」と「人的配置の充実」に重なることから、通常学

級においてまさに重要な課題であると言える。	

	

表 1—6	チームとして取り組む特別支援教育を進める上での課題や困っていること（複数回答）	

4

4 2
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（７）専門スタッフ、外部人材が 初に配置された時期											

	 表 1-7-1 は、専門スタッフ、外部人材が

初に配置された時期である。2007（平成

19）年度以前と、特別支援教育が開始された

2007（平成 19）年度以降に分けて質問し

た。B 市の特別支援教育支援員は「支援員」

「介助員」という名称である。10 校園中 5

校園（a~e）より回答があった。2007（平成 19）年度以前においても、「支援員」「介助

員」として複数配置されていた。	

	

	 表 1-7-2 は、教育委員会から回答をいただいた、2017（平成

29）年度の各学校園の「支援員」「介助員」の配置である。幼稚園

8 園で 8 名、8 校の小学校で	17 名、3 校の中学校で 9 名、計 34 名

である。また、学校園には看護師等の専門スタッフは配置されてい

ないが、特別支援教育センターで言語聴覚士の資格を有する専門指導員が 2名いることも

分かり、各学校園への支援が行われていることが推測される。	

	

２．特別支援教育コーディネーターへの質問	

	 幼稚園 2名の回答があった。回答のあった項目のみ記載している。	

	

（１）特別支援教育コーディネーターの人数	

	 ２園共に 1名ずつであった。	

	

（２）「特別支援教育の推進について（通知）」の中で特別支援教育コーディネーターの役

割遂行の実施	

表 2-2 は、特別支援教育コーディネーターの役

割遂行の実施を表している。	

	 上記①から③の中で実施されているのは、2

名共に①であった。	

	 文部科学省の 2016（平成 28）年度特別支援教育体制整備状況調査結果によると、公立

B

表 1-7-1	専門スタッフ、外部人材が 初に配置された時期	
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表 1-7-2	19 校園の「支援員」「介助員」	

2

表 2-2	特別支援教育コーディネーターの役割遂行の実施	



	178 
 

の幼稚園における特別支援教育コーディネーターの指名は 95.9%の実施率である。本調査

においては、特別支援教育コーディネーターの指名はなされているが、下表 2-3 に示され

ているように担任が兼任しているケースもあり、特別支援教育コーディネーターとしての

役割を十分に発揮できない状況があると推測される。	

	

（３）支援の必要な園児が在籍する担任との情報交換	

表 2-3 は、支援の必要な園児が在籍する担任との情報交換で、2名の記述である。	

	 	

	

日々の保育や行事への支援の仕方を話し合っている、担任が特別支援教育コーディネー

ターで支援が必要な幼児が在籍しているという回答であった。	

	 佐久間ら（2011）は、全国公立幼稚園調査から見た特別な配慮を要する幼児の実態と支

援についてアンケート調査を実施している。調査結果では、公立幼稚園における発達障害

の幼児の在籍率は、2007（平成 19）年度 4.1%、2008（平成 20）年度 4.0%、2009（平成

21）年度 4.4%であった。グレーゾーンを含む特別な配慮を要する幼児の在籍は 85.6%の幼

稚園から報告されている。調査結果から、多くの幼稚園において、何らかの支援を要する

幼児が在籍していることが分かる。	

	 また、池田ら（2007）は、保育者が感じる「気になる子ども」として、ことば・コミュ

ニケーションに関する問題、行動に関する問題、社会性・対人関係に関する問題、情緒に

関する問題、他児とのトラブルに関する問題を挙げている。本調査対象の幼稚園にも、そ

のような「気になる子ども」が在籍していると推測され、日々の保育や行事への参加など

について担任と連携を取り、支援方法について情報交換していることが垣間見られた。	

	

３．担任への質問	

幼稚園 2名の回答があった。回答のあった項目について記載している。	

（１）教職員同士での T・T、専門スタッフ及び外部人材が入っている保育	

	 表 3-1 は、専門スタッフが入っている保育である。1 名から回答があった。加配教諭

表2-3		支援が必要な園児が在籍する担任との情報交換	
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（支援員と推測される）が全ての保育に入っている。保育時間中は、要配慮児に加配教諭

が 1名入っている。	

	

	

（２）専門スタッフ、外部人材が入っている理由	

	 表 3-2 は、専門スタッフが入っている理由である。1 名の記述があった。支援を要する

園児がいるためである。	

	 	

	

（３）教職員、専門スタッフとともに、保育をする上で工夫が必要な点	

	 表 3-3 は、専門スタッフとともに保育をする上で工夫が必要な点である。１名の記述が

あった。コミュニケーションという回答であった。	

	

	 	

	 支援員の配置について、幼稚園の管理職は「支援員の勤務時間が短いため、十分な話し

合いは難しい」ことが課題として挙げていた。担任も保育を実施する上で工夫が必要な点

として、「コミュニケーション」を挙げている。	

	 庭野（2011）が実施した市町村立幼稚園、小学校、中学校、高等学校で支援員が配置さ

れている学級担任へのアンケート調査で、自由記述による「支援員の活用に関する要望・

意見」でも、「特別支援学級や通常学級で、支援員を必要とするお子さんがいるので、増

員を望む」、「少なくとも学級に一人の配置があれば本当に良い」など増員についての要望

があった。	

	 B 市では、8 幼稚園に支援員は 1 名ずつ配置されているが、幼稚園管理職の記述やアン

ケート調査の要望に鑑みると、さらなる増員と勤務形態の改善が望まれる。	

表 3-3	専門スタッフとともに、保育をする上で工夫が必要な点	

	

表 3-1	専門スタッフが入っている保育	

 

表 3-2	専門スタッフが入っている理由	
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Ⅳ	インタビュー及び先行研究を通しての考察	

	

	 Ⅳでは、Ⅲの通常学級のアンケート調査の補完として、通常学級担任、特別支援学級担

任（元を含む）、小学校少人数加配教員、元特別支援教育コーディネーター、通級指導教

室担当者、専門スタッフへのインタビューと先行研究の検討を交えて考察する。	

	

１．インタビューの結果	

	 2017（平成 29）年 3 月から 2018（平成 30）年 5 月にかけて、近畿圏内の小学校特別支

援学級担任（元含む）2 名、小学校通級指導教室担当者 1 名、元特別支援教育コーディネ

ーター2 名、小学校特別支援教育支援員 1 名、スクールカウンセラー1 名、中学校通常学

級担任 1名、小学校少人数指導（加配）担当教員 1名の、延べ 9名に対してインタビュー

を実施した。インタビューの際に録音の許可を取り、文章化後に内容を確認してもらっ

た。	

	 アンケート調査項目の回答や対象者それぞれの立場から得られた回答や意見、先行研究

の知見を交えて考察する。	

表 1 は、インタビュー対象者の内訳である。②と⑤の特別支援教育コーディネーターは

経験者で、①、④の対象者と重複している。	
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（１）小学校特別支援学級担任(元含む)、小学校通級指導教室担当者、小学校少人数指導

（加配）担当・中学校通常学級担任へのインタビュー（①、③、④、⑥、⑦）の内容	

	 表１—①は、元小学校特別支援学級担任である。	

表 1	 インタビュー対象者の内訳	
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教職員同士で も大切にしていることは、「子どもをどう見るか」という観点である。

例えば、今日の子どもの様子から何を学ぶかというアドバイスをして意思統一ができたこ

とや、若い教員には子どもの発達に見合った支援をアドバイスすることにより、教員とし
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ての力量を高めるための支援ができたことを挙げている。また、情報の共有をすることに

よりその後の教員の対応が違ってくることがあるが、多忙化の中、通常学級担任との意思

疎通が取りにくくなっていることや支援学級は半分くらいが講師で、2 年程度で変わるの

で継続性の点で支障があることも指摘している。	

	 支援員、介助員に関しては、具体的な支援をするとうまくいくが、介助員に関しては情

報交換をする時間のなさを課題として挙げている。	

表１−③は、小学校特別支援学級担任である。	
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	 特別支援学級独自の時間割としてではなく、通常学級に合わせてその日の時間割が設定

され、日によって変更もある。	

	 特別支援教育支援員は、いると助かるが、授業を組むことができないので、教員が配置

されるのが一番良いと指摘している。	

	 専門スタッフの課題としては、個別にきてもらっても、それをどう組み立てるかが大切

であるとし、増えれば増えるほど調整が難しい。さらに特別支援学級の課題として希望者

が少ないことが挙げられ、特別支援学級の孤立感を分かってもらえない部分があり、担当

者が定着しないことも指摘している。	

	 表１−④は、小学校通級指導教室担当者である。退職後、現在は小学校 2 校で非常勤講

師等として通級指導教室を担当している。	
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	 通級指導は個別指導のため授業における T・T は実施されていないが、保護者とは授業

参観や指導の説明等を通して連携し、該当児童の学級担任とは夏休みに個別連絡会で情報

交換会を行っている。通級指導を開始する際は担任による指導の参観を通して、今後の指

導・支援についての方針の立て直しを行い、担任とことばの教室の連携は大切であること

を指摘している。また、吃音は「言友会（セルフヘルプグループ）」の力を借りることが

大きい。外部人材という形で通級の人たちに関わってくれると子どもたち自身の内面の強

さが育つことを挙げている。一番困っていることは、予算が少ないことである。	

	 表１−⑥は、小学校少人数指導（加配）担当者である。	
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	 少人数指導（加配）担当として、5 年生 2 クラスの算数を 3 分割して担任 2 名と担当、

4年生は 2クラスを 2分割して担任と担当している。20 名から 15 名で授業をしている。	

	 教職員同士の T・T では、算数の授業でクラスを 3 分割しているので、全体を見ること

ができ、子どもの変化も見ることができる。交換授業もしているので、隣のクラスの状況

が分かり、学年で会議をしても共通の話ができることを挙げている。	

	 課題は、学習サポーターが担任と話をする時間が持てないことである。	

	 専門スタッフ等に関しての窓口はコーディネートする人が必要である。それを配置しな

いと教員は回らない。今は教務が掛け持ち、スクールカウンセラーは教頭が担当してい

る。例えば、児童支援という窓口の加配がある場合は全ての窓口になることが可能で、そ

のような役割をおかないと、かえって現場の負担感が大きくなる、と指摘している。	

	 表１−⑦は中学校通常学級担任である。	
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	 教職員同士の T・T に関しては、介助員が支援しすぎることがあり、障害理解、生徒理

解が難しいことがあることを指摘している。	

	 学年会が週１回あり、生徒に関する情報共有を行っている。生徒への支援について教職

員同士で話し合えたこと、保護者や管理職を巻き込んで行えたこと、生徒については周り

に相談する、他の先生には事情を話して授業でフォローしてもらったことを挙げている。	

	 私学の経験から、公立はチームでの対応ができていると思っている。支援の必要な生徒

に介助員がついて、相談できる雰囲気は公立で経験したと述べている。	

	

（２）特別支援教育コーディネーター（小学校）へのインタビュー（②、⑤）	

	 表１−②は、小学校元特別支援学級担任が特別支援教育コーディネーターをしていた時

の内容である。	
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	 特別支援教育コーディネーターとしての役割は全て遂行していた。特別支援教育コーデ

ィネーターとして、支援が必要な児童が在籍する学級の様子を見に行く時間を必要に応じ

て１時間程度配慮をしてもらい、午前中に学級参観、午後に保護者相談をしていた。	

	 特別支援教育支援員や介助員に対しては、児童の実態や支援の仕方について事例を含め

てアドバイスをしていた。特別支援教育コーディネーターは複数で責任を持つこと、子ど

もの障害、発達について十分理解し、検査、障害名だけで判断しないこと、その子自身の

困り感も含めて対応することが大事であると指摘している。	

	 表１−⑤は、通級指導教室担当者が特別支援教育コーディネーターを担当していた時の

内容である。	

	

特別支援教育コーディネーターの役割は全て遂行していた。スクールカウンセラー、ス

クールサポーターの窓口の担当、教科の配置等の調整が大変で特別支援教育コーディネー

ターの多忙さを指摘していた。	

	 学級担任との情報交換は個別に行い、特別支援教育支援員、養護教諭、特別支援教育コ

ーディネーター、担任で打ち合わせをし、校内委員会で情報の共有、必要に応じてケース

会議的に行っていた。	

	 特別支援教育コーディネーターとしては非常に多忙であったが、通級指導教室担当者が
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特別支援教育コーディネーターをすることにより学校の中での全体の関わり、ネットワー

クが広がることで周りの理解度が高まり、協力が得やすい状況につながったと、その効果

を挙げている。	

	

（３）スクールカウンセラー、小学校特別支援教育支援員へのインタビュー（⑧、⑨）	

	 表 1—⑧は、スクールカウンセラーである。	

	

	 過去に中学校や幼稚園での支援を行い、現在は教育委員会内で 3 歳から 18 歳を対象に

教育相談員として支援に当たっている。	

	 中学校では心理相談員として対象生徒が在籍するクラスの授業に 1日入り、その生徒の

様子を見ながら支援をしていた。担任以外にも部活顧問、校長、教頭等生徒に関わる者同

士がどうつながっていくかが鍵であると指摘している。その際に担任がどういう意図で支

援をして欲しいのかが分かりやすかったら、もっと効果的に支援ができたことも指摘して

いる。	
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	 幼稚園では、巡回相談で保護者の相談に乗り、教員とも連携を取りながら支援をしてい

た。	

	 教育委員会では、代表者が学校の会議に出席するので、その代表者へ情報を伝えて意見

を託すようにする、担任が来られる時は直接情報交換、個別の指導計画も活用しながら連

携することに努めている。	

	 表１−⑨は、小学校特別支援教育支援員へのインタビューである。	

＊表１−①から表１−⑨までの下線部は筆者	

	

	 特別支援教育支援員として週 2 日活動をしている。子どもたちの様子が分からないの

で、工夫しているのは、出勤したら記録簿に目を通す、欠席の状況を聞く、声かけ、話を

聞くことに心がけるということであった。また、どこまで支援に入れば良いのかの不安も
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あった。担任との連携は、子どもたちが登校しているとき、休み時間を活用する等であっ

た。また、個人情報関連に関して情報の共有が困難であること、特別支援学級の教員が少

ないことを指摘していた。	

	

２．インタビューから見えてきた課題	

	 特別支援教育が始まり、「特別支援教育支援員」という名称が身近に感じられるように

なった。インタビュー対象者の特別支援教育支援員は不安な思いを持ちながら、特別支援

教育支援員として日々頑張っている様子が窺われた。はじめに特別支援教育支援員等につ

いて考察した後、チームとして特別支援教育を進めて行く上での課題や解決の方向性につ

いて、インタビューや先行研究の検討から得られたことを交えて考察する。	

	

（１）特別支援教育支援員等の課題	

	 まずは特別支援教育支援員の名称について、である。荒川ら（2009）は、茨城県内の各

自治体における支援員の配置について調査した。特別支援教育支援員に関しては、自治体

で用いている名称以外のものを用いている教育現場も少なくない、と指摘している。例え

ば、自治体が「特別支援教育支援員」という名称を用いても、学校現場では、「特別教育

支援員」、「支援員」、「シルバー支援員」、「スクールサポーター」等の名称を用いている。	

また、大阪府高槻市においては、特別支援教育支援員募集の際に、「生活介助支援員」

「学習活動支援員」、「医療的ケア支援員」という名称で募集をしている。自治体において

も、独自の名称を使用している場合があることが推測される。	

	 特別支援教育が開始されて以来、特別支援教育支援員に関しては多数の先行研究があ

る。ここでは、その一部である武田ら（2011）、庭野（2011）、松山ら(2012)、細谷ら

（2014）、河村ら（2011）、石山ら（2013）の先行研究から特別支援教育支援員の現状と課

題、学生支援員のサポート体制等を考察する。なお、これらの先行研究の概要を表 2に示

している。	
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＊下線部は筆者	

表 2		特別支援教育支援員等に関する先行研究	
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	 武田ら（2011）は、特別支援教育支援員として児童生徒の支援に当たったことのある人

を対象に、支援活動を行う中でどのような困難や要望を抱いているかについて自由記述に

よるアンケート調査を行った。その結果を「連携」、「支援のあり方」、「苦悩」のカテゴリ

ーに分類している。「連携」については、担任が忙しく打ち合わせの時間や子どものこと

について話し合う時間が取れない、が大半を占めていた。「支援のあり方」については、

支援員に任せきり、担任以外の教員と子どものことに関して共通理解ができていない等の

意見もあった。これらのことに関して、武田ら（2011）は特別支援教育コーディネーター

を中心に校内委員会で支援の方向性を明示することが大切である、と指摘するとともに、

困った時には気軽に相談できる雰囲気や体制を作ることに学校全体で取り組むことが重要

であると強調している。また、「苦悩」については、子どもからの暴言等で精神的なダメ

ージを受ける支援員が少なからずいたことが明らかになり、管理職等の支援員のメンタル

ヘルスに十分配慮した具体的な支援のあり方についての検討が必要であると指摘してい

る。	

	 庭野（2011）は、学級担任を対象として連携状況を明らかにした調査研究はまだ行われ

ていない、として支援員が配置されている学級担任を対象としてのアンケート調査を実施

している。その結果、児童生徒への支援の責任を担っているのは学級担任であるので、支

援員を配置する学級担任は支援員に頼るのではなく、むしろ OJT を実施できるだけの力量

が求められ、学級担任を対象とした支援員の活用方法の研修も必要である、と指摘してい

る。打ち合わせに関しては、支援員の人件費の財源上の問題で支援員の勤務時間の関係

上、打ち合わせの時間が取れない事情もあると考えられるが、打ち合わせも支援の一部と

して認識して確保する必要があるとし、学校全体が打ち合わせの設定の時間も含め、学級

担任と支援員が連携して児童生徒の支援に当たっていく必要性を認識し、体制を整備する

ことが必要であると強調している。	

	 また、松山ら（2012）は支援員の立場から見た支援員の現状と課題に関する検討は十分

でないとして、支援員の配置・職務内容、関係者との連携の二つの観点から現状と課題に

ついて検討している。支援員が職務を遂行するに当たって、まずは学校側の支援員に対す

る共通理解が必要であり、その上で支援員自身も学校側に対して支援上必要であると思わ

れることは、積極的に提案していくことが求められ、 終的にどのような支援を行うかを

教員が判断し、支援員に指示を出せば、支援員は、どこまで支援すれば良いのか悩まずに

済むと指摘している。	
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	 さらに、細谷ら（2014）は、支援員の現状と抱えている課題を明らかにするために、特

別支援教育支援員を対象に「業務に関すること」、「連携に関すること」、「研修に関するこ

と」を中心にアンケート調査を行っている。特に「連携に関すること」では課題が多く見

られ、特別支援教育支援員の勤務体制を整えていく必要性がある、としている。支援員は

連携のための工夫として、担任の意向を把握すること、細かい連絡、伝達方法の工夫、確

認、時間の調整等を行っている。具体的な伝達の工夫としては、日々の様子をメモや日

誌、手紙に書いて担任に伝達する、担任の意向を知るために学年便りや学級便りから把握

している等である。課題としては、時間が不十分、支援員としての介入の度合い、担任と

の人間関係、支援員の理解、学級経営への戸惑い等が挙げられている。	

	 一方、石山ら（2013）は、学生支援員ボランティアと特別支援教育支援員を対象にグル

ープインタビューを通して、今後の支援員制度に必要とされる課題を検討している。その

結果、相談する時間がないことから、支援員の要望として情報の共有を求めていること、

支援員自身がどこまでの職務をこなせばよいのか分からず困惑している状況があることか

ら、支援員の職務を明らかにすることが挙げられた。また、発達障害について児童に説明

するのを担任も悩んでいる状況で、支援員の立場は児童生徒にも説明しにくい状況がある

上に、違う名目で児童に紹介されている場合があり、支援員はここにいてもよいのか、と

いう不安等が見出されている。	

	 学生支援員に関して、河村ら（2012）は大学で教職課程を履修し、教師をめざし小学校

において学生支援員を行っている学生を対象に、活動実態と活動上の課題、課題解決への

意見、学校からのサポート状況等を調査している。学生支援員が活動を行う上で、「児童

への接し方がわからない」、「支援の程度が分からない」という回答が多く、学校への訪問

回数が少ない学生にとって、支援の必要な児童の理解を深め、特性等に応じた援助を行う

ことの困難さがあることが明らかになった。河村ら（2012）は小学校教員の多忙さや個人

情報の内容を含むことを理解しながらも、学生は児童についての情報の共有や指導方法等

についての打ち合わせや情報交換を強く求めている、と指摘している。そして、学校現場

と学生を派遣する大学とが共通理解し、適切なサポート体制を構築していくことが重要で

あるとして、学生を派遣する大学と小学校や教育委員会との連携のあり方、大学での学生

支援のプログラムのあり方等について、今後検討が必要であると提起している。	

	 これらの先行研究からは、学生支援員に限らず特別支援教育支援員は、打ち合わせの時

間を含めて話し合う時間の困難さ、児童への接し方や支援の程度について悩んでいること
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が分かり、筆者のインタビュー対象者である特別支援教育支援員からも、「どこまで支援

に入れば良いのか分からない」という意見があった。さらに、武田ら（2012）は、担任以

外の教員と子どものことに関しての共通理解ができていないこと、特別支援教育支援員の

メンタルヘルスに配慮した支援のあり方も課題として挙げている。 

これらの課題の解決への方向性として、先行研究からは学校側の支援員に対する共通理

解、校内委員会の活用、気軽に相談できる雰囲気や体制作りに学校全体で取り組むこと、

学級担任を対象とした支援員活用の研修、特別支援教育支援員の勤務体制の整備、さらに

学生支援員に対しては、学生を派遣する大学と小学校や教育委員会との連携のあり方、大

学での学生支援のプログラムのあり方等について、今後検討が必要であるという示唆を得

ることができた。 

	  

（２）チームとして特別支援教育を進めていく上での課題と解決の方向性 

	 図１は、インタビュー及び先行研究の検討から見えてきた課題と解決の方向性を表して 

いる。 

 

 

小学校少人数指導（加配）担当者は、T・T を通して児童生徒に関しての共通理解があ

り、会議でも共通の話ができるとし、中学校通常学級担任は、会議で生徒に関しての情報

図１	 インタビュー及び先行研究から見えてきた課題と解決の方向性 

		

T
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共有をもとに、管理職や保護者も巻き込み、生徒の支援へつないでいると述べている。	

松本ら（2006）は「T・T が機能するのは教室の中だけに限らず、学校教育全体で生き

て働くもの解釈すべき」であると指摘し、インタビューのスクールカウンセラーは生徒へ

の支援は担任以外にも部活顧問、校長、教頭先生等生徒に関わる者同士がどうつながって

いくかが鍵であると指摘している。教職員同士の T・T は、まさに学校がチームとして動

くことができる原動力で、協働性の醸成へとつながっていくのではないか。	

	 特別支援教育の要である特別支援教育コーディネーターは、特別支援学級や通常学級、

特別支援教育支援員等の窓口のみならず、支援も担っている。また、児童生徒の支援のた

めに保護者との連携も必要不可欠である。第２章Ⅲでも指摘したように、特別支援教育コ

ーディネーターの多忙さが特別支援教育を進める上での課題の一つとなっている。第２章

Ⅳで取り上げた地域連携担当教職員のような役割を遂行する担当者を独立したポジション

で位置づけることが、特別支援教育コーディネーターの負担軽減につながる。	

	 特別支援教育支援員の課題である困り感や不安感は、管理職が率先して、気軽に相談で

きる雰囲気づくりや特別支援教育支援員に対する共通理解を深めるような学校づくりに努

めることが求められるとともに、庭野（2011）が指摘しているように、学級担任に対する

支援員活用方法の研修が必要であると考える。	

	 特別支援教育支援員の課題は、学校で解決の方向性が見出されるものと勤務体制など国

レベルの取組に関わるものがある。現状で工夫できることを行いつつも、支援が必要な児

童生徒への適切な支援を行うためには、特別支援教育支援員の勤務体制、待遇等について

のさらなる改善が求められる。	

	 また、特別支援学級担任の継続性が困難であることや担任希望者が少ないことに関して

は管理職の学校経営や教育委員会の対応の工夫が求められる。	

	 学生支援員は、将来教員を希望している大切な存在である。学生支援員の経験を将来の

教員としての素地固めにするためにも、河村ら（2012）の学生支援プログラム実現に期待

したい。	

	 第２章Ⅲの文科省の事業では、通級指導教室担当教員増など教職員定数増を実施してい

るが、インタビューの特別支援学級担任が要望していたように、児童生徒一人一人の適切

な支援のためにも、さらなる教員定数増が望まれる。	

	

Ⅴ 考察	  
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	 第３章Ⅲでは、T・T に関する 4 本の先行研究の考察を通して、六項目の長所を見出し、

「T・Tの長所項目表」を作成した。	

	 第３章Ⅳでは、長沼（2005）が「AT の動きこそがティーム・ティーチングの成功を大

きくする」と指摘していることを受けて、筆者は T・T に関する文献、先行研究をもとに

「AT の支援評価表」を作成した。茨城県教育研修センターの研究報告書は、「特殊教育諸

学校のティーム・ティーチングは、多数の教師がティーム・ティーチングに関わるという

特徴があるため、授業前の協力、授業後の協力などの技術・スキルが重要な意味を持つ」

と指摘している。これらのことを踏まえ教職員同士の T・T を、さらに教職員と専門スタ

ッフ、外部人材との T・Tについて考察する。	

	

１． 教職員同士の T・T	

	 第３章Ⅲの表 2「T・Tの長所項目表」は、長所と

して六つの項目を示している。本アンケート調査の

教職員同士の授業で効果的だった点（第４章Ⅱ	表

3−8:143 項）では、二つのカテゴリーが挙げられ

た。一つ目のカテゴリーである『効果的な支援』のサブカテゴリーは「個に応じた支援が

できる」、「授業がスムーズに展開できる」、「複数の目で見ることができる」、「安全の確

保」である。記述内容（第４章Ⅱ	表 3−8:143 貢）を見ると、「授業がスムーズに展開でき

る」は、②役割分担の明確化と⑥物理的な効果に、「安全の確保」は、②役割分担の明確

化に、「複数の目で見ることができる」は、④教師と子どもの関係の構築につながってい

ると捉えられる。	

	 二つ目のカテゴリーである『教員の力量形成』のサブカテゴリーは「授業改善」であ

る。内容にある、他の教員の技術や指導法を間近で見て学ぶことができる、授業改善につ

いて意見を出し合うことができる等を積み重ねて行く中で、③教師同士の人間関係の構築

も醸成されると考える。授業における T・T で引き出された長所がさらに積み重ねられる

ことにより、まとまりのある教職員集団が醸成され、学校がチームとして動くための土台

となると言えるのではなかろうか。	

	 筆者は、知的障害特別支援学校の授業の T・T において、AT 担当教員に、作成した「AT

の支援評価表」（第３章Ⅳ:116 項）を 1学期前半と 2学期後半に活用してもらい、AT の支

援の変容について考察した（福山,2016）。	

2

T

T
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	 改善が見られた『授業前の協力』（共通理解,授業案づくり,教材準備）、『授業後の協力』

（授業後の整理,指導法の評価,学習・活動状況の評価）に注目すると、『授業前の協力』

の共通理解の内容である「予想されるトラブルへの対応法を事前に検討する」、「子どもの

様子・実態、授業のねらい等を共通理解する」、授業案づくりの内容である「色々な授業

のアイデアを出し合う」、「展開について色々な案を出し合い内容を深める」、「指導の計画

を協力して作る」、教材準備の内容である「分担することによって幅広い教材を準備す

る」、『授業後の協力』の指導法の評価の内容である「授業の反省を話し合いによって客観

的に行う」、学習・活動状況の評価の内容である「各々の情報を出し合って子どもの学

習・活動への評価を深める」に改善が認められた。	

		AT 担当の教員は、『授業前の協力』では、特に「子どもの様子・実態、授業のねらい等

を共通理解することができる」が、支援できたと評価している。しかしながら『授業後の

協力』の指導法の評価の内容である「授業後に指導の方法を学びあう」が、あまりうまく

できなかったと評価している。MT に対する遠慮があり、十分に学び合えなかったのでは

と推測される。教師としての力量を高めるためにも、授業について遠慮のない意見を出し

合える学校文化の醸成が求められる。	

	 本アンケート調査の教職員同士の T・Tにおいて、「教職員同士で授業をする上で工夫が

必要な点（第４章	表 3−9:145 貢）」の内容では『連携』がもっとも多かった。「共通理

解」と「意思の疎通」は重なる部分もあるが、日常的な連携を踏まえ、あえて分けた。具

体的には、「共通理解」は「事前の打ち合わせ」、「生徒に関する情報共有」、「子どもの実

態・課題・集団、主指導者の意図、ねらいの共有を大切にすること」、「授業の目的・内容

を事前に T・T を含め全員が理解し、児童一人一人の発達段階や目的を共通理解してお

く」等である。教員は多忙であるため、事前の打合せ等が必要であると感じながらも不十

分であることが調査結果から窺われた。	

	 「意思の疎通」では、「共通理解」を図るために「意思疎通を図る環境づくり」、「主指

導者との意思疎通」、「普段からの信頼関係を作る」等が挙げられた。	

	 天笠（1999）は、T・T に取り組む教師の間にも、教育熱心なあまり意見の相違が生じ

たり、感情的なもつれが生じたりすることもある。「T・T はいたわり合う気持ちがなけれ

ば成功しない」と言われるが、こうした感情的なもつれをどのように解消していくか、関

係する教師の人間的な成熟と工夫が求められる、と指摘している。	
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２．専門スタッフとの T・T	

	 図 2 教職員と専門スタッフの授業は、本アンケート調査の第４章Ⅱの質問で、教職員と

専門スタッフと授業を実施する上で効果的だった点（表 3−12:155 貢）、工夫が必要な点

（表 3−13:157 貢）、専門スタッフが効果的に支援できた点（表 5−10:166 貢）、支援する上

で困った点（表 5−11	:166 貢）のサブカテゴリーを表している。	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	 「T・T の長所項目表」は、教員同士の T・T の観点ではあるが、児童生徒を間において

同じ場を共有するもの同士として考えたい。「T・T の長所項目表」の観点から、看護師

は、児童生徒が安心して授業に参加できるための重要な役割を担っている。OT,ST,動作法

スーパーバイザー、外部講師は教員の専門性向上、つまり力量形成を担っているととも

に、児童生徒への直接的な指導という点で個に応じた指導の充実のための役割を担ってい

ると言える。これらに鑑みて、教職員と専門スタッフの授業も、一つの T・T の形態をな

していると言えるのではないか。	

	 ①、②においては、教員、専門スタッフ共に記述内容から共通の思いがあり、双方向的

であることが分かった。	

	 ③、④では、それぞれの立場の思いを垣間見ることができた。③教員の工夫が必要な点

である「連携」では、日常の意思の疎通、信頼関係を作る等、「配置に関して」では、打

図２	 教職員と専門スタッフの授業 
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ち合わせの時間の不足や専門スタッフの数、回数の不足、「役割分担」は、協力体制を予

め相談する等が挙げられた。 

	 ④専門スタッフが支援する上で困った点の「役割」では、看護師の役割についての共通

理解等が挙げられ、「指導・助言」では、専門スタッフ自身のアドバイスがうまく活かさ

れないこと等が挙げられた。	

	 さらに、専門スタッフには特別支援教育に関わる上での要望（表 5−14:170 貢）も質問

した。主なものを挙げると、看護師はその数の少なさから情報源を求めていること、専門

スタッフ充実のための時間と予算の確保、研修の実施、福利厚生面の充実を要望してい

る。他の専門スタッフは、外部人材の活用例が少なく、もっと継続的に連携し合えること

等を要望していること等であった。	

	 看護師に関して、泊ら（2012）は、看護師が学校で活動する困難と課題を明らかにする

ために、東海・近畿地区にある特別支援学校に勤務する看護師を対象にアンケート調査を

実施した。教育の場において、医療的ケアに関わりチームを組む課題として、授業におけ

る看護師の役割の不明確さ等からくる「教育の場における看護師の役割の不明確さ」、医

療の常識と学校での常識の違いや授業優先でのケアの判断等からくる「医療的ケアを教育

の一環として捉えている教育識者（担任・教職員等）と、医療者と看護師の子どもの症

状・重症度に対する見方の違い」、担任と保護者の板挟み、担任とのコミュニケーション

の困難、担任に対してケアに異なる意見があっても言いにくい、担任の交代でケアへの看

護師の関わりの程度が変わる等からくる関係をつくる難しさが指摘されている。	

	 また、田中ら（2018）は、全国の看護師配置のある特別支援学校に勤務する学校看護師

を対象にアンケート調査を実施した。その結果、同じ時間帯にケアが集中してしまう、教

師との業務の境界が曖昧、教員の仕事も行っている、会議などで時間延長しても振替代休

が取りにくい、医療依存度の高い子どもが増えており、業務量だけでなく安全性を確保す

る責任の重さの方が辛い等の「業務の過密と多忙さ」、日給が決まっていて時間外勤務手

当はない等の「賃金の保障」、常勤だが研修権、宿泊時の手当など教員にはあるが、看護

師にはない等の「宿泊・研修の保障」、学校看護師の仕事の働き方として非常勤の業務時

間を増やす、もしくは常勤を配置するなどして対応しなければニーズに合わない等の「非

常勤採用の問題」が挙げられた。田中ら（2018）は、看護師の役割・専門性と校内での連

携協働について、他の職種同様の 8時間の勤務時間と常勤採用とする勤務条件を基本とす

ることにより、校内での多職種連携を強化してくことができると指摘している。	
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	 一方、清水（2014）は、全国の通常学校(原文通り)において、医療的ケアに関わる看護

師の配置や雇用状況の実態を明らかにすることを目的として、教育委員会を対象にアンケ

ート調査を実施した。看護師の雇用状況については正規雇用ではなく、給与が安定してい

ないことや福利厚生面が不十分であることが考えられる、としている。さらに、通常学校

で医療的ケアに関わる看護師の雇用名称として、支援員、介助員等、特別支援教育支援員

を示す名称が用いられていたことから、看護師の職務や業務内容として、医療的ケアと介

助員の業務を兼務するが、もっとも多くを占めていたことが明らかになっている。このこ

とから清水（2014）は、通常学校で医療的ケアに関わる看護師は、医療的ケアに加え、特

別支援教育支援員の業務も担うことも求められ、研修の場、相談できる場、ロールモデル

の存在が少ないことで、ケアを実践する上で困難を抱えやすい状況にあることから、看護

師が望ましいケアを提供できるよう、通常学校でのサポート体制を構築する必要があるこ

とを指摘している。	

	 PT に関して、石倉ら（2015）は、特別支援学校における PT の活用状況と課題を明らか

にすることを目的に全国調査を実施した。特別支援教育における PT の活用形態は、①学

校の校内研修会講師、②教育委員会が実施する研修会の講師、③校内研修会以外の役割で

学校を訪問する外部専門家、④学校教員が PT のところを訪問する、⑤教育委員会からの

派遣としての巡回相談員等、⑥県福祉部による派遣事業としての療育相談、⑦自立活動教

員としての PT を採用、⑧PT を「職員」として特別支援学校に配置、⑨PT が教員免許を取

得した上で教員採用試験を受験して採用等、さまざまな活用形態があることが分かった。	

	 また、特別支援学校に PT が関わる困難さを感じる理由のうち、教員側の問題として、

教員の知識や意欲などの個人差の大きさや外部専門家の専門性についての理解不足等が挙

げられた。PT 側の問題として、学校教育や学校生活についての理解不足、意見交換をす

る機会の少なさ、保護者との情報交換の少なさ等が挙げられている。石倉ら（2015）は、

特別支援学校との連携に際しては、日常的な連携体制や PT の活用に関するシステム化が

重要であること、PT も学校の教育課程、特に自立活動に関する理解が必要であることを

指摘している。	

	 ST に関して、鈴木ら（2018）は、特別支援教育の ST による外部人材支援の実態と課題

について、外部専門家（ST）として学校の特別支援教育に関わる会員（子どもの発達支援

を考える ST の会）にアンケート調査を実施した。支援の財源は、都道府県、市が半数以

上を占めていた。学校種別では特別支援学校がもっとも多く、以下、特別支援学級、通常
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学級であった。支援の内容として、校内からの相談支援が主であったが、校外での巡回相

談、研修会等多岐にわたっている。学校と協働する上で必要なこととして、学校との相互

理解、組織や指導についての情報の必要性、多職種連携、組織的なバックアップが必要で

あることが指摘された。	

	 OT に関して、古山ら（2018）は、特別支援学校で OT がどのような関わりをして、何を

期待されているかを明らかにするために特別支援学校教員へのアンケート調査を実施し

た。OT との取組が教員にとって役に立ったことは、「児童生徒の問題点が理解できた」、

「異なる視点で児童生徒を見ることができた」、「自分の関わりを見直すことができた」等

が挙げられ、児童生徒にとって役に立ったことは、「児童生徒の身体機能が変化した」、

「日常生活課題でできることが増えた」等が挙げられた。そして、教員が今後	OT	に期待

することとして、「教室での直接的問題解決と評価」、「互いの専門性を尊重した連携」、

「OT の学校システムへの理解と参加」等が挙げられている。	

	

	 先行研究からは、看護師は医療的ケア実施の不安、役割の不明確さや雇用についての課

題があることが明らかになった。多職種との連携については、日常的な連携体制、学校と

の相互理解、互いの専門性を尊重した姿勢が必要であることやサポート体制の構築、活用

に関するシステム化等の組織的なバックアップが必要であることが示唆された。	 	

	

３．外部人材との T・T	

	 加藤（1994）は、T・T は学校の教職員ばかりではなく、地域社会の人々を含んだ豊か

な人的学習環境を子どもたちに与える機会になるとし、教師や教育に関わる他の人々が協

力し合って指導に当たるという意味で、きわめて広い概念であり、誰と、どんな役割を担

って、どのような形式で協力し合うかによって、多様な T・T が考えられると指摘してい

る。さらに天笠（1999）は、シャプリンが定義した T・T の定義を踏襲しながらも、ボラ

ンティア等を含めようとする点で広い解釈をしている。これらのことからも、筆者は地域

人材やボランティアと実施する授業をはじめとする教育活動を、T・Tとして捉えたい。	

	 教員へのアンケート調査では、外部人材として教科・領域を合わせた指導等の授業に入

っているボランティア、職業に入っているコンビニ店員、作業学習に入っている陶芸家、

ぶどう園管理者、出前授業担当者、花植え交流のボランティア等が見出された。	

	 図 3教職員と外部人材との授業は、第４章Ⅱの教員への質問で、教職員と外部人材との
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授業を実施する上で効果的だった点（表 3−12:155 貢）、工夫が必要な点（表 3−1:157 貢）

のサブカテゴリーを表している。	

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	 外部人材は、技術面等において専門性を有する人材が、特別支援学校の職業や作業学習

に参画するものから、地域住民との交流を目的と推測されるものまで幅広いものとなって

いる。そのため②の連携では、児童生徒の実態についての共通理解、細かい打ち合わせの

必要性、指導法について伝えること等、児童生徒理解では、児童生徒への関わりの基本的

なことや必要以上に手助けをしないこと等が挙げられており、障害者との交流が少ないボ

ランティア等に対しては、より丁寧な対応が必要となってくるのである。 

 

４．自由記述より 

	 本アンケート調査では「意見」として自由記述欄を設けた。その自由記述を、ここでは

管理職（B 市含む:203 貢）、教員（通級指導教室担当者,インタビュー対象者を含む:204

貢）、特別支援教育コーディネーター（205 貢）、専門スタッフ（205 貢）に分けて以下の

表 4−1 から表 4−4 に示した。	

	  

 

 

 

 

 

	 表 4−1 は、管理職の意見をカテゴリーごとにまとめている。「行政レベルの課題」と

「専門スタッフについて」の 2カテゴリーが挙げられた。専門スタッフ配置の事業はある

図３	 教職員と外部人材との授業 
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ものの、配置されていない学校もある。また、専門性のある特別支援教育コーディネータ

ーや学校経営の立場から主幹教諭の適切な配置の要望等や、通常学級からは、診断名のな

い児に対しての専門スタッフ配置基準の考慮を求める要望があった。	

表 4−2 は、教員（特別支援学校等、インタビュー対象者）の 17 名の意見をカテゴリー

ごとにまとめている。	

	  

カテゴリーとして、「行政レベルの課題」、「連携・協働」、「専門スタッフについて」、

「外部人材について」が挙げられた。「行政レベルの課題」は、専門スタッフ配置の予算

不足が大きな課題である。「専門スタッフについて」は、専門スタッフの教育活動への参

加のしかた、近隣の専門学校とパートナーシップを結び専門スタッフを活用しているこ

と、学校全体としてチームとして取り組んでいること、重度・重複児のためにも配置を希

望していること等、「外部人材について」は、行事等での実践が多いこと、授業に参画す

ることは稀であること等、「連携・協働」に関しては、子どもの成長につながる連携の大

切さや教師と専門家のねらいの食い違いがあり難しい等の記述があった。	

	 表にはないが、T・T の捉え方や T・T の意義、「ティーム」という考え方についての記
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述、教師としての専門性をしっかり身につけていく必要があることや特別支援学校等で支

援員配置のアンバランスを指摘し、配置のない学部から支援員配置の要望があった。	

		表 4−3 は、特別支援教育コーディネーター3 名の意見である。「お互いの歩み寄り」、

「多忙」、「支援員への支援」の 3カテゴリーが挙げられた。	

 

	  

 

 

 

 

 

	 表 4−4 は、専門スタッフ 6名の意見をカテゴリーごとにまとめている。	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 「行政レベルの課題」、「専門スタッフ、外部人材について」、「学校、教員へ」の 3カテ

ゴリーが挙げられた。常勤の看護師の配置を望むこと、教員不足の指摘、専門職の専門性

は全く異なり、特別支援教育にどのような専門職が必要なのか明確にしていく時期が来て

も良いこと、外部人材が授業に参画することで多方面からの視点で児童生徒を支援するこ

とができ、共生体験や社会体験が促されることが大切であることや、学校や教員への要望

があった。 

		Ⅴ考察では、本アンケート調査結果及び先行研究を通して、教職員同士、専門スタッ

フ、外部人材との T・Tについて、課題や捉え方等について考察した。	

	 専門スタッフが授業に入ることにより、T・T の長所を引き出すことができることか
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ら、一つの T・T の形態をなすこと、教育活動に参画する外部人材も先行研究の知見より

T・Tと捉えられることを筆者は指摘した。	

	 専門スタッフの場合は自立活動が中心であり、回数に関係なく児童生徒に関しての情報

の共有や振り返りは必要で、それがなければ個々のニーズに応じた的確な支援は困難であ

ると考える。	

	 また、外部人材の学生支援員、学校支援ボランティア等についても、その活動内容によ

っては、児童生徒に関しての情報の共有や実施内容の情報提供は一定必要であろう。多忙

な中でも、その時間の確保や方法の工夫が必要である。それらの積み重ねを通して、学生

支援員、学校支援ボランティア等外部人材が教育活動へ「参加」から「参画」へと高まっ

ていくと考える。	

	 さらに、教職員、専門スタッフが共に児童生徒へ的確な支援をするためには、協働の姿

勢を持ちチームとして取り組めるような組織体制の構築とともに、教員増員や専門スタッ

フ等の適切な配置を含む行政レベルでの改善が強く求められる。	

	 本アンケート調査は、回収数が少なく全体的な傾向として捉えるには不十分な面もある

が、本調査結果を土台にして、さらに研究を深めていきたいと考えている。また、本アン

ケート調査については、質問項目の文章等分かりにくい部分もあった等の指摘があり、こ

のことも踏まえて、今後の研究に活かしていきたい。 
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第５章	 共生社会を見据えた T・T のあり方	

	

	 本章のⅠでは、共生社会を見据えた T・T のあり方について文献を通して考え、Ⅱで

は、専門スタッフ、外部人材と共に取り組むチームとしての学校のあり方について、Ⅲで

は、共生社会を見据えた T・T の類型化を試み、Ⅳでは、共生社会を見据えた特別支援教

育における T・Tのあり方について事例を通して考察する。	

	 なお、「ティーム・ティーチング」、「ティーム」、「チーム」、「T・T」「T.T.」等の表現

は、原文に沿って表記している。	

	

Ⅰ	共生社会を見据えた	T・T のあり方とは	

	

１．外部人材が参画する T・T	

	 新井ら（1999）は、T.T.による学校改善の取組として、「T.T.によって授業を変える」、

「チームにより生徒指導を進める」、「時代の課題に応じるカリキュラムを開発する」、「教

師の発達を促す」、「開かれた学校をつくる―地域人材を生かした T.T.―」、「T.T.と『総

合的な学習の時間』」について考察している。ここでは、筆者の研究テーマに沿って、外

部人材が参画する「チームによる生徒指導を進める」、「開かれた学校をつくる−地域人材

を生かした T.T.」を通して、T・Tによる協働性の醸成、外部人材との T・Tについて考え

る。	

（１）チームにより生徒指導を進める−“学級崩壊”・“学校崩壊”をいかにくいとめるか−	

	 図 1 は、学級崩壊・学校崩壊を食い止めるためのチームによる取組を表している（新井

ら,1999）。	
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学級崩壊・学校崩壊を食い止めるためのチームによる取組は、協働の視点により、T.T.

による授業がチームによる生徒指導に効果をもたらし、チームによる生徒指導が T.T.に

よる授業を生み出す。T.T.教員は学級担任との連携・協力について、授業に止まらず、生

徒指導面や学級経営面において工夫を図ることが求められており、学級担任と T.T.教員

との間で開かれた関係を創り出すことが基盤である。養護教諭に関しては、「学校不適応

対策調査協力者会議」の報告書（1992）では、「心の居場所」をキーワードに養護教諭を

学校における登校拒否（原文通り）対応の指導体制に位置づけられたことにより、養護教

諭も積極的にチームに加わり、チームで育てていくという問題意識、技術、マインドを持

つことが求められている。スクール・カウンセラーには、登校拒否の予防、子ども理解に

関するアドバイスなどを通して、子どもたちと学級担任を結ぶパイプ的な役割が期待され

ていると同時に、学校の組織や運営に関する知識も必要であり、学級担任をはじめとする

教職員の気質について理解が求められる。地域の人々とのネットワークでは、カウンセラ

ー、社会人講師、地域の協力者、父母などあらゆる層の人々といかに関係を形成していく

かが重要になってきている。いかに人的なネットワークを作ることができるかが学校経営

の課題である。学校は、関係機関の役割とともに、そこにはどのような職員がいて、どの

ような役割を果たし得るのかを知っておくことが必要であり、関係機関の職員との信頼関

係の構築こそが連携の効果を高めるのである。何か起こった時だけではなく、日常的な交

	 	

T

	 	

.
.

.

図１	 学級崩壊・学校崩壊を食い止めるためのチームによる取組	

『学習の総合化をめざすティーム・ティーチング事典』pp.130-149 より筆者作成	
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流が大切で、それが信頼関係の醸成に繋がるのである。	

	 協働の視点からの T.T.による授業は、チームによる生徒指導に効果をもたらす。その

相乗効果が学校における指導の基盤となる。学級崩壊や学校崩壊を食い止めるため、教職

員をはじめスクール・カウンセラーや関係機関の職員、地域の人たちが力を合わせて仕事

をすることは、まさに「チーム」として取り組んでいる、と言える。	

	

（２）開かれた学校をつくる－地域人材を生かした T.T.－	

	 新井ら（1999）は、地域人材を生かした T.T.として「教科別指導における地域人材の

活用」、「特別活動等における地域人材の活用」、「進路指導における地域人材の活用」、「国

際化に対応するための地域人材の活用」、「情報教育における地域人材の活用」、「環境教育

における地域人材の活用」、「福祉教育における地域人材の活用」等について考察してい

る。ここでは、「福祉教育における地域人材の活用」について考える。	

	 1996（平成 8）年に出された中央教育審議会答申は、「生きる力」を育むことがこれか

らの学校の 重要課題であるとし、学校観の転換を図った。つまり、学校は多くを教える

ことから、少なく教え、子ども自身が主体的に学びながら自分を発見していくことを支え

ていくところに変わらなくてはいけないということや、児童生徒が地域の人々のさまざま

な生き方に触れるという点において、地域人材の活用の意義があるとしている。	

	 また、地域人材における「地域」とは、「児童生徒の生活圏」、「父親の生活圏」、「母親

の生活圏」、「教師の生活圏」等多様な生活圏が考えられる。これらの地域から、学校が人

材を発見し活用することにより、地域の教育力向上にもつながる。	

	 地域における「人材」とは、正規の教員の削減が目的ではなく、正規の教員が児童生徒

の学習要求に対応しきれない部分を補うことが基本的なねらいで、特に「非制度的人材」

は、正規の教員が教育活動を展開していく過程で、児童生徒の主体性を拡大し、体験的要

素を増やし、理解を深めることを目的として、部分的に協力してもらう人材である（新井

ら,1999）。	

	 教師を母体としたチームに、部分的な協力ではあるが、実際の活動として参画している

T・Tと言える。	

	

（３）福祉教育における地域人材の活用	 	

	 高齢社会の課題について考えさせるために、教育課程審議会（文部省,1996）は「高齢
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社会への対応」のため、各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間において、高齢

化社会の課題に関する理解を深めるとともに、実際に高齢者や障害のある人と交流し、触

れ合う活動や、介護・福祉に関するボランティア活動を体験することを重視するとしてい

る。その際は、実際に福祉サービスの対象となるような人たちのほか、福祉行政に携わっ

ている人、実際にボランティア活動をしている人、福祉について専門的に研究している人

なども重要な地域人材として大いに活用すべきである、と指摘している。	

	 地域人材の活用は、事前の打ち合わせ、当日の対応、事後の話し合い等、教職員にとっ

ては仕事を増やすことばかりであると感じることも多いであろう。しかしながら、第２章

でも述べたように、教員に加えて、多様な価値観や経験を持った大人と接したり議論した

りすることは、児童生徒にとって、より厚みのある経験を積むことができ、本当の意味で

の「生きる力」を定着させることにつながるのである。よって、地域人材を活用した T・

T を円滑に進めていくためにも、第２章Ⅳで指摘したように、柔軟に動ける時間の保証が

なされた地域との連携を担う教職員（地域連携担当教職員）の配置が重要となるのであ

る。	

	

２．共生社会を形成するための地域人材活用と T・T	

	 共生社会とは、障害者等が積極的に参加・貢献できる社会で、誰もが相互に人格と個性

を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社会である（文

部科学省,2015	）。筆者は、共生社会とは個々の教育的ニーズを満たす特別支援教育が基

礎となり、障害の有無にかかわらず多様な人たち、多様な生き方を包み込んでいる社会こ

そが「共生社会」であるとした。しかし、第２章Ⅰで、落合ら（2016）が指摘したよう

に、共生社会は、我々日本人が自分のこととして取り組むべき内容であるとは、残念なが

ら、あまり認識されていない。	

	 中央教育審議会初等中等教育分科会の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（2015）では、インクルーシブ教育シス

テム構築の推進に当たっては、普段から地域に障害のある人がいるということが認知さ

れ、障害のある人と地域住民や保護者との相互理解が得られていることが重要であり、学

校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）や学校支援地域本部事業など、各学校は障

害のある子どもへの対応をも念頭に置き、地域の理解と協力を得ながら連携し取り組む必

要があるとしている。さらに共生社会の形成に当たっては、保護者、親の会等の障害者関
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係団体、NPO、ボランティア等を巻き込んだ地域の力で、地域において「共に生きる」こ

とを推進することが重要である、と提起している。	

	 筆者の経験上、特別支援学校と何らかの関わりがないと、そこで学ぶ子どもたちや学習

の様子などは分かりにくいものである。障害のある子どもたちとの交流は意識的にその機

会を設けない限りは困難である。普段から地域に障害のある人がいることが認知されてい

る、地域住民や保護者との相互理解が得られるためには、障害のある人とない人たちの何

らかの形で交流が必要であり、その一つとして、地域住民や保護者がボランティアとして

学校に関わることが考えられる。筆者は、地域住民が馴染みやすい学校支援地域本部事業

が重要な役割を果たすと考える。	

	 学校支援地域本部事業は、学校・家庭・地域が連携・協働して教育活動を展開する仕組

みとして、地域の人々の参画により学校の教育活動を支援する事業である（文部科学

省,2015）。原則として、中学校区（標準：１	 中学校、２	 小学校）に学校支援地域本部

を設置する。本部は、地域（学校支援の表記もあり）コーディネーター、学校支援ボラン

ティア及び地域教育協議会で構成される。コーディネーターが学校側とボランティアの連

絡調整を行い、学校のニーズに応じてボランティアを派遣する（文部科学省,2009）。地域

コーディネーターは、ボランティア、	PTA 関係者、PTA	活動の経験者、退職教職員、自

治会、青年会などの地域関係団体の関係者、地域や学校の特色や実情を理解する企業、

NPO、団体等の関係者、社会教育主事の有資格者（神奈川県教育委員会,2018）が考えられ

る。	

	 地域の人々の参画により教育活動を支援する学校支援地域本部事業は、新井らの地域人

材を活用した T・T と捉えることができる。そして、共生社会の形成のためには、地域人

材を活用した T・Tが必要なのである。	

	

Ⅱ	チームとしての学校のあり方	

	

	 第２章Ⅳでは、チームとは「一つの目的のために複数の人が力を合わせ、仕事をする

人々の集まり」と捉えた。また、学校が備えるべき力をスクールバスのイメージで捉え、

教職員集団は学校づくりのエンジンであり、エンジンの性能はチームワークを基盤とした

学校の組織力であるとした。そして筆者は、専門スタッフ、外部人材の参画を教職員集団

の強力なエンジンにどう組み込んで行けば良いかが、今後の課題であると指摘した。	
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	 ここでは共生社会の形成のために、学校が専門スタッフ、外部人材と共に取り組むチー

ムとしての学校のあり方について考察する。	

	

１．専門スタッフ、外部人材と共にチームとして取り組む必要性	

	 	2012（平成 24）年の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のた

めの特別支援教育の推進（報告）」は、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー、ST,OT,PT 等の専門家の活用を図ることにより、障害のある子どものへの支援を充

実させる必要があり、医療的ケアの観点からの看護師等の専門家についても、必要に応じ

確保していく必要がある、と指摘している。さらに、同報告は、共生社会の形成に当たっ

ては、保護者、親の会等の障害者関係団体、NPO、ボランティア等を巻き込んだ地域の力

で、地域において「共に生きる」ことを推進することが重要である、提言している。	

	 第２章Ⅳでも取り上げたが、2015（平成 27）年には、中央教育審議会から「チームと

しての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」が出され、心理や福祉に関する

専門スタッフとしてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが、特別支援教

育に関する専門スタッフとして看護師、特別支援教育支援員、ST,OT,PT,就職支援コーデ

ィネーターが明記されている。これら専門スタッフ等の体制等を整備することが必要で、

それらが機能して、はじめてチームとしての学校の体制が整備される。そのことにより教

職員が専門性を発揮するとともに、専門スタッフ等の参画を得て専門性や経験を補い、子

どもたちの教育活動を充実していくことが期待できるとし、文部科学省の事業（第２章

Ⅲ）においても実際に専門スタッフ等の配置がなされている。	

	 筆者が実施したアンケート調査においても、数は少ないものの専門スタッフや外部人材

も、授業をはじめ教育活動に参画している実態が明らかになった。今後、ますます専門ス

タッフ、外部人材が教育活動に参画することが予想され、共生社会の基礎となる特別支援

教育の推進のためにも学校と専門スタッフ、外部人材が共にチームとして取り組む必要性

があると言えるのではなかろうか。	

	

２．アンケート調査から見えてきた課題	

	 第２章Ⅳにおいて、「チームしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」か

ら、「チームとしての学校」実現のための三つ視点（図 2:78 貢）を挙げた。すなわち「専

門性に基づくチーム体制の構築（横の連携）」、「学校のマネジメント機能の強化（縦の連
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携）」、「教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備（場づくり）」である。	

	 ここでは、「チームとしての学校」実現のための三つの視点の課題を、第４章のアンケ

ート調査項目の管理職への質問「チームとして取り組む特別支援教育を進める上での課題

や困っていること（第４章Ⅱ	表 1−5：127 貢,	第４章Ⅲ	表 1−6：176 貢）」、特別支援教育

コーディネーターへの質問「特別支援教育コーディネーターとして困っていること（第４

章Ⅱ	表 2−8：134 貢）」の記述から取り上げる。さらに「専門スタッフ及び外部人材が授

業に参画する上で大切だと思われること（第５章Ⅱ図 1−１〜図 5：213 貢−218 貢）」の記

述からは、体制的な面からも示唆を得ることができたので、これも含めて「チームとして

の学校」実現のための三つの視点の課題を改めて整理してみることにする。以下、管理職

（A 県内特別支援学校等、B 市通常学級）、特別支援教育コーディネーター（A 県内特別支

援学校等、B 市通常学級）担任（A 県内特別支援学校等、通級指導教室担当者、B 市通常

学級）、専門スタッフ、インタビュー対象者ごとの記述をカテゴリーにまとめた。詳細は

資料Ⅴ−Ⅱ（391 貢以下）として掲載している。 

 

専門スタッフ、外部人材が授業に参画する上で大切だと思われること 

（１）管理職の記述 

	 図１−１は、A県内特別支援学校等管理職、図 1−2 は、B市通常学級管理職の記述をカテ

ゴリーにまとめたものである。	

 

A 県内特別支援学校等管理職は、『協働体制の構築』を一番に挙げている。「共通理解」

として、児童生徒への指導方法の統一性、教育や医療などそれぞれ専門的な立場としての

意見を吸い上げて、一つの共通した目標を設定し、同じ方向を向いて協力しながら職務に

図１−2	B 市通常学級管理職の記述	n=6	
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当たることが大切であること、お互いの業務の尊重、教師との連携・住み分けなど共通理

解・協働体制の構築等である。専門スタッフや外部人材は、年 3回の来校であるが、教師

の「専門性向上」のよい機会となっている、外部から多くの人材に教育活動に関わっても

らうことにより児童生徒との交流や、学校を知ってもらう機会となり、専門性や授業力向

上につながること等が指摘された。 

	 『専門スタッフ及び外部人材の力量』としては、教師が主となり専門スタッフが教育の

目的を尊重しながらアドバイスできることや学校教育への知識と理解があることが挙げら

れた。 

	 『行政レベルの課題』のうち、「教員増員」に関しては、専門性のあるコーディネータ

ーと主幹教諭の増員・適切な配置、専門スタッフ、外部人材をつなぐ担当教員の配置、教

員不足の中で多職種の専門スタッフがたくさんいても本来の教育は充実しない等が挙げら

れた。「多職種の人材の配置」として、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カー、ST,PT,OT	の配置、日常的に関われる人の校内での配置、指導時間の確保等が挙げ

られた。他に、教員の主体性を挙げたものや看護師は、医療的行為を行うことが仕事で医

療的ケア対象生徒に常時ついているが授業に参画するわけではない、といった記述もあっ

た。 

	 B 市通常学級管理職は、打ち合わせ、情報交換、情報の共有等の『共通理解』を多く挙

げている。『個に応じた支援』としては、個に応じた支援のための実態把握や通常学級で

の支援の配慮、『保護者との連携』では、保護者との連携による支援計画の策定、合理的

配慮の認識の必要性も挙げられた。他に医療的ケアのために看護師の配置希望もあった。 

 

（２）特別支援教育コーディネーターの記述 

	 図 2−１は、A県内特別支援学校等の特別支援教育コーディネーターの、図 2−2 は B 市通

常学級の特別支援教育コーディネーターの記述をカテゴリーにまとめたものである。 
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	 図 2−１の A 県内特別支援学校等の特別支援教育コーディネーターは、『共通理解』を多

く挙げている。「役割分担」では、お互いの専門性を理解した上での意見交換や役割分担

の明確化等が挙げられた。「コミュニケーション」では、学校の基本方針をもとに話し合

える場や時間の確保、学校の実情を理解して参画すること、授業、個人のねらいの共有等

のコミュニケーション、専門スタッフの恒常的な配置やスクールソーシャルワーカー等多

職種の配置の必要性が高くなる等が挙げられた。	

	 図 2−2 の B 市通常学級の特別支援教育コーディネーターは、より具体的な記述をしてい

る。『来校時の工夫』では、来校時に対象児を見ていただく際の写真・動画等の工夫が挙

げられ、『専門スタッフの力量』では、子育てと教育とは違うこと、専門スタッフの力量

として、集団の中の保育であることの認識、対象児がクラスの一員として感じられる環境

にすること等が挙げられた。他には、できるだけ子どもたちの日常に関わっていただける

方であることが望ましいという記述もあった。 

 

（３）担任の記述 

	 図 3	は、A 県内特別支援学校等担任、A 県内特別支援学校等通級指導教室担当者、B 市

通常学級担任、計 100 名の記述をカテゴリーにまとめたものである。 

 

 

 

 

 

図 2−2	B 市通常学級	 特別支援教育コーディネーターの記述																																			

n=2	
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	 『共通理解』の「お互いの歩み寄り」では、コミュニケーションを十分取ること、学校

と外部人材の立場をお互いに尊重し合うこと、共に一緒に考えるスタンスで進めること等

が挙げられた。「情報の共有」では、打ち合わせ、細かいケース会議、相談し合える関係

づくり等が挙げられた。「児童生徒の理解」では、障害・特性の理解、子どもに対する人

権意識、実態把握を行った上でその子どもに必要な力や社会参加のためにつけておかなけ

ればならない力を共通理解した上で、子どもの指導をすること等が挙げられた。「授業に

関して」では、教師がイニシアチブを取って授業として教育活動が進められるか、専門家

にお任せになってしまわないようにすること、授業をするという視点を持った対応・支援

方法をお互いに確認すること、専門スタッフ・外部人材が参画する目的、意図を全職員が

共通理解していること、看護師は医療的ケアのみをするのではなく、医療的ケアをしなが

ら対象児童生徒と一緒に授業に参加することによって、子どもの安心感や多角的な視野で

の授業づくり等の効果があると思うこと等が挙げられた。	

	 『役割分担』の「それぞれの立場」では、それぞれの役割をはっきりさせること、あく

まで授業は教育現場で行われるもので教師が中心となること、さまざまな見方や専門性が

ある中で子どもにとって何が大切かを考え、折り合いをつけながら参画していく必要があ

ること、授業はあくまで教育活動なので教師がすべきであるが、授業や日常生活をする上

で児童生徒が生活しやすい状況を作るために専門スタッフにいてほしいこと、子どもの諸

課題を考えると医療機関との連携は不可欠であるが、学校は子どもの人格形成に関わる教

育保障の場であり、ADL と共に QOL の確保を大切にしたいこと等が挙げられた。	 	

	 『行政レベルの課題』の「予算の確保」では、時間・人的配置に関する予算の確保、内

部人材としての配置が要望された。	

	 『指導・支援に関すること』の「教員の意識」では、外部人材を積極的に受け入れるこ
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とができる学校の体制・教員の意識、専門家に教育的視点を教員がしっかり説明し連携し

た授業づくりをしなければならないこと、専門家であることを活かすなら、授業を見てご

指導いただいた方が良い等が挙げられた。「連携」では、ST や OT 等の授業参画に関し

て、個別の課題がある児童生徒について、個別に指導を実際にして頂くことによって教員

がどのような指導や支援をすれば良いかが分かり、指導力が高まること、それを効果的に

するためには児童生徒の実態把握を正確に伝えた上で、専門家と対話をすることが重要で

あること、支援計画を共に理解していること、教員が専門スタッフに何を聞きたいのかを

はっきりさせること等が挙げられた。	

	

（４）専門スタッフの記述	

	 図 4は、	専門スタッフ（看護師、OT,ST,	就職支援コーディネーター、動作法スーパー

バイザー、外部講師、計 16 名）の記述をカテゴリーにまとめたものである。	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 『共通理解』の「情報共有」では、担任を中心とした教員の教育方針や目標の共有、情

報の共有が大切で、看護師は基本的には教員でないという立場なので、授業については教

員が主導権を握っていただければ、看護師はサポートや観察に力を入れることができる、

授業に参画というよりは、授業計画に至る子どもの実態把握（評価）情報を提供し一緒に

検討する機会を定期的に持たねばならない等が挙げられた。「お互いの垣根をこえる相互

交流」では、なるべく他部門の専門スタッフと関われる機会を増やし連携が取れるように

する、教師も企業実習を経験し、現実を理解することを通しての意識改革をし、外部人材

の経験に基づく考え方も取り入れること、教育は教師中心で、私たちももっと関わりたい
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と思っているが、お互いの遠慮があり言えていないことも多く、職種の垣根を超えて自由

に意見交換できると良いこと等が挙げられた。	

	 『行政レベルの課題』の「雇用に関すること」では、医療的ケア対象者が重度化してお

り医療的ケアもしながら教育もしないといけない担任の負担が増大しており、外部人材

（専門スタッフ）の授業への参画は必要不可欠で人材の増員も必要なこと、年数回の授業

では継続や結果の確認ができないこと、看護師経験者のある人が望ましく、パートではな

く常勤が望ましいこと等が要望された。 

	 『子どもに視点を当てて』の「多面的な見方に心がける」では、授業参画は特に医療的

ケアの児童を中心に関わるが、他の児童とも触れ合う機会も多く、多角的に見ることに心

がけていること、専門スタッフが入ることにより、子ども一人一人の特性を生かした授業

参加やケアができること、教育現場でのケアの必要性は時間的なこと、保護者の意向等も

含め変化させていくことは困難であること、いろいろな方向からの情報、意見、ケアやフ

ォローが今後必要になってくること等が挙げられた。「医療的ケア」では、正確で素早い

処置により、教育に安定した状況で参加できること、医療的ケアは保護者の代わりに行う

ため、保護者との関係も大切であること等が挙げられた。 

 

（５）インタビュー対象者の記述 

	 図 5 は、インタビュー対象者の小学校特別支援学級担任 2 名（元含む）、小学校少人数

指導（加配）担当、小学校通級指導教室担当者、中学校通常学級担任、スクールカウンセ

ラー計 6名の記述をカテゴリーにまとめたものである。	

 

 

 

 

 

 

 

	  

	 『行政レベルの課題』では、専門スタッフに対応できる人（コーディネートする人）が

必要であることが挙げられた。 

図５	 インタビュー対象者	 n=6	
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	 『専門スタッフ、外部人材の必要性』では、通級指導教室において外部人材（言友会）

の方が関わってくれると子どもたち自身の内面の強さが育つこと、巡回指導で専門の方が

来られ、助言をいただき支援につながったことが挙げられた。 

	 『共通理解』では、基本的に子どもを見る目を同じくすることが大事であり、子どもの

発達を共有できる人が挙げられた。 

	 『チームとしての取組』では、お互いの立場、多職種の混じり合い、いろんな考えの人

たちがいる中で、どうチームを作っていくかが課題であることが挙げられた。 

	

３．「チームとしての学校」の実現のための三つの視点の課題	

	 「2．アンケート調査から見えてきた課題」（212 貢-219 貢）から見出されたカテゴリー

を、図１「チームとしての学校」の実現のための三つの視点の課題として示している。	

	 	

「専門性に基づくチーム体制の構築（横の連携）」に関しては、多くのカテゴリーが見出

された。専門スタッフ、外部人材の力量はもとより、多様な専門家が垣根を越えて教育活
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動に参画すること、児童生徒の指導・支援に関すること、役割分担、共通理解、連携・協

働、協働体制の構築等が挙げられた。	

	 「学校のマネジメント機能の強化（縦の連携）」では、教員の育成、教員の多忙、特別

支援教育コーディネーターの多忙が挙げられた。	

	 「教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備（場づくり）」では、主幹教諭の増員・

配置、教員不足、専門スタッフの確保、雇用に関すること、専門スタッフ、外部人材をつ

なぐ担当教職員の配置等、行政レベルの課題が挙げられた。	

	 管理職には、共生社会の形成のための基礎となる特別支援教育の推進のために、的確な

リーダーシップを発揮することが強く求められる。また、協働の視点から、教職員と専門

スタッフ、外部人材がお互いの領域を尊重し合い、役割分担をしつつも児童生徒への教育

活動への効果的な支援について、より理解を深めることが重要である。そして、第２章Ⅳ

の考察で述べたように、校内の支援体制の構築のためには、地域連携を担当する教職員の

明確な位置付けが重要である。これが実現することにより、教職員の負担軽減につなが

り、専門スタッフ、外部人材の教育活動への参画が円滑に進み、チームとしての学校が構

築されていくのではないか。	

	

４．外部人材が参画する教育活動	

	 第４章Ⅱのアンケート調査では、学生ボランティアを含めた外部人材が教育活動に参画

している実態があった。図 1は、外部人材が参画している教育活動である。	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	 	

	 外部人材は、教職員をはじめ生徒への技術の習得、交流の機会、児童が安心して授業に

取り組める、生徒の社会体験等において大切な役割を果たしている。このことは、外部人

図１ 外部人材が参画している教育活動 
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材にとっても障害者理解へとつながる貴重な機会となっている。まさに双方向的な取組で

あるが、その取組はその場限りでなく、事前の打ち合わせ、事後の振り返り等、児童生徒

への教育的な支援のためにチームとして取り組むことが前提となる。しかしながらアンケ

ート調査では、共通理解や細かい打ち合わせ等「連携」の課題がもっとも多く挙げられ

た。教員の多忙化がその要因の一つであると推測される。それを解消するためにも、外部

人材等の窓口担当者の明確な位置付けが喫緊の課題であると言える。	

	 中央教育審議会初等中等分科会の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

ム構築のための特別支援教育の推進（報告）」でも、ボランティア等を巻き込んだ地域の

力で、地域において「共に生きる」ことを推進するために重要である、と提起されている

ように、共生社会の形成のためには、このような地道な取組が今後ますます必要となって

くる、と考える。学校と外部人材が共に児童生徒の教育活動にチームとして取り組むこと

ができるよう、チームとしての学校のあり方を学校レベル、教育委員会レベル、国レベル

でさらに検討を重ねていくことが望まれる。	

	

Ⅲ  共生社会を見据えた T・T の類型化	

	 	

	 『大辞林』第三版によれば、「多様化」とは「多くの様式や種類に分かれること」とあ

る。T・T の多様化について、アンケート調査や先行研究の検討から得られた知見を通し

て、専門スタッフ、外部人材が参画する T・T の多様化について改めて整理し、共生社会

を見据えた T・Tの類型化を試みる。	

	

１．T・T の多様化とは	  

	 ここでは、T・T の多様化を意味づけるものとして（１）「参画する人材」、（２）「参画

の理由」、（３）「参画のしかた」、（４）「T・T の多様化の捉え方」の四つの観点を通して

考察する。	

	 	

（１）参画する人材 

	 ①	中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会に向けたインクルーシブ教育システ

ム構築のための特別支援教育の推進（報告）」から見た参画する人材	

	 第２章Ⅰの図 3−2−1（47 貢）に、「日本の義務教育における多様な学びの場の連続性」
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を示した。これは、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズにもっとも的確

に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとし、通常

の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の連続性のある「多様な学びの

場」を意味している。そして、特別支援教育により多様な子どものニーズに的確に応えて

いくための人材としては、表１に示す通りである。	

 

 

 

 

	 さらに共生社会の形成に当たって、第５章１で挙げた学校運営協議会制度（コミュニテ

ィ・スクール）や学校支援地域本部事業などと共に参画する人材は、表 2に示す通りであ

る。	

 

 

 

	 このように、共生社会の基礎となる特別支援教育には、子どものニーズに的確に応える

ため、そして共生社会の形成のために、さまざまな人材を巻き込みながら取り組むことが

重要になるのである。 

 

② 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」から見た参画する

人材 

		第２章Ⅳの図 3−1（80 貢）で示したように、本答申には、心理や福祉に関する専門スタ

ッフとしてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが、特別支援教育に関す

る専門スタッフとして医療的ケアを行う看護師等、特別支援教育支援員、ST,OT,PT,就職

支援コーディネーターが挙げられている。参画する人材を表 3に示した。	
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③ アンケート調査結果から得られた参画する人材 

	 第４章Ⅱの１（125 貢）の管理職の回答からは、	

看護師、PT,OT,ST,就職支援コーディネーター、臨床

心理士、スクールカウンセラー、大学教員等が得られ

た。第４章Ⅱの 3（137 貢）の担任への質問（７）か

らは、看護師、PT,OT,ST、臨床心理士、大学教員、動

作法 SV 等が挙げられた。回答を得られた専門スタッ

フも含めて参画する人材を表 4に示した。	

	 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策に

ついて（答申）」で挙げられている特別支援教育の専

門スタッフ以外にも、外部講師、動作法 SV、大学教員等専門の知識や技術を有する専門

家等が見出された。心理の専門スタッフである臨床心理士や労働の専門スタッフである就

職支援コーディネーターは、その役割から授業に参画するというよりは、授業時間を活用

しながら、心理や労働面において教職員、児童生徒への支援に当たる役割を担っているこ

とがアンケート調査から分かった。 

	 看護師に関しては、医療的ケアの必要な児童生徒への支援という観点から、管理職、教

員、看護師自身から授業には参画していないという回答があった。しかしながら、教員の

回答では、医療的ケアをしながら対象児童生徒と一緒に授業に参加することによって、

「子どもの安心感」や「多角的な視野での授業づくり等の効果がある」という指摘もあっ

た。もちろん、看護師は MT（主担者）でも、授業展開を支える AT（副指導者）の役割で

もないが、同じ児童生徒、同じ空間を共有する授業という教育活動に参加している。第４

章Ⅴの「2.専門スタッフとの T・T」で指摘したように、児童生徒が安心して授業を受け

られるための役割として考えると、T・Tの一つの形態であると言えるのではないか。	

	 また、外部人材として管理職の回答からは、ボランティア（学生含む）、子ども多文化

共生サポーター、企業担当者、進路指導、学生支援員が挙げられていた。ここでは、教員

の回答で詳細な情報を得られた子ども多文化共生サポーター、清掃業、ボランティア、陶

芸家、コンビニ店員、ぶどう園の管理者、出前授業担当者を表 5 に示す。詳細について

は、第 4 章Ⅴの「3.外部人材との T・T」で述べている。 
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（２）参画の理由 

	 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」では、特別支援教育の発展のために、医療、保健、福祉、労働等との連携の

強化と社会全体のさまざまな機能の活用、障害のある子どもが可能な限り共に学ぶことが

できるように配慮すること、障害者理解の推進等が挙げられている。これらは、特別支援

教育には、さまざまな人材が参画する必要性があることを意味している。	

	 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」では、特別支援教

育の充実のための「チームとしての学校」の必要性として、特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒を直接又は間接的に支援する職員や看護師を配置し、教職員がチームで、質の

高い教育活動を提供していく必要があると指摘している。	

	 授業に関して、第４章Ⅱの「３担任への質問」（１１）の専門スタッフ、外部人材の参

画の理由（表 3−11:153 貢）を図 1、図 2 に示す。詳細は、第４章Ⅱの（１１）で述べて

いる。図 1は、専門スタッフの参画の理由である。	
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カテゴリーは『専門スタッフの活用』で、サブカテゴリーとして「支援が必要な児童生

徒がいる」、「安心で安全な学校生活を送る」、「教員の専門性向上」、「児童生徒への指導」

が挙げられた。これらより、自立活動を中心とした教育活動で、専門スタッフが参画する

理由が見出された。	

	 図 2は、外部人材の参画の理由（表 3−11:153 貢）である。	

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

	 カテゴリーは『外部人材の活用』で、サブカテゴリーとして「専門性を活かした授業へ

の参画」、「児童生徒との交流」が挙げられた。特に、外部人材が参加、参画する授業をは

じめとするあらゆる教育活動は、共生社会の基礎となる特別支援教育を進めるために重要

な役割を果たしていると言える。 

 

（３）参画のしかた	

	 特別支援教育に関わる人材が、どのような参画のしかたをしているのかについて考え

る。	

	 一つは、どのような頻度で参画しているか、である。もう一つは、どのような活動内容

で参画しているのか、である。この二点について考えてみる。	 	

	 参画する頻度については、第４章のⅡ「1.管理職への質問（124 貢-126	貢）（３）、「3.

担任への質問（146 貢−153 貢）」（１０）、「5.専門スタッフへの質問（162 貢,164 貢−166

貢）」（６）、（９）、第４章Ⅱ「７.外部人材への質問（170 貢−173 貢）」（５）から得られた

ことをもとに整理した。	

表 1は、参画する専門スタッフの頻度を表している。	

 

	

2

2



	226 
 

 

	  

	  

 

 

 

	  

	  

 

 

	  

表１より、看護師は専門スタッフの回答では週単位が多い。内部専門家のいる学校で

は、子ども一人平均週 4時間アドバイスを受けている時間が適度にあるというコメントが

あった。しかし、それ以外の専門スタッフは参画の頻度は低い。アンケート調査や先行研

究からも指摘されているように、「行政レベルの課題」としての予算の不足が要因の一つ

であると推測される。予算の確保は喫緊の課題である。これが解決されることにより、さ

らに児童生徒や教職員への充実した支援につながっていく。 

活動内容については、第４章Ⅴの考察（199 貢-202 貢）で、看護師,PT,ST,OT がどのよ

うな活動内容で参画しているか、先行研究を通して述べた。	

	 先行研究からは特別支援学校で勤務する看護師は、教育と業務の境界が曖昧で教員の仕

事も行っていること、通常学校で医療的ケアに関わる看護師の職務や業務内容として、医

療的ケアと介助員の業務を兼務することがもっとも多く占めていることが挙げられてい

る。	

	 PT は、校内の研修講師、学校訪問の専門家、巡回相談員等が挙げられている。	

	 ST は、校内からの支援相談、校外での巡回相談、研修会等が挙げられている。	

	 OT は、「特別支援教育への作業療法士参画モデル案に関する報告」（2011）によると、

巡回相談が行われており、授業参観、教員への助言、就労のアドバイス、担任への心理的

支援、自助具作成等が挙げられている。	

	 本アンケート調査の専門スタッフへの活動内容についての質問（第４章Ⅱ	表 5−8:163

貢）の回答から、看護師はあらゆる教育活動の中で医療的ケアを実施するほか、児童生徒

.
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の学校生活に沿っての支援も行っていた。ST,OT,動作法スーパーバイザー、外部講師は、

自立活動を中心に児童生徒への指導や教員への指導・助言等を行い、OT は相談業務も行

っていた。就職支援コーディネーターは週 4回の活動で、職場体験実習及び就職先企業の

新規開拓等就労に関しての支援を行っていた。専門スタッフへのアンケート調査の質問で

は、より柔軟な表現として「入っている」と問うたが、その役割に鑑みると、授業におけ

る児童生徒への支援、教職員への指導・助言から、児童生徒が必要とするあらゆるニーズ

への支援としての参画のしかたが見出された。	

	 『特別支援学校教育要領・学習指導要領解説自立活動編』（2018）では「自立活動の指

導は、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的

に改善・克服しようとする取組を促す教育活動である」としている。自立活動には、自立

活動の時間における指導と学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の指導がある。アン

ケート調査は授業に関しての質問であったが、回答から得られた「自立活動」は、時間に

おける指導に限定せず、学校の教育活動全体を通じて行う支援への参画としても捉えられ

るのではないか。	

外部人材についても専門スタッフ同様に、より柔軟な表現として「入っている」と問う

た。外部人材が参画する頻度を表 2	に示す。 

 

 

 

 

	

	

	

ボランティアの「不定期」は回答のあった学生ボランティアである。困った点とし

て、児童生徒一人一人の理解が難しいことが挙げられていたこともあり、事前の打ち合わ

せ等が困難であると推測され、参画とは捉えがたい面もある。	

	 コンビニ店員は週 2時間の参画の頻度である。専門的な知識や技術を有する陶芸家は年

間 3時間、清掃業は不定期であった。	

	 外部人材の活動内容としては、専門性を有する外部人材の授業への参画から、地域住民

や学生ボランティア等との交流まで、さまざまな教育活動への参加、参画であると推測さ

2

3 	

	

h	 (
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れる。	

	

（４）T・Tの多様化の捉え方	

	 第３章Ⅰでは、T・T の基本的な考え方として、シャプリンの「教師の組織と教師の担

当する生徒を含む、授業組織の一つであって、この組織においては二人以上の教師が、同

一生徒集団の授業の全部か、またはその重要部分に対して責任を負い、共働するもの」を

挙げた。筆者は、先行研究の知見をもとに、知的障害特別支援学校の授業における T・T

を「児童生徒の個に応じた指導を大切にし、児童生徒がより主体的に授業に参加できるた

めに教師が共に授業を作りあげる取組」と定義した。	  

	 さらに、T・T を実施する授業をはじめとする教育活動について、加藤ら（1995）は、

通常の学級においての T・T の実践として、各教科・領域、特別活動を取り上げている。

第４章Ⅱのアンケート調査の教職員同士の T・T では、特別支援学校等においても各教

科、領域、領域・教科を合わせた指導や総合的な学習の時間等あらゆる教育活動におい

て、T・T がなされていることが明らかになっている。授業は教員の本分であり、T・T で

培われた協働性が、学校が「チーム」として取り組む原動力となり、それが T・T の多様

化への原動力ともなると考えられる。	

	 第４章Ⅴでは、地域人材やボランティアを含む外部人材との T・T について、加藤は、

「教師や教育に関わる他の人々が協力し合って指導に当たるという意味で、きわめて広い

概念であり、誰と、どんな役割を担って、どのような形式で協力し合うかによって多様な

T・T が考えられる」、天笠は、「シャプリン	が定義した T・T の定義を踏襲しながらも、

ボランティア等を含めようとする点で広い解釈をしている」と述べている。	

	 共生社会の形成のためには、すべての日本人が自分のこととして取り組むことが求めら

れ、これまで以上に多様な外部人材による多様な参画が必要である。このことにより、障

害者理解が進み、共生社会への形成へつながっていくことが期待できる。第２章Ⅱで、教

員養成で学校現場でのボランティア活動への参加が推奨されていると述べたが、実践力あ

る教員を育成するためにも、学生のボランティアの積極的な参画を期待している。これに

関しては、より円滑なボランティア活動ができるよう、事前の研修が必要であろう。ま

た、地域住民が参画しやすい学校支援地域本部事業のさらなる活用を期待したい。	

	 同じく第２章Ⅱでは、教職課程コアカリキュラムに「特別の支援を必要とする幼児、児

童及び生徒の把握や支援」があることを指摘した。具体的には、「母国語や貧困の問題等
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により特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難とその対

応を理解する」である。アンケート調査でも、外部人材として母国語が異なる児童への支

援のための子ども多文化共生サポーターが挙げられていた。2016（平成 28）年の文部科

学省「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策について」では、公立

の小・中・高等学校等に在籍する日本語指導が必要な児童生徒数は、この 10 年で 1.6 倍

に増加していると指摘されている。さらに、日本語指導が必要な児童生徒の各学校におけ

る在籍者が 10 名未満の少数在籍校（6,006	校）が全在籍校（6,864	校）の	87%にも達す

る状況であり、近隣の複数の学校にまたがって専門的な指導を行うための拠点的機能や関

係者の連携ネットワークによる指導・支援体制を構築することが必須の課題であるとも指

摘している。このことからも、これまで以上に日本語指導を必要とする児童生徒への支援

が必要となり、このような外部人材を活用した制度の充実が求められる。	

	 また、ここで注目したいのが放課後等デイサービスである。放課後等デイサービスは、

2012（平成 24）年度の児童福祉法の改正に伴い位置づけられた新たな支援である。放課

後等デイサービスの基本的役割として、①子どもの 善の利益優先、②共生社会の実現に

向けた後方支援、③保護者支援を挙げている。①は、授業終了後又は休業日に、生活能力

の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を供与する、②は、子どもの地域社会

への参加・包容（インクルージョン）を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育

ちを保障する、③は、子育ての悩みに対する相談、家庭内での養育等についてペアレン

ト・トレーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援する等

である（厚生労働省,2012）。福祉としての児童生徒への直接的後方支援である。	

	 序論において、筆者は文献等をもとに、T・T は「教師のチームを母体としながらも、

実際の活動は内部的、あるいは外部的にも多様性を持ち、児童生徒の教育に当たる取組で

ある」と定義した。前述した第２章Ⅱの教職課程コアカリキュラムでは、障害はないが特

別の教育的ニーズとして貧困の問題を挙げており、アンケート調査で特別支援教育コーデ

ィネーターからも、通常学級においてスクールソーシャルワーカーの充実が、今後は重要

になるという指摘があった。2008（平成 20）年度より文部科学省の事業では、スクール

ソーシャルワーカーの活用事業が導入されている（資料 2—Ⅲ参照）。これまで以上に、こ

のような教育的ニーズのある幼児児童生徒への直接的・間接的な支援が求められるのでは

ないか。	

	 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支
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援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。そのためには、医療、保健、福祉、労働との連携が欠かせない。自立や社会

参加に向けた主体的な取組を支援するための医療、保健、福祉、労働の支援のあり方は、

あらゆる支援の場において、直接的・間接的な支援のあり方が考えられ、それが T・T の

多様化の軸となると考える。	

	

２．共生社会を見据えた T・T の類型化	

	 共生社会を見据えた T・T の類型化が機能するためには、第５章Ⅱ（図 1:219 貢）で指

摘した「横の連携」、「縦の連携」、「場づくり」の課題解決が必要である。しかしながら、

これらの課題の解決は一朝一夕には期待できない。これらの課題とその解決の方向性を発

信しつつ、管理職がリーダーシップを発揮することが求められるのではないか。	

ここでは、本論文を通して得られたことや先行研究の知見を通して、守屋（2010）の

「自我発達の三次元モデル」注１）を参考にし、図１の共生社会を見据えた T・T の類型化

を試みる。	

	

	

	

	

	

	

注１）「自我発達の三次元モデル」 

守屋（2010）は、「自我発達には身体と社会と時

間の三つの土壌が必要であるとし、自我はこの三

つの土壌にしっかりと根を張りながら発達し、そ

れぞれの土壌に伸びていく根が、生物的自我と社

会的自我と時間的自我である」と捉え、人生の前

半生に見られる自我発達の様相を図式的に描いた

ものが「自我発達の三次元モデル」である。	

	

守屋國光『自我発達論−共生社会と創造的発達−』p.29 より引用	
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T・T の類型化を試みるに当たり、「支援」をキーワードとした。『大辞林』第三版によ

ると、「支援」とは他人を支えたすけることである。専門スタッフ、外部人材はその活動

内容から、まさに教員や子どもたちを支えたすける立場であると考え、「支援」を使用し

ている。 

	 図１の①は専門スタッフである。②は専門の知識や技術を有する外部人材である。③は

ボランティア等である。 

「支援の場」を意味づける「教育課程」について述べる。特別支援学校の教育課程は、

幼稚園に準ずる領域、小学校、中学校及び高等学校に準ずる各教科、特別の教科である道
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徳、特別活動、総合的な学習の時間、外国語活動のほか、障害による学習上又は生活上の

困難の改善・克服を目的として領域である「自立活動」で編成している。なお、知的障害

者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科については、別に示している

（文部科学省,2015）。知的障害特別支援学校の教育課程を表１に示す。 

＊第百二十六条、第百二十七条は文部科学省,2018『特別支援学校学習指導要領解説	 各教科等編

（小学部・中学部）』pp.618-619 をもとに筆者作成	

 
上に示したのは、学校教育法施行規則第百二十六条から第百二十八条と第百三十条で

ある。2015（平成 27）年 3 月、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定等につ

いて（通知）」が出され、学校教育法施行規則において、小学校、中学校及び特別支援学

校小学部・中学部の教育課程における「道徳」が「特別の教科である道徳」と改正された

（文部科学省,2015）。さらに、2017（平成 29）年 4 月 28 日付の学校教育法施行規則の一

部を改正する省令により、第百二十六条では「必要がある場合には、外国語を加えて教育

課程を編成することができる」と定められた（文科省,2017）。	

2009（平成 21）年の『特別支援学校学習指導要領解説	 総則等編（幼稚部・小学部・

中学部）』では、「各教科等を合わせて指導を行う場合とは各教科、道徳、特別活動及び自

立活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことをいい、知的障害者である児童生徒に対

する教育を行う特別支援学校においては、日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、

作業学習などとして実践され、『領域・教科を合わせた指導』と呼ばれている」とある。	 	

さらに 2018（平成 30）年の『特別支援学校学習指導要領解説各教科等編（小学部・中
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学部）』によれば、「各教科等を合わせた指導として指導を行う場合とは、各教科、道徳

科、特別活動、自立活動及び小学部においては外国語活動の一部又は全部を合わせて指導

を行うことをいい、従前から日常生活の指導、遊びの指導、生活単元学習、作業学習など

として実践されており『各教科等を合わせた指導』と呼ばれている」とある（文科

省,2018）。	 	

図１の共生社会を見据えた T・Tの類型化では、「各教科等を合わせた指導」として表記

することとし、これらの教育課程が支援の場としての意味づけとなる。	

	 図１における多様化の全体的な流れとして、現在の専門スタッフ等の配置等の制度の充

実が進むことや個別の教育支援計画のさらなる活用が多様化につながっていくことを表し

ている。上の軸は、どのような支援のあり方があるか、という観点から直接的・間接的支

援という「支援のあり方の多様化」を示している。下の軸は、支援がどのような場でなさ

れるか、という観点から教育課程内外における学校内外の、教育課程内外における学校外

から学校内への広がりとしての「支援の場の多様化」を表している。	

「一次的 T・T」の「支援の場の多様化」は、教育課程内における学校内外の支援の場で

ある。①は学校内、②は学校内外、③は学校内が考えられる。ただし、看護師は医療的ケ

アが必要な児童生徒への対応のために全ての教育活動を含む教育課程内が支援の場とな

る。「支援のあり方の多様化」は、①による幼児児童生徒、教員への直接的・間接的支

援、②による職業や作業学習等における生徒、教員への直接的支援、③による幼児児童生

徒への直接的支援が考えられる。	

「二次的 T・T」の「支援の場の多様化」は、教育課程内外における学校内外の支援の場

である。①は教育課程内で学校内、②は教育課程内で学校内外、③は教育課程外で学校内

における支援の場が考えられる。「支援のあり方の多様化」は、例として①による給食時

間における幼児児童生徒、教員への直接的・間接的支援、相談業務・巡回指導を通しての

幼児児童生徒、教員への直接的・間接的支援が考えられ、学校の教育活動全体を通じて行

われる自立活動も含まれると考えられる。②は、例として総合的な学習の時間等における

ゲストティーチャー、校外学習等での参画で、児童生徒への直接的支援が考えられる。③

は、例として放課後の見守り等で、児童生徒への直接的支援が考えられる。	

「三次的 T・T」の「支援の場の多様化」は、個別の教育支援計画を活用した関係機関等

に注目した。	

	 吉岡（2013）は、特別支援教育と関係機関との連携について、①「今後の特別支援教育 



	234 
 

の在り方について（ 終報告）」、②「特別支援教育を推進するための制度の在り方につい

て（答申）」、③「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について（事

務連絡）」、④「特別支援教育と関係機関との連携（学習指導要領）」を通して、その動向

を述べている。筆者は新たに⑤「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行につい

て（通知）」と、個別の教育支援計画の動向も加えて、表 2に示した。	

＊下線部は筆者 

	

表 2 は、「関係機関との連携・個別の教育支援計画に関する表記」を示している。	

①では、関係機関等の連携協力に十分配慮するとあり、本 終報告で個別の教育支援計

画の定義がなされている。②では、特別支援学校のセンター的機能について述べられ、こ

こで新たに「労働」が加わっている。③では、放課後等デイサービスの創設、教育支援計

画と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画と個別の支援計画の連携が指摘

されている。④では、自立と社会参加に向けた職業教育の充実が挙げられ、長期的な視点
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で児童または生徒の教育的支援を行うために、個別の教育支援計画の作成の義務づけがな

された。⑤では、特別支援学校・特別支援学級に在学する幼児児童生徒、通級による指導

を受けている児童生徒について、個別の教育支援計画を作成するに当たっては、医療、福

祉、保健、労働等の関係機関と当該児童生徒等の支援に関する必要な情報の共有を図る、

とある。そして、個別の教育支援計画を活用した関係機関等として、医療機関、児童発達

支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等障害児通所支援事業を行う者、保健

所、就労支援機関等が挙げられている。幼児児童生徒を取り巻く環境が変化する中で、長

期的な視点で幼児児童生徒の教育的支援を行うためには、個別の教育支援計画を活用した

「三次的 T・T」が求められるのではなかろうか。	

	 図１「共生社会を見据えた T・T の類型化」にある「三次的 T・T」の支援の場は、2018

（平成 30）年 8 月に文部科学省の「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行に

ついて（通知）」にある個別の教育支援計画を活用した関係機関等の例である。これらの

用語の説明を、表 3にまとめている。	

＊下線部は筆者	

	 西谷ら（2006）は、平成 17（2005）年に全国特殊学校長会が作成した関係機関（関係
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者）の例を表にしている。図１の「共生社会を見据えた T・T の類型化」にある「三次的

T・T」の「支援の場の多様化」である関係機関以外に、「医療・保健」機関として、主治

医、地域の医療機関、障害者専門医療機関、「福祉」機関として、保育所、児童相談所、

区市町障害福祉課、社会福祉協議会、心身障害者福祉センター等、「労働」機関として、

企業も挙げられている。「その他」として、親の会、NPO、大学や研究機関、地域の活動グ

ループ等が挙げられており、より身近な関係機関等となっている。個別の教育支援計画

は、当該幼児児童生徒一人一人の教育支援計画であるため、あらゆる関係機関等が該当

し、支援が必要な時が生じる可能性もある。個人情報に配慮しながら、支援の場として連

携する必要があるケースも推測される。	

	 「三次的 T・T」の「支援のあり方の多様化」である。表 3 の用語をもとに、「支援のあ

り方の多様化」について検討する。	

	 児童発達支援センターは、福祉サービスを行う「福祉型」と福祉サービスに併せて治療

を行う「医療型」がある（独立行政法人福祉医療機構,2018）。全国児童発達支援センター

実態調査報告（2014）では、「就学前の幼児」は 99.2％，年齢では 3 歳児・4 歳児・5 歳

児が 86.3％となり，これに 2 歳児を加えると 94.5％を占めている。ほとんどが就学前の

幼児である。支援内容は、日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応のための

訓練を行う。	

放課後等デイサービスは、表 3の通りに幼稚園と大学を除く小学校、中学校、中等教育

学校、特別支援学校に就学している障害児について、授業の終了後又は休業日に児童発達

支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要

な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する（独立行政法人福祉医療機

構,2018）。障害のある子どもの放課後の居場所の一つである。平成 26（2014）年時点で

事業所数 5267 ヵ所、約 9 万人を超える子どもが利用しており、経営主体は、営利法人

（会社）が も多く 38.9%を占め、次に非営利活動法人（27.5l	%）、社会福祉法人

（22.6	%	）の順となっている。ただし、放課後等デイサービスは、提供する支援の質に

開きがあるという指摘もあり、平成 27（2015）年に放課後等デイサービスガイドライン

が策定された経緯がある（山本,2017）。	

	 保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づくサービスで、障害児保育の巡回指導や教育分

野における専門家派遣とは大きく異なり、保護者の権利保障として提供される事業であ

る、支援としては、子どもへの直接的支援とスタッフへの間接的支援を行う。具体的に
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は、訪問先での生活の流れや保育・教育活動の妨げにならないよう十分に配慮しながら集

団活動に加わって支援するものである。2016（平成 28）年度の全国児童発達支援協議会

による「保育所等訪問支援の効果的な実施等に関する調査研究」報告書では、訪問支援を

円滑に受け入れてもらうには、保護者からの依頼を尊重するという保育所等訪問支援の趣

旨を十分に理解してもらうことと、併せて日頃からの連携が取れていることや、顔の見え

る関係を築いておくことが重要であることが指摘された。また、事前の打ち合わせでの情

報共有や個別支援計画の共有と協働のスタンスで支援することも指摘されている（厚生労

働省,2016）。山田（2017）は保育所等訪問支援事業の実施施設の課題として、派遣するス

タッフ育成、制度を受ける側の保育所や学校等の制度の理解や浸透等を挙げている。	

	 就労支援機関は、公共職業安定所（ハローワーク）、地域障害者職業センター、障害者

就業・生活支援センターが挙げられている（厚生労働省,2012）。ここでは、身近な地域に

ある障害者就業・生活支援センターを取り上げる。業務内容としては、就業及びそれに伴

う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、センター窓口での相談や職場・家

庭訪問を実施する、とある。厚生労働省は、障害者就業・生活支援センターについて、雇

用と福祉のネットワーク（厚生労働省,2012）として図に表している。これを図２	に示

す。	
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もネットワークに組み込まれている。藤井ら（2012）は、特別支援教育の就労支援におけ

る連携を「保護者、特別支援学校及び関係機関が、特別支援学校に在籍する生徒の学校か

ら就労先への移行を支援するといった共通の目的を持ち、単独では解決できない課題に対

してチームによるネットワークを構築し、相互の資源を共有しながら目的達成に向けて取

り組む過程」と定義している。	

「支援のあり方の多様化」として、個別の教育支援計画（個別の移行支援計画）を活用

した直接的・間接的支援が考えられ、各関係機関が一つの目的のためにチームとして取り

組むことは、まさに T・Tの多様化と捉えられるのではないか。	

	 以上、「共生社会を見据えた T・Tの類型化」について述べてきた。共生社会の基礎をな

す特別支援教育と共生社会の形成を念頭におき、教育課程内外における支援の場や直接

的・間接的支援のあり方から検討した T・T の類型化である。この類型化の試みは、アン

ケート調査や先行研究等から見出された支援の場や支援のあり方を参考にしており、実際

はさらに多様な支援の場や支援のあり方があると推測される。	

	 個別の教育支援計画を活用した関係機関等を見てみると、あらゆる多職種の存在がある

ことに気づかされる。何かが起こった時だけではなく、日常の交流がとても大切であり、

顔の見える関係を築くことが重要である。「共生社会を見据えた T・Tの類型化」はこのよ

うな連携が土台となって成立すると考える。	

	

Ⅳ	共生社会を見据えた特別支援教育を進める T・T のあり方	

 

	 第５章Ⅱでは、チームとしての学校のあり方として、専門スタッフ、外部人材と共にチ

ームとして取り組む必要性と課題を先行研究及びアンケート調査結果から考察した。	

	 Ⅲでは、共生社会の基礎をなす特別支援教育における T・T の多様化を意味づけるもの

として、（１）「参画する人材」、（２）「参画の理由」、（３）「参画のしかた」、（４）「T・T

の多様化の捉え方」の四つの観点で考察するとともに、「支援の場の多様化」、「支援のあ

り方の多様化」の観点から「共生社会を見据えた T・Tの類型化」を試みた。	

	 ここでは、特別支援学校の学校支援地域本部事業、特別支援学校と放課後等デイサービ

スの事業所、地域人材（コンビニ店員）が参画する特別支援学校の授業（職業）の事例を

通して、共生社会を見据えた特別支援教育を進める T・Tのあり方について考察する。	
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１．共生社会を見据えた特別支援教育を進める T・T の事例 

（１）学校支援地域本部事業の事例	

	 まず初めに、筆者が特別支援学校に勤務していた時に、学校支援地域本部事業の窓口と

して保護者、地域住民、学生ボランティアと共に取り組んだ T・Tの事例を取りあげる。	

	 第４章Ⅰでも述べたが、学校支援地域本部事業は、学校・家庭・地域が連携・協働して

教育活動を展開する仕組みとして、地域の人々の参画により学校の教育活動を支援する事

業である。図１は、学校支援地域本部事業の概要を表している（文部科学省,2004）。	

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

 

	 学校支援地域本部は、（地域）コーディネーター、学校支援ボランティア及び地域教育

協議会で構成され、（地域）コーディネーターが学校側とボランティアの連絡調整を行

い、学校のニーズに応じてボランティアを派遣する。「学校支援ボランティア」の支援活

動の内容は、①授業に補助的に入る、ドリルの採点を行うなど授業の補助や実験、実習の

補助等の学習支援活動、②部活動の指導、③図書の整理や読み聞かせ、グラウンドの整備

や芝生の手入れ、花壇や樹木の整備等の校内の環境整備、④登下校時等における子どもの

安全確保、⑤学校行事の運営支援など、学校のニーズに応じて様々なものがある（文部科

学省,2008）。	

	 2013(平成 25)年 7 月文部科学省から出された「コミュニティ・スクールと学校支援地

域本部について」によれば、学校支援地域本部事業の実施状況は、2009(平成 21)年度に

2,405 本部であったのが、2013(平成 25)年度には 3,527 本部と増加している。活動内容

（複数実施）としては、学習支援活動（授業の補助）が実施校の 73%、環境整備が実施校

図１	 学校支援地域本部事業の概要	

【2】-１ 学校支援地域本部の概要

１．制度の概要

地域住民等の参画により、学校の教育活動を支援する仕組み（本部）をつくり、様々な
学校支援活動を実施

地域で学校を支援する仕組みづくりを促進し、子供たちの学びを支援するだけで
なく、地域住民の生涯学習・自己実現に資するとともに、活動を通じて地域のつな
がり・絆を強化し、地域の教育力の向上を図る。

２．学校支援活動の取組例

6
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の 70%、学校行事参加・補助が 61%、登下校安全指導が 59%、部活動指導が 25%、放課後学

習支援が 17%となっている。学校支援ボランティアへのニーズとして、学習支援、環境整

備を必要とする学校がいかに多いかが分かる。	

	

	 筆者がかつて勤務していた特別支援学校の学校支援地域本部事業の事例を、当時の学校

支援地域本部事業の『報告書』から紹介する。事例使用に関しては、該当の特別支援学校

長より許可をいただいている。	

	 20XX 年、教育委員会より説明を受け、学校支援地域本部を設置した。学校の窓口とし

て筆者が担当することになった。学校支援地域本部事業関連会議の構成メンバーは、校

長、教頭（2 名）、事務長、首席（主幹教諭）、大学教員、学校医、自治会代表、福祉機関

代表、同窓会会長、PTA 会長、地域（学校支援）コーディネーター2 名（現保護者、卒業

生の保護者）であった。あらゆる立場の人たちが定期的に参集し、学校支援地域本部事業

の取組の経過についての情報交換や意見交換を行った。 

	 学校支援ボランティアは学校の HP で募集し、その結果、保護者、地域住民、大学生等

のボランティアの登録があった。活動内容としては、放課後の遊び支援、図書室活動支援

（図書室の清掃、書架の整理、本の修理、貸し出し業務補助等）、放課後クラブ活動支援

等、行事運営等支援としては、体育祭、文化祭への支援であった。	

	 運営に関しては、地域（学校支援）コーディネーターと、常時情報交換をするととも

に、必要に応じて関係部署の教職員とも連携し、ボランティア活動が円滑に進むように努

めた。	

	 課題としては、大学生ボランティアの継続の困難さ、図書ボランティアメンバーの定着

と仕事内容について等が挙げられた。特に、直接児童へ関わる学生に対する障害者理解や

児童生徒への関わり方、関連部署の教職員との連携の仕方等についての研修の不十分さ、

校内の教職員の学校支援地域本部事業に対する理解浸透の不十分さが筆者自身の反省点で

ある。しかしながら、ボランティア活動が進むにつれ、学生ボランティアと子どもたちの

交流が自然になってきていることが、側で見守っている筆者にも伝わってきた。学生にと

っては、障害のある子どもたちを理解する貴重な経験になり、子どもたちにとっては保護

者、地域の方々や学生との交流の機会が得られ、人間関係に広がりが出てきた。このよう

な小さな積み重ねが、社会全体の障害者理解へ、そして共生社会の形成につながるのでは

なかろうか。	
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	 学校支援ボランティアに求められる資質・能力として、高橋（2008）は、①学校支援ボ

ランティアの意義を理解していること、②学校の現状及び今日における子どもたちの特質

などを理解していること、③人権を守る意識を持つこと、④活動を通じて知り得た秘密が

守れること、⑤子どもたちの話をきちんと聞き、子どもたちをほめることができること、

⑥教員や活動仲間との良好な人間関係を作れること、を挙げている。子どもたちが安心し

てボランティアと過ごすことができ、学校が学校支援ボランティアと連携しながら教育活

動を実施するためにも、学校支援ボランティアの資質・能力として、①から⑤が必要とな

ると考える。	

	 また、ボランティアの育成の例として「教育支援人材認証制度」というものがある。教

育支援人材とは、「地域から様々な教育活動に主体的に参加する『教育ボランティア』の

うち、有償か無償かを問わず、特に子どもの特性を大切にするとともに、このような活動

に参加することに誇りと責任を持ち、自らを振り返りつつ他者と連携して、自身の生涯学

習をも実現しようとする人材」のことである（東京学芸大学,2019）。	

「教育支援人材認証制度」は、大学間連携により設置された一般社団法人が中心とな

り、地域で子どもの教育活動を担う学生・住民の活動を支援するため、一定の受講経験や

活動経験を評価・認証する制度である。2015（平成 27)年 4 月 1日現在、21 大学・専門学

校が加盟している。例えば、「子どもパートナー認証講座」のカリキュラムでは、教育支

援者のあり方、子ども理解、子どもを取り巻く環境、子どもとの接し方を学び（東京成徳

大学,2018）、講座終了後「教育支援人材」として認証され、学校支援地域本部事業、放課

後子ども教室、放課後子どもクラブやその他の子どもに関わる事業等に活用されるのであ

る（松田,2015）。共生社会の形成のための、より質の高いボランティアの育成として期待

できる。	

	

（２）放課後等デイサービスの事例	

	 放課後等デイサービスは、2012（平成 24）年度の児童福祉法の改正に伴い、新たに位

置づけられた制度である。放課後等デイサービスの基本的役割として、①子どもの 善の

利益優先、②共生社会の実現に向けた後方支援、③保護者支援を挙げている。①は、授業

終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を供与

する、②は、子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を進めるため、他の

子どもも含めた集団の中での育ちを保障する、③は、子育ての悩みに対する相談、家庭内



	242 
 

での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子どもの育ちを支える力を

つけられるよう支援する等である（厚生労働省,2015）。	

	 厚生労働省の 2017（平成 29）年社会福祉施設等調査の概況によると、「放課後等デイサ

ービス事業」の事業所数は、2014(平成 26)年度 5,267、2015(平成 27)年度 6,971、

2016(平成 28)年度 9,385、2017(平成 29)年度 11,301 となっており、対前年度増減率にお

いては 20.4%でもっとも増加率が高く、ニーズの高まりが顕著に表れている。	

	 さらに、2018（平成 30）年 8 月 27 日付で、文部科学省初等中等教育局長より「学校教

育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」が出された。本通知による

と、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒、特別支援学級、特別の指導である通級による

指導が行われている児童生徒について、個別の教育支援計画を作成することとし、関係機

関等と当該幼児児童生徒の支援に関する必要な情報の共有を図ることとなっている。個別

の教育支援計画を活用した関係機関等との連携については、放課後等デイサービスも挙げ

られている。このことにより、子どもの学校での課題と必要な支援について、学校と放課

後等デイサービス事業所間で共有することができるのである。このことは、学校外での児

童生徒に対しての直接的な支援と言え、T・T の多様化につながると捉えることができ

る。	

	 筆者が勤務していた W特別支援学校においても、放課後等デイサービスを利用する児童

生徒が多く、下校時には多数の事業所の送迎車の出入りがあった。また、児童生徒が放課

後等デイサービスを利用している際にトラブルが生じたこともあった。W 特別支援学校と

しては、子どもたちが家庭と学校以外でも安心して過ごせる居場所であってほしいという

願いがあり、当時の校長の発案により在籍児童生徒に関わる放課後等デイサービスの事業

所との「放課後等デイサービス事業所の校内入構に関する説明会及び交流会」を開催し

た。	

	 説明会の趣旨について、である。W 特別支援学校では、安全管理の面から校内へ入構す

る業者、保護者等へ「入構許可証」を発行している。下校時に多数の放課後等デイサービ

ス事業所の送迎車が入校してくる現状があり、事業所に対して個々に説明するより説明会

の開催が、校内入構のための許可証の円滑な発行につながるからである。	

	 参加事業所へ配付した「放課後等デイサービス事業所の校内入構に関する説明会及び交

流会」の「次第」をもとに紹介する。	

	 20XX 年、W 特別支援学校において「放課後等デイサービス事業所の校内入校に関する説
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明会及び交流会」が開催された。学校側の参加者は校長、副校長、放課後等デイサービス

の窓口である特別支援教育コーディネーター3 名、事業所側からは、児童生徒が利用して

いる複数の事業所が参加した。	

	 説明会では下校時の児童生徒の安全確保等のため、「本校よりの説明・お願い」とし

て、校内への車両入構に関するお願い、校内入構経路及び児童生徒の受け渡し場所につい

て、校内入構許可願いについて等を伝えた。	

	 交流会では学校側からの参加者の自己紹介、続いて参加事業所の自己紹介があった。名

刺交換をしたり情報交換をしたりと、お互いの顔が見える有意義な交流会となった。	

	 いつもは下校時に、送迎車の中と外からの挨拶のみであったが、お互いの顔を知ること

ができたことで、より現実味を帯び、連携から T・T の多様化への基礎づくりを感じられ

た交流会であった。	

	 第５章Ⅰで、新井らが指摘した「学校は関係機関の役割とともに、そこにはどのような

職員がいてどのような役割を果たしているのかを知っておくことが必要で、何かが起こっ

た時だけではなく、日常的な交流が大切でそれが信頼関係の醸成につながる」ことに納得

した事例である。	

	

（３）地域人材（コンビニ店員）が参画する特別支援学校の授業（職業）の事例	

	 第４章Ⅱの A 県内特別支援学校等へのアンケート調査結果から、f 特別支援学校（知的

障害）の外部人材が参画する職業の授業に、地域人材（コンビニ店員）が参画している授

業が見出された。表 3−12（155 貢）「専門スタッフ、外部人材との授業を実施する上で効

果的であった点」として f 特別支援学校は、「社会性で必要とされるスキルを伝えること

ができる。障害のある生徒の理解・雇用につながる。共生社会の基盤となる」と記述して

いる。本研究と重なる部分があったことや取組の経緯を是非知りたいと考えたことから、

筆者は f 特別支援学校へインタビューを依頼し、録音の許可を得て 2018（平成 30）年 9

月 26 日、担当者 2 名にインタビューを実施した。その後、作成した表を確認していただ

いた。なお、本論文の表１は項目名称と順番の変更はあったが、インタビュー内容そのま

まの記述である。	

f 特別支援学校「職業」の授業は、紙すき、木工、食品加工、清掃等 12 の内容があり、

「地域サービス班」はその一つである。生徒は 12 名で学期ごとにローテーションを組ん

でいる。そのうちの 4 名は近隣の大学で清掃活動をし、8 名がコンビニでの活動をしてい
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る。表１は、コンビニでの活動についてのインタビューの内容である。	

*下線部は筆者	
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取組のきっかけは、教室不足であった。外でできるところはないかと考えていたとこ

ろ、学校評議員の A 氏がコンビニ関係者であり、コンビニで定期的な職業実習が実現し

た。１年間の検討期間を経て 2017（平成 29）年度より実施され、はじめは教師も生徒も

手探りであったが、2 年目の現在、表 1 に示すように、連携方法の定着、コンビニ関係者

の方々の生徒たちの活動への理解と支援の深まり、生徒の活動内容の定着と主体的な活動

への変化及びそれに伴う社会参加への意識の高まり、近隣住民の方々の生徒たちとの交流

の深まりが見られるようになった。	

	 今後の予定について、担当者は「授業としてこのまま継続できることを希望している。

他の取組にチャレンジしたいという思いはあるが、学校に残る教員と外へ出る教員のバラ

ンスが難しいため、他の取組として広げることは現在のところ難しい状況である」という

ことであった。	

	 後日筆者は、生徒たちが実際に活動している様子を見学に行った。商品ごとに決められ

ている棚へ、店長さんが商品の並べ方を生徒たちへ丁寧に指導されていた。f特別支援	

学校進路担当の先生をはじめ関係者の方もコンビニを訪れておられ、生徒たちの活動の様

子を見守られていた。	

	 この日、f 特別支援学校の学校評議員の A 氏もおられたので、少しお話を伺うことがで

き、A 氏は地域交流への強い意思のもと、地道な活動をされておられることが強く伝わっ

た。	

	 生徒一人がレジに立ったので、筆者も商品を購入した。お店の方がレジを打ち、生徒が

商品を丁寧に袋に入れていた。 後に商品を笑顔で筆者に渡していたのがとても印象的で

あった。	

	 地域人材の方が「職業」という授業に参画している事例である。地域交流を深めようと

努力されている A氏の存在、地域の方々の深い障害者理解等あらゆることが円滑に職業実

習を進めるための要因となっていることが分かった。しかし、そこには教員の生徒たちの

社会参加への強い熱意があったからこそ、この取組が実現できたと考えられる。学校内と

学校外の教員のバランスの難しさの課題はあるが、共生社会の形成に向けたこの取組が今

後も引き続き行われることを願っている。 

	 「地域サービス班」では、近隣の大学で「職業」の時間に清掃活動も行っていることを

前述したが、大学としては地域貢献、生徒たちは関わる社会を広げるという観点から有意

義な取組と捉えられる。 
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	 コンビニでの障害者就労に関して、『ノーマライゼーション	 障害者の福祉』（障害者保

健福祉システム,2008）によると、福祉コンビニとして「セブンイレブン明石市役所店」

が 2007（平成 19）年 11 月にオープンした。これまでの行政としての就労支援は、主に特

別支援学校の卒業後の進路としての施設や作業所の整備等福祉的就労の支援が中心であ

り、一般企業への就労支援は特別支援学校の進路担当者とハローワークにお任せの状態で

あった。明石市は、行政が先頭に立って取り組む姿勢を見せないと就労支援は進まないと

いう観点で新しい支援策を検討することになり、若手職員による検討プロジェクトが発足

し、就労支援の方法として「障害者が働くコンビニ（売店）の設置」と「障害者の作業所

を市役所の中につくる」の二つの施策が採用され取り組まれていった。現在もコンビニで

は障害者が就労している。 

	 また、当事者目線で伝えるみんなの『ユニバーサル』情報サイト『ゆうゆうゆう』で

は、2016（平成 28）年、東京都板橋区の心身障害児総合医療療育センター内に「就労継

続支援 A 型事業所」（企業等に就労することが困難な障害者と雇用契約を結び、就労に必

要な知識及び能力向上のために必要な訓練支援を行う事業所）のコンビニエンスストアが

オープンしたことを伝えている。これは、障害者の就労支援に取り組む会社が、コンビニ

を展開している会社ポプラと契約を締結し、「就労継続支援 A 型事業所」として運営を行

っているものである。店舗では、障害のあるスタッフが接客等を担当し、就労支援に取り

組む会社の職業指導員が常駐して指導やサポートを行っている。	

	

２．まとめ	

	 共生社会を見据えた特別支援教を進める T・T のあり方として、三つの事例を述べた。

学校支援地域本部事業の事例では、ボランティア育成の重要性、ボランティア活動が障害

者理解につながり、それが共生社会への形成のための地道な取組であることを指摘した。	

	 放課後等デイサービスの事例では、お互い顔が見える連携が T・T の多様化の基礎づく

りにつながると述べた。	

	 特別支援学校の「職業」の授業に地域人材（コンビニ店員）が参画する事例では、生徒

の主体的な活動や社会参加への意識の高まりにつながったこと、近隣住民の方々との交流

が共生社会の形成につながる地道な取組であることを指摘した。授業という一次的 T・T

ではあるが、支援の場は学校外のコンビニであり、貴重な T・T の多様化である。今後こ

のような支援の場が広がることにより、障害者理解が進み、障害者が社会の一員として自
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分の役割を果たせる意義のある共生社会の形成へとつながっていくと考える。	

	 障害者のコンビニにおける就労に関しては、他に二つの事例を紹介したが、やはり行政

自ら先頭に立って取り組むことが も重要であると考える。そのことが共生社会の形成に

もっとも力強く反映されるのではなかろうか。	
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総括と今後の課題 

 

	 本論の題目は「特別支援教育におけるティーム・ティーチングの多様化に関する研究−

共生社会を見据えたティーム・ティーチングのあり方を探って−」である。	

	 本論の目的は、特別支援教育の現状に鑑み、通常学級及び特別支援学校等の授業におけ

る T・Tの実態と課題、専門スタッフ、外部人材が参画している T・Tの実態と課題を明ら

かにするとともに、授業における T・Tから多様な人材が教育活動に参画する T・Tへと視

点を広げ、共生社会を見据えた T・Tのあり方を探ることである。	

日本での T・T の実践は、学級担任制を前提とした教授組織で生じる問題点を補う授業

改善の一つのテクニックとして行われてきたが、その後加配教員が配置され T・T が実施

されるようになった。特殊教育諸学校の T・T は、児童生徒の個々の課題に即した指導の

必要性から発展してきた授業改善、指導の工夫であり、児童生徒の障害の重度化に対応し

た「介助員」制度から教員増へつながり、今日のような T・T による指導が一般化された

経緯がある。	

	 本研究におけるアンケート調査に関しては、筆者の経験や修士論文で研究した結果を踏

まえ、先行研究も参考にしながら調査項目を考えた。しかし、T・T の捉え方には、教育

現場においてもさまざまな捉え方があると考えられ、「T・T」の文言を使用して良いの

か、とても悩んだ。その結果、調査項目においては、「T・T」をはじめ、「参画」、「授業に

入っている」、「授業を実施している」等多様な表現となり、調査対象者も戸惑いがあった

と推測され、非常に反省すべき点であると自覚している。	

回答からは、特に専門スタッフが参画する T・T について「チームとして存在してもテ

ィーチングをすることはない」、「授業に入っていない」、「専門家であることを活かすな

ら、授業そのものに入っていただくのではなく、授業を計画する段階でアドバイスをいた

だいたり、授業をみてご指導いただいたりしたほうが良い気がします」等のご意見もいた

だいた。	

	

Ⅰ	 総括	

	 序論では、さまざまな T・T の捉え方があることを示した。本アンケート調査対象者に

おいても多様な捉え方がある中、本論においては調査結果や先行研究を交えて T・T の捉

え方を整理し、筆者が捉える T・Tを提起した。そして、一次的 T・T、二次的 T・T、三次
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的 T・Tと、共生社会を見据えた T・Tの類型化を試みるとともに、同じく共生社会を見据

えた特別支援教育を進める T・Tのあり方を探った。	

	 第１章「特殊教育から特別支援教育への転換」のⅠでは、ノーマライゼーションの理念

をバンク＝ミケルセンとニィリエを取り上げて明らかにした。Ⅱでは、国際連合及び日本

における障害者施策、特に「障害者権利条約」、「障害者差別解消法」についてより詳しく

述べた。Ⅲでは、障害の概念の変遷として ICIDH から ICF への転換の経緯、ICF の各要素

について述べた。Ⅳでは、「教育の場」にも注目しながら特別支援教育に至るまでの歴史

的経緯を明らかにした。	

	 第２章「特別支援教育に求められる専門性とチームによる取組」のⅠでは、共生社会と

はどのような社会であるかについて、サラマンカ声明、障害者基本法及び先行研究を参照

して定義づけるとともに、特別支援教育の理念と制度について述べた。Ⅱでは、特別支援

教育に求められる専門性について先行研究をもとに検討し、インクルーシブ教育システム

構築のための教員の専門性の向上は、各学校の管理職の学校経営の根底に障害に対する理

解や情熱があってはじめて、教員の専門性の向上が期待的できると指摘した。Ⅲでは、イ

ンクルーシブ教育システム構築のための校内外における支援体制について、先行研究及び

文部科学省の事業を通して検討し、財源措置も含めて具体的にどのように実施されていく

のかに注目していかねばならないと指摘した。Ⅳでは、チームによる取組について、大阪

府教育委員会の『子どもの笑顔が生まれる学校改善のためのガイドライン』をもとに考察

し、専門スタッフ、外部人材の学校というチームへの参画のあり方が今後の課題であるこ

とや地域連携を担当する教職員の明確な位置付けが必要であることを指摘した。また、中

央教育審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」、先

行研究の検討を通して考察し、教職員同士の協働、専門スタッフとの連携・協力の在り

方、教員の専門性、学校の業務・教員の職務、校長によるマネジメント力等の課題がある

ことを明らかにした。また、大学理事長、学校経営者、医療経営等の研究者、社会教育学

研究者、児童福祉の専門家、教育ジャーナリスト等あらゆる立場の専門家が捉える「チー

ム学校の可能性」に関して、さまざまな見解を示した。	

	 第３章「授業に焦点を当てたこれまでの T・T」のⅠでは、先行研究をもとに知的障害

特別支援学校の T・T を定義づけ、T・T の歴史を探り、日本においては授業改善の一つで

あること、特殊教育諸学校では、児童生徒の個々の課題に即した指導の必要性から発展し

た授業改善、指導の工夫が T・T の始まりであることを明らかにした。Ⅱでは、T・T の課
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題を小学校、特殊教育諸学校のアンケート調査を通して、さらに先行研究及び筆者の経験

を通して明らかにした。Ⅲでは、先行研究から T・T の長所を検討し「T・T の長所項目

表」を作成した。Ⅳでは、茨城県教育研修センターが作成した「特殊教育諸学校における

ティーム・ティーチングの指導・支援の技術・スキル」を知的障害特別支援学校の授業で

活用し、それをもとに「AT の支援評価表」を作成した。	

	 第４章「特別支援教育における T・T の実態調査」では、A 県内特別支援学校等と B 市

内通常学級（幼稚園、小学校、中学校）の管理職、特別支援教育コーディネーター、担

任、通級指導教室担当者、特別支援学級担任、配置されている専門スタッフ、外部人材へ

アンケート調査を実施した。Ⅰでは、目的、対象、手続き、対象者ごとのアンケート調査

項目の概要を示した。Ⅱでは、特別支援学校等の調査結果から特別支援教育を進める上で

の課題、教職員同士で授業を実施する上で効果的な点、工夫が必要な点、専門スタッフ、

外部人材が参画している授業の実態や効果的に支援できた点、工夫が必要な点等を明らか

にした。特別支援教育を進める上での課題として、管理職は「予算削減」、「教職員同士の

連携」、「専門スタッフ等や各機関との連携」、「特別支援学校教員としての専門性」に課題

があると考えていることが分かった。特別支援教育コーディネーターは、「専門性の確

保」と「校内支援と校外支援のバランスの悪さ」、「コンサルテーションのあり方」に困難

を感じていることが分かった。教職員同士で授業を実施する上で効果的であった点は、

「効果的な支援」と「教員の力量形成」であることが分かった。工夫が必要な点は、「共

通理解や意思の疎通」、時間の確保等の「連携」と、「教員の体制」、「役割分担」、「個に応

じた指導」など T・T と深く関わりのあることが明らかになった。専門スタッフ、外部人

材が参画している授業で効果的であった点は、専門スタッフについては「専門性の向上」、

「安心して授業に取り組めること」、「連携につながること」、外部人材については「技術

の習得」、「交流の機会」、「安心して授業に取り組める」等であった。工夫が必要な点は、

専門スタッフ、外部人材共に「連携」が挙がり、専門スタッフは「役割分担」、「時間的な

こと」や「配置に関して」が、外部人材については、「児童生徒理解」等であることが分

かった。効果的であった点、工夫が必要な点共に「連携」が深く関わっていることが明ら

かになった。	

Ⅲでは、B 市の調査結果を示した。特に管理職が特別支援教育の課題であると考えてい

ることは、「支援の積み重ねが困難であること」、「個に応じた支援」、「共通理解の時間不

足」や「教員の育成」等であった。Ⅳでは、回収数の少なかったⅢの補完として通常学級
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の担任、特別支援学級担任、特別支援教育コーディネーター、通級指導教室担当者、スク

ールカウンセラー、特別支援教育支援員へのインタビューを通して得られたことや先行研

究の知見をもとに通常学級における課題等を考察し、解決の方向性を示した。Ⅴでは、専

門スタッフとの T・Tを先行研究とⅡ、Ⅲ、Ⅳで得られた回答及び第３章で作成した「T・

Tの長所項目表」を通して検討し、T・Tの可能性を探るとともに、課題を先行研究の知見

も交えて考察した。また、教職員と外部人材との T・T についても、各々の回答をもとに

検討し、障害者との交流が少ないボランティア等に対しては、より丁寧な対応が必要とな

ることを指摘した。	

	 第５章「共生社会を見据えた T・Tのあり方」のⅠでは、外部人材が参画する T・T等に

ついて文献を参照して述べ、共生社会を形成するための地域人材との T・T について考察

し、共生社会の形成のためには、地域人材を活用した T・T が必要であると指摘した。Ⅱ

では、アンケート調査結果及び先行研究を通して、専門スタッフ、外部人材と共にチーム

として取り組む必要性と課題について考察し、学校と専門スタッフ、外部人材がともに児

童生徒の教育活動にチームとして取り組むことができるよう、学校レベル、教育委員会レ

ベル、国レベルでさらに検討を重ねることが必要であると指摘した。Ⅲでは、T・T の多

様化を「参画する人材」、「参画する理由」、「参画のしかた」、「T・T の多様化の捉え方」

の四つの観点でアンケート調査結果及び先行研究等を通して考察し、自立や社会参加に向

けた主体的な取組を「支援」するための医療、保健、福祉、労働の支援のあり方は、授業

や授業に限定しない教育活動における直接的・間接的支援が考えられ、あらゆる「支援の

あり方」やあらゆる「支援の場」が T・Tの多様化の軸となることを指摘した。また、T・

T の類型化の「支援の場」の意味づけとして教育課程に注目し、教育課程内外における支

援の場を「支援の場の多様化」として捉え、「支援のあり方の多様化」はどのような支援

のあり方があるか、という観点から直接的支援・間接的支援として捉え、それらをもと

に、また守屋（2010）の「自我発達の三次元モデル」を参考にしつつ、T・T の類型化を

試みた。Ⅳでは、学校支援地域本部事業、放課後等デイサービス、地域人材（コンビニ店

員）が参画する知的障害特別支援学校の「職業」の授業の 3事例を取り挙げ、共生社会を

見据えた特別支援教育を進める T・T のあり方について考察し、共生社会の形成のための

障害者理解や意義のある社会参加へつながること、他機関等との連携は日常の顔が見える

連携が T・Tの多様化の基礎づくりにつながること等を指摘した。	
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Ⅱ	 今後の課題	

第４章のアンケート調査では、回収数が少なく全体的な傾向として捉えるには不十分な

面もあるが、本調査結果を土台にして、さらに研究を進めていきたい。また、本アンケー

ト調査については、質問項目の文章等わかりにくい部分もあったという指摘があり、この

ことを踏まえて、今後の研究に活かしていきたい。	

	 教職員同士、教職員と専門スタッフ、外部人材との T・T の課題として挙げられた「連

携」は、教育、医療、心理等の専門家としてお互いの垣根を越える相互交流こそ解決の方

向性を示すと考える。行政レベルでの課題の解決はもちろんのこと、役割分担の明確化や

気がねのないコミュニケーションが取れる学校風土の醸成が重要であると考えるが、本研

究では具体的な解決策を示すことができなかった。この点に関しては今後の課題とした

い。さらに、特別支援教育に関わりの深い三次的 T・T としての放課後等デイサービスの

動向に注目し、研究を深めていきたい。	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	253 
 

引用文献	

	

阿久津利明 2017「学校と家庭・地域の連携による『共有』〜チーム学校の構築と特別活	

	 動の充実〜」東京家政大学教員養成教育推進室年報第 4号 pp.251-260	

浅岡友紀・中村真理 2016「支援員は通常学級でどのような体験をしているかー困難と対	 	

	 処を中心にー」東京成徳大学心理学研究第 16 号 p.59	

浅田匠・古川治 1998『ティーム・ティーチングの教育技術』明治図書 pp.90-92&pp.101-	

105	

天笠茂・新井郁男 1999『学習の総合化をめざす	 ティーム・ティーチング事典』教育出	

	 版 p.18&p.111&pp.104-226	

荒川勇・大井清吉・中野善達 1976『日本障害児教育史』福村出版	 	

	 pp.11-14&p.42&p.94&p.108	

荒川智・船橋秀彦・室伏哲雄・渡辺克之 2009	「茨城県内の『特別支援教育支援員』に関 

	 する調査研究」茨城大学教育学部紀要（教育科学 58	）pp.230-231 

Bengt	Nirje	,2008	Normaliseringsprincipen	ハンソン友子（訳）『再考・ノーマライゼ	

	 ーションの原理−その広がりと現代的意義−』現代書館 p.13&p.114	

ベア＝ウッドワード著	 吉本二郎・下村哲夫訳	1996『ティーム・ティーチング―その理	

論と実際	―』東洋館出版 p.6	

千葉杲弘 2004『国際協力を志す人のために』学文社 p.10	

江原裕美 2001『開発と教育』新評論 p.302		

福山恵美子 2016「知的障がい特別支援学校におけるティーム・ティーチングに関する実	

	 践的研究（第Ⅲ報）−授業分析と AT の支援に焦点をあてて−」大阪教育大学紀要第Ⅴ部	

	 門教科教育第 64 巻第 2号 pp.75-92	

藤井明日香・河合紀宗 2012「特別支援学校高等部の就労支援における関係機関との連	

	 携」広島大学大学院特別支援教育実践センター研究紀要	第 10 号	p.16	

藤岡秀樹 2000「ティーム・ティーチングについての教師の意識－小学校の事例の分析

－」京都教育大学教育実践研究年報第 16 号 pp.279-281&p.283	

藤本文朗・小川克正	 1996	 『障害児教育の現状・課題・将来』	 	

	 培風館,pp.4-5&p.35-42&p.151	

古山千佳子・高木雅之・吉岡和哉 2018	「特別支援学校における教員と作業療法士の連携	



	254 
 

		−教員へのアンケート調査より−」人間と科学	 県立広島大学保健福祉学部誌	 18（１）	

	 pp.138-139	

外務省	HP	障害者の権利条約の目的	 	 	 	 	

	 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html			

	 2016 年 11 月 15 日	

長谷川裕己・渡辺明広 2008「特別支援学校（知的障害）におけるティーム・ティーチン	

	 グによる授業改善の試み－『ティーム・ティーチングでの指導・支援の内容』表を活用	

	 した授業実践を通して－」静岡大学教育学部附属教育実践総合センター紀要	2008.№15		

		pp.83-91		

羽田野真帆 2008「障害児教育の制度的変遷に関する一考察–学校教育制度における『障害	

	 児』の排除と包摂の過程に注目して–」共生教育学研究	第３巻 p.49&pp.50-51	

林美輝・河合淳伍・岩坂英巳・松浦直己・加藤久雄・片岡弘勝・高橋豪仁 2011	

	 「特別支援教育支援員のあり方に関する調査：奈良教育大学特別支援教育研究センタ	

	 『特別支援教育支援員養成講座』の修了者及び学校へのアンケート調査を手がかりに」	

	 教育実践総合センター研究紀要 p.297	

樋口修資 2017「学校組織運営論からみる『チーム学校』の批判的考察と教員のワークラ	

	 イフ・バランスの実現」明星大学研究紀要-教育学部第７号 pp.1-14	

日俣周二 1966	『ティーム・ティーチングの理論と方法』明治図書 p.60&pp.13-29	

細谷一博・北村博幸・五十嵐靖夫 2014「特別支援教育支援員の現状と課題：函館市内の	

	 支援員への調査を通して」北海道教育大学紀要,教育科学編,65(1):pp.157-165		

池田友美・郷間英世・川崎友絵・山崎千裕・武藤葉子・尾川瑞季・永井利三郎・牛尾禮 

	 子 2007「保育所における気になる子どもの特徴と保育上の問題点に関する調査研究	 	

	 小児保健研究第 66 巻第 6号	 	

石隈利紀 2018『LD	ADHD	&ASD』1 月号	 明治図書	 p.8&pp.9-13	

石倉健二・足立道久・古谷育子 2015「特別支援教育における理学療法士の活用状況と課	

	 題についての調査」理学療法学第 42 巻第 2号 pp.166-167	

石山貴章・山本彩未 2013「小・中学校における特別支援教育支援員の活動との実際と課	

	 題」就実論叢（43）pp.47-61	

一般社団法人全国児童発達支援協議会「保育所等訪問支援の効果的な実施等に関する調査	

	 研究」報告書 2017	pp.107-108	



	255 
 

井上健 2016「『インクルーシブ教育システム』とは何か−学校や教員に求められる変化を	

	 中心に−」東京都市大学	共通教育部紀要 Vol.9	p.90		

茨城県教育研修センター2000『特殊教育におけるティーム・ティーチングの在り方	

	（個を生かす支援としてのティーム・ティーチング）』茨城県教育研修センター		

http://www2.center.ibk.ed.jp/contents/kenkyuu/houkoku/data/041/index.htm		

J.T.シャプリン H.F.オールズ共編	 平野一郎・椎名萬吉訳編 1966『ティーム・ティーチ	

ングの研究』	p.415	

加藤幸次編 1995『ティーム・ティーチングの計画・実践・評価 Q&A	』九州個性化教育研	

	 究会 p.8&pp.10-11&pp.15-16&pp.100-177	

加藤幸次 1994『ティーム・ティーチングを生かす先生』図書文化 pp.85-88	

加藤幸次・多田信夫編 1997『ティーム・ティーチングの授業』国土社 p.8&	pp.39-40	

加藤宏 2016「教職課程での特別支援教科の必修化の意味するもの」筑波技術大学テクノ	

	 レポート Vol.23	p.27&p.30	

加藤康昭・中野善達 1967『わが国の特殊教育の成立』東峰書房 pp.118-119	

神奈川県教育委員会 2018『地域学校協働ボランティアハンドブック	 つなごう	 つな	

	 がろう	 地域と学校』p.17	

金子晃之 2017「『チーム学校』と地域との連携・協働の課題について」桜花学園大学保	

	 育学部研究紀要第 15 号 pp.43-63	

河東田博 2005「新説 1946 年ノーマライゼーションの原理」立教大コミュニティ福祉学部	

	 紀要第七号 p.14	

河村久・腰川一恵 2012「学生支援員の活動実態と活動へのサポート上の課題」聖徳大	

		学研究紀要第 23 号	 聖徳大学短期大学部第 45 号 pp.103-109	

教育と医学の会 2016『教育と医学』慶應義塾大学出版会	 pp.2-51	

研究代表者大阪教育大学教育学部特別支援教育講座	守屋國光 2010「特別支援教育コーデ	

	 ィネーター養成プログラム開発研究報告書」（５）文部科学省特別教育研究費（教育改	

革）事業 pp.19-20&pp.42-43	

公益財団法人日本知的障害者福祉協会児童発達支援部会 2014「全国児童発達支援センタ 

ー実態調査報告」p.158 

		2018 年 11 月 3日	

厚生労働省 2012「各就労支援機関等の取組状況について」	



	256 
 

	 www.mhlw.go.jp/stf/shingi/.../2r98520000027qnv.pdf	p.15		

	 2018 年 11 月 15 日	

甲賀崇史・安藤隆男 2013「久里浜養護学校の設置過程－『実験教育研究施設』から『養	

	 護学校』への転換－」障害科学研究,37	pp.169-173	

厚生労働省 2015「放課後等デイサービスガイドライン」pp.1-3					

厚生労働省	HP	「国際生活機能分類–国際障害分類改訂版–」	

	 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html	 	

	 2016 年 11 月 20 日	

厚生労働省	2017（平成 29）年度社会福祉施設等調査の概況		

		https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/17/index.html		

	 2018 年 11 月 3日	

国際連合広報センター,その憲章と機構	

	http://www.unic.or.jp/info/un/	 	

	 2016 年 11 月 15 日	

国立国会図書館デジタルコレクション,7 コマ「古事記」	

	 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1184132	 	

	 2016 年 11 月 17 日	

国立国会図書館デジタルコレクション,9 コマ「日本書紀」	

	 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2545037?tocOpened=1	 	

	 2016 年 11 月 17 日	

国立特別支援教育総合研究所	 特別支援教育法令等データベース	 総則/基本法令等−サラ	 	

	 マンカ声明：	 http://www.nise.go.jp/blog/2000/05/b1_h060600_01.html#sen2		

	 2018 年 2 月 18 日	

小林由美子 2017「『チーム学校』としてのあり方」名古屋学院大学教職センター年報１	 	

	 号 pp.69-75	

前田洋一・猪尻マサヨ 2016「学校をチームにするには何が必要か	 学び続ける教員集団	

	 を形成するための実践的研究」鳴門教育大学学校教育研究紀要 p.20	

前之園幸一郎 1965	『教育経営学会報』第 7号	 東京大学教育学部内教育経営学会 pp.25-	

27&p.31	

松田恵示 2015	 中央教育審議会生涯学習分科会	 学習成果活用部会（第 2 回）報告資料



	257 
 

「教育支援人材の育成と地域課題のマッチングに関する報告−一般社団法人『教育支援人	  

材認証協会』の取り組みを中心に−」	

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/cukyo/chukyo2/010/siryou/1359174.htm	

	 2018 年 11 月 3日 

松本浩之・柳生和男 2006『生徒指導を促進する協力指導（T・T）体制に関する研究』	

	 文京大学生活科学研究第 28 集 pp.48-49	

松山陽子・古田弘子 2012「特別支援教育支援員の現状と課題：支援員への質問紙調査を	

	 通して」熊本大学教育学部紀要	 人文科学,61:109-115		

溝部ちづ子・梶田英之・財津伸子・酒井研作・斉藤正信 2018a	『チーム学校』に向けた	

	 今後の可能性と課題（Ⅰ）-関連答申と先行研究文献から-」比治山大学・比治山大学短	

	 期大学部教職課程研究 4巻	 pp.21-31	

溝部ちづ子・梶田英之・財津伸子・酒井研作・斉藤正信 2018b「『チーム学校』に向けた	

		今後の可能性と課題（Ⅱ）〜教育現場の質問紙調査から一考察〜」比治山大学・比治山	

	 短期大学部教職課程研究 4巻 pp.32-46	

峰島厚・木全和巳・荻原康一 2009『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』	 	

	 弘文堂	 p.4&p.11&pp.14-15&p.60&p.61&p.63&p.73	

宮木秀雄・柴田文雄・木舩憲幸 2010「小・中学校の特別支援教育コーディネーターの悩	

	 みに関する調査研究-校内支援体制の構築に向けて-」広島大学大学院教育学研究科附属	

	 特別支援教育実践センター研究紀要第８号,	pp.41-46	 	

宮野澄男・潮谷有二・奥村あすか・吉田真衣「スクールソーシャルワーカーの法的整備に	

	 関する一考察-『チーム学校』における教員との連携・分担を多職種連携の立場から-」	

	 長崎純心大学学術機関リポジトリ第 24 号 pp.83-104	

村上美奈子 2003「障害児教育批判と養護学校の実際-養護学校のいまとこれからを問う-	

	 」東京大学大学院教育学研究科	 教育学研究室紀要第 29 号 pp.15-16	

Medill	Bair	and	Richard	G.Woodward 著	 吉本二郎・下村哲夫共訳 1996『ティーム・テ	

ィーチング−その理論と実際−』東洋館出版社 p.6&	p.14&p.63	

茂木俊彦 2003『障害は個性か』大月書店 pp.36-37&pp.104-111	

守屋國光 2004『発達教育論	 自我発達と教育的支援』	風間書房 pp.33-36	

守屋國光 2010『自我発達論』風間書房 p.29	

守屋國光編 2015『特別支援教育総論』風間書房 p.5&p.7	



	258 
 

文部省 1999『盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領』大蔵省印刷局 p.6	

文部省 2000『盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領解説−総則編−』海文堂出版株式	

会社 pp.205-206	

文部科学省 2003「今後の特別支援教育の在り方について（ 終報告）」	

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361225.htm	

	 2016 年 11 月 17 日	

文部科学省 2003「今後の特別支援教育の在り方について」参考１「個別の教育支援計画 

	 について」	  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361230.htm		

	 2018 年 8 月 8日	

文部科学省 2005「新しい時代の義務教育を創造する（答申）」p.19	

文部科学省 2007「特別支援教育の推進について（通知）」	

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101/001.pdf	

2019 年 2 月 10 日	

文部科学省 2008(平成 20)年度特別支援教育体制整備状況調査	

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/04/attach/1260961.htm		

	 2018 年 5 月 3日	

文部科学省 2008『小学校学習指導要領総則解説』	 東洋館出版 p.72		

文部科学省 2008『中学校学習指導要領総則解説』	 ぎょうせい pp.72-73	

文部科学省 2008 障害のある子どものための地域における相談支援体制整備ガイドライン	

	 （試案）http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/021/004.htm		

	 2018 年 5 月 6日	

文部科学省 2008『学校支援ボランティア活動の推進方策に関する調査研究報告書』	

国立教育研究政策所社会教育実践研究センター	p.54	

文部科学省 2009『高等学校学習指導要領総則解説』	東山書房 p.71	

文部科学省 2009『特別支援学校学習指導要領解説総則等編（幼稚部・小学部・中学部）』	

教育出版 p.245	

文部科学省初等中等教育局予算額（案）主要事項【説明資料】H19-H30		

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/index.htm	

	 2018 年 5 月 6日	



	259 
 

文部科学省 2009	学校支援地域本部事業（拡充）	 	

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100105/004/005.htm		

	 2018 年 7 月 15 日	

文部科学省 2010	特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第 3回）合理的配慮につい	

	 て	 	

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297380.htm		

	 2016 年 11 月１日	

文部科学省 2010 特別支援教育の在り方に関する特別委員会（第３回）配付資料	 別紙２	

	 合理的配慮の例	 	

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297380.htm	 	

	 2018 年 11 月 20 日	

文部科学省 2011 特別支援教育の在り方に関する特別委員会	 合理的配慮等環境整備検討	

	 ワーキンググループ（第 7回）障害種別の学校における「合理的配慮」の観点（案）	

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1314384.htm	

	 2016 年 11 月 17 日	

文部科学省 2012「特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告１」	

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325884.htm	 	 	

	 2016 年 8 月５日	

文部科学省 2012 合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告	

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316182.htm	 	

	 2016 年 11 月 1日	

文部科学省 2013「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について〜学び合	

	 い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて〜（答申）」pp.9-10&p.39	

文部科学省 2015	教育課程部会特別支援教育部会第１回配布資料 5	

http://	www.mext.go.jp/b_menu/shingi/.../1364742_02.pdf	

2018 年 11 月 16 日	

文部科学省 2015「小学校学習指導要領解説	 総則編」	

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387014.htm	p.105	

2018 年 11 月 23 日	

文部科学省 2015「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」	



	260 
 

	 pp.1-3&pp.11-12&p.22&pp.44-45		

文部科学省 2015「チームとしての学校の在り方の改善方策について（答申）案」参考資	

	 料 5	

		http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/.../1365651_08.pdf		

		2018 年 6 月 28 日	

文部科学省 2015「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特	

別支援教育の推進（報告）」	

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321669.htm	

2019 年 2 月 10 日	

文部科学省 2015 コミュニティ・スクールの推進等に関する調査研究協力者会会議「コミ	

	 ュニティ・スクールを核とした地域とともにある学校づくりの一層の推進に向けて〜全	

	 ての学校が地域とともにある学校へと発展し、子供を中心に据えて人々が参画・協働す	

	 る社会を目指して〜」p.5	

文部科学省 2015「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定等について（通知）」	

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1360256.htm	

	 2019 年 2 月 13 日	

文部科学省 2016（平成 28）年度特別支援教育体制整備状況調査結果	 	

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__icsFiles/afieldfile/2017			

/04/07/1383567_02.pdf			

	 2018 年 8 月 28 日	

文部科学省 2016「学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策につい	

	 て」p.4&p.12	

文部科学省 2016『「次世代の学校・地域」創世プラン〜学校と地域の一体改革による地域	 	

		創世〜』p.5	

文部科学省 2017「中学校学習指導要領解説	 総則編」	

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm	p.104	

	 2018 年 11 月 23 日	

文部科学省 2017 教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会		

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/126/houkoku/1398442.htm	

	 2018 年 2 月 24 日	



	261 
 

文部科学省 2017（平成 29）年度特別支援教育体制整備状況調査		

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1402845.htm		

	 2018 年 5 月 3日	

文部科学省 2017（平成 29）年度概算要求説明資料	

	 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/.../1376640_4.pdf	

		2018 年 3 月 14 日	

文部科学省 2017	平成 30 年度概算要求主要事項 3-文部科学省	

	 http://www.mext.go.jp/component/b.../08/30/1394954_3.pdfp.49		

	 2018 年 4 月 1日		

文部科学省	 2017 年度特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について	

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1402845.htm		

	 2018 年 6 月 5日	

文部科学省 2018『特別支援学教育要領・学習指導要領解説	 自立活動編（幼稚部・小学	

	 部・中学部）』p.23	

文部科学省 2017	特別支援学校学習指導要領等（平成 29 年 4月公示・平成 31 年 2月公	

示）	

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldf

ile/2018/01/09/1386427_2.pdf	

2019 年 2 月 13 日	

文部科学省 2018『高等学校学習指導要領解説	 総則編』	

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1407074.htm	p.152	

	 2018 年 11 月 23 日	

文部科学省 2018『特別支援学校学習指導要領解説	 各教科等編（小学部・中学部）』	

p.30	

文部科学省 2018	特別支援教育について「資料 5：学校における医療的ケアの実施にあた

っての役割分担の状況について」	

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1402118.htm	

	 2019 年 2 月 22 日	

文部科学省	 就学に関する手続きについて	 	

	 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/003.htm		

	 2018 年 5 月 1日	



	262 
 

文部科学省「コミュニティ・スクールと学校支援地域本部について」資料４		

	 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/.../1338051_04.pdf	pp.6-8	

	 2018 年 11 月 2日	

文部科学省 2018「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」	

		http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6686/00300767/monka_tuuti_2524.pdf	

2019 年 2 月 10 日	

中尾陽子	2011「ティーム・ティーチング	 ―ラボラトリー体験学習における意味を探る	

	 ―」	南山大学「人間関係研究」第 10 号	pp.111-113&pp.115-118	

長沼俊夫 2005『肢体不自由教育』170 日本肢体不自由教育研究会 p.45	

中村満紀男・荒川智 2003『障害児教育の歴史』	 明石書店	 	 	

	 p.91&p.108&pp.121-124&p.145&p.185	

西谷勝弘・久保真喜子・玉木昌裕 2006「特別支援教育における関係機関との連携による	

	 支援の在り方−個別の教育支援計画の効果的な運用を通して–」広島県立教育センター研	

究報告		p.68	

日本作業療法士協会 2011「特別支援教育への作業療法士参画モデル案に関する報告」p.4	

日本障害フォーラム（JDF）2013	『障害者差別解消法って何』興栄社	p.7	 	

日本ライトハウス 21 世紀研究会編 2002『我が国の障害者福祉とヘレン・ケラー−自立と	

	 社会参加を目指した歩みと展望−』教育出版 p.110	

庭野賀津子 2011「特別支援教育支援員活用現状に関する調査研究−学級担任との連携に	

	 おける課題−」東北福祉大学研究紀要 pp.265-277	

内閣府 2002『障害者基本計画』p.2	

内閣府 2013『障害者白書』p.81	

内閣府	 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてよくあるご質問と回答	

	 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html	

	 2016 年 11 月 1日	

内閣府	 障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及び基礎的環境整	 	

備」	

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm	

	 2016 年 11 月１日	

内閣府	 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針	



	263 
 

	 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html	

	 2016 年 11 月 15 日	

内閣府 2018『組織・業務の概要 2018』p.26	

大阪府教育委員会 2008『子どもの笑顔が生まれる学校改善のためのガイドライン』			

	 p.1&pp.2-3	

大阪府	大阪府高等学校における通級による指導について	 	

	 http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/koukou-tsukyu/index.html		

	 2018 年 4 月 10 日	

大阪府高槻市教育委員会	平成 30 年度特別支援教育支援員募集	

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/shokuin/saiyojoho/baito/1453856487568.

html		

	 2018 年 9 月 23 日	

太田正巳『〈チームの授業〉をつくる「解釈」のアイデア』明治図書 p.4&p.84	

岡田信吾 2013「小学校長における特別支援教育推進に関わる意識調査」就実教育実	

	 践研究第６巻 pp.78-79	

岡田典子・山崎博敏 2001「学級規模とティーム・ティーチングの教育的効果−児童生徒の	

	 学力との関連を中心に−」広島大学大学院教育学科研究紀要	第 50 号.p.223	

岡山県教育委員会 2015「『学校支援ボランティアとの協働の進め方	教職員ガイドブッ	

	 ク』地域から信頼され応援される学校づくり〜地域の力を学校へ〜」平成 27 年度版	 	

	 p.3&p.28	

奥住秀之 2004「知的障害養護学校の授業づくりについての一考察」特殊教育研究施設研	

	 究報告第 3号 p.13	

落合俊郎・島田保彦 2016「共生社会をめぐる特別支援教育ならびにインクルーシブ教育	

の在り方に関する一考察−Mary	Warnock	and	Brahm	Norwich（2010）の視点から−」	広	

島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター研究紀要（14）p.27&pp.31-	

33	

齋藤孝 2013	『人はチームで磨かれる—職場を元気にする 72 の質問』日本経済新聞出版社	

pp.20-22	

佐久間庸子・田部絢子・高橋智 2011「幼稚園における特別支援教育の現状：全国公立 

	 幼稚園調査から見た特別な配慮を要する幼児の実態と支援の課題（abstract）」東京学 



	264 
 

芸大学リポジトリ p.173 

笹本健 2004「今後の教育の展開に向けて－意識改革の本来的意義－（プロジェクト研究	

	 ｢２１世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方に関する基礎的研究｣）p.81	

佐竹勝利 2017「『チームとしての学校』における『協働』についての予備的考察」高松	

	 大学研究紀要第 69 号 pp.1-8		

佐藤久夫・小澤温 2000『障害者福祉の世界』有斐閣アルマ			

	 pp.17-18&pp.32-33&p.47&	pp.55-56&p.58&pp.61-62	

澤田真弓研究代表 2013『インクルーシブ教育システムにおける教育の専門性と研修カリ	

	 キュラムの開発に関する研究』	 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 A研究成果	

報告書 pp.59-61&	pp.66-69&	pp.78-79&pp.81-85	

重松敬一・井戸野佐知子・勝美芳雄 1995「ティーム・ティーチングによる算数・数学教	

	 育の実践的研究（１）」奈良教育大学紀要第 44 巻	第 1号	pp.20-21	

柴垣登 2017「特別支援学校教員の専門性向上のための諸課題についての考察」立命館教	

	 職教育研究（4号）pp.14-15&p.18	

清水貞夫 2010『インクルーシブな社会をめざして』クリエイツかもがわ pp.200-201		

	 pp.173-176	

清水史恵 2014「通常学校において医療的ケアに関わる看護師の配置や雇用状況の全国調	

	 査—教育委員会を対象として−」小児保健研究第 73 巻第 2号 p.364	

下村哲夫 1966「ティーム・ティーチングの成立と展開」香川大学教育学部研究報告	 第	

	 一部第二十号抜粋 p.26&	p.28&p.55	

社会福祉士養成委員会 2009『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規 p.4	

鈴木三樹子・松田輝美・西野将太・藤森めぐみ 2018『子ども ST と地域包括〜家族も支援	

	 者も安心感を育む地域作り〜』子どもの発達支援を考える ST の会	 会報 9号 pp.138-	

	 139	

障害者保健福祉研究情報システム（DINF	）	 障害者の権利に関する条約	 	 	 	

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html#ARTICLE1	

	 2016 年 11 月 15 日	

障害保健福祉研究情報システム（DINF）1997Ⅱ障害者の権利宣言	

	 http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/un/unpwd/po20po27.html#020	

	 2016 年 11 月 20 日	



	265 
 

障害保健福祉研究情報システム 2008「ノーマライゼーション	 障害者の福祉」5月号	 	

		http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n322/n322020.html#main	

	 2018 年 11 月 16 日	

末藤美津子 2017「多文化共生を目指した『チーム学校』の取り組み-カリキュラム・マ	

	 ネジメントの視点から-」東京未来大学研究紀要	 Vol.10	pp.61-69	

瀬戸美奈子・石隈利紀	 2002	「高校におけるチーム援助に関するコーディネーション行	

	 動とその基盤となる能力および権限の研究–スクールカウンセラー配置校を対象として	

−」教育心理学研究,50	pp.204－214	

瀬戸美奈子・石隈利紀 2003「中学校におけるチーム援助におけるコーディネーション行	

	 動とその基盤となる能力および権限の研究–スクールカウンセラー配置校を対象として	

	 −」教育心理学研究,51,pp.378－389	

高島恭子 2007「障害児教育における『自立』の概念」長崎国際大学論叢第 7巻 pp.188	

	 -189	

高橋興 2008『学校支援ボランティア活動の推進方策に関する調査研究報告書』国立教育	

政策研究所社会教育実践研究センターpp.57-58	

武田篤・斎藤孝・新井敏彦・神常雄 2011「特別支援教育支援員の現状と課題〜特別支援	

	 教育支援員へのアンケート調査から〜」秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要第 33	

	 号 pp.189-193	

田中千恵・猪狩恵美子 2018「特別支援学校における医療的ケア実施体制の課題—学校看護	

	 師の意識を中心に−」福岡女学院大学大学院発達教育学紀要第 5号 pp.60-64	

田中美鈴・上村惠津子 2017「特別支援教育コーディネーターが機能する校内支援体制の	

	 検討−A 地区における現状と課題からの考察−」信州大学教育学部研究論集	 第 11 号	

	 p.192&pp.196-200	

谷沢規容子・横山順一 2010「知的障害特別支援学校の現状と課題−『センター的機能』と	

『特別支援教育コーディネーター』に焦点をあてて」山梨学院短期大学紀要 30 巻	 	

pp.92－93	

玉村公二彦・中村尚子 2008『障害者権利条約と教育』全障研出版部	 	

	 p.9&p.16&pp.19-21&p.24&pp.32-33&pp.41-42	

東京学芸大学	 codomode	こどモード 6大学連携教育支援人材育成事業	

www.u-gakugei.ac.jp/~codomo/archives/cn5/cn11/cn24/pg139.html	



	266 
 

	 2019 年 2 月 17 日	

東京成徳大学「教育支援人材認証制度紹介パンフレット」	

	 www.tsu.ac.jp/Portals/0/images/.../ninsyo_seido2011.pdf	

	 2018 年 11 月 3日	

泊裕子・竹村淳子・道重文子・古株ひろみ・谷口惠美子 2012「医療的ケアを担う看護師	

	 が特別支援学校で活動する困難と課題」大阪医科大学看護研究雑誌第 2巻 pp.46-47	

渡津英一郎 2017「学校への期待の変化に対応した教員の職務と資質能力-校内外におい	

	 て進展している協力・連携の現状と今後の課題について」愛知大学リポジトリ一般教	

	 育論集（50）pp.15-26	

WAM	NET	独立行政法人福祉医療機構	

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/service/c078-p02-02-

Jidou-07.html		

	 2018 年 11 月 11 日	

山口洋史 2004『これからの障害児教育』ミネルヴァ書房	

	 pp.3-4&p.44&p.55&p.62&pp.66-67&pp.87-88	

山田雄一 2017「障害のある子どもの保育にかかわる現状と課題−個別的な保育から多様性	 	

	 （ダイバーシティ）に応じた保育へ−」2017	川村学園女子大学研究紀要第 28 巻	第 3号	

p.99		

山本佳代子 2017「K 市における放課後等デイサービス事業所の現状と課題−放課後等デイ	

	 サービスガイドラインをふまえて−」西南女学院大学紀要 Vol.21	p.107	

吉岡恒生 2013「特別支援教育における関係機関との連携−質問紙調査を用いて−」愛知教	

	 育大学研究報告,教育科学編 62,pp.19-21	

全国特別支援教育推進連盟理事長	宮崎英憲「平成 30 年度	 特別支援教育関係予算編	

	 成等の要望」全国特別支援教育推進連盟 p.1	

	

	

	

	

	



	267 
 

Diversification of Team Teaching in Special Needs Education 

ーExploring Ideal Team Teaching for an Inclusive Societyー 

 
Emiko Fukuyama 

 
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School 

 

	 In view of the current state of special needs education, this study is aimed at elucidating the 

actual conditions and issues pertaining to team teaching (hereafter referred to as T.T) in regular 

classes and special needs education schools. The investigation also proposes to scrutinize the 

realities and difficulties experienced by the professional staff and external personnel who 

participate in various capacities in connection with T.T. Further, the objective of this study is to 

broaden the perspective of T.T from classroom instruction to the participation of diverse human 

resources in educational activities and then to explore the ideal T.T for an inclusive society. 

	 First, the introduction describes the context and establishment of T.T, clarifies its definition, and 

details the relevant approaches to the phenomenon because it is important to understand how T.T 

should be viewed. 

Section I of Chapter 1, entitled “The Change from Special Education to Special Needs 

Education,” incorporates the precepts of Bank-Mikkelsen and Niels to explain the principle of 

normalization. Section II details measures prescribed by the United Nations and Japan for persons 

with disabilities, particularly the “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” and the 

“Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities.” The history of the transition 

of the concept of disability, from the International Classification of Impairments, Disabilities, and 

Handicaps (ICIDH) to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

are discussed in Section III, and each aspect of ICF is clarified. Finally, the historical background 

of special needs education is illuminated with a special focus on educational sites. 

	 Chapter 2 is titled “Expertise and Team Efforts Required for Special Support Education.” In 

Section I of this segment, an inclusive society is defined with reference to the Salamanca Statement 

(Principles, Policy and Practice in Special Needs Education), the Basic Act for Disabled Persons, 
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and extant research. This section also discusses the philosophy of special support education and its 

institution. Section II examines past research to outline the expertise required for special needs 

education, and in Section III, issues pertaining to external and internal support systems to help 

schools build inclusive education models are explicated by reviewing past research and through 

initiatives undertaken by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 

Section IV deliberates on team efforts on the basis of the Osaka Board of Prefectural Education’s 

“Guidelines for School Improvement Resulting in Children’s Smiling Faces” and posits that future 

challenges for schools include the development of ideal ways of engaging professional staff 

members and external human resources in teams. Further, the Central Council for Education’s 

report “About the Ideal School as a Team and Future Improvement Measures” is discussed by 

examining past research. 

	 In Section I of Chapter 3, which is labeled “Past T.T Focusing on Classes,” a definition of T.T in 

special needs schools for persons with intellectual disabilities is presented on the basis of what was 

discussed in preceding studies, and the history of T.T is explored. T.T is posited to be one of the 

ways of instituting class improvements in Japan, and it is explained that in various special 

education schools, the need for instruction based on the individual issues of children and older 

students gave rise to class improvement and teaching techniques, which, in turn, led to the 

development of team teaching. Section II of this chapter delves into the issues related to T.T as 

clarified by a questionnaire survey of elementary schools and various special education schools, 

prior research, and the author’s personal experiences. Section III examines the merits of T.T on the 

basis of prior research and creates “An Inventory of the Merits of T.T.” In Section IV, the author 

utilizes the table “Techniques and Skills of Guidance and Support for Team Teaching in Various 

Special Education Schools” created by the Ibaraki Prefectural Education and Training Center for 

classes in special needs schools for persons with intellectual disabilities. A “Support Evaluation 

Table of AT” is created on the basis of this table. 

	 Chapter 4 is called “A Field Survey on T.T in Special Needs Education.” This segment describes 

the implementation of a questionnaire survey targeting the management of special needs schools 

within Prefecture A and regular schools within City B (kindergartens, elementary schools, and 

junior high schools). The survey was administered to special needs education coordinators, 

homeroom teachers, teachers in charge of special support services in resource rooms, teachers in 
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charge of special support classes, professional staff positioned in schools, and external human 

resources. In Section I, the author presents a summary of the survey, and in Section II, the issues 

that beset the advancement of special needs education as seen from the results of the survey of 

special needs schools are clarified. The elucidation includes aspects that are effective and those that 

require the ingenuity of faculty members with respect to the implementation of classes; the realities 

of classes in which external human resources and professional staff participate with schools; and 

features that require further innovation. Section III presents the results of the survey conducted in 

City B. Section IV contemplates the issues presented by regular classrooms that are based on 

insights gained from interviews of homeroom teachers in regular schools, homeroom teachers of 

special support classes, special needs education coordinators, teachers in charge of special support 

services in resource rooms, and support staff of special needs education. These interviews were 

conducted to support the results outlined in Section III because the survey yielded fewer responses. 

This section makes use of the knowledge gained from the interviews and prior research to suggest 

guidelines in order to resolve the difficulties that are presented. In Section V, the author uses 

insights from prior research and the awareness obtained from the examinations conducted in 

sections II, III, and IV to deliberate on problems pertaining to T.T conducted jointly by faculty 

members, professional staff members, and external human resources. 

	 In Section I of Chapter 5, which is entitled “Ideal T.T for an Inclusive Society,” the author refers 

to documentary records to discuss T.T characterized by the participation of external human 

resources and considers the notion of T.T using local human resources to build an inclusive society. 

Section II of this segment utilizes the results of the questionnaire survey and the outcomes of prior 

research to contemplate the necessity and the challenges of working with professional staff 

members and external resources within a team. In Section III, the diversification of T-T was 

discussed through questionnaire survey results and prior studies. Moreover, attention was paid to 

the curriculum in terms of the significance of the “place of support” in classifying T-T, considering 

the place of support inside and outside the curriculum regarding “diversification of places of 

support.” From this and from the perspective of what type of support should be provided, 

“diversification of ways of support” is regarded as direct support/indirect support. Based on this, 

we attempted to classify T-T with reference to Moriya’s (2010) “three-dimensional model of ego 

development.”  In Section IV, the author discusses three cases of school support initiatives taken by 
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regional headquarters, day services that include the one that is conducted after school 

extracurricular sessions, and classes held by staff members of special needs schools for persons 

with intellectual disabilities in which convenience store employees participated. The author 

considers the ideal model of T.T that would help to advance special needs education for an 

inclusive society. Finally, the author sheds light on the fact that understanding persons with 

disabilities with the aim to form an inclusive society leads to meaningful, all-encompassing social 

participation and that with regard to collaboration with other institutions, collaboration with close 

communication and mutual understanding results in the creation of the basis for the diversification 

of T.T	
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あ	 と	 が	 き	

	

本論文は、教職員同士の T・Tから専門スタッフ、外部人材との T・Tへと視点を広げ、

さらに共生社会を見据えた T・T のあり方を探ろうとするものでした。T・T に関しては、

筆者自身の、そして調査対象者の方々の多様な捉え方がある中での考察となりましたが、

本研究で得られたことを今後の研究につなげていきたいと、思いを新たにしております。	

	

本論文を執筆するにあたり、主指導教員の大阪総合保育大学名誉学長の山﨑髙哉先生に

は、論文執筆の基本から丁寧にご指導いただきました。また、講義では研究の方向性をは

じめ、執筆に際しての細やかなご助言をいただきました。副指導教員の弘田陽介先生（現

福山市立大学准教授）、玉置哲淳先生からは、研究を進める上で的確なご助言をいただき

ました。大方美香学長先生、渡辺俊太郎先生からは研究を進めるにあたって細やかなアド

バイスをいただきました。	

学外の副指導教員である桃山学院教育大学教授、大阪教育大学名誉教授、大阪総合保育

大学名誉教授の守屋國光先生は、研究で行き詰まった時に的確な方向性を示してくださ

り、生涯発達科学会の定例研究会においても、貴重なご助言をいただきました。	

博士課程の皆様には、壁にぶつかった時に悩みや話を聞いていただき、苦しい時期を何

とか乗り越えることができました。生涯発達科学会の定例研究会では、元大阪教育大学教

授の上村逸子先生はじめ会員の皆様から励ましのお言葉やご助言をいただきました。	

A 県内特別支援学校等会長様には、各学校へアンケート調査のご連絡をしてくださいま

したこと、B 市教育委員会担当者様にはアンケート調査を実施する上でご助言をいただき

ましたことに心より感謝いたします。A 県内特別支援学校等及び B 市通常学級の管理職の

皆様、教員の皆様、専門スタッフ及び外部人材の皆様には、お忙しい中アンケート調査に

ご協力いただき、本研究の土台となる貴重なご意見をいただきました。f 特別支援学校の

先生方にはインタビューにもご協力いただき、本研究の考察を深めるための貴重な示唆を

得ることができました。	

通常学級のアンケート調査の補完としてインタビューをさせていただいた皆様には、そ

れぞれの立場からさまざまなご意見をいただき、研究を進めることができました。	

多くの方々のご支援で、本研究を進めることができましたことに心より感謝申し上げま

す。これからもご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。									
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資料４ーⅠ—1	県立特別支援学校長	 依頼文	

長依頼状	
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資料４ーⅠ—2		県立特別支援学校長	 依頼文（通級指導教室担当者含む）	

長依頼状	
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資料４ーⅠ—3		県立特別支援学校	 調査協力者	 依頼文	
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資料４ーⅠ—4	市立特別支援学校長	 依頼文	
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資料４ーⅠ—5		市立特別支援学校	 調査協力者	 依頼文	
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	 資料４ーⅠ—6		市立養護学校長	 依頼文	
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資料４ーⅠ—7		市立養護学校	 調査協力者	 依頼文	
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	 資料４ーⅠ—8		市立支援学校長	 依頼文	
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資料４ーⅠ—9		市立支援学校	 調査協力者	 依頼文	
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資料４ーⅠ—10		附属特別支援学校長	 依頼文	
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資料４ーⅠ—11		附属特別支援学校	 調査協力者	 依頼文	

	

	
	

１	

 

		  

 

 

 

 

 
 

 

 

012

 

 

 

 
 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 



	303 
 

	

 

 

	

 

 

 

 
 

	 	 29 9 30

 

	 	 	 29

7 31 	  

 
 

 

 

 

	  

 

 

	 	 	  

	  

 

	  

	  

 

 

 

	  

 

 

567 0031 1 4 11 206 

090 1717 3429 E-mail fukuyama@ashiya-u.ac.jp 

           

 



	304 
 

 

 

資料４ーⅠ—12		特別支援学校（幼）管理職	 調査用紙	
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	 資料４ーⅠ—13	特別支援学校（幼・小・中）管理職	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—14		特別支援学校（小・中）管理職	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—15	特別支援学校（小・中・高）管理職	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—16		特別支援学校（幼・小・中・高）管理職	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—17	特別支援学校（高）管理職	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—18		特別支援学校	 特別支援教育コーディネーター	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—19		特別支援学校	担任	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—20		特別支援学校・小学校・中学校	 	通級指導教室担当者	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—21		特別支援学校	 専門スタッフ、外部人材	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—22		B 市立	幼稚園園長	 依頼文	
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	 資料４ーⅠ—23		B 市	幼稚園	 調査協力者	 依頼文	
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資料４ーⅠ−24		B 市	幼稚園管理職	 調査用紙	
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	資料４ーⅠ−25		B 市	幼稚園	 特別支援教育コーディネーター	 調査用紙	
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 資料４ーⅠ−26		B 市	幼稚園	 担任	 調査用紙	
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資料４ーⅠ−27		B 市	幼稚園	 特別支援教育支援員	 調査用紙	
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資料４ーⅠ−28		B 市	幼稚園	 専門スタッフ、外部人材	 調査用紙	
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資料４ーⅠ−29		B 市	小学校長	 依頼文	
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資料４ーⅠ−30			B 市	小学校長	 依頼文（通級指導教室担当者含む）	
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資料４ーⅠ−31		B 市	小学校	 調査協力者	 依頼文	
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資料４ーⅠ−32		B 市	小学校管理職	 調査用紙	
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資料４ーⅠ−33		B 市	小学校	 特別支援教育コーディネーター	 調査用紙	
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資料４ーⅠ−34		B 市	小学校	 担任	 調査用紙	
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資料４ーⅠ−35		B 市	小学校	 特別支援教育支援員	 調査用紙	
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資料４ーⅠ−36		B 市	小学校	 専門スタッフ、外部人材	 調査用紙	
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	 資料４ーⅠ—37		B 市	中学校長	 依頼文	

	

	

	
	

１	

 

B 		  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

012

 

 
 

 
 

2015

 

 

 

 



	366 
 

	

	

ŖŔĆĐD?JT 

� öyÒÐÔĦ)��7H>XQWH>XFV@*�ë~)Ŋ�7ĆĐ 

 
ŗŔĆĐĄā 

� öyÒÐ¢ç�,Ŀ³¢ç)�$�¬ŇCDGM�,�ł^ä�Ŋ:7H>XQWH>XFV@*Íé*¥

Á&ĳŐ;Û5�)��öyÒÐÔĦ)��7�FXQ&�$*¢ç�*�6Ø)��$*ĉ�;»7� 

 
ŘŔĆĐØñ 

� � Ļ�ěĴæŃľñ 

 
řŔĻ�ě*��Øñ&áŉ 

W¬ŇCDGM�,�ł^ä*Ø+�Ľiû«Ĕ)�ĕ�8�Ļ�ûě;�o8)(6�´Ä 29µ 9ß 30Ù/

%)�Ľľ� �� 

W�8`�*Ø+��«*Ľiû«Ĕ)�ĕ�8�Ļ�ě;�o8)(6�¢ç%�/&1*���´Ä 29 µ

7ß 31Ù/%)�Ľľ;�49���ő��/�� 

 
ŚŔlùńÂ)"$ 

� � ŕœĻ�ěĴæ�|-*ĨüÀ¼ 

� � � � Ļ�ěĴæ-*�|+ĨüÀ¼)�#�2*%�� 

� � ŖœĻ�ěĴæ*�|)ª�7Ë�ì 

� � � � �*Ļ�ěĴæ-*�|;Ë��7�&�%�/���*��%2�[zĂ;ĭ7�&+Yw��/ 

� � � � �<� 

� � ŗœNS?LBX*hĸ 

� � � � Ļ�ěĴæ+�õį�%�ĕ�$� ���ĕĤ�ã^�¬û*«Ĕ)o8�¨«�8�÷Á%�� 

� � � � �7Øñ%ī/�*%�j^�ö£�87�&+�6/�<��  

� � Řœj^¿�*hĸ 

� � � � j^¿�*�6Ç)"$+��Ņ)ėù��/��ĆĐĝ]¹+����Ļ�ě�,���� 

� � � � o|IXD+Ĉè��Ļ�ě+BRUGEX%Ěćsù��/�� 

� � řœĆĐğå*qĬØñ 

� � � � �ŋĠ�hĦ�¢��¢cĵïĶÖqň©æb%ĀĬ��/�� 

� � ŚœĻ�ěĴæ�À*�6Ç)"$ 

� � � � ãĴæ-*�À+��|Ĥ��ĕ�8�Ļ�ě*Éu;2!$�À;»�2*&0(�/�� 

 
śŔĆĐ)Ŋ�7��:�m 

� � � � � dÅŝ�� 567�0031� �ŋ·Īâ°ÜÙ 1�4�11�206 

� � � � � ŎİŝŒÑ²œ090�1717�3429� E-mailŝfukuyama@ashiya-u.ac.jp 

          ĆĐĤŝċ¯¾Ģ¡Œ�ŋĠ�hĦ�¢�¢Ō��¹áĳĎŖµíúœ 



	367 
 

	 資料４ーⅠ—38		B 市	中学校	 調査協力者	 依頼文	
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資料４ーⅠ—39		B 市	中学校管理職	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—40		B 市	中学校	 特別支援教育コーディネーター	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—41	B 市	中学校通常学級担任・特別支援学級担任	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—42	B 市	中学校	特別支援教育支援員	 調査用紙	
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資料４ーⅠ—43  B 市 中学校 専門スタッフ、外部人材	 調査用紙 
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